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、
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、
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註
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○
、

解

題

 
本
稿
は
、
近
代
朝
鮮
の
先
駆
的
な
宗
教
民
俗
の
研
究
者
李
能
和
が

一
九
二
八
年
か
ら

一
九
二
九
年
に
か
け
て
雑
誌

『朝
鮮
』
に
編
輯
官

(編
修
官
)
の
肩
書
で

連
載
し
た

「朝
鮮
の
巫
俗
」
の
全
文

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

一
九
二
七
年
に
雑
祀

『啓
明
』
第
十
九
号
に
漢
文
体
で
発
表
さ
れ
た

「朝
鮮
巫
俗
考
」

の
全
訳
で

あ
る
。
た
だ
し
、
原
文
と
対
照
す
る
と
部
分
的
に
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
日
本
文
を
だ
れ
が
書
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
特
に
翻
訳
者
名
が
な
い
こ

と
、
ま
た
表
現
に
お
い
て
い
く
ら
か
誤
記
が
多

い
と

こ
ろ
を
み
る
と
、
李
能
和
が
直
接
、
日
本
語
で
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
た
い
へ
ん
な
文
章

家
で
あ
る
。



'

 

李
能
和
は

一
八
六
九
年
生
ま
れ
で
、
漢
学
は
も
と
よ
り
、
二
〇
歳
前
後
に
は
英
語
を
学
び
、
ま
た
漢
語
学
校
で
中
国
語
を
学
ん
だ
あ
と
、
フ
ラ
ン
ス
語
も
習
得

し
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
官
を
務
め
た
。

そ
し
て
、

一
九
〇

五
年
に
は
、
日
本
語
も
学
び
、
実
に
英
、
中
、
仏
、
日
の
四
力
国
語
に
通
じ
て
い
た
と
い
う
。
し
た
が

っ

て
漢
文
を
書
き
下
す
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

 

「朝
鮮
の
巫
俗
」
は
、
朝
鮮
に
お

い
て
は
じ
め
て
巫
俗
を
歴
史
的
に
叙
述
し
た
画
期
的
な
論
文
で
あ
る
。
当
時
、
朝
鮮
総
督
府
に
は
村
山
智
順
が
い
て
、
朝
鮮

民
族
の
衣
食
住
や
習
俗
な
ど
に
つ
い
て
調
査
を
は
じ
め

て
い
た
が
、
そ
れ
が
本
格
的
に
ま
と
ま
る
の
は
こ
の
数
年

の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『朝
鮮

の

巫
覡
』
は

一
九
三
二
年
、
『釈
奠

.
祈
雨

.
安
宅
』
は

一
九
三
八
年
で
あ
る
。
ま
た
赤
松
智
城
と
秋
葉
隆
の

『朝
鮮
巫
俗

の
研
究
』
も

一
九
三
七
年
、
三
八
年
に

ま
と
め
ら
れ
た
。

 
朝
鮮
半
島

の
巫
俗
の
研
究
は
、
最
近
十
数
年

の
あ

い
だ
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
中
心
と
し
た
現
地
研
究
が
め
ざ
ま
し
く
進
展
し
、
今
日
、
韓
国
内
に
お

い
て

は
、
も
は
や
基
礎
的
な
現
地
調
査

の
段

階
は
終
え
た
感

が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
歴
史
、
特
に
社
会
史
の
上
で
幅
広
く
考
察
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
お
こ

な
わ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
李
能
和

に
つ
い
て
、
巫
俗
の
実
態
を
踏
蓬

た
本
格
的
な
研
究
論
文
が
み
あ
た
ら
薦

・
お
そ
ら
く
今
後
の
巫
俗
研
究
は
歴
史
的

か
つ
地
域
研
究
的
な
視
野
に
立

っ
て
進

め
る
ほ
か
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
も
李
能
和
の
再
読
か
ら
は
じ
め
な
い
限
り
発
展
は
見
込
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
韓
国
内
で
は
李
能
和
は
ま
だ
ま
だ

よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
唯

一
、
関
心
を
示
し
た
の
は
宗
教

・
歴
史
学
の
分
野
の
研
究
者
た
ち
で
あ

っ
た
。

す
な
わ
ち
、

一
九
九
三
年
度
に
韓
国
宗
教
学
会
で
は

「李
能
和
の
宗
教
史
学
」
と
い
う
課
題
を
か
か
げ
、

一
年

の
研
究
を
経
て

『わ
が
文
化
の
根
源
を
探
る
李
能

和
研
究
ー
韓
国
宗
教
史
学
を
中
心
に
ー
』
(集
文
堂
、

一
九
九
四
年
)
を
出
版
し
た
。
こ
こ
に
は
八
人
の
研
究
者
に
よ
る
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
よ

り
李
能
和
の
多
様
な
仕
事
の
概
略
は
理
解
で
き
る
。
こ

の
な
か
に
は
、
徐
永
大
の
論
文

「李
能
和
の
〈
朝
鮮
巫
俗
考
〉
に
つ
い
て
」
が
あ
り
、
今
後
の
李
能
和
の

巫
俗
論
に
関
し
て
は
ひ
と
つ
の
踏
み
台
と
な
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
「三
、
「朝
鮮
巫
俗
考
」
を
読
む
」
の
項
で
述
べ
る
こ
と
に
す

る
。

 
た
だ
、
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
い
う
と
、
歴
史
学
者
徐
永
大
に
よ
る
李
能
和
論
は
全
般
的
に
手
堅
く
、
納
得
の
い
く
部
分
が
多
い
の
だ
が
、
最
後
に
問
題
点
を
六

点
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
は
唯

一
、
ひ
っ
か
か
る
も
の
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
李
能
和
の
視
点
が
周
辺
民
俗
と
の
比
較
に
流
れ
て
い
き
、
朝
鮮
巫
俗
の
特
殊

性
を
述
べ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
無
か

っ
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
徐
永
大
は
、
こ
れ
を
民
族
史
学
者
印
采
浩
と
較
べ
つ
つ

「か
な
り
の
違

い
が
み
ら
れ
る
」
と
述
べ
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李 能和 「朝鮮 の巫 俗」註

た
。
そ
し
て
、
朝
鮮
巫
俗
の
特
殊
性
を
強
調
せ
ず
普
遍
性
を
論
じ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
は
仏
教
の
存
在
を
認
め
た
日
本
の
当
局

へ
の
配
慮
、
妥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2
)

協
の
よ
う
な
も
の
が
あ

っ
た
だ
ろ
う
と

い
う
。

 

こ
の
李
能
和
の
視
点
は
、
む
し
ろ
今
日
、
よ
り
切
実
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
朝
鮮
民
族
に
と

っ
て
の
巫
俗
は
ま
た
東
ア
ジ
ア
の
民
衆
の
も
の

で
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
よ
り
広
い
ア
ジ
ア
の
文
化
史

の
な
か
で
は

「独
自
性
」
を
帯
び
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
今
後
な
お
、
詳
細
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ

と
で
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、少
な
く
と
も
、
一
九
二
〇
年
代
に
周
辺
民
俗
と
の
繋
が
り
の
な
か
で
巫
俗
を
論
じ
た
こ
と
こ
そ
は
む
し
ろ
先
駆
的
で
あ

っ

た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 

い
ず
れ
に
し
て
も
原
文
が
漢
文
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
、
「朝
鮮
巫
俗
考
」
の
読
ま
れ
方
は
あ
ま
り
幸
福
で
は
な
か

っ
た
。

一
九
七
六
年

 
 
 
 
(3
)

の
李
在
菎
訳
、

一
九
八

一
年
の
金
烈
圭
訳

(韓
国
思
想
全
集
、
三
星
出
版
社
)
、
そ
し
て

一
九
九
〇
年
前
後
に
徐
永
大

の
校
勘
し
た
も

の
が
あ
る
こ
と
は
あ
る
が
、

こ
れ
ら
も
そ
れ
ほ
ど
広
く
検
討
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
。
し
か
も
、
再
刊
さ
れ
て
い
る
李
在
崑
訳
は
か
な
り
不
正
確
な
翻
訳
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
李
能
和
の

巫
俗
論
は
名
前
ば
か
り
は
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
今
日
の
巫
俗
研
究
者
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
感
が
あ
る
。
韓
国
に
お
い
て
す
ら
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
日
本

に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
日
本
文
で
書
か
れ
た
論
文
が
あ
る
こ
と
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
い
。

 
こ
う
し
た
現
状
を
み
る
と
き
、
何
よ
り
も
ま
ず
忘
れ
ら
れ
た
こ
の
論
考
を
読
む
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
論
文
は
、

一
見
す
る
と

文
献
資
料
を
羅
列
し
た
だ
け
の
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
ま
と
め
た
李
能
和
は
、
「朝
鮮
古
代
の
神
教
の
淵
源
、
朝
鮮
民
族
の
信
仰
思
想
、
及

び
朝
鮮
社
会

の
変
遷
状
態
を
研
究
せ
ん
と
す
る
者
は
、
先
づ
巫
俗
に
着
眼
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
冒
頭
に
い
い
き

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
王
朝
五
百
年

の

学
者
の
だ
れ
ひ
と
り
手
を
付
け
な
か

っ
た
基
層
文
化
研
究
の
意
義
を
宣
揚
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
形
式
こ
そ
は
考
証
学
風
で
あ
る
が
、
優
れ
て
近
代
的
な
意
識

の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
民
衆
文
化
の
探
求
で
あ

っ
た
。

 
こ
こ
で
は
、
ま
ず
日
本
語
で
記
さ
れ
た
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
を
第

一
と
し
、
註
釈
は
簡
略
に
と
ど
め
た
。
巫
俗
に
関
連
す
る
個
々
の
漢
語
に
註
を
付
け
る
と

な
る
と
、
な
お
難
し

い
作
業
が
多
々
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
多
く
の
部
分
は
記
さ
れ
て
あ
る
ま
ま
に
し
た
。
今
回
と
次
回
の
二
回
で
、
と
り
あ
え
ず
日
本
語
の
全

文
を
意
味
の
取
れ
る
か
た
ち
で
紹
介
し
た
い
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

 
(-
)

た
だ
し
、
徐
永
大

「李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」
『比
較
民
俗
学
』
第
五
、
六
、
七
輯
、
比
較
民
俗
学
会
、

一
九
八
九
-
九

一
年
は

『啓
明
』
に
発
表
さ
れ
た
漢
文

の
原
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文
に
頭
注
を
加
え

つ
つ
、
簡
単
な
ま
と
め
も
付
し
た
も

の
で
す
ぐ
れ
た
業
績

で
あ

る
。
そ

こ
で
も
述

べ
ら
れ
て

い
る

が
、
李

能
和

の
文

に
は
誤
字
、
脱
字
、
年
期

の
誤
り
な

 

ど
が
少
な
く
な

い
の
で
、
註
釈
は
不
可
欠

で
あ

る
。

(
2
) 

李
鍾
殷

・
徐
永
大

・
梁
銀
容

・
宋
錫
準

・
崔
俊
植

・
金
壽
根

・
金
鐸

・
申
光
撤

『わ

が
文
化

の
根

源
を
探

る
李
能
和

研
究
-

韓
国
宗

教
史

学
を
中
心
に
ー

』
、
集
文
堂

、

一

 

九
九
四
年
、
四
三
頁
。

(
3
) 

李
能
和
輯
述

・
李
在
崑
訳

『朝
鮮
巫
俗
考
』
、
白
鹿
出
版
社
、

ソ
ウ
ル
、

一
九
七

六
年
。
本
書

は
の
ち

に
東
文

選
書
店

か
ら
再
刊
さ
れ
て

い
る

(
一
九
九

一
年
)
。

一
、
本
文
と

註
釈

の
基
準

本
文
と
註
釈
は
次
の
基
準
に
よ
っ
た
。

一 

本
文
は
雑
誌

『朝
鮮
』
に
発
表

さ
れ
た
ま
ま
の
も
の
で
、
歴
史
的
仮
名
遣

い
を
踏
襲
し
た
。
誤
字
、
脱
字
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
と
わ
か
る
も
の
に
は

 

(
マ
マ
)
を
付
し
た
。
ま
た
国
王
在
位
年
な
ど
の
年
号
は
で
き
る
だ
け
西
暦
年
号
に
直
し
て
頭
註
を
付
け
た
。
紙
面
の
都
合
で
年
号
以
外
の
註
は
原
則
と
し

 
て
文
末
に

一
括
し
た
。

二
 

李
能
和
の
本
文
に
は
漢
文

の
引
用
が
多
数
あ
る
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
提
示
し
た
。
た
だ
し
、
意
の
取
り
に
く
い
も

の
に
関
し
て
は
註
に
そ
の
大
意
を
記

 
し
た
。

三
 
註
釈

の
大
意
で
は
、
李
能
和
輯
述

・
李
在
崑
訳

『朝
鮮
巫
俗
考
』
、
白
鹿
出
版
社
、
ソ
ウ
ル
、

一
九
七
六
年
を
参
照
し
た
が
、
こ
の
訳
文
は
か
な
り
恣
意

 
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
そ
の
忠
実
な
翻
訳
で
は
な
い
。
こ
れ
を
参
照
し
た
時
は

「李
在
崑
訳
参
照
」
と
だ
け
記
し
た
。

四
 

『高
麗
史
』
の
引
用
文
に
つ
い
て
大
意
を
記
す
際
に
は
新
書
苑
編
集
部
編
輯

『北
訳

高
麗
史
』
、
新
書
苑
、
ソ
ウ
ル
、

一
九
九

一
年

の
原
文
と
翻
訳
文

 
を
参
照
し

「北
訳
」
と
記
し
た
。

五
 
朝
鮮
王
朝
実
録
の
大
意
、
年
次
な
ど
を
記
す
際
に
は
韓
国
学
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
所

『C
D
-
R
O
M
 
国
訳
朝
鮮
王
朝
実
録
』
、
ソ
ウ
ル
シ
ス
テ
ム
、

 

一
九
九
七
年
、
ソ
ウ
ル
を
利
用
し
た
。
こ
れ
は

一
九
七

一
年
か
ら

一
九
九
四
年
ま
で
民
族
文
化
推
進
会
に
よ
り
つ
づ
け
ら
れ
た

「国
訳
朝
鮮
王
朝
実
録
」
に
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基
づ
く
も
の
で
、
今
日
利
用
さ

れ
る
も
の
と
し
て
は
も

っ
と
も
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
引
用
の
際
は

六
 
李
能
和
の
最
初
の

「朝
鮮
巫
俗
考
」

(原
漢
文
)
を
参
考
に
す
る
と
き
は

「原
文
」
と
だ
け
記
し
た
。

二
、
李
能
和
略
年
譜

「
C

D

l
R

O

M
」

と

だ

け

記

し
た

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
)

 
李
能
和
の
生
涯
と
業
績
に
つ
い
て
は
、
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
編
纂
部
編

『韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』
お
よ
び
前
引

『わ
が
文
化
の
根
源
を
探
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2
)

李
能
和
研
究
-
韓
国
宗
教
史
学
を
中
心

に
ー
』
所
収
の
李
鍾
殷

「李
能
和
の
生
涯
と
学
問
」
に
比
較
的
、
詳
し

い
記
述
が
み
ら
れ
る
。
以
下
は
そ
れ
に
よ
っ
て
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。

 
李
能
和
は

一
八
六
九
年
忠
清
北
道
槐
山
郡
で
学
者
の
気
風
の
あ
る
家
に
生
ま
れ
る
。
書
堂
で
漢
学
を
学
ん
だ
の
ち
、
父
親
に
従

っ
て
、
ソ
ウ
ル
に
い
く
。
そ
う

し
て
、
当
時
の
朝
鮮
を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
に
目
覚
め
、
英
語
、
中
国
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
日
本
語
を
次
々
と
習
得
し
て
い
っ
た
。

一
八
九
五
年
に
は
官
立
法
語

(
フ
ラ
ン
ス
語
)
学
校
に
入
学
し
て

フ
ラ
ン
ス
語
を
学
び
、
同
年
、
農
商
工
部
主
事
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

一
八
九
七
年
に
は
官
立
漢
城
外
国
語
学
校

に
教
官
と
し
て
就
任
し
、

フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
、

一
九

〇
六
年
に
は
同
校
の
校
長
と
な

っ
た
。

一
方
、
こ
の
間
、

一
九
〇
五
年
に
は
私
立
日
語
夜
学
舎
に
入
学
し
、

翌
年
卒
業
し
て
い
る
。

 
こ
う
し
て
李
能
和
は
、

一
九
〇
六
年

ご
ろ
ま
で
の
間

に
英

・
中

・
仏

・
日
な
ど
、
四
力
国
語
に
通
じ
た
。
そ
し
て

一
九
〇
七
年
に
は
日
本
の
官
庁
を
視
察
し
、

こ
の
年
、
国
文
研
究
所

の
委
員
と
な

っ
た
。

一
九
〇
九
年
、
法
語
、
英
語
、
日
語
の
学
校
が
統
合
さ
れ
て
官
立
漢
城
外
国
語
学
校
と
な
る
と
、
そ
の
学
監
に
任
命

さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
学
校
は
、

一
九

一
〇
年
日
本

に
よ
る
朝
鮮
併
合
に
と
も
な

っ
て
閉
鎖
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
の
ち
は
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
に
尽
力
し
た
。

一

九

一
〇
年
、
父
親
は
キ
リ
ス
ト
教
会
を
設
立
し
、
長
老
職
を
引
き
受
け
て
い
る
が
、
李
能
和
自
身
は
、
こ
の
年
、
覚
皇
寺
の
法
席
に
臨
み
仏
教
に
帰
依
し
て
い
る
。

 

一
九

一
二
年
に
は
私
立
能
仁
普
通
学
校
を
創
立
し
、

三
年
間
そ
の
校
長
を
務
め
た
。
こ
の
学
校
名
は
自
身
の
名
前
の
能
と
夫
人
の
名
前
の
仁
を
取

っ
て
つ
け
た

も
の
で
あ

っ
た
。

一
方
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
仏
教
界

の
啓
蒙
運
動
が
は
じ
ま

っ
て
い
て
、
李
能
和
は
、
そ
の
機
運
の
な
か
で
、

一
九

一
五
年
に
僧
侶
お
よ
び
信
徒
た

ち
と
と
も
に
仏
教
振
興
会
を
発
足
さ
せ
る
の
に
力
を
尽
く
し
た
。
そ
う
し
て
、
み
ず
か
ら
は
仏
教
振
興
会
の
幹
事
に
押
さ
れ
、

一
九

一
七
年
か
ら
は
理
事
を
務
め

一 一5(328)一
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た
。
こ
の
間
に
、
李
能
和
は
、
『引
教
相
照
 
伝
道
必
携
 
百
教
会
通
』

(朝
鮮
仏
教
月
報
社
、
仏
教
書
館
、

一
九

一
二
年
)
、
『朝
鮮
仏
教
通
史
』
(
一
九

一
八
年
)

を
刊
行
、
ま
た

『仏
教
振
興
会
月
報
』

(
一
九

一
五
年
)
、
、『朝
鮮
仏
教
界
』
(
一
九

一
六
年
)
、
『朝
鮮
仏
教
叢
報
』
(
一
九

一
七
-
二

一
年
)
な
ど
を
編
集
し
、
刊

行
し
た
。
こ
れ
ら
は
仏
教
の
布
教
お
よ
び
民
俗
文
化
守
護
運
動
の
核
と
な
る
べ
く
発
足
し
た
仏
教
振
興
会
の
設
立
目
的
を
推
進
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

 

一
九

一
二
年
に
は
、
朝
鮮
総
督
府
内

に
朝
鮮
史
編
纂
委
員
会

(の
ち
に
朝
鮮
史
編
修
会
と
改
称
)
が
組
織
さ
れ
、
そ
の
委
員
と
な
り
、
以
後

一
九
二
五
年
六
月

ま
で
朝
鮮
史
の
編
纂
に
従
事
し
た
。
こ
の
時
期
に
集
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
が
論
考
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
朝
鮮
史
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
、
李
能
和
は
、
高
句

麗
と
渤
海
は
朝
鮮
史
の

一
環
で
あ
る
と
主
張
し
、
ま
た
建
国
神
話
は
民
族
精
神
を
発
揮
す
る
も
の
な
の
で
必
ず
収
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
主
張
し
た
と

い
う

話
が
伝
わ

っ
て
い
る
。

 

一
九
三
〇
年
、
当
時
朝
鮮
に
い
た
日
本
人
学
者
た
ち
を
中
心
と
し
て
青
丘
学
会
が
発
足
し
た
が
、
そ
の
時
、
評
議
員
と
し
て
推
戴
さ
れ
、

一
九
三
九
年
、
こ
の

学
会
が
解
散
さ
れ
る
こ
ろ
ま
で
、
そ
の
関
係
は

つ
づ
い
た
。
ま
た
朝
鮮
総
督
府
宝
物
古
蹟
保
存
会
の
委
員
と
し
て
民
族
文
化
の
守
護
に
関
心
を
示
し
た
。

一
九
三

一
年
、
朴
勝
彬
、
呉
世
昌
な
ど
と
と
も

に
、
啓
明
倶
楽

部
を
設
立
し
、
民
族
精
神
の
啓
蒙
と
発
揚
に
尽
力
し
た
。
ま
た
、
そ
の
こ
ろ
、
後
の
東
国
大
学
校
の
前
身

で
あ
る
中
央
仏
教
専
門
学
校
に
お
い
て
、
朝
鮮
宗
教
史
を
講
義
し
た
。
総
督
府
に
お
け
る
朝
鮮
史
編
纂
が

一
段
落
し
た

一
九
三
八
年
以
後
は
暫
時
、
李
王
職
に
つ

い
た
。

一
九
四
三
年
、
京
城
で
逝
去
、
享
年
七
四
歳
。
号
は
侃
亭
、
尚
玄
、
ま
た
無
能
居
士
。

 
発
表
さ
れ
た
主
な
論
考
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

一
九

一
八
年

「朝
鮮
仏
教
通
史
」
、
自
費
出
版
。
こ
れ
は
朝
鮮
仏
教
史
を
開
拓
し
た
名
著
と
さ
れ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3
)

い
る
。
つ
づ
け
て
、

一
九
二
二
年

「朝

鮮
神
教
源
流
考
」
、

一
九
二
七
年
に
は

「朝
鮮
巫
俗
考
」

(『啓
明
』
第
十
九
号
)
に
つ
づ
い
て

『朝
鮮
女
俗
考
』
、
『朝
鮮

 
 
 
(4
)

解
語
花
史
』
を
刊
行
し
、

一
九
二
八
年

に
は

『朝
鮮
基
督
教
及
外
教
史
』

(朝
鮮
基
督
彰
文
社
)
を
刊
行
し
た
。
さ
ら
に

一
九
三
〇
年

「朝
鮮
喪
祭
礼
俗
史
」

(朝

鮮
語

の
雑
誌

『朝
鮮
』

一
四
七
-

一
五
〇
号
に
連
載
)
、

一
九
三
六
年

「朝
鮮
儒
界
之
陽
明
学
派
」
(
『青
丘
学
叢
』
25
号
)
な
ど
の
論
考
を
残
し
た
。

 
李
能
和
は
、
主
と
し
て
漢
文
で
論
考
を
表
現
し
た
が
、
日
本
語
で
も
興
味
深

い
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
も

の
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一
九
二

八
年
か
ら
二
九
年
に
か
け
て

「朝
鮮

の
巫
俗
」
を
雑
誌

『朝
鮮
』
に
八
回
に
わ
た

っ
て
連
載
。
ま
た

一
九
二
九
年

「朝
鮮
に
お
け
る
神
話
的
婚
媾
」
(雑
誌

『朝

鮮
』
)
、
「朝
鮮
に
お
け
る
婚
姻
に
関
す
る
慣
習
」
(雑
誌

『朝
鮮
』
)
、

一
九
三
〇
年

「朝
鮮
官
妓
の
起
源
」
(雑
誌

『朝
鮮
』
)
、

一
九
三
七
年

「朝
鮮

の
褓
負
商
と

そ
の
変
遷
」

(雑
誌

『朝
鮮
』
)
、

一
九
三
八
年

「李
朝

時
代
京
城
市
制
」
(『稲
葉
博
士
還
暦
記
念
 
満
鮮
史
論
叢
』
)
な
ど
で
あ
る
。
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李 能和 「朝鮮 の巫俗」註

 
な
お
、
朝
鮮
道
教
研
究

の
先
駆
け
と
さ
れ
る

『朝
鮮
道
教
史
』
は

一
九
二
七
年
か
ら

一
九
三
三
年

の
こ
ろ
に
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
草
稿

と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
が
、

一
九
五
九
年
に
東
国
大
学
校
か
ら
影
印
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
以
上
の
う
ち

『朝
鮮
解
語
花
史
』
は
、
妓
生
を
主
題
と

し
て
、
そ
の
生
活
に
関
連
す
る
多
様
な
資
料
を
集
大
成

し
た
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
は

「朝
鮮
女
俗
考
」
と
と
も
に
朝
鮮
女
性
史
の
先
駆
的
な
名
著
と
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5
)

こ
れ
ら
は

一
九
六
八
年
に

『朝
鮮
仏
教

通
史
』
「朝
鮮
基
督
教
及
外
教
史
」
と
と
も
に
影
印
本
と
し
て
再
版
さ
れ
た
。
ま
た

「朝
鮮
基
督
教
及
外
教
史
」
(
一
九
二

八
年
)
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た

U
邑
2

の

『朝
鮮
教
会
史
』
を
踏
ま
え

つ
つ
、
朝
鮮
王
朝
時
代

の
文
献
資
料
を
用
い
て
体
系
的
に
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6
)

歴
史
を
述
べ
た
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
こ
の
分
野

の
先
駆
的
な
研
究
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
『韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』

で
は

「朝
鮮
巫
俗
考
」
の
位
置
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に

朝
鮮
の
宗
教
文
化
の
根
底
に
潜
む
巫
俗
を
は
じ
め
て
体
系
的
に
叙
述
し
た
も
の
で
、
や
は
り
貴
重
な
業
績
で
あ
る
。
巫
俗
は
、
朝
鮮
社
会
が
近
代
の
国
民
国
家
を

形
成
す
る
際
に
真

っ
先
に
淘
汰
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
旧
弊
の
象
徴
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
多
く
の
啓
蒙
知
識
人
は
こ
の
よ
う
な
も
の
に
は
見
向
き
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7
)

し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
朝
鮮
人
と
し
て
は
じ
め
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
た
と
い
わ
れ
る
人
、
李
能
和
に
よ
り
な
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
同
時
代
の
日
本

お
よ
び
朝
鮮
の
学
知
は
本
質
的
に
は
理
解
で
き
な
か

っ
た
。
李
能
和
は
朝
鮮
だ
け
で
な
く
そ
の
周
辺
地
域
の
民
衆
生
活
の
根
柢
に
は
巫
俗
が
あ
り
つ
づ
け
た
こ
と

を
多
数
の
文
献
か
ら
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
開
か
れ
た
視
野
に
よ
る
民
衆
文
化
探
求
は
、
発
表
当
時
ば
か
り
か
、
今
日
に
い
た

っ
て
も
日
本
や
韓

国
、
中
国
と

い
っ
た
硬

い
国
家
別
の
枠
組
の
な
か
で
は
十
分
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
。

 
何
故
こ
う

い
う
こ
と
に
な

っ
た
の
か
。
そ
の
い
わ
れ
は
と
も
か
く
、
今
、
李
能
和
を
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
何
が
わ
か
る
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
項
を
改

め
て
も
う

一
度
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

 
以
上
述
べ
た
こ
と
を
さ
し
あ
た
り
略
年
譜
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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略
年
譜

一
八
六
九
年
 

 
忠
清
北
道
槐
山
郡
で
生
ま
れ
る
。
書
堂
で
漢
学
を
学
ぶ
。



一
八
八
七
年

一
八
九
四
年

一
八
九
五
年

一
八
九
七
年

一
九
〇
五
年

一
九
〇
六
年

一
九
〇
七
年

一
九
〇
九
年

一
九

一
〇
年

一
九

一
二
年

九 九 九

ニ ー 八
年 年 年

一
九
二
七
年

一
九
二
八
年

一
九
二
九
年

ソ
ウ
ル
貞
洞
の
英
語
学
堂
に
入
学
。

二
年
間
修
学
。

漢
語
学
校
を
卒
業
。

官
立
法
語
学
校
に
入
学
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
。
農
商
工
部
主
事
と
し
て
採
用
さ
れ
る
。
翌
年
辞
職
。

官
立
漢
城
外
国
語
学
校
に
教
官
と
し

て
就
任
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
惹
。

私
立
日
語
夜
学
舎

に
入
学
し
、
翌
年
卒
業
。
官
立
漢
城
外
国
語
学
校
を
辞
任
し
、
官
立
漢
城
英

・
中

・
仏

・
日
な
ど
、
四
力
国
語
に
通
じ
る
。

官
立
漢
城
法
語
学
校

の
校
長
と
な
る
。

日
本
の
官
庁
を
視
察
し
、
こ
の
年
、
国
文
研
究
所
の
委
員
と
な
る
。

官
立
漢
城
法
語
学
校

の
校
長
を
辞
任
し
、
官
立
漢
城
外
国
語
学
校
の
学
監
と
な
る
。

合
邦
に
よ
り
官
立
漢
城
外
国
語
学
校
は
廃
校
と
な
り
、
学
監
を
解
任
さ
れ
る
。

私
立
能
仁
普
通
学
校

の
校
長
に
な
る

(～

一
九

一
五
年
)
。
こ
の
間
、
仏
教
振
興
会
で
、
幹
事
、
月
報
編
集
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
同
時
に
、

制
度
、
風
習
、
宗
教
な
ど
に
つ
い
て
の
研
究
に
全
力
を
注
ぐ
。

『朝
鮮
仏
教
通
史
』

上
中
下
三
巻
、
自
費
出
版
、
新
文
館
発
行
。

総
督
府
学
務
局
編
修
官

(高
等
官
)
待
遇
。

朝
鮮
史
編
纂
委
員
会
委
員
に
な
る

(二
五
年
ま
で
)。

「朝
鮮
神
教
源
流
考
」

(『史
林
』
七
巻
三
-
五
号
、
八
巻

一
-
四
号
、
京
都
帝
大
、

一
九
二
ニ
ー

一
九
二
一二
年
)

「朝
鮮
巫
俗
考
」

(
『啓
明
』
第

一
九

号
)、
『朝
鮮
女
俗
考
』
(東
洋
書
院

・
翰
南
書
院
発
行
)
、
『朝
鮮
解
語
花
史
』

(東
洋
書
院

・
翰
南
書
院
発

行
)

「朝
鮮
の
巫
俗
」

(雑
誌

『朝
鮮
』
第
百
五
十
六
号
～
第
百
六
十
三
号
に
日
本
語
で
七
回
掲
載
。
第
百
五
十
八
号
に
は
掲
載
無
し
)。

『朝
鮮
基
督
教
及
外

教
史
』

(朝
鮮
基
督
彰
文
社
)
刊
行
。

「朝
鮮
の
巫
俗
」

(雑
誌

『朝
鮮
』
第
百
六
十
四
号
、
連
載
八
回
で
完
結
。
内
容
は

「朝
鮮
巫
俗
考
」
と
ほ
ぼ
同

こ

e8(325)e



李能和 「朝鮮の巫俗」註

一
九
三
〇
年

九 九

年 年

一
九
三
六
年

一
九
三
七
年

一
九
三
八
年

一
九
四
三
年

一
九
五
九
年

一
九
六
八
年

「朝
鮮
に
お
け
る
神
話
的
婚
媾
」

(雑
誌

『朝
鮮
』
第
百
六
十
八
号
)

「朝
鮮
に
お
け
る
結
婚
に
関
す
る
慣
習
」

(雑
誌

『朝
鮮
』
第
百
六
十
九
号
)

「朝
鮮
官
妓
の
起
源
」

(雑
誌

『朝
鮮
』
第
百
七
十
九
号
、
第
百
八
十
号
、
完
結
)

「朝
鮮
喪
祭
礼
俗
史
」

(朝
鮮
語
の
雑
誌

『朝
鮮
』

一
四
七
-

一
五
〇
号
に
連
載
)

朝
鮮
総
督
府
編
修
官
に
任
命
さ
れ
る
。
朴
勝
彬
、
呉
世
昌
な
ど
と
啓
明
倶
楽
部
を
設
立
し
、
民
族
精
神

の
啓
蒙
と
発
揚
に
尽
力
。

こ
の
こ
ろ

「朝
鮮
宗
教
史
」
執
筆
か

(徐
永
大
)

『朝
鮮
道
教
史
』
(
一
九
二
七
年
か
ら

一
九
三
三
年

の
あ
い
だ
に
執
筆
か
、
崔
俊
植
)

「朝
鮮
儒
界
之
陽
明
学
派
」
(
『青
丘
学
叢
』
二
五
号
)

「朝
鮮
の
固
有
信
仰
」
(
『心
田
開
発

に
関
す
る
講
演
集
』
、
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
)

「朝
鮮
仏
教
大
観
」

(
『心
田
開
発
に
関
す
る
講
演
集
』
、
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
)

「朝
鮮
婦
人
の
生
活
内
容
」
(雑
誌

『朝
鮮
』
第
二
百
五
十
六
号
)

『朝
鮮
史
』
第
五
巻

(朝
鮮
時
代
中
期
、
光
海
君
-
景
宗
)、
第
六
巻

(朝
鮮
時
代
後
期
、
英
祖
-
庚
午
改
革
)
を
分
担
執
筆
。

「朝
鮮
の
褓
負
商
と
そ
の
変
遷
」
(雑
誌

『朝
鮮
』
第
二
百
七
十

一
号
)

「李
朝
時
代
京
城
市
制
」
(『稲
葉
博
士
還
暦
記
念
 
満
鮮
史
論
叢
』
)

四
月

一
二
日
、
京
城
市
敦
岩
町

(現
、
敦
岩
洞
)
の
自
宅
で
逝
去
、
享
年
七
四
。

『朝
鮮
道
教
史
』
(影
印
本
、
東
国
大
学
校
刊
)

『朝
鮮
仏
教
通
史
』

(影
印
本
、
京
畿
出
版
社
刊
)

『朝
鮮
女
俗
考
』
(影
印
本
、
博
文
閣
、
新
韓
書
林
、
民
俗
苑
刊
)

『朝
鮮
解
語
花
史
』

(影
印
本
、
博
文
閣
刊
)

『朝
鮮
基
督
教
及
外
教
史
』

(影
印
本
、
博
文
閣
刊
)
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一
九
七
二
年

一
九
七
六
年

一
九
七
七
年

一
九
七
八
年

一
九
八
○
年

一
九
八

一
年

一
九
八
九
年

一
九
九
〇
年

一
九

九

一
年

一
九
九
二
年

『朝
鮮
仏
教
通
史
』

(影
印
本
、
宝
蓮
閣
刊
)

李
在
崑
訳

『朝
鮮

巫
俗
考
』

(白
鹿
出
版
社
)

李
鍾
殷
訳

『朝
鮮
道
教
史
』

(普
成
文
化
社
刊
)

『李
能
和
全
集
』
(韓
国
学
資
料
叢
書
、
影
印
本
、
中
央
大
学
校
永
信
ア
カ
デ
ミ
ー
韓
国
学
研
究
所
)

金
サ
ン
オ
ク
訳

『朝
鮮
女
俗
考
』

(大
洋
書
籍
刊
)

『朝
鮮
道
教
史
』
(韓

国
学
資
料
第
五
集
、
影
印
本
、
普
成
文
化
杜
刊
)

尹
在
英
訳

『朝
鮮
仏
教
通
史
』
三
巻
、
博
英
社

金
烈
圭
訳

『朝
鮮

巫
俗
考
』

(韓
国
思
想
全
集
、
三
星
出
版
社
)

姜
孝
宗
訳

『百
教
会

通
』

(雲
住
出
版
社
)

金
サ
ン
オ
ク
訳

『朝
鮮
女
俗
考
』

(東
文
選
刊
)

李
在
崑
訳

『朝
鮮

巫
俗
考
』

(東
文
選
刊
)

李
在
崑
訳

『朝
鮮
解
語
花
史
』

(東
文
選
刊
)

e10(323)一

後
注(

1
)

韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事

典
編
纂
部
編

『韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事

典
』

17
、
韓
国
精

神
文
化
研
究
院
、

一
九
九

一
年

、
七
五
五

-
七
五
六
頁
、
李

箕
永
執
筆

。

(
2
) 

こ

の
書
に
は
巻
末
に
年
譜
と
詳
細
な
著
作
目
録
も
あ
る
。

(
3
) 

『朝
鮮
女
俗
考
』

(東
洋
書

院

・
翰
南
書
院
発
行
、
昭
和
三
年
、
定
価
弐

圓
)
。
こ
れ
は
漢

字
と

ハ
ン
グ

ル
を
混
用
し
た
も

の
で
、

一
九

八
六
年

に
民
俗
苑

か
ら
影

印
本
が
刊

 

行
さ
れ

て
い
る
。

(
4
) 

本
書
は
李
能
和
著

・
李
在

崑
訳

『朝
鮮
解
語
花
史
』
、
東
文
選
、

一
九
九
二
年

、

ソ
ウ
ル
と
し
て

ハ
ン
グ

ル
訳
さ
れ
て

い
る
。

(
5
)

後
掲

の
略
年
譜
を
参

照

の
こ
と
。

(
6
) 

韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事

典
編
纂
部
編

『韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事

典
』
、
韓
国
精
神

文
化
研
究
院
、

一
九
九

一
年
七
五
五
-
七
五
六
頁
、

(李
箕
永
執
筆

)
参

照
。

(
7
) 

同
上
、
七
五
五
頁
。



李能和 「朝鮮 の巫俗」註

朝

鮮

の

巫

俗

H

舞

載

朝

鮮

巫

俗

の

由

來

李

能

和

 
朝
鮮

の
上
古
時
代
に
は
、
既
に
紳
市
が
あ
つ
て
、
其
の
教
門
の
爲
め
.
天
王
桓
雄
や
壇
君
王
儉
は
、
或
は
天
降
の
祕
と
な
り
，

或

は
榊
格
の
入
と
な

つ
て
ゐ
た
。
昔
は
巫
を
以
て
天
を
祭
り
、
榊
に
事

へ
し
め
、
巫
は
世
に
母
敬
さ
れ
て
ゐ
た
。
故
に
新
羅

で
は

 
 
 
 
 
 
 

(-
) 
 
 
 
 
 
 

(2
)

王
者
の
號
と
な
し

(簇

饑

烈
瓏

畭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
佝
麗
で
は
師
巫
と
云
ふ
稱
が
あ
つ
た
。
乃
ち
斯
あ

暫

馬
韓
の
天
君
.
識
の
舞
天
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3
)

駕
洛
の
禊
洛
、
百
済
の
蘇
塗
.
夫
餘
の
迎
皷
、
句
麗
の
束
盟

に
至
る
ま
で
.

一
つ
も
壇
君
紳
教
の
遯
風
餘
俗
で
な
い
も
の
は
な
い

是
れ
が
所
謂
巫
覦
祕
事

で
あ
る
。
降

つ
て
後
世
に
及
び
、
人
文
進
み
て
，
儒
、
佛
及
び
道

が
相
繼
い
で
蝓
入
さ
れ
.
儒
に
は
吉
凶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4
)

の
禮
、
佛
に
は
焚
修
の
法
、
道
に
は
醺
祭
の
儀

が
あ
り
、
彼
の
外
來
の
教
は
朝
鮮
固
有
の
風
俗
に
混
つ
て
ゐ
π
の
で
あ
る
。
彼
の

外

來

の
教

が

慨

間

の
尊

季

る
處

と

な

互

爭

ふ

て
宗
門

を

倡

へ
て

(
近
世
新
に
教
門
を
侶

へ
る
者
、
偲
、
佛
.
仙
と
合
致
し
て
ゐ
る
と

稱
せ
ぬ
者
に
な

い
、
是
れ
も

唱
つ
の
可
笑
し
い
瓶
態
で
あ
る
。

)
固

有
の
俗
は
肚
曾
の
排
斥
に
遇
ひ
，
同
列
に
・參
せ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
故
に
今
日
に
至
b
，
朝
鮮
古
代
の
祕
教
の
淵
源
.
朝

鮮
民
族
の
信
仰
思
想
、

及
び
朝
鮮
肚
'曾
の
變
遷
状
態
を
研
究
せ
ん
と
す
る
者
は
，
.先
づ
巫
俗
に
着
眼
觀
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
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(
11
)
一
三

九

一
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勤
 
巫
覡

の
起
原
及
び
歌
舞
と
降
紳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
巫
は
古
代
神
教
の
祭
を
掌
る
人

で
あ
つ
た
。
蓋
し
舞
を
以
て
艸
を
降
だ
さ
せ
.
歌
を
以
て
紳
を
侑
け
，
而
し
て
人
の
爲
め
に
所

薦
を
な
し
.
災
を
避
け
濡
に
趨
か
し
め
た
っ
故

に
歌
舞

は
帥
ち
巫
俗
の
起
源
で
あ
る
と
云
ひ
得

る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5
)

 
〔
設
文
〕
男
日
覡
 
女
日
巫
 
徐
日
能
見
也
。

 
 
 

(6
)

 
〔
術
書
〕敢
有
仁
舞
于
宮
 
耐
歌
于
室
 
時
謂
巫
風
 
銃
日
 
以
歌
舞
事
紳
 
故
歌
舞
爲
巫
覡
之
風
俗
也
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7
)

 
〔
漢
書
釋
義
〕王
氏
日
 
女
能
事
旡
形
 
以
舞
降
帥
日
巫
。

 
 
 
 
 
 
(8
)

 
〔
朱

子
語
類
」
巫
 
其
舞
之
盡
祕
者
 
巫
以
工
兩
邊
人
字
 
是
取
象
其
蝶
 
巫
者
托
紳
如
舞
害
之
類
 
皆
須
舞
 
蓋

以
通
暢
和
氣

 
 
逹

于
帥
明
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9

) 
 
 
 

(10
)

〔
五
洲
衍
文
長
箋
散
稿

雑

釟
鍛

居
〕
衾

郷
曲

女
巫
男
覡

皷
之
鑵

呪
之
喃
喃

舞
之
頓
愀

稱
以
逐
鬼
降
祕
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
助

巫

覡

の

別

稱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女
 
 
巫

 
〔
巫
堂
〕
朝
鮮
語
に
女
巫
を
巫
堂

「
早
量
」
(ソ
【=
言
充
)
と
云
ふ
。
蓋
し
女
巫
の
祀
帥
の
處
を
堂
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
國
師

 
堂
.
城
隍
堂
.
山
祕
堂
，
彌
勒
堂
.
七
星
堂
、
都
堂
.
紳
堂
.
等
が
是
れ
で
あ
つ
て
，
女
眞
薩
滿
の
堂
子
祭
脚
と
其
の
俗
は
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(H
)

 
源
で
あ
る
。
高
麗
史

に
恭
譲
王
三
年
、
政
堂
文
學
鄭
道
傅
上
銃

に
曰
く
，

 
 
(12
)

 
 
殿
下
即
位
以
來
 
道
揚
高
峙
於
宮
禁
 
法
席
常
設
於
佛
宇
 
道
殿
之
醺
無
時
 
巫
堂
之
事
煩
漬
。

 
云
々
の
語
は
、
巫
の
所
謂
堂
と
稱
す
る

一
つ
の
證
と
す
べ
き
で
あ
る
。
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〔萬

帥
〕
朝
鮮
語
に
女
巫
を
萬
紳
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
蓋
し
巫
は
紳
を
祀
ら
ざ
る
は
な
く
，
故
に
萬
紳
を
以
て
稱
と
し
弛
の
で
あ
ら

う
か
。
萬
紳
の
稱

へ
の
由
來
は
非
常

に
久
し
い
.、
抱
朴
子
を
按
す
る
に
.
黄
帝
東
の
青
丘
に
到
り
て
風
山
を
過
ぎ
，
紫
府
先
生

に
遏

ひ
、
三
皇
内
文
を
以
て
刻
ん
だ
の
を
得
た
が
，
名
を
萬
聊
と
云
々
し
て
あ
る
。
是
れ
に
依
れ
ば
萬
紳
の

稱

へ
は
，
青

丘

(朝鮮
)
を
源
に
し
て
，
仙
書
よ
り
出
た
様
で
あ
る
。
蓋
し
上
古
で
は
勍
と
仙
は
甚
し
い
分
別
が
な
く
混
稱
し
て
ゐ
紀
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
男
 
 
巫

〔
博
士
〕

朝
鮮
語
に
男
巫
を

「
博
數
」
(り
餌二内
餮
)
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
即
ち
博
士
か
或

は
ト
師
の
轉

で
あ
ら
う
。
巫
書
(婦
)
に
は

ト
師

を
博
士
と
稱

へ
て
あ
る
が
、
周
易
博
士
。
多
智
博
士
，
等
が
是
で
あ
ら
う
。

〔
花
郎
〕
 
朝
鮮
語
に
男
巫
を
亦
た
花
郎
(
卦
居

)と
稱

へ
て
あ
る
。

 
 
 
 
 
(13
)

李
朝

實
録
 
成
宗
二
年
，
大
司
憲
韓
致
亨
上
跣

に
日
く
，

 
(14
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15
)

 
有
男
人
號
稱
花
郎
者
 
佐
其
狂
詐
之
術

漁
取
人
財
貨

略
與
女
巫
同
。
○
李
陣
光
芝
峯
類
諡
云

按
新
羅
時
取
美
男
子
粧
姉

 
之
 
使
類
聚
 
觀
其
行
義
 
名
花
郎
時
謂
郎
徒
 
或
謂
國
仙

如
永
郎
述
郎
南
郎
蓋
亦
是
類

今
俗
乃
謂
男
巫
瓮
花
郎

失
其

 
 
 
 
 
(16
)

 
旨
矣
。
○
丁
若
鑛
疋
言
覺
非
日

花
郎
新
羅
貴
遊
之
名
也

今
以
巫
夫
倡
優
之
賤

謂
之
花
郎
非
矣
。
唐
令
狐
澄
新
羅
國
記
云

 
擇
人
子
弟
之
美
者
 
傅
粉
粧
飾
名
日
花
郎
 
國
人
皆
尊
師
之
。
束
史
云

花
郎
既
飾

徒
衆
雲
集

相
磨

以
道
義

相
慷
以
歌

 
樂

遊
娯
山
水

無
遑
不
屆

意
者

花
郎
服
章
荏
麗

而
今
之
倡
夫
亦
服
裝
筏
麗

故
是
名
。
○
李
圭
景
巫
覡
辨
證
設
云

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(17
)

 
男
巫
俗
稱
花
郎
或

稱
櫨
士
(新
羅
史
眞
興
王
丙
申
。
選
年
少
美
男
子
爲
花
郎
。
而
男

遮
之
稱
花
郎
薄
士
者
。
或
取
其
美
名
。
胃
而
自
貌
者
歟
。)

 
 
 
 
 
 
 
(18
)

按
す

る
に
.
我

が
南
道
の
俗
で
は
、
男
巫
を
花
郎
と
謂
ひ
，
西
北
兩
道
で
は
.
花
郎
を
賤
娼
遊
女
の
別
稱
と
し
て
ゐ
る
。
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'

(22
と

五

二
ご
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(19
)

 
例

へ
ば
人
を
罵
る
に

「
祢
は
小
賤
娼
婦
花
郎
女
の
子
息
だ
」
と
云
ふ
の
も
是
れ
で
あ
ら
う
。
思
ふ
に
.
新
経
の
眞
興
王
は
始
め

南
毛
、
俊
貞
の
兩
美
女
を
奉
じ
て
源
花
と
な
し
、
徒
衆
三
百
餘
人
を
聚
め
た
が
，
二
女
娟
を
爭
ひ
て
互
に
妬
み
、
俊
貞
は
逾
に
南

毛
を
誘

殺
し
セ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
美
男
を
選
び
.
粧
飾
を
施
し
.
花
郎
と
名
つ
け
て
あ
つ
仁
。
是
れ
を
取
つ
て
來
て
比
べ
仍
つ

て
賤
罵

の
辭
を
作
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

〔郎
申
〕

霸

實
録
・
麺
山
君
九
年
癸
亥
二
爿
甲
子

御
舞

侍
讐

靉

仁
日

聞
下
叫這

(難

驃

灘
)轟

必
用
男

 
 
巫
號
震
郎
中

出
入
士
族
家
 
頗
有
醜
聾
 
瀚
藩
至
有
變
女
服
而
出
入
 
安
探
瓮
親
察
使
 
痛
革
共
弊

其
習
稍
衰

然
獪

 
 
朱
殄
請
申
論
下
三
道
 
痛
加
禁
断
 
不
答
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(22
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(23
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男
子
之
稱
爲
居
士
 
女
人
之
稱
爲

 
〔
兩
中
〕

李
朝
實
録
 
中
宗
八
年
十
爿
丁
酉
 
全
羅
觀
察
使
椛
弘
歌
啓
日
 
觀
本
道
弊
風

 
 
囘
寺
者
變

書難

鶚

響

不
誕

集

縱
癖

行
傷
風
敗
俗

法
所
纂

蓄

尤
薯

(馨

兩
中
髏

蘿

凡
民

 
 
之
家
祀
祕
之
時
 

雖
女
巫
多
在
 
必
使
雨
中
主
席
 
主
家
及
參
曾
人
等
 
虔
恭
迎
慰
 
終
夕
逹
朝
 
歌
舞
娯
艸
 
男
女
相
雜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25
)

 
 
情

慾
之
談
 
濡
褻

之
状
 
無
所
不
爲
 
令
人
竦
聽
抃
喙
 
以
鴛
快
樂

間
有
弱
冠
無
轟
者

則
變
著
女
服

塗
粉
施
粧

出
入

 
 
 
 
 
(26
)

 
 
人
家
 
昏
夜
與
女
巫
雜
坐
堂
室
 
乘
間
伺
隙
 
奸
人
妻
女

形
跡
隱
秘

難
於
摘
發

恐
士
族
人
家
亦
復
如
是

則
不
鮮
莫
甚

 
 

(27
) 
 
 
 
 
 
(28
)

 
 
成
化
+
八
年
 
刑
曹
受
教
日
 
花
郎
遊
女
等
 
令
所
在
官
斜
摘
 
依
大
明
律
犯
奸
條
 
井
加
本
罪

】
等
。

 
按
す

る
に
，
兩
中
と

は
即
ち
郎
中
の
轉
變
で
あ
つ
て
.
郎
中
は
.
亦
セ
花
郎

(郎
徒
は
郎
衆
に
變
つ
た
)
の
轉
變
し
た
も
の
で

あ
る
。

 
〔
廣

大
〕
 
朝
鮮
語
に
男
巫
を
亦
た
廣
大
と
稱
し
て
ゐ
る
が
，
廣

大
は
即
ち
歌
舞
の
娼
優
で
あ
る
。
蓋
し
巫
覡
は
歌
舞
を
以
て
娯
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李 能和 「朝鮮 の巫俗」註

 
紳
の
業
を
し
て
ゐ
る
故
に
，
俳
優
の
技
に
轉
じ
に
の
で
あ
る
。
羅
隱
荊
巫
詭
に
擦
る
と
，
衣
食
廣
大
云
々
等
の
語
が
あ
る
.
そ

 
う
す
る
と
朝
鮮
男
巫
を
廣
大
と
稱
す
る
は
、
其
の
源
は
或
は
此
れ
に
依
つ
だ
の
で
あ
ら
う
か
、
廣
大
の
設
は
高
麗

史

に

も
見

 
え
，
丁
茶
山
先
生
牧
民
心
書
に
も
現
は
れ
て
ゐ
る
。

〔侶
優
願
官
〕
安
順
輩

臻

蕎

散
驫

)
演
雅
人
物
品
云

侶
齷

官
(鷺

鸛

礬

 
〔
才
人
〕 
朝
鮮
語
に
叉
た
男
巫
を
才
人
と
云
つ
て
ゐ
る
が
.
是
れ
は
其
の
業
と
す
る
所
の
才
藝
伎
術
を
以
て
名
を
得
た
故

で
あ

 
ら
う
。
大
典
通
編
に
才
人
は
白
丁
と
同
條
に
し
て
あ
る
，
而
し
で
縮
稱
す
る
に
は
、
才
臼
丁

へ
云
つ
て
あ
る
。

 
 
 
 
 

(30
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(31
)

 
〔
優
人

〕

魚
叔
權
稗
官
雜
記
云
 
俗
傳
官
府
收
巫
布
甚
重
 
毎
官
差
到
門
鑒
突
 

一
家
斉
黄
奔
走
具
酒
會
 
乞
緩
程
期
 
如
是

 
者
間
日
或
蓮
日
 
苦
海
多
端
 
適
歳
時
優
人
作
此
戯
于
御
庭
 
於
是
 
命
除
其
税
 
優
人
亦
有
盆
於
民
矣
 
令
優
人
佝
作
其
戯

 
 
以
爲
故
事

 
按
す

る
に
、
我
が
朝
鮮
は
、
昔
か
貞
眞
正
の
歔
劇
が
な
い
。
此
れ
は
文
化
上
の

一
大
缺
點
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
古
は
山
壼

歔
飜

)
が
あ
つ
て
.
外
使
の
觀
覧
に
供
し
て
ゐ
た
が
.
大
抵
は
皆
醜
悪
の
假
面
を
被
つ
て
や
つ
た
の
で
あ
る
。

假
面
の
戯
は
新
羅

か
ら
始
ま
つ
た
も
の
で
、
郷
樂
及
び
處
容
舞
が
是
れ
で
あ
る
。
高
麗
時
代
に
至
り
太
儺
儀
假
面
を
用
ひ
，
後
に
山
臺
戯
に
な
つ
た

の
で
あ

る
。
李
朝
に
至

つ
て
は
、
唯

一
の
戯
劇
と
し
て
都
監
を
設
け
て
，
以
て
其
の
事
を
行
ひ
，
山
奄
都
監
と
名

つ
け
て
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(32
)

今
徇
ほ
其
の
遯
俗
が
殘
存
し
 
楊
州
の
古
邑
は
山
杢
都
監
の
本
所
と
な
つ
て
ゐ
る
。
其
の
呈
舞
伎
は
甚
だ
粗
野
で
あ
つ
て
，
殆
ん

ど
觀
聽

に
堪

へ
な
い
程

で
あ
る
。
併
し
魚
叔
權
の
所
逑
に
は
、
巫
は
徴
税
に
苦
し
、
依
つ
て
戯
劇
を
演
じ
て
ゐ
る
.
而
し
て
家
庭

生
活
上
の
悲
劇
の
天
然

脚
本
は
眞
境
を
演
出
し
以
τ
，
君
心
を
威
動
せ
し
め
、
之
れ
が
鴛
め
菟
税
し
得
る
に
至
つ
セ
の
で
あ
る
と
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(
33
)
一
年

(
35
)
一
四

八
年

云
つ
て
居
る
。
此
れ
所

謂
 
諧
臣
願
官

が
、
天
顔
を
怡
楡
せ
し
め
た
と
の
事
で
あ
ら
う
。

二

高

句

麗

の

巫

俗

 
句
麗

の
巫
俗
を
按
す

る
に
、
巫
は
能
く
人
の
病
崇
を
言
ひ
、
巫
は
胎
中
の
小
兒
の
事
を
ト
ひ
.
巫
は
能
く
災
昊
の
事
を
言
ひ
、

巫
は
人
鬼

が
自
己
に
降

つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
。
巫
は
、
始
組
モ
祠
を
祀
つ
た
に
始
ま
♪
、
後
世
巫
俗
の
、
賽
紳
，
詛
呪
，
卜
筮
.
空

唱
，
聊
託

療
病
(髴

響

，
靆

(獅

黥

編

い
)
等
は
皆
こ
れ
が
本
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
師
巫
は
、
即
ち
周
の
太
師

が
國
家

の
爲
め
吉
凶
を
占
つ
だ
り
、
叉
は
濔
洲
薩
滿
が
天
紳
を
主
祀
し
て
ゐ
た
の
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
叉
師
巫
は
王
に
勸

め
て
徳

を
修
め
.
災
を
除
け
さ
せ
.
語
り
は
甚
だ
理
に
合
致
し
，
若
し
彼
の
兆
傳
か
或
は
漢
書
の
中
に
置

い
た
な
ら
ば
、
賢
臣
良
佐
等
の

災
異
を
議
論
し
て
ゐ
る
の
と
其
の
薬
類
似
し
て
，

叫
頭
地
を
も
誕
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
今
は
其
の
語
り
が
巫
の
口
か
ら
出
て
ゐ
る

と
云
つ
て
皆
顧
み
す
し

て
ゐ
る
が
，
其
の
師
巫
の
名
義
を
察
す
る
に
，
常
時
王
の
師
表
た
る
を
知
る
べ
く
，
故
に
國
家
に
災
昊
あ

れ
ば
、
必
ら
す
帥
巫

に
質
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
 
慈
は
人
鬼

が
病
崇

て
あ
る
と
言
ふ

響

王
+
九
年
秋
八
月
(楚

豕
逸

王
使
託
利
顰

追
之

翼

蕪

申
得
之

以
刀
鬟

脚
筋

王
聞
之

替

祭
天
之
牲

 
量
可
傷
也
 
逾
投
二
人
坑
中
殺
之

，九
刀
王
疾
病
 
巫
日
託
利
斯
卑
駕
崇
 
王
使
謝
之
 
即
愈
(三
國
史
妃
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勃
 
巫
は
狐
怪
を
言
ひ
王
に
勸
め
徳
髪
修
め
し
む

葬

王
三
年
秋
背

諍

輩

療

暴

隨
而
鳴

王
射
之
不
中

間
於
塞

日
響

妖
獣

非
吉
群

況
臼
蓋
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(
37
)
二
〇

九

年

(
39
)
二
一二
四

年

  .一.41

年年宝

 ⊥蔵

 四王

 五四

尤
可
怪
也
 
然
天
不
能
諄
諄
其
言
 
故
示
以
妖
怪
者

欲
令
人
君
恐
催
 
修
省
以
自
新
也
 
君
若
修
徳
 
則
可
以
轉
禍
爲
幅

王
日
凶
則
爲
凶
 
吉
則
爲
吉
 
爾
既
以
爲
妖
 
又
以
駕
幅
 
何
其
誣
也
 
逾
殺
之
(三
図
史
記
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

巫

は

腹

中

兒

を

ト

ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

(37
)
 
 
 
 
 
 
 
(38
)

山
上
王
十
三
年
 
立
王
子
郊
麁
母
(棚
嫡
)
爲
小
后
 
初
小
后
母
孕
 
未
産
 
巫
卜
之
日
 
必
生
王
后
 
母
喜
 
及
生
名
日
后
女

蘓

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
巫
は
王
騨
が
巳
に
降
る
と
云
ふ

蔕

王
八
年
秋
九
月

蓼

于
髴

蒼

糶

鑿
一邑

霙

行

將
何
面
見

國
蠡

鸚

)於
地
下

薹

臣
不
謡

於

溝
壑

則
請
葬
我
於
山
上
王
陵
之
側

逾
葬
之
如
其
言

巫
者
日
 
國
壤
降
于
予
日

昨
見
于
氏
歸
于
川
上
 
不
勝
憤
恚

邃
與

之
戰

退
而
思
之

顔
渠

覺

國
人

爾
告
覇

義

以
物

・疋用
植
松
畫

於
陵
前
(鬱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

逗

は

朱

蒙

祠

に

祀

る

夢

臧
四
簀

五
月

唐
漿

舗

攻
遼
東
城

蓼

不
息
句
直

百

帝
(攀

引
精
兵
會
之

園
薐

警

重

離

聲

振
天
地
 
城
有
朱
蒙
祠
 
祠
有
錙
甲
銛
矛
 
妄
言
前
燕
世
天
所
降

方
團
急
 
飾
美
女
以
婦
 
紳
巫
朱
蒙
悗
 
城
必
完

(
三
國
史
記
)

 
 
 
 
 
 
 
 
三

百

濟

の

巫

俗

百
濟
の
巫
史
は
絶
無
僅
有
と
も
云
ふ
ぺ
き
で
あ
る
。
即
ち
末
王
の
末
年
に
.
巫
は
龜
讖
を
解
釋
し
た
る
一
事
あ
る

の
み
で
あ

る
。
，蓋
百
濟
は
 
も
と
，
夫
餘

・
句
麗
か
ら
出
て
ゐ
る
も
の
な
れ
ば
、
其
の
巫
俗
も
句
麗
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
推
想
せ
ら
れ

一一17(316)一



(
43
)
七

年

(
44
)
六
六
〇
年

る
。
然

る
に
.
句
麗

に
は
巫
が
能
く
狐
怪
を
詭
く
者
あ
り
.
百
濟
に
は
能
く
龜
識
を
解
す
る
者

が
あ
る
が
.
是
れ
は
同

一
の
系
統

に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

 
後
周
書
を
按
す
る
に
、
百
濟
は
陰
陽
流
行
を
解
す
云

々
、
即
ち
此
の
識
を
解
す
る
巫
は
，
亦

一
つ
の
日
者
で
あ
ら
う
.ム
ニ
國
史

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(43
)

記
，
百
濟
本
紀
に
始
靦
温
祚
王
二
十
五
年
暮
二
力
 
王
宮
の
井
水
が
暴
浴
し
，
又
は
漢
城
の
人
家
に
馬

が
牛
を
生
ん
だ
が
.

一
首

二
身
で
あ
つ
た
。
臼
者

曰
く
井
水
の
暴
温
は
大
王
勃
興
の
兆
で
あ
つ
て
.
牛
の

一
首
二
身
は
大
王
が
鄰
國
を
併
合
す

ぺ
き
徴
で
あ

る
と
。

王
は
之
れ
を
聞

い
て
喜
び
，
途

に
辰
馬

(賑
欄
昂
轍
辮
競
)
を
併
呑
す
る
心
を
有
し
て
ゐ
る
.
云
々
。
此
の
日
者
と
云
ふ
は

或
は
巫
の
事
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
百
濟
の
世
に
も
.
巫
を
大
い
に
崇
徇
し
た
の
を
思
ひ
起
す
ぺ
き
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D

墾

は

龜

織

を

解

す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
(44
)

 
義
慈
王
二
十
年
春
二
月

有

一
人
鬼
入
宮
中
 
大
呼
百
濟
亡
百
濟
亡

即
入
地
 
王
怪
之

，使
人
堀
地
深
三
尺
許

有

一
亀

 
 
 
 
 
 
 
(45
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(46
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(47
)

 
其
背
有
文
日

 
 
 
 
 
 
 
百
濟
同
月
輪

 
新
羅
如
月
新
 
王
問
之
巫
者
 
日
同
月
輪
者
滿
也
 
濔
則
庸
 
如
月
新
者
 
未
濔
也
 
未
滿
則

 
漸
盈
王
怒
殺
之
 
或

日
 
同
月
輪
砦
盛
也
 
如
月
新
者
徽
也
 
意
者

國
家
盛
而
新
羅
駸
微
乎
 
干
喜
(
三
國
史
記
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
 

新

 
羅

 

の
 

巫

 
俗

 
新
羅

の
方
言
に
巫
を

次
次
雄
と
謂
つ
て
ゐ
る
。
巫
を
雄
と
云
ふ
は
.
必
ら
す
帥
市
桓
雄
か
ら
始
ま

つ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
桓
雄

の
紳
市

は
、
是
れ
即
ち
古
代
巫
祝
の
邦
で
あ
つ
て
.
壇
を
設
け
て
天
を
祭
る
放
を
以
て
，
號
を
壇
君
と
な
し
た
の
で
.
壇
君
は
即

ち
晶胛
機
天
子
で
あ
る
。

一18(315)一



李 能和 「朝鮮 の巫俗」註

 
新
羅

の
人
は
、
次
次
雄
が
祭
記
を
拘
し
，
鬼
祕
に
事

へ
る
故
を
以
て
畏
敬
し
、
逾

に
尊
長
と
稱

へ
、
次
次
雄
と
な
し
て
あ
る
。

此
等
の
方
言
は
、
三
韓
よ
り
傳
は
つ
て
ゐ
る
，
然
ら
ば
巫
號
た
る
次
次
雄
の
語
源
は
、
桓
雄
よ
り
出
て
ゐ
る
の
は
疑
ふ
餘
地
が
な

い
の
で
あ
る
 
桓
と
寒
と
は
音
相
遖
じ
，
而
し
て
塞
の
訓
は
次

(
斗
)
で
あ
る
。
又
新
羅
の
方
言
を
若
し
漢
字

で
形

容

す

る
と

せ
ぱ
、
或
は
訓
或
は
音
を
以
て
す
る
、
即
ち
、
西
鳶
山
を
、
西
逑
山
と
も
作
る
が
爾

籥
尽
齲
ゆ
測
脚
礎
駅
砧
る
)
是
も
亦

一
例
で
あ
る
。

然
ら
ば
，
次
次
雄
は
即
ち
桓
雄
を
謂
ふ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

 
(48
)

 
南
解
次
次
雄
は
、
只
巫
の
稱
號
を
借
り
た
の
み
で
な
く
，
自
身
が
即
、ち
祭
王
と
し
て
聊
に
事
ふ
る
.
是
れ
亦

一
つ
の
壇
君
で
あ

る
・
鏨

の
始
辮

赫

居
世
は
・
辰
樊

部
の
人
等
に
推
警

れ
て
居
罕

(居
西
と
に
辰

の
王
を
云
ふ
)
に
な
つ
て
ゐ
る
・

 
後
漢

書
を
按
す
る
に
、
馬
韓
種
の
人
の
み
辰
國
の
王
と
な
る
云
々
、
然
ら
ば
、
朴
赫
居
世
は
必
ら
す
馬
韓
種
の
人
で
あ
る
。
馬

韓
の
諸

國
邑
に
，
各
々

一
人
を
以
て
天
祕
を
祭
ら
し
め
、
而
し
て
號
を
天
君
と
し
て
あ
る
。
則
ち
朴
赫
居
世
も
天
紳
を
祭
る
天
君

で
あ
つ
て
、
天
紳
を
祭

祀
す
る
天
君
は
，
即
ち
次
次
雄
と
し
・て
ゐ
る
。

 
南
解
次
次
雄
は
，
其

の
親
妹
阿
老
を
以
て
始
浦
廟

に
祀
ら
し
め
て
ゐ
た
。
蓋
し
新
羅
の
俗

に
は
既

に
巫
を

以
て
祭
記
を
伺
し
，

鬼
紳

に
事

へ
ざ
せ
て
あ

つ
た
。
そ
う
す
る
と
、
阿
老
も
亦
巫
で
あ
る
に
違
な
い
の
で
あ
る
。

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
D
 
塁
は
瑠
長
の
稱

へ
で
あ
る
故
國
王
は
巫
を
以
て
號
と
な
す

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(50
) 
 
 
 
 
 
(51
) 
 
 
 
 
 
 
(52
)

 

三
國

史
記
 
新
羅
本
耙
 
第
二
代
南
鮮
次
次
雄
 
次
次
雄
 
或
云
慈
充
 
金
大
問
云
 
方
言
爲
巫
也
 
世
人
以
巫
事
鬼
紳
徇
祭

 
祀
 
故
畏
敬
之
 
邃
稱
尊
長
者
爲
慈
充
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(
54
)
一
〇

二

一
年

(55
)
二

〇

一
年

(57

)
二

二

一
年

(58

)
一

一
二

一二
年

五
 
高

麗
 
の
 
巫
 
風

 
巫
を
聚
め
て
雨
を
祀

る
。
是
れ
即
ち
古
代
の
巫
を
以
て
天
を
祀
る
證
操

で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(53
)

 
三
國
遣
富
古
朝
鮮
條

「
桓
雄
天
王
，
徒
三
千
を
引
李
し
て
 
太
白
山
脚
壇
樹
下
に
降
b
，
世
に
在
つ
て
教
化
さ
せ
る
に
は
、
風

伯
兩
帥
を
將
ゐ
て
主
穀
.
主
命
、
主
病
，
主
刑
，
主
善
悪
，
凡
そ
人
間
三
百
六
十
除
事
を
キ
管
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

 
其
の
子
壇
君
王
儉
國
を
開
き
、
朝
鮮
と
號
を
な
す
云
た
。
然
ら
は
、
風
伯
雨
帥
を
將
ゐ
て
穀
類
及
び
人
民
の
生
命
を
圭
管

せ
し

め
，
天
祕
を
祀
る
。
是

れ
即
ち
古
代
の
聯
椛
君
主
は
，
人
民
の
生
命
の
爲
め
、
穀
物
及
び
雨
を
祀
る
巫
祀
紳
事
で
あ
る
。

 
是
れ
は
、

後
世
に
至
b
早
魃

の
際
.

巫
を
聚
め
雨
を
蒋
り
，

叉
は
徙
市
の
本
と
な
つ

て
ゐ
る
。
(醸
肺
印
鞨
勗
冒
榊
蜘
歛
旺
赫
飆
崩

帆
貸
騨
旅
轍
り
た
)
高
麗
は
國
初
よ
b
末
王
に
至
る
ま
で
，

凡
そ
天
早
に
遏

へ
ば
.
必
ら
す
巫
を
聚
め
雨
を
疇
り
，
或
は
徙
市
を
な

し
た
。

こ
れ
古
俗
の
赦
傳
を
想
見
す

べ
き
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ

巫

を

聚

め

雨

を

禧

る

顯
學

二
年
五
羣

集
巫
羅

雨
(高
麗
史
五
行

志
 
下
倣
此
)

 
 
(55
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(56
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(57
)

 
肅
宗
亠ハ
年
四
月
癸
巳
 
以
旱
 
曝
巫
新
雨
 
睿
宗
十
六
年
閏
五
爿
辛
未
 
聚
巫
疇
雨
。

仁
鑢
輩

五
月

以
旱

造
土
聾

都
省
騰

聚
巫
疇
雨

±

年
斉

庚
午

集
姦

三
百
余
人
于
都
省
噫
聚
巫
癬
雨

六

 
月
乙
亥
 
叉
聚
巫
疇
雨
 
+
二
年
六
月
己
卯
朔

集
撚
二
百
五
+
人
于
都
省
所
雨
 
+
五
年
五
月
壬
午

會
巫
都
省
廳
所
雨

 
十
八
年
閏
六
月
己
丑
 
聚
巫
藩
雨
。
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(
59
) 

一
七
三
年

(60
) 

二
五
〇
年

(61
) 

二
八
四
年

(
63
)
一
三

一
六
年

(
64
)
一
三

三

二
年

(
65
)
二

二
四

六

年

(
66
)
一
三

五

四

年

(
69
)
=

四
六
年

 
(59
)

 
明
宗
三
年
四
月
丙
子
 
聚
巫
斫
雨
 
八
年
五
月
壬
子
 
聚
巫
都
省
廳
所
雨
 
十
九
年
閏
五
月
癸
酉
 
聚
巫
所
雨
于
都
省
。
高
宗

 
(60
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(61
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(62
)

 
三
+
七
年
五
月
己
亥

聚
巫
都
省
所
雨
 
忠
烈
王
+
年
五
月
癸
亥
以
早
徙
市
 
丁
丑
集
巫
于
都
省
鵬
疇
雨
 
+
五
年
五
月
庚
辰

 
以
旱
徙
市
 
辛
卯
聚
巫
所
雨
 
三
十
二
年
亠ハ
月
 
以
早
聚
巫
蒋
雨
。

 
 

(63
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(64
)

 
忠
肅

王
三
年
五
月
己

巳

聚
巫
躊
雨
 
五
年
四
月
己
未

聚
巫
疇
雨
 
徒
市
 
十
六
年
五
月
丁
卯

聚
巫
疇
雨

後
元
年
五
月

 
辛
卯
 
聚
巫
疇
雨
 

四
年
五
月
壬
午
朔
 
以
早
徒
市
 
聚
巫
所
雨
。

 
 

(65
)

 
忠
穆

二
年
五
月
癸
巳
 
聚
巫
三
司
藩
雨
。

 
 

(66
)

 
恭
愍
王
三
年
五
月
丙
子
 
聚
巫
疇
雨
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
助
 
巫
は
病
崇
を
言

ひ
夊
は
亟
言

に
從

ひ
堤
を
決
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
巫
は
人
鬼
が
病
崇

で
あ
る
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
高
麗
の
初
め
既
に
其
の
事
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
叉
徐
兢
高
麗
圖
經
を
按
す
る
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(67
)

高
麗
奮

俗
に
，
人
民
は
病
氣
し
て
も
藥
を
飲
ま
す
、
只
鬼
紳

に
纂

へ
、
訓
呪
厭
勝
を
以
て
す
る
の
み
云
々
。
之
れ
に
依
つ
て
高
麗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(68
)

の
巫
俗

の
盛
ん
で
あ
つ
た
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
巫
言
に
從
ひ
提
を
決
し
た
と
の
事
に
至
つ
て
は
，
今
の
世
俗
の

「動
土
忌

犯
殺
」

の
本
と
な
つ
て
ゐ
る
。

仁
樋
二
+
四
年

時
有
羨

覆

拶

卿
門
下
侍
郎
垂

難

鑛

)召
斈

孫
官
之

(拠
巫
瞿

饗

崇
故
也

螽

内
侍

奉
論
 
決
金
堤
郡
新
築
碧
骨
池
堤
堰
 
從
巫
言
也
(蜻
麗
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
恥
 
女
巫
憩
を
臺
じ
空
唱
を
し
て
宣
言
を
託
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
杢
唱
は
巫
覲
が
人
を
迷
は
せ
る
事
の
，
最
も
甚
し
き
も
の
で
あ
る
。
李
朝
の
上
世
に
此
の
風
盗
に
行
は
れ
て
ゐ
た
，
其
の
淵
源
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(
72
)
一
二

七

五

年

(
76
)
一
二

七

六

年

を
研
究

す
れ
ば
.
麗
代
よ
b
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

紳
に
託
し
て
宣
冒
す
る
と
は
.

今
の
巫
の
所
跚
給
咆
戚

(
一㌧◎
一脚，冒
O一騨昌
言
)

で

あ
る
。

 
 
 

(72
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(73
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(74
)

 
忠
烈

王
元
年
 
安
殉
出

爲
徇
州
判
官
 
時
有
巫
女
三
人
 
奉
妖
祕
惑
衆
 
自
陜
州
歴
行
郡
縣
 
所
至
作
人
聲
呼
 
空
中
隱
隱
若

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(75
)

 
喝
道
 
聞
者
奔
走
設
祭
 
莫
敢
後
 
雖
守
令
亦
然
 
至
佝
州
 
胴
杖
而
械
之
 
巫
託
祕
言
 
悚
以
渦
輻
 
州
人
皆
懼
 
瑣
不
爲

 
動
後
數
日
 
巫
乞
哀
 
乃
放
(蝋
鞭
鞭
)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
の

亟

蠱

の

事

(呪
詛
)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(

 
巫
女
の
訓
呪
は
.
既

に
周
漢
の
書
に
見
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
共
の
由
來
の
久
し
き
を
知
る
べ
く
.
我
束
の
女
巫
の
詛
呪
は
.

高
麗
史
忠
烈
王
の
時
に
始
め
て
見
え
.

今
の
民
俗
に
徇
ほ
此
の
風
が
あ
る
。

訓
呪
は
多
く
妖
巫
よ
り
出

で
，

こ
の
俗
稻
は
方
子

(母
葺
α。
。ぎ

)
で
あ
る
。

拠

王
二
年
+
二
月
丙
子

夜
有
人
叢

螽

轌

貞
和
寔

麗

釜

(鯵

鳧

塞

鑿

髣

等
罕

三
人

謀

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(78
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

へ蹴
)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(80
)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

甲
申
遣
將
軍
高
天
伯
及
忽
刺
歹
 
如
元
上
裹

 
不
軌

 
於
是
囚
貞
和
宮
主
及
淑
方
慶
等

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柳
燉
涕
泣
力
諌

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公
述
域
悟
皆
樺
之

 
 
 
(81
)

 
日
 
巫
蠱
之
肯
 
皷
虚
而
起
 
簗
明
之
鑑
 
實
可
知
也
云

々
。
(高
腕
史

)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
の

城

隍

齢

が

巫

に

降

る

 
 
 

 
 
 
 
 
(82
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(83
)

 
朝
鮮

は
到
る
處

に
城
隍
祠
が
あ
る
。
則
ち
巫
覡
の
集
つ
て
所
薦
す
る
處
で
あ
る
。
又
各
郡
に
於
い
て
別
紳
事
を
行
ふ
は
，
巫
覡

輩

が
歌
舞
を
以
て
侑

け
、
共
の
呼
請
す
る
處
は
皆
城
隗
祕
で
あ
る
。
按
す
る
に
、
其
の
源
は
麗
代
よ
b
出

て
ゐ
る
。

 
 
 

 
 
 
(84
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(85
)

 
成
有

一
爲
朔
方
道
磁
倉
使
 
登
卅
城
隍
紳
屡
降
於
巫
 

奇
中
國
家
蝸
輻
 

有

一
脂
祠
行
國
祭
 
挫
而
不
拜
 

有
司
希
旨
劾
罷
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(89
)
一
二
九

九

年

之
(高
麗
史
成

有

嚇
何

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊦

錦

城

山

騨

璽

に

降

る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
錦
城
祕
堂
は
最
も
淫
祠
で
あ
つ
た
、
巫
女
が
何
時
も
集
'曾
し
て
聯
祀
は
殆
ど
絶
へ
間

が
な
い
。
叉
朝
鮮
風
俗
に
山
紳
祭
を
都
堂

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(86
)

祭
と
云

ふ
。
叉
巫
女
を

翔
ひ
て
委
靈
を
な
す
。
此
の
本
源
は
麗
代
の
錦
城
紳
堂
よ
b
出
て
ゐ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(87
)

 
鄭
可
臣
羅
州
人
 
高
宗
朝
登
第
 
累
歴
華
要
 
忠
烈
王
二
年
 
除
寳
文
閣
待
制
 
羅
州
人
稱
錦
城
山
紳
降
于
巫
 
言
珍
島
耽
羅

 
之
征
 
我
實
有
力
 
賞
將
士
而
不
我
祿
何
也
 
必
封
我
定
寧
 
公
可
臣
惑
其
言
 
諷
王
封
定
寧
公
 
且
輟
其
邑
祿
米
五
石
 
歳

歸
藹

(商
麗
史
鄭

可
臣
傳

)
 

 

 

 

 

 

 

(舘
)

 
忠
烈
王
初
 
沈
揚
爲
公
州
副
使
 
有
長
城
縣
女
言
 
錦
城
大
王
降
我
云

爾
不
爲
錦
城
淋
堂

巫
必
殺
爾
父
母

我
懼
而
從
之
。

(齲
髏

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物

宮

中

巫

を

好

む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
高
麗
史
明
徳
太
后
傳
云
 
有
女
巫
以
妖
言
出
入
后
宮
 
頗
見
信
愛
 
金
子
粹
傳
云
 
恭
譲
朝
 
子
粹
請
禁
淫
祀
 
用
断
諸
巫
出

 
入
宮
掖
 
以
絶
妖
妄
 
以
正
風
俗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④

宮

中

歌

を

教

へ

る

麺

王
二
+
葦

叢

申
婪

蠹

籌

響

宮
中

奮

綺
鵞

尾
笠

別
作
藻

稱
爲
男
粧

教
以
蓼

(賄
麗
)

(詳

出
田

憙

簾

爨

釜

讓

(蜻
麗
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

國

巫

堂

及

び

別

斬

恩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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(
101
) 

三

四

九

年

(301
)
一
三

八

七

年

(
501

)
 

三

一
年

 
(92
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(93
)

 
恭
譲
朝
 
金
子
粹
上
跣
日
 
國
中
設
立
巫
堂

既
爲
不
經
 
所
謂
別
所
恩
之
處
 
叉
不
下
十
除
所
 
四
時
之
祭
以
至
無
時
別
祭

 
(94
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(95
)

 

}
年
糜
費
不
可
殫
記

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
諸
巫
作
喙
 
托
稱
國
行

有
司
莫
敢
詰
焉

故
崇
飲
自
若

九
街
之
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
雖
禁
酒
之
令
方
臓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
常
祭
之
時

 
 
 
 
 
 
(96
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(97
)

 
皷
吹
歌
舞
 
靡
所
不
爲
 
風
俗
不
美
 
斯
爲
甚
矣
 
乞
明
勅
有
司
 
除
祀
典
所
載
外
 

一
禁
濡
祀
 
用
斷
諸
巫
云
々

(高
麗
史

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

政

丞

萋

融

の

妹

巫

と

な

る

 
巫
は
本

米
階
級
の
別
な
く
、
貴
賤
を
問
は
す
、
皆
之
に
な
つ
た
の
で
あ
る
.
高
…麗
の
故
都
は
ム
ーの
開
城
郡
で
あ
る
が
.
こ

・
で

上
流

の
女
が
巫
に
な
る
と
俗
に
仙
官

と
呼
ぴ
.
中
流
の
女
が
巫

に
な
る
と
法
師
と
謂
ひ
，
下
流
の
女
が
巫
に
な
る
と
巫
堂
と
云
ふ

 
 
 
 
 
(98
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(99
)

仙
官

の
號
は
毅
宗
の
時

に
始
ま
り
、
兩
班
の
家
産
の
裕
か
な
る
潸
を
.
擇

ん
で
仙
官
と
な
し
、
八
…關
を
祭
ら
し
め
た
。
忠
肅
土
の

時
左
政
丞
姜
融
の
妹
巫
に
な
つ
で
ゐ
る
が
，
是
が
所
謂
仙
官
で
あ
ら
う
か
。

忠
肅
王
四
年

蠡

左
政
丞
判
三
暴

叢

之
妹

篇
粧
食
松
藹

(蝸
麗
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
叫

巫

匠

業

布

を

貴

ぐ

艷

茜

年

盆

鬱

徴
牧
山
嚢

誕

巫
匠
蓁

・希
(苓
鼬
史

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
拗

巫
祝

に
馬

を
出
さ

せ
る

諍

+
三
窪

万

樋
兩
府
下
至
巫
祀

鷽

稟

以
充
巌

蜻
腱
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
働

城
 

内
 

の
 

禁
 

巫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
(501
)

 
仁
宗
九
年
八
月
 
日
官
泰
 
近
來
巫
風
大
行

濡
祀
日
盛
 
請
令
有
司
遑
黜
撃
巫

詔
可

諸
巫
息
之
 
歙
銀
瓶
百
餘
 
賭
櫨
貴

 
奏
日
鬼
紳
無
形
 
其
虚
實
恐
不
可
知
 
王
然
之
 
弛
其
禁
(束
國
迹
鍵
)。
提
抗
黜
巫
覡
于
城
外
。
(黼
淞
触
)。
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李能和 「朝鮮の巫俗」註

(601

) 

三

三

九

年

姦

秀
罐

嘉

護
副
使

羃

祀

禁
令
蘿

巫
覡
不
得
入
境
。
(高
麗
史
玄

徳
秀
縛
・
)

忠
肅
王
後
八
年
五
月
 
監
察
司
膀
示
禁
令
 

一
巫
覡
之
輩
 
妖
言
惑
衆
 
士
大
夫
歌
舞
祀
紳

汚
染
莫
甚

舊
制

巫
覡
不
得
居

城
内
 
仰
各
部
盡
行
推
刷
 
黜
諸
城
外
(高
誕
史

)

恭
譲
時
 
李
胖
上
跣
日
 
臣
願
放
巫
覡
於
遑
地
 
不
令
在
京
都
 
使
人
人
設
家
廟

以
安
父
母
之
紳

絶
瀋
祠

以
塞
無
名
之
費

(蜻
麗
)

(卿
)

老
巫
篇
井
序

予
所
居
東
鄰
有
老
巫
 
日
會
士
女
 
以
瀋
歌
怪
舌
聞
于
耳
予
甚
不
悦

歐
之
無
因
 
今
國
家
有
勅

使
諸
巫
遑
從

不
接
京
帥
予

非
特
喜
東
家
之
濡
祀
寂
然
如
掃
 
亦
且
賀
京
帥
之
内
無
濡
詭
 
世
賀
民
淳
 
將
復
太
古
之
風
 
是
用
作
詩
以
賀
之
 
且
明
夫
此

輩
若
淳
且
質
 
則
貴
見
黜
于
王
京
哉
 
乃
反
託
瀋
巫
以
見
擯
斥
 
是
自
招
也
 
叉
誰
咎
哉
 
爲
人
臣
者
亦
然

.忠
以
事
君
則
絡

身
無
尤

妖
以
惑
衆
則
不
旋
踵
而
見
敗

固
共
理
也
。

昔
者
巫
成
帥
且
奇
 
競
懐
椒
婿
相
決
疑

自
從
上
天
織
者
誰
 
距
今
漠
漠
千
百
朞
 

胯
彭
眞
謹
拒
謝
羅
 

靈
山
路
夐
叉
難
追

(加
蜘
漣
鞐
敬
欄
畑
棚
離

劭
糠
駟
パ
翼

)涜
湘
之
問
亦
信
 
鬼
荒
濡
譎
詭
ヵ
可
嗤
 
海
東
此
風
未
掃
除
 
女
則
瓮
巫
男
爲
覡

自

言
至
紳
隆
我
嫗
 
而
我
聞
此
突
且
吁
 
如
非
穴
中
千
歳
鼠
 
當
是
林
下
九
尾
狐
 
東
家
之
巫
亦
所
惑
 
面
皺
鬢
斑
年
五
十
 
士

女
如
雲
履
滿
戸
 
応
肩
出
門
駢
頭
入
 
喉
中
細
語
如
鳥
聲
 
們
嚀
無
緒
緩
復
急
 
千
言
萬
語
幸

一
申
 
験
女
痴
男
敬
釜
奉
 
酸

甘
淡
酒
自
飽
腹
 
起
躍
騰
身
頭
觸
棟
 
巫
口
自
道
天
帝
釋
 
釋
皇
本
在
六
天
上
 
肯
入
汝
屋
處
荒
僻
 
丹
青
備
壁
薀
紳
像
 
七

元
九
蹤
以
標
額
 
星
官
本
在
九
霄
中
 
安
能
從
汝
居
汝
壁
 
死
生
渦
幅
毎
自
推

其
能
試
吾
横
氣
機

聚
窮
四
方
男
女
食

奪
盡

一一25(308)一



(
齠
と

三
九

一
年

天
下
夫
嬬
衣
 
我
有
利
釼
凛
如
水

且
死
那
能
久
 
我
今
所
念
貴
此
爾

書
(絨
鮪
)
坐
掃
巫
鬼
不
使
暫
接
虎

抗
瞳
各
自
首
 
此
貴
臣
利
誠
國
盒

何
不
繙
人
聽
 
有
形
何
不
緘
人
旻

帝
城
便
清
淨
 
瓦
皷
喧
聲
無
我
耳

士
子
書
諸
紳
 
行
身
愼
勿
近
鴻
怪
'韓

恭
譲
三
年
 
成
均
博
士
金
貂
上
書
日

幾
囘
欲
往
遺
復
止

音
…欲
瀧
.一迩
滌
民
癖
丁

此
翁
逝
後
叉
疲
典

聰
明
天
子
可
其
奏

章
冊
陳
嚢
.獪
謂
幻

自
念
爲
臣
儻
如
此

撚
嬲

國
)

 
臣
願
囘
天
聽
 
泱
宸
衷

只
因
三
尺
法
在
耳
 
豈
爾
其
帥
能
我
巣
 
東
家
之
巫
牟
逍
暮
 
朝
夕

君
不
見
昔
時
鄲
縣
令
 
河
沈
大
巫
使
絶
河
伯
娶
 
又
不
見
今
時
成
伺

醜
鬼
老
狸
爭
復
聚
 
敢
賀
朝
廷
有
石
査
 
訶
逐
群
巫
辭
切
直
 
署
名

朝
未
及
慕
如
掃
迹
 
爾
齊
若
謂
吾
術
紳
 
變
化
慌
惚
憾
無
坦
 
有
謦

況
復
爾
曹
難
隱
身
 
携
徒
挈
黨
逮
移
徙
 
小
臣
爲
國
誠
自
喜
 
日
遊

誅
流
配
貶
固
其
理
 
我
冷
幸
是
忘
且
晦
 
得
接
王
京
無
我
駭
 
凡
百

放
巫
覡
於
遐
地

不
與
同
京
城
(麟

)

 
 
 
 
ー

(未
 
完
いi

一一26(307)一 一



李能和 「朝鮮の巫俗」註

(
Oll
)
一
四

一
三
年

朝

鮮
六
 
李

の朝

巫

俗

口

の

巫

禁

韓

載李

能

和

 
信
侶

・
巫
が
雨
を
斬

つ
た
こ
と
は
、
麗
代
に
も
既
に
行
は
れ
て
ゐ
た
..
抑

々
古
代
で
は
巫
を
以
て
只
雨
を
所
つ
た
計
り
で
な
く
、

凡
そ
天
地
、
日
月
、
星
辰
.-
山
川
を
祭
り
.
又
は
、
風
伯
雨
師
を
祭
る
に
至
る
迄
巫
を
用
ひ
な
い
處
は
な
か
つ
た
。
然
ら
ば
，
朝

鮮
の
古
巫
は
乃
ち
.
埃

及
の
祭
祀
長
、
叉
は
印
度
の
纏
羅
門

が
.
祭
祀
所
藤
等

の

一
切
の
儀
禮
を
掌
つ
た
横
な
も
の
で
あ
る
。
處

が

一
應
儒
。
佛
、
道
の
三
教
が
蝓
入
さ
れ
て
か
ら
は
、
偲
侶
，
道
流
。
巫
覡
等
何
れ
も
棘
事
に
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D

巫

を

聚

め

て

雨

を

祈

る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(011
)

 
國
朝
寳
鑑
に
因
つ
て
按
す
る
に
、
太
宗
十
三
年
王
は
政
院

に
教

へ
て

「
背
よ
り
水
早
の
災
難
は
皆
君
王
の
不
徳
に
依
る
の
で
あ

つ
た
、
所
が
今
信
と
巫

を
聚

め
て
雨
を
所
る
と
は
乃
ち
愧
づ

べ
ご.・て
は
な

い
か
、
余
は
聖
經
を
談
ん
で
億
と
巫
と

の
妄
誕
で
あ
る

事
を
知
つ
て
ゐ
る
。
其
れ
に
今
却
つ
て
左
道
に
依
り
、
天
が
甘
雨
を
降
す
の
を
希
ふ
は
よ
き
か
」
と
。
然
し
是
れ
は
實
録

の
記
事

と
は
全
然
合
は
な

い
處

で
あ
る
が
、
若
し
此
の
教

へ
の
邇
り
果
し
て
實
行
さ
れ
て
ゐ
た
な
ら
ば
.
何
故
太
宗
十
六
年
に
至
b
更
に

 
 
 
 
 
 

(m
)

巫
を
聚

め
て
雨
を
咢
壇
に
所
b
，
巫
を
名
山
に
遘
は
し
て
雷
震
を
所
禳

せ
し
め
、
十
八
年
六
月
漢
京
及
び
開
城
に
於
い
て
巫
を
聚

一27(306)一



(311

) 

四

〇

一
年

(
411
)
一
四

二
一二
年

め
て
三
日
間
雨
を
所
ら
せ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
所
謂
國
朝
寳
鑑
は
儒
臣
史
官
等
の
撰
述
に
係
は
る
も
の
で
あ
つ
て
、
多
く
は
事
實

を
隱
し
美
徳
を
裝
ひ
.
以
て
天
下
井
に
後
世
を
欺
懣
し
た
も
の
で
、
寳
鑑
果
し
て
信
す
ぺ
き
で
あ
ら
う
か
。

頗
俔
臻

癬

藷

謡

雨
の
羹

を
論
じ
て

「
城
内
の
萬
泉

瓶
に
楊
枝
を
挿
ん
で
ゐ
る
」
と
云
つ
た
・
仁
嬰

讐

「
閭

巷
の
家
毎
に
水
瓶
を
設
け
て
楊
枝
を
挿
み
、叉
盲

・
巫
が
所
る
」
と
云
つ
て
あ
る
。
是
れ
蓋
し
佛
教
の
風
俗
よ
b
出
た
の
で
あ
ら
う

佛
家
で
は
觀
世
昔
菩
薩

.
大
慈
大
悲
を
以
て
苦
難
を
救
ひ
，
楊
枝
を
以
て
甘
露
を
灑
ぐ
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
水
瓶
に
柳
を
挿
み
信
と

巫
が
雨
を
所
る
と
は
、
即
ち
此
の
意
義
で
あ
ら
う
。
李
朝
以
來
巫
を
用
ひ
雨
を
濤
ら
せ
た
こ
と
は
，
實
録
に
載
つ
て
ゐ
る
。
即
ち

 
 

(3且1
)

 
太
宗
元
年
四
月
旱
り

に
女
巫
を
聚
め
、
雨
を
霧
壇

に
疇
る
、
〇
五
年
夏
五
月
女
巫
を
聚

め
て
、雨
を
松
岳
開
城
大
井

に
所
る
。
〇

 
十
年
夏
五
月
己
卯
に
巫
七
十
餘
人
を
白
岳
山
堂

に
聚

め
て
雨
を
薦
る
〇
十

一
年
秋
七
月
庚
午
に
禮
曹
に
命
じ
て
雨
を
山
川
諸
紳

 
に
所
b
、
叉
巫
を
白
岳
に
盲
人
を
明
通
寺
に
聚
め
て
雨
を
所
る
〇
十
六
年
夏
五
月
庚
戍
に
巫
を
雲
肥
壇
に
聚
め
て
雨
を
所

る
。

丙
唇

は
禮
暮

簡
を
以
て
表
じ
て
早

「文
獻
通
考
に
祕
事
及
び
所
禳
と
は
門
執
事

(黝
鞭

鍛

覈

椰
)
が
上
轟

祗
に
所

 
る
の
で
あ
る
」、
と
云

つ
た
。
今
本
年
も
早
魃
に
雷
震
の
天
變
ま
で
を
加

へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
，
古
制
に
依
り
名
山
大
川
に
於
い

 
て
巫
を
使
ひ
所
禝
し

て
は
如
何
と
乞
ひ
、
こ
れ
に
從
ふ
た
。
〇
十
八
年
六
月
漢
京
及
び
開
城
留
後
司
に
於
い
て
三
日
間
巫
を
聚

 
め
て
雨
を
所
る
。

 
 

(411
)

 
世
宗
五
年
癸
卯
夏
五
月
庚
辰
に
巫
女
を
聚
め
て
三
日
間
雨
を
所
る
。
癸
未
に
は
禝
曹
は
開
城
留
後
司
の
報
告
に
依
b
上
啓
し
て

 
曰
く

「
今
旱
b
が
甚
し
く
て
農
作
物
が
焦
げ
枯
れ
て
ゐ
る
か
ら
，
願
は
く
は
司
に
命
じ
信
徒
及
び
巫
女
を
使
つ
て
雨
を
所
ら
せ

 
た
い
」と
、
逾
に
是
れ
に
從
ふ
た
。
〇
七
年
夏
六
月
己
未

に
巫
を
東
郊
に
聚
め
て
雨
を
所
る
。
湫
七
月
己
e
に
禮
曹
謹
啓
し
て
日

一28(305)一



李能和 「朝鮮の巫俗」註

(
511
)
一
四

七

四
年

く

「
文
獻
通
考
を
按
す
る
に
.
小
宗
伯
大
戴
執
事
(獄
呶
級
加
娚
巫
)
は
上
下
帥
祗
に
濤
祀
を
す
る
」
と
云
ふ
て
ゐ
る
，
今
農
繁
期

に
當

b
早
災
甚
し
い
か
ら
.
古
制
に
依
り
、
京
中
及
び
畿
内
各
所
に
於
い
て
、
春
秋
別
所
恩
例
を
以
て
日
を
擇
ぴ
，
巫
及
び
内

侍
を
遣
は
し
、
香
を
降
し
雨
を
所
ら
せ
た
ら
如
何
と
、
王
是
れ
に
從
ふ
た
。
○
八
年
夏
四
月
乙
酉
に
巫
を
聚

め
雨
を
雲
雨
壇
に

所
る
〇
十
七
年
夏
五
月
丁
酉
に
巫
を
聚
め
雨
を
漢
江

に
所
る
。
〇
十
八
年
六
月
辛
丑
に
巫
を
聚
め
て
雨
を
所
る
。
〇
二
十
八
年

丙
寅
夏
四
月
乙
丑
に
巫
を
聚
め
て
雨
を
所
る
。

 

(511
)

成
宗

五
年
閏
六
月
癸
丑
，
所
雨
の
巫
女
と
行
香
別
監
咸
纖
重
に
鹿
の
皮
各

一
枚
を
給

つ
た
。
〇
十
六
年
六
月
丙
戊
に
丞
政
院
に

教

へ
て
曰
く

「
興
天
寺
に
於
い
て
雨
を
所
る
の
は
正
道

で
な
い
け
れ
ど
も
.
既
に
組
宗
朝
よ
り
行
は
れ
て
來
た
計
り
で
な
く
，

余
も
亦
行
ふ
た
、

今
巫
女
を
以
て
所
雨
を
さ
せ
て
ゐ
る
が
，

叉
僭
を
使

つ
て
所
濤
を
さ
せ
て
も
妨
げ

は
な
か
ら
う
.

皆
の
意

向
は
如
何
」
と
、
承

旨
曰
く

「
古
に
は
帥
を
所
ら
な
い
も
の
は
な
か
つ
た
，

聖
上
は
旱
魃
の
事
に
付
き

甚
だ
憂
ひ
給
ふ
況
や

巫
女
を
以
て
雨
を
所

る
の
は
.
巳
に
周
よ
り
行
は

れ
今
日
に
始
ま

つ
た
の
で
は
な
い
か
ら
、

固
よ
り
妨
げ
は
無
か
ら
う

と
思

ふ
」
と
，
○
成
俔
慵

齋
叢
話
に
所
雨
の
禮
は
、
先
づ
五
部
に
命
じ
て
溝
漬
を
修
め
.
阡
陌
を
淨
め
、
宗
廟
肚
稷
を
祭
り
，
四
大

門
を
祭
り
，
次
に
五
龍
(衡龍
)
祭
を
設
け
た
。
即
ち
東
郊

に
於
い
て
は
菁
龍
、
西
郊
に
於
い
て
は
自
龍
、
南
郊
に
於
い
て
は
赤
龍

北
郊

に
於
い
て
は
黒
龍
、
中
央
鍾
路
街
に
於

い
て
は
黄
龍
を
作
b
.
官
を
命
じ
て
三
日
間
祭
祀
を
行
は
し
め
た
。
又
龍
祭
を
楮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(照
)

子
島

の
中
に
設
け
、
道

流
を
し
て
龍
王
經
を
暗
誦
せ
し
め
，
叉
虎
の
頭
を
朴
淵

・
楊
津
に
投
せ
し
め
た
。
叉
昌
徳
宮
後
苑
，
慶

會
樓
、
慕
華
舘
等
の
池
邊
に
於
い
て
蜥
蜴
を
水
瓮
の
中
に
泛

べ
、
膏
衣
童
子
數
十
人
は
楊
枝
を
以
て
瓮
を
撃
ち
、
銅
鑼
を
鳴
ら

し
な

が
ら
. 
「蜥
蜴
よ
、
蜥
蝪
よ
，
雲
を
興
し
霧
を
吐
い
て
雨
を
澤
山
降
ら
せ
よ
，
そ
う
し
た
ら
汝
を
放
し
て
遣
ら
う
」
と
大

一29(304)一



(711
)
一
五

四

四
年

(811
)
一
六

三

八
年

(
911
)
一
七

三

五
年

呼
し
.
獻
官
及
び
監
祭
は
冠
笏
を
整

へ
て
立
ち
，
三
日
間
こ
れ
を
つ
ゴ
け
た
。
○
又
城
内
の
萬
戸
水
瓶
を
設
け
て
楊
枝
を
挿
み

坊
々
曲
々
に
棚
を
設
け
て
香
を
焚
く
、
兒
童
逹
は
群
集
し
て
雨
を
呼
ぷ
、
叉
市
を
南
門
に
移
し
。北
門
を
開
け
た
L
と
云
ふ
て
ゐ

る
。

 
 

(7苴豆
)

中
宗

三
十
九
年
六
月
戊
辰
に
政
院

へ
傳

へ
ら
れ
る
に
，
今
巫
女
を
以
て
雨
を
所
ら
せ
た
が
、
幸
に
雨
が
三
日
間
降
り
績
い
た
，

賞
格

は
前
例
を
考
査
し
，
若
し
前
例
無
け
れ
ば
賞
給
の
事
を
以
て
該
曹
に
言

へ
と
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
庚
午
に
政
院
上
啓
す
る

に
、
先
に
所
雨
の
巫
女
に
對
し
賞
給
の
事
を
以
て
教

へ
ら
れ
た
が
，
然
し
上
旱
を
憂
紀
ま
ひ
大
小
人
民
恐
懼
し
て

措

く

能

は

す
、
巫
女
を
使
ひ
雨
を
所
b
、
た
ま
ノ
丶

雨
が
降
つ
た
が
，
彼
の
巫
女
の
所
は
如
何
で
天
を
威
動
さ
せ
得
や
う
か
，
賞
格
の
事
は

甚
だ
不
穩
當
で
あ
ら
う
と
云
つ
た
。
傳

へ
て
曰
く
巫
女
が
所
篇
す
る
に
當
つ
て
偶
然
た
り
と
も
三
日
雨
が
降
う
績
い
が
，
何
時

も
兒
童

が
雨
を
所
り
降
雨
の
場
合
に
は
賞
給
の
前
例
が
あ
る
か
ら
、
今
度
彼
等
に
も
幾
分
か
賞
給
し
て
遣
ら
う
か
と
思
ふ
た
の

で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
此
の
事
は
果
し
て
正
道
で
は
な
い
、
賞
格
は
不
穩
當
だ
と
云
ふ
の
は
其
の
意
向
至
當
で
あ
ら
う
。

 

(㎎
)

仁
組
十
六
年
戊
寅
三
月
晦
日
禮
曹
上
啓
し
，
近
頃
旱
氣
益

々
離
.し
い
か
ら
.
將
に
開
月
二
日
よ
り
所
雨
祭
を
行
は
う
と
し
て
ゐ

る
が
、.彼
の
盲

・
巫
及

び
兒
童
等
の
所
祀
又
家
々
に
瓶
柳
を
設
け
る
の
は
徒
に
弊
害
あ
る
計
り
で
利
盆
は
な
い
、故

に

一
切
禁
止

す

べ
き
は
勿
論
、
叉
閭
巷
の
瓶
柳
等
は
綴
典
に
も
據
る
處
が
な
い
と
力
言
し
た
。
處
が
瓶
柳
の
事
は
元
來
煩
は
し
い
事
で
は
あ

ら
う

が
、
傳
來
の
蔔
規
で
あ
る
か
ら
停
止
す
べ
き
で
な
い
と
云
は
れ
た
の
で
あ
る
。
(實
録
止
此
)

(
911
)

英
宗

十

一
年
命
じ
て
巫
祭
の
名
號
を
去
ら
し
め
、
巫
女
の
所
雨
は
太
常
祭
案
に
載
せ
て
あ
つ
た
の
を
、
是
に
至
つ
て
除
去
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
(丈
獻
傭
考
)
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(
021
)
一
三

九

二
年

(
121
)
一
四

一
八

年

(221

) 

四

二
〇

年

七
 
宮

中

巫

を

好

む

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

太

組

康

妃

と

巫

方

兀

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 

(021
)

 
恭
譲
王
四
年
壬
申

三
月
，
太
靦
海
州

へ
出
獵
せ
ん
と
し
た
が
、
巫
方
兀
は
康
妃
に
告
げ
、
公
の
此
度
の
族
行
は
讐

へ
ば
百
尺

の
模
に
登
つ
て
失
足
し
地
に
落
つ
る
様
な
も
の
で
あ
る
と
云
つ
た
。
妃
ば
之
を
聞
き
甚
だ
心
配
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
太
組
射
獵

に
出

掛
け
禽
を
逐
ふ
た
時
、
馬
が
泥
地
に
陷
つ
て
倒
れ
た
爲
め
、
太
親
は
邃
に
落
ち
て
負
傷
せ
ら
れ
.
輿
に
擔

が
し
て
歸
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
(太
祀
實
録
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤
 
太
宗
の
時
代
國
巫
は
大
君

の
病
を
治
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
(且2且
)

 
太
宗
十
八
年
戊
戍
春
二
月
、
刑
曹
巫
女
の
墾
状
を
暴
げ
て
上
奏
し
，
誠
寧
大
君
の
病
氣
の
爲
め
國
巫
加
伊
は
祈
禳
を
し
て
も

渦
を
菟
れ
ぬ
。
叉
巫
女
寳
文
は
病
症
も
宜
く
察
せ
す
、
宮
門
に
於

い
て
雜
祕
を
淫
祀
し
、
測
ら
ざ
る
禍
に
至
ら
し
め
て
ゐ
る
。

宜
し
く
法
に
依
り
て
處
理
せ
ら
れ
た
し
と
云
つ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤
 
世
泉
朝
大
妃
座

に
命

じ
星
辰
を
耙
ら
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
(伽
)

 
世
宗
二
年
庚
子
夏

六
月
辛
亥
，
巫
を
用
ひ
で
星
辰
を
祀
つ
た
の
は
乃
ち
大
妃
の
令
旨

で
あ
つ
た
。
癸
亥
大
妃
を
繕
巖
下
の
川

邊
に
移
御
し
奉
つ
て
，
巫
を
命
じ
て
聊
を
帳
幄
の
中

に
於
い
て
祭
ら
せ
た
、
(鰕
)

 
世
宗
は
嘗
つ
て
疾
病
に
罹
ら
れ
.
呻
吟
せ
ら
れ
た
が
。
内
侍
奪
は
巫
女
の
言
に
惑
ひ
、
成
均
舘
の
前
に
於

い
て
所
疇
を
し
て

ゐ
托

が
、
儒
生
等
は
巫
女
輩
を
驅
逐
し
て
仕
舞
つ
た
。
中
使
大
に
怒
り
其
の
事
由
を
擧
げ
て
上
奏
し
た
。
王
は
今
此
の
報
を
聞

一31(302)e



き
余

の
疾
病
は
稍
愈

る
様
で
あ
る
と
云
は
れ
た
。
(燃
黏
室

記
逑

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
)
 
(32且
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
成
宗
病
氣

の
時
大
妃

巫
を
使
ひ
構
祀
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
李
穆
は
幼
少
の
時
か
ら
、
估
畢
齋
金
宗
直

に
從
ひ
教

へ
を
受
け
て
ゐ
た
が
、
中

々
の
篤
學
者
で
あ
つ
て
、
十
九
の
時
己
酉
進
士

に
推
薦
さ
れ
太
學
に
遊
ん
だ
が
、
言
論
は
慷
慨
で
志
氣
は
峻
烈

で
あ
つ
た
。
宜
ぐ
善
否
を
辨
じ
，
囘
避
す
る
所
が
無
か
つ
た
の
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(421
)

あ
る
。
成
宗
甞

て
疾
病
に
か

丶
ら
れ
た
が
、
大
妃
女
巫
を
使

つ
て
疇
祀
を
行
ひ
，
淫
祀
を
拌
宮
の
碧
松
亭
に
設
け
て
あ
つ
た
。

公
は
諸
生
を
呼
び
集
め
ら
れ
其
の
巫
を
杖

つ
て
逐
ひ
出

さ
れ
た
。
巫
は
宮
中
に
訴

へ
た
が
上
は
そ
の
僞
り
を
怒
ら
れ
、
成
均
舘

に
命
じ
其
の
儒
生
の
名
を

闘
々
記
さ
せ
ら
れ
た
。
儒
生
等
は
自
ら
大
譴
罰
處
せ
ら
る

丶
を
慮
り
、
爭
ふ
て
名
を
隱
し
或
は
逃
げ

た
の
で
あ
つ
た
。
王
は
大
司
成
を
召
さ
れ
て
.
爾
は
能

く
諸
生
を
導
き
、
士
習
を
し
て
正
道
に
歸
ら
し
め
た
の
は
洵
に
、
嘉
徇
と

す
る
所
で
あ
る
と
云
は
れ
.
特
に
酒
を
賜
は
つ
た
。
(瞞
鰊
名
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊦
 
燕
山
暑

の
時
代
宮
中
に
於
い
て
巫
女
を
禁

止
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
燕

山
君
八
年
壬
戍
六
月
癸
卯
.
弘
文
舘
上
奏
し
.
臣
等
は
闕
内

に
於
て
皷
吹
を
聞
き
女
を
使
し
て
往
見
せ
し
め
た
が
.
巫
女

四
五
輩
東
宮
の
外
庭

に
坐
し
，
皷
を
撃
ち
笛
を
吹
、、・な
が
ら
，
大
い
に
祀
事
を
張
つ
て
ゐ
た
と
云
ふ
、
臣
等
は
其
の
爲
す
所
は

知
ら
な
い
が
兎
に
角
禁
内
に
於
い
て
壇
に
祀
事
を
行
ふ
こ
と
は
甚
だ
宜
く
な
か
ら
う
。
(畩
脚
君
)

 
 
 
 

(521
)

 
燕

山
君
九
年
癸
亥

二
月
甲
子
、
經
筵

に
於
で
持
平
権
憲
嚢
す
、
巫
女
喜
非
は
多
く
妖
恠
の
術
を
以
て
愚
俗
を
惑
は
し
正
教
を
汚

す
、
本
府
は
之
を
審
問

し
よ
う
と
し
た
が
逃
げ
た
の
で
、
只
鍮
鉞
及
び
符
呪
四
枚
を
捜
し
得
た
だ
け
で
あ
る
。
彼
の
家
人
に
問

へ

ば
、
内
需
司
に
於
い
て
造
つ
て
呉
れ
た
と
云
つ
て
ゐ
る
。
併
し
喜
非

は
名
は
國
巫
で
あ
つ
て
，
事
は
内
需
司
に
係
は
つ
た
も
の

一32(301)一
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(031

)
一
五

〇

五

年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(621
)

で
あ
る
と
啓
し
た
の
で
、
王
は
内
需
司
に
聞

い
て
見
ま

と
云
は
れ
た
。
叉
乙
丑
王
は
巫
女
の
事
古
よ
り
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で

あ
る
.
毒
諌
は
何
の
爲
め
に
審
問
し
よ
う
と
す
る
か
と
云
は
れ
た
。
持
卆
權
憲
啓
奏
し
て
此
の
巫
は
妖
術
が
多
い
、
鏡
を
房
申

に
掛

け
て
聯
は
其
の
申
に
あ
る
と
云
ふ
が
，
人
は
自
か
ら
そ
れ
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
叉
鍮
器
が
あ
る
が
其
れ
は
飯
佛
の
器
で

あ
る
。
龕

く
符
祀
を
以
て
民
衆
を
惑
箕

其
の
恠
誕
の
所
却
つ
鑑

雄

(虚
雄
は
常
時
忠
清

の
妖
借
で
あ

る

)
吉

蠢

し
い
，
故
に
敢

へ
て

捕

へ
て
其
の
罪
を
治

め
や
う
と
す
る
の
で
あ
る
と
云
つ
た
が
、
王
は
妖
信
に
對
し
て
守
令
が
皆
崇
拜
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
が
，
彼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(且
)

の
云
ひ
散
ら
す
襟
な
者

で
は
な
い
、
其
の
鞠
問
す
る
事
を
止
せ
と
云
は
れ
た
。
○
持
卆
權
憲
啓
奏
し
て
星
宿
廳
に
國
巫
を
置
か

れ
た

の
は
其
の
由
來
既
に
久
し
い
こ
と
で
あ
る
が
，
臣
等
は
固
よ
b
其
の
國
巫
を
革
除
し
や
う
と
す
る
の
で
は
な
い
、
此
巫
は

妖
妄
を
以
て
民
心
を
迷
は
す
か
ら
，
其
罪
を
問
は
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
る
に
此
は
彼
の
妖
僧
虚
雄
の
例
で
は
な

い
と
仰

せ
ら

れ
る
.
併
し
臣
等

の
思
ふ
に
は
，
彼
の
妖
信
は
僻
方
に
居
て
其
の
弊
害
は
數
邑
に
止
ま
る
が
，
今
若
し
此
の
巫
の
罪
を
問

は
な

い
な
ら
ば
、
今
後
は
國
を
暴
げ
て
崇
信
し
.
其
の
害
毒
は
遙
か
に
多
い
で
あ
ら
う
と
云
つ
た
。
處
が
王
は
巫
女
は
皆
妖
術

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(㎜
)

を
用

ひ
冷
類
は
總

て
斯
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
何
ん
ぞ
必
ら
す
し
も
此
巫
の
み
を
罰
せ
ん
や
と
.
憲
府
に
啓
奏
し
た
が
聽
き
入

れ
ら
れ
な
か
つ
た
。
(燕
山
君

日
記

)

 
 
 
 

(031
)

 
燕

山
君
十

一
年
乙
丑
九
月
丙
申
、
朴
内
人
は
原
州
の
妓
月
下
梅
で
あ
つ
た
が
、
音
律
を
解
し
戯
謔

に
長
じ
、
多
く
王
旨
に
叶

ふ
た

の
で
、
王
は
特

に
眷
愛
さ
れ
た
。
彼
が
病
に
罹
つ
て
別
院
に
移
る
や
、
王
は
常
に
病
床
を
見
舞
は
れ
た
が
逾
ひ
に
死
ん
だ

の
で
、
王
は
之
を
隻

麗
婉
の
號
を
讐

，
叉
疑

謬

苑
に
設
け
，
舌

藷

妃
變

盆

菠

饕

謬

)
搴

ひ
・
親

し
く
巫
の
語
b
を
聞

き
悲
働
せ
ら
れ
、
葬
後

一
再
准
ら
す
祭
祀
を
設
け
ら
れ
た
。
王
は
巫
覡
の
所
疇
を
喜
ば
れ
，
自
か
ら
巫
に
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(431

)
一
五

一
九

年

(531

)
一
五

一
五

年

な
つ
て
樂
を
作
b
歌
舞
を
し
て
.
廢
妃

(王
毋
尹
氏
)
が
憑
り
附
か
れ
た
貌
樣
を
な
し
、
屡

々
白
岳
祠
に
登
り
巫
祀
を
行
は
れ
た
が
.

宮
中

で
は
其
れ
を

以
て
廢
妃
の
祟
り
で
あ
る
と
云
つ
て
ゐ
た
。
(燕
山
君

日
記

)

 

燕

山
朝
で
は
、
諸
生
を
逑
ひ
出
し
た

丶
め
、
大
學
が
筌

い
て
ゐ
た
が
、
巫
覡
を
聚
め
て
濡
祀
を
其
の
中
に
設
け
た
の
で
あ
る
。

(聽

室
)

 

李
朝
の
總

べ
て
の
文
物
は
、

】
々
中
華
の
制
度

に
倣
ひ
、
彬

々
と
し
て
觀

る
べ
」き
も
の
が
あ
つ
た
が
、
併
し
な
が
ら
、
叉
た

巫
佛
等
の
所
祀
の
事

に
至
つ
て
は
、
荷
ほ
夷
俗
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
故
に
祗
宗
朝

に
於
い
て
，
自
か
ら
病

に
罹
ら
れ
た
際
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(麗
)

は
、
信
徒
や
巫
覡
が
、
經
を
誦
し
、
所
藤
を
仁
政
殿
に
設
け
た
の
で
あ
る
。
且

つ
松
岳
紳
祠
は
，
も
つ
と
崇
奉
の
的
と
な
つ
て

ゐ
た

の
で
，
紳
祠
に
於
い
て
行
膿
を
し
た
。
後
に
は
巫
は
宴
を
張
り
、開
城
留
守
も
參
列
し
て
、
巫
女
と
共
に
歌
舞
を
し
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
巫
女
が
祕
祠
に
於
い
て
用
ひ
る
什
器
は
、
皆
驛
か
ら
驛
迄
と
云
ふ
風
に
官
力
を
以
て
蓮
搬
し
た
の
で
、あ
つ
た
が
，

(憫
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(悩
)

成
廟

は
始
め
て
言
者

の
語
b
を
聽
き
入
れ
ら
れ
て
、
罷
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
中
廟
己
卯
年
間
に
は
.
儒
者
を
進
用
し
て
、
僅

か

一
年
間
も
立
た
な
い
う
ち
に
，
國
の
風
俗
は
大
に
變
つ
た
の
で
あ
る
。
是
れ
か
ら
後
は
冠
，
婚
、
喪
祭
は
稍
式
禝

に
逧
じ
て

な
す
樣
に
な
つ
た
。
(申
欽
象

村
彙
言
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

④
 
中
泉

の
時

代
に
國
蓙
芭
非
宮
摧

に
出
入
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
(531
)

 
中

宗
+
年
乙
亥
閏
四
月
乙
亥
，
時
の
國
巫
喜
非
は
宮
掖
に
出
入
し
，
或
は
災
厄
を
禳
ひ
或
は
恩
輻
を
所
つ
た
。

凡
そ
宮
禁
の

財
貨
叉
は
御
衣
に
至
る
迄
多
く
は
自
家

へ
持
歸
つ
た
の
で
.
憲
府
は
之
を
引
致
鞠
問
の
上
罰
し
た
が
、
時
の
人
は
皆
其
の
快
擧

を
稱
揚
し
た
。
但
し
垂
官
は
其
の
御
衣
の
處
置
方
に
困
つ
た
。
戊
寅
弘
文
舘
副
提
學
申
錦

の
上
箚

に
，
先
頃
は
即
日
移
御
せ
ら
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れ
事
甚
だ
蒼
黄
で
あ
る
，
官
禁
の
秘
密
は
其
の
端
緒
を
知
る
能
は
す
.
瞽
巫
を
以
て
禝
除
し
符
呪
を
以
て
怖
厭
さ
せ
た
が
、
此

れ
に
依
つ
て
推
察
す
る
に
.
必
ら
す
邪
恠
な
楽
が
あ
つ
て
禁
中
に
現
は
れ
た
か
ら
で
あ
ら
う
と
云
つ
て
ゐ
た
。
(鯲
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
 

明
泉

の
時
代
宮
禁
巫
を
好
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 

松
岳
紳
祀
は
國
の
初
よ
り
盛
ん
で
あ
つ
て
、
其
の
弊
害
が
漸
次
擴
つ
た
の
で
あ
る
。
官
府

に
亦
巫
と
共

に
對
舞
し
て
ゐ
る
者
も

あ
つ
た
樣
で
あ
る
。
(以
上
も
亦
申
欽
蒙
村

集
に
見
へ
て
ゐ
る

)成
廟
朝
、
大
臣
が
建
白
し
て
臓
禁
し
て
ゐ
た
が
、
戚
里
の
貴
家
鴇

ほ
薯

を
踏
み
，

市
井

の
富
商
は
競
ふ
て
奢
侈
を
誇
b
，
百
里
に
財
物
を
載
せ
，
聲
樂
路
に
滿
ち
，

一
度
設
備
す
る
に
は
.
其
の
費
用
殆
ん
ど
中

産
階
級

一
家
の
財
産
を
皆
傾
盡
し
て
も
徇
ほ
足
ら
な
い
位
で
、
文
定
王
后
の
時
代

(明
宗
母
后
)
に
至
つ
て
其
の
極
に
逹
し
た
。
申
官

及
び
宮
女
の
往
來
は
路
に
絡
繹
し
て
ゐ
る
。
厨
の
供

へ
も
の
は
尠
か
ら
す
男
女
山
谷
の
中
に
填
め
，
蓮
日
逗
留
し
て
頗
る
醜
聞

が
あ
つ
た
。
府
に
居
住
す
る
生
員
姜
姓
の
者
」
儒
生
四
十
餘
人
を
引
准
し
て
.
祕
屋
を
燒
き
拂
ひ
像
設
を
毀
裂
し
、
掃
蕩
殆
ん

ど
餘
所
が
な
か
つ
た
程
で
あ
る
。
文
定
王
后
は
大
に
怒
り
殿
命
を
下
し
.
首
從
犯
者
全
部
を
拿
致
し
、
重
罪
に
處
せ
ん
と
し
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(73苴
)

が
、
犯
人
は
累

々
と
し
て
章
甫
が
獄
舎
に
盗
れ
る
程
に
な
つ
た
。留
守
沈
守
慶
も
こ
れ
を
禁
抑
す
る
能
は
す
責
を
以
て
罷
譴
さ
れ

た
。

三
司
は
願
状
を
変
代
に
呈
上
し
.
以
て
釋
放
を
請
つ
た
が
月
を
越
て
も
中

々
聽
許
が
な
か
つ
た
。
明
廟
隙
を
窺
ひ
屡

々
諌

め
て
、
漸
く
放
釋
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
諸
巫
舜
は
必
ら
す
鬼
聊
の
譴
罰
が
あ
ら
う
と
喧
傳
し
.
其
の
後
姜
姓
の
者
は
壽

命
長
く
し
て
災
難

が
な
か
つ
た
。
又
儒
生
等
も
司
馬
文
科
に
及
第
さ
れ
た
者
が
多
か
つ
た
の
で
、
群
衆
の
迷
ひ
は
頓
に
解
け
、

淫
祀
の
廢
絶
は
隨
分

長
か
つ
た
，
處
淋
後
日
又
漸
次
復
設
さ
れ
、
今

に
至
つ
て
は
逾

に
弊
害

の
極
を
成
し
た
の
で
あ
る
、
豈
に

歎
ー

べ
き
で
は
無
な
い
か
と
云
つ
て
ゐ
た
。
(李
懲
洞
松

都
紀
異

)
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(831
) 

五
七
五
年

(
041
) 

六

二

四
年

(
141
)
一
六

五

八

年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
①
 
宜
組
の
時
代
妖
夾
官
中
に
出
入
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
(嚶

 
宣
組
八
年
仁
順
王
后
病
に
罹
ら
れ
た
が
、
時
に
妖
巫
が
あ
つ
て
禁
中
に
出
入
り
を
し
な
が
ら
，
専
ら
所
疇
叉
は
幻
惑
を
以
て

事
と
し
、
藥
餌
の
使

用
は
殆
ん
ど
停
廢

さ
れ
、
途
に
大
故
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
所
謂
妖
巫
と
は
士
人
の
女
で
.
宗
室
堯
卿
の

妻

で
あ
つ
た
。
三
司

は
井
に
罰
に
處
せ
ら
れ
度
き
旨
を
以
て
願
ひ
出
で
た
.
仍
つ
て
命
令
を
獄
吏
に
下
し
、
嚴
重
に
處
置
し
た

の
で
あ
る
。
(丈
獻
傭
考
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
光
海
君

の
時
代
妖
座
宮
中
に
出
入
す

麺
塰

の
晴

承
旨
撃

仲
は
上
銃
を
以
て
、
妖
巫
嚮

が
宮
中
に
出
入
す
る
状
況
を
陳
べ
て
ゐ
た
。
(韓
公
年
譜
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 
仁
胆

の
時
代
巫
女
宮
摧
と
交
邇
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
(041
)

 
仁
組
二
年
九
月
甲
子
、
大
司
諌
金
伺
容
、
司
諌
鄭
宗
溟
等
上
啓
し
，
臣
等
竊
か
に
聞
く
に
巫
女
の
内
最
も
妖
恠
で
あ
つ
た
者

は
、
聖
上
御
印
位
の
後
長
く
邁
地

へ
流
さ
れ
た
が
.
此
前

に
赦
宥
さ
れ
て
京
城
に
歸
り
.
又
た
宮
掖
の
路
を
通
す
る
と
云
ふ
事

に
つ
き
稍
傳
播
の
世
評

が
あ
る
と
云
つ
て
ゐ
た
。
(
實録
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤
 
孝
泉
の
時
代
喪
儀

に
座
帆
を
以
て
す

 
(141
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(颶
)

 
孝
宗
九
年
戊
戊
五
月
辛
亥
.
王
は
親
し
く
麟
坪
大
君
の
喪
に
臨
ま
れ
た
が
，
憲
府
啓
上
し
臣
等
聞
く
所
に
依
れ
ば
.
政
院
は

儀
式
中
巫
祀
を
以
て
桃
廟
及
び
執
戈
を
さ
せ
る
事
に
つ
き
禀
請
す
る
と
云
つ
た
。
(鯲
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
拗
 
肅
宗
の
時
代
宮
中

に
於
い
て
巫
女
を
禁
止
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
(341
)

 
肅
宗
元
年
王
は
天
然
痘
を
患
ふ
.
外
聞

に
宮
中

に
於
い
て
將
に
巫
祕
を
迎

へ
る
と
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
時
に
明

聖

大

妃

病
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一

(541
)
一
七

 
一
年

一

に
罹

ら
れ
、
后
の
弟

金
錫
翼
、
錫
衍
等
は
禁
止
す
る
事
を
諸

ふ
た
が
、
大
妃
は
大
に
驚
か
れ
、
如
何
に
し
て
か
う
云
ふ
事
が
あ
る

だ
ら
う
か
と
，
宮
中

の
事
を
掌
る
女
官
を
召
し
て
詰
問
に
な
り
、
紛
擾
を
邁

に
醸
も
す
事
勿
れ
.
と
教

へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(篳
 
肅
宗
十
年
甲
子
正
月
了
巳
，
特
命
を
以
て
妖
巫
莫
禮
に
對
し
死
刑
を
減
じ
島
流
し
た
。
先
時
儒
臣
朴
世
采
て
啓
す
る
に
、
巫
女

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(……)

は
宮
中
に
入
り
薦
を
行
ひ
.
僣
越
に
嚢
服
等
を
著
用
す
る
に
就

い
て
，
刑
曹
に
命
じ
審
問
の
上
懲
治
さ
せ
た
が
、
刑
曹
判
書
尹

増
の
傳
達
に
依
る
と
，
三
退
紳
等
の
事
を
以
て
調

べ
る
も
.
容
易
に
臼
状
せ
す
、
故
に
刑
訊
に
命
じ
流
罪
に
處
し
た
と
云
ふ
て

ゐ
る
.
近
世
鷹
祀
を

以
て
風
俗
を
な
し
.
閭
里
の
細
民
は
云
ふ
迄
で
も
な
く
宮
家
等
も
崇
信
し
，
途

に
巫
卜
尼
師
等
宮
掖
に
出

入
し
、
檀

に
誑
詐
を
行
ひ
，
内
秘
が
漏
る
丶
の
で
.
識
者
の
慨
歎
す
る
久
し
か
つ
た
の
で
あ
る
。
先
般
王
の
痘
腫
を
患
ふ
る
や

舉
國
憂
惶
し
、
殊

に
先
大
妃
甚
だ
こ
れ
を
憂
慮
せ
ら
れ
.
初
め
よ
b
巫
女
が
闕
内

に
這
入
り
所
禳
を
す
る
と
云
ぷ
話
納
が
遑
近

に
傳

播
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
王
の
不
例
の
時
に
當
b
，
巫
女
ば
聖
母
に
請
ひ
精
進
を
勸
め
.
常
膳
を
減
じ
た
爲
め
に
.
玉
鶻
を

衰
弱
に
陷
ら
し
め
.
逾
に
不
諱
に
至
ら
し
め
た
の
で
、
世
采
は
上
銃
を
以
て
告
發
す
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
だ
。
王
は
始
め
は
そ

う
云

ふ
事
は
な
か
つ
た
と
云
は
れ
た
が
、
大
小
の
廷
臣
屡

々
爭
ふ
た
の
で
，
畢
覚
流
配
に
處
し
た
の
で
あ
る
。
(嬾
)

 
 

 
 

(541
)

 
肅
宗
三
+
七
年
辛
卯
+
二
月
甲
戍
、
執
義
李
縡
上
啓
し
、
臣
竊
か
は
聞
く
に
前
後
痘
患
の
際
女
巫
は
宮
掖
に
出
入
ー
、
所
疇
の

際
費

用
が
尠
な
く
な

い
と
云
ふ
が
，
士
夫
の
家
に
は
稍
餓
格

に
し
て
置
か
れ
た
爲
め
で
あ
ら
う
か
，
巫
覡
は
敢

へ
て
家
内

に
入

る
能
は
す
.
今
堂

々
た
る
千
乘
の
奪
巖
を
以
て
、
乃
ち
女
巫
を
使
ひ
清
禁
に
侵
入
さ
せ
た
の
で
，
閭
巷
の
賤
臙
は
妄

に
傳
論
を

以
て
事
を
な
し
て
ゐ
る
と
。
(鯵

一37(296)一



(
741
)
一
七

六

五
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤
 
英
宗
の
時
代
の
大
内
と
主
巫

諍

矮

蠡

鐃

に
、
大
内
よ
り
州
邑
に
至
る
迄
篁

巫
が
象

讐

蕨

勘
顛

爨

雕

獺

嚢

)
隨
意
に
出
入

し
.
民
間
の
風
俗
は
是
れ
が
爲
め
に
非
常
に
紊
れ
て
ゐ
た
。

 

(741
)

 

英
宗
四
十

一
年
乙
酉
十
二
月
癸
亥
、
王
診
筵
に
於
い
て
教
ふ
る
に
.
凡
そ
閭
巷
に
疾
病
者
あ
れ
ば
必
ら
す
巫
覡
を
用
ふ
る
…樣

で
あ

る
が
、
そ
れ
は
効
力
は
な
い
、
翳
藥
こ
そ
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
云
は
れ
た
。
都
提
調
洪
鳳
漢
は
、
閭
巷
の
富
貴

の
者
に
は

常
に
か
う
云
ふ
事
が
あ
る
が
，
帝
王
の
家
と
し
て
は
最
も
戒
む

べ
き
事
で
あ
る
と
云
ふ
た
。
聖
上
が
此
輩
を
斥
け
ら
れ
拓
の
は

實
に
盛
徳
で
あ
る
云
々
。
(實録
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鞠
 
高
宗
の
時
代
の
李
尹

二
巫
及
び
壽
蓮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 

(1
)

 
高
宗
の
時
代
に
二
人
の
巫
女
が
あ
つ
た
。

一
は
李
姓
，

一
は
尹
姓
で
，
彼
等
は
自
か
ら
關
聖
帝
が
自
分
に
紳
托
さ
れ
，
帝

は

官
筆

の
號
を
賜
は
つ
た
と
て
，
李
姓
女
は
眞
靈
君
，
尹
姓
女
は
賢
靈
君
と
稱

へ
泥
。
賢
靈
君
は
關
廟
を
奉
じ
二
宮
洞
に
あ
つ
た

が
、
俗
に
二
宮
大
監
殿
内
紳
と
云
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
つ
た
。
具
鰻
君
は
内
命
に
依
つ
て
宋
洞

の
北
關
廟
に
居
住
し
.
俗
稱
に
眞

靈
君
大
監
と
云
つ
て
、

宮
禁
に
出
入
し
て
權
力
を
有
し
義
子

が
無
數
に
あ
り
.
方
伯
守
宰
等
の
官
職
は
多
く
其
の
手
に
依
つ
て

任
冤
ざ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
李
尹
の
後
に
叉
女
巫
壽
蓮
と
云
ふ
者
が
あ
つ
て
.
宮
禁
に
出
入
し
所
輻
禳
災
を
な
し
，
其
の
二
人

の
子

は
皆
高
官
に
な

つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

入

巫

覡

所

屬

の

官

署
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(囎
)

 
李
朝
の
上
代
に
は
國
巫
を
星
宿
騰
に
置
か
れ
だ
が
.
恐
ら
く
此
の
制
度
は
高
麗
朝
か
ら
傳

へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

こ
れ
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(齣
)

巫
と
道
教
と
の
間
の
聯
結
の
始
ま
り
で
あ
つ
て
，
巫
覡
を
活
人
碧
に
置
い
て
，
病
人
の
救
療
を
任
せ
た
の
は
.
巫
と
臀
術
と
の

蓮
錙

で
あ
る
と
云
ひ
得

る
で
あ
ら
う
。
蓋
し
古
は
巫
が
臀
桑
を
掌
つ
た
と
云
ふ
事

が
山
海
經
に
見
え
て
ゐ
る
.
故
に

「
鑿
」
の

字
は
巫

に
從
ふ
の
で
あ
る
ρ
李
朝
に
於
い
て
巫
を
使
ひ
，
疾
病
の
手
當
を
さ
せ
た
の
も
.
亦
た
偶
然
で
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D

星

宿

廰

に

國

巫

を

置

く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
(151

)

 
成
宗
九
年
戊
戍
九
月
丁
亥
，
弘
文
館
副
提
學
成
俔
等

の
上
銃

に
、
合
世
の
入
は
爭
ふ
て
鬼
紳
を
信
じ
，
凡
そ
吉
凶
及
び
渦
幅

に
就

い
て

一
切
巫
に
聞
き
，
或
は
識
像
に
錢
を
掛
け
，
或
は
魂
を
誘
ふ
て
室
に
入
れ
，
或
は
筌
唱
を
聽
き
、
或
は
親
し
く
城
隍

を
祀

り
.
或
は
奴
婢

を
獻
納
す
る
等
、
是
れ
皆
樂
朝
の
禁
止
す
ぺ
き
事
で
績
典
に
も
著
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
殿
下
は
深
く
其
の

弊
害

あ
る
所
を
察
せ
ら
れ
.
叉
法
司
に
命
じ

て
巫
覲
を
解
散
せ
し
め
.
皆
城
外
に
放
ち
た
の
で
あ
つ
た
。
處
が
近
日
に
至
り
禁

令
は
稍
弛
ん
で
ゐ
る
様
で
あ
つ
て
、
城
外
よ
り
段

々
這
入
つ
て
來
て
、
婦
女
等
を
誑
誘
し
酒
食
を
費
さ
し
め
，
或
は
度
厄
悪
魔

拂
ひ
を
す
る
と
云
ひ
，
或
は
救
病
す
る
と
云
つ
て
、
大
に
宣
傳
し
て
ゐ
る
と
見
え
，
大
家
互
室
等
は
皆
そ
れ
を
迎
え
入
れ
，
競

ふ
て
淫
蕩
及
び
醉
狂

の
醜
態
を
演
じ
.
恬
然
と
し
て
恥
つ
る
處

が
な
い
。
我
々
は

一
人
で
も
此
れ
に
依
つ
て
罪
に
處
せ
ら
れ
た

と
云

ふ
事
を
聞
か
ぬ
、
皷
笛
歌
舞
は
街
衢
，
閭
巷
の
間
に
絶

へ
な
い
，
是
れ
臣
等

の
本
當
に
迷
惑
す
る
所
で
あ
る
。

 
身
を
以
て
教
ふ
れ
ば
從
ひ
言
を
以
て
教
ふ
れ
ば
訟
ふ
と
云
ふ
が
.
命
令
す
る
所
は
其
好
み
に
反
す
る
か
ら
民
は
從
は
な
い
，

今
星
宿
廳
は
城
内
に
あ
つ
て
所
恩
の
使
奪
秋
に
絶

へ
す
，
か
く
の
如
く
な
る
に
，
只
人
民
の
爲
す
所
を
責
む
る
は
問
遶
ひ
で
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(251
)

か
ら
う
か
。

一
體
星
宿
廳
は
何
に
依
つ
た
縫
儀
e
あ
ら
う
か
，
聯
は
明
祕
で
な
く
，
祀
は
正
祀
で
な
い
，
是
れ
王
致
と
し
τ
當
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(351

) 

五

〇

三
年

(451

) 

五

〇

六
年

(
551
)
一
四

二
九

年

然
に
排
除
す
べ
き
で
あ
る
。
伏
し
て
願
は
く
は
、
剛
斷
を
揮
ひ
，
風
俗
を
整
頓
し
.
邪
淫
妖
妄
を
し
て
聖
明

の
下
に
身
を
容
る

丶
の
所
な
か
ら
し
む
る
は
、
臣
等
の
切
に
皇
ん
で
止
ま
ぬ
所
で
あ
る
と
云
つ
た
。
(實録
)

 
 
 
 
 

(鵬
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(451
)

 

燕

山
君
九
年
癸
亥

二
月
甲
子
.
王
は
星
宿
臆
に
國
巫
を
置
か
れ
た
の
は
其
の
由
來
久
し
か
つ
た
と
云
は
れ
，
叉
十
二
年
丙
寅

三
月

乙
未
に
は
、
星
宿
臆
の
首
巫
女
及
び
隨
從
巫
女
に
雜
役
を
菟
除
す

べ
し
と
云
は
れ
た
の
で
あ
る
。
(燕
山
君

口
記

)

申
宗
元
年
丙
寅
十
月
庚
午
，
弘
文
館
副
提
學
李
胤
等
上
疏
し
、
昭
格
署
并
に
星
宿
廳
等
を

一
切
解
散
す

べ
き
を
諳

ふ
た
。
(賓録
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

④

 
東

西
の
活
人
院

に
巫
覲
を
置
か
れ
た
動
機

 
 
 

(嵶
) 
 
 
 
 

(

 

世
宗
十

一
年
三
月
癸
巳
，
禮
曹
啓
上
し
，
今
政
府
諸
曹
と
共
に
會
議
を
致
し
た
が
，
各
官
各
里
の
民
戸
は
其
の
接
近
せ
る
巫

洩
を

以
て
之
を
分
掌
せ
し
め
，
若
し
熟
病
に
罹
る
家
あ
ら
ば
、
守
令
は
臀
生
及
び
巫
覡
を
使
ひ
，
考
察
し
て
救
療
せ
し
め
，
手

當
を
遣
ら
な
い
も
の
あ
ら
ば
發
見
次
第
罪
を
以
て
問
ひ
，
年
末
に
至
b
人
を
多
く
活
か
し
た
者
に
對
し
て
は
，
巫
税
を
減
じ
或

は
賦
役
を
見
除
す
、
若
し
貧
困
の
病
家
に
し
て
治
療
の
賓
無
き
も
の
に
は
、
京
中
活
人
院
の
例
に
依
b
國
庫
の
米
穀
を
以
て
、

一
日
米

一
升
づ
丶
供
給
す
る
專
と
し
，
歳
末
に
及
び
病
人
數
の
記
さ
れ
た
名
簿
を
監
司
に
報
告
せ
し
め
、
仍

つ
て
洪
算
す
る
樣

に
し
た
い
と
乞
ふ
た
が
，
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
(蝦
)

 
 
 
 
 
 
 
 

の

東
西
活
人
院

に
巫
覡
を
置
く
事
に
就

い
て
の
議
論
其

の

一

 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
 
 
 

(65且
)

 
冊
宗
十
八
年
夏
四
月
丁
丑
.
三
公
黄
喜
，
崔
潤
徳
鴇
慮
閘
等
を
召
さ
れ
御
前
會
議

が
あ
つ
た
。
其
の

一
に
今
司
憲
府
に
捕

へ

ら
れ
た
妖
巫
七
人
は
、能
く
鬼
祕
を
使
ひ
，
宮
中

に
於
い
て
唱
え
し
む
る
に
、
人
の
語
り
に
似

て
肢
域
に
導
く
こ
と
は
、
律
に
據

b
て
常
然
絞
罪
に
處

す
べ
き
で
あ
ら
う
が
，
是
れ
よ
り
前
禁
止
す
る
條
文
を
設
け
な
か
つ
た
の
で
、

一
朝
遽
か
に
法
を
以
て
處
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李能和 「朝鮮の巫俗」註

治
す

る
の
は
宜
し
く
な
い
。

一
旦
彼
等
を
城
外
は
放
黜
し
で
.
そ
れ
か
ら
禁
止
の
規
定
を
立
て
、
以
て
其
の
弊
害
を
防
禦
す
る

の
は
如
何
で
あ
ら
う
か
と
云
は
れ
た
が
、
之
を
城
外

へ
逑
ひ
出
す
の
は
却
つ
て
愚
民
の
惑
ひ
易
い
所
で
あ
る
。
若
し
防
止
を
嚴

重
に
や
ら
な
け
れ
ば
，
其
の
弊
害
は
倍
加
す
る
か
も
測
b
難

い
。
そ
れ
よ
り
は
，
寧
ろ
彼
等
を
東
西
活
人
院

に
分
屬
せ
し
め
、
」

其
の
出
入
ち
を
制
限

し
て
、
相
互
間
の
交
通
を
餓
禁
し
、
叉
憲
府
に
命
じ
て
常

に
檢
察
を
細
密
に
し
、
犯
禁
の
者
あ
れ
ば
嚴
罰
を

加

へ
.
叉
在
外
の
妖
巫
を
も
引
致
し
て
罪

に
決
し
，
良
女
は
官
府
に
屬
せ
し
め
，
私
賤
の
者
は
本
主
に
返
し
，
守
令
は
時
々
檢

察
を
行
ひ
、
か
丶
る
惡
習
の
行
は
れ
ぬ
樣
に
し
た
い
と
申
上
げ
た
。
王
は
、
昔
太
宗
朝
に
も
亦
妖
巫
が
あ
つ
た

の
で
、
皆
城
外
に

放
逐
し
て
.
京
城
に
雜
居
す
る
事
を
許
さ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
今
卿
等
の
云
ふ
庭
に
依
る
と
，
外
方
の
妖
巫
は
其
の
地
方
官

府
に
屬
せ
し
め
，
守

令
に
命
じ
監
檢
を
爲
さ
し
め
，
叉
京
申
妖
巫
も
此
の
例
に
依
つ
て
各
官

に
分
置
し
，
嚴
重

に
監
脱
せ
し
む

る
は
不
可
な
か
ら
ん
、
併
し
前
に
相
應
の
禁
條
を
立
て
な
い
で
.
遽
か
に
罪
を
以
て
處
映
す
る
は
余
の
安
心
出
來
な
い
所
で
あ

る
と
云
は
れ
た
。
黄
喜
崔
潤
徳
は
，
彼
等
を
若
し
法
に
照
ら
さ
す
し
て
遽
か
に
許
し
遣
れ
ば
，
妖
巫
は
其
の
罪
の
あ
る
所
の
重

き
を
知
る
筈
は
な
い
，

一
旦
罪
に
決
し
法
の
恐
し
き
を
知
ら
し
め
、
特
恩
を
以
て
罪

の
等
級
を
減
じ
活
人
院
に
留
置
せ
ぱ
、
恩
威

並
び
行
は
れ
る
の
で
.
妖
巫
は
自
然
に
屏
息
す
る
で
あ
ら
う
と
云
つ
た
。
兪

)

 
上
文
に
據
れ
ば
.
則
ち
巫
に
良
賤
の
區
…別
が
あ
る
樣
で
あ
る
が
，
蓋
し
巫
に
は
貴
賤
の
種
別
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
東
西
活
人
院

に
巫
覡
を
置
《
事
に
就
い
て
の
議
論
其

の
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
 

(751
)

 
世
宗
二
十
六
年
九
月
癸
巳
。
掌
令
趙
孜
上
啓
し
、
淫
祀
禁
止
の
事
に
付
き
て
は
屡

々
教
旨
を
降
さ
れ
、
叉
元
典
に
も
記
さ
れ

一41(292)一



て
ゐ
る
。
今
禁
防
の
令
則
を
立
て
，
至
極
嚴
密
で
あ
る
に
も
拘
は
ら
す
，
國
巫
は
依
然
と
存
在
し
て
ゐ
る
は
.
根
本
が
未
だ
絶

つ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
請
ふ
こ
れ
を
遐
方

へ
逐
ひ
放
ち
，
更
に
其
の
妖
術
を
行
は
し
め
ぬ
や
う
に
し
だ
い
と
云
つ
た
。
王

は
淫
祀
の
禁
防
は
胆
宗
よ
b
創
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
，
巫
女
の
輩
は
未
だ
殄
絶
せ
す
.
余
遽
か
に
革
除
し
得
ら
る
丶
筈
は
な
い
.

法
は
立
つ
て
ゐ
る
が
行
ひ
難

い
と
云
は
れ
た
。
孜
吏
に
奏
し
，
巫
女
の
禁
止
は
既
に
嚴
か
で
あ
る
が
、
今
叉
駈
逐
さ
れ
て
ゐ
る

者
の
外
に
，
未
だ
甞

つ
て
靦
宗
が
設
け
な
か
つ
た
法
を
立
て
る
の
は
、
有
效
で
は
な
か
ら
う
か
。
若
し
遑
く
黜
け
る
こ
と
が
出

來
な
け
れ
ば
、
寧
ろ
東
西
活
人
院
に
聚
め
.
病
人
を
救
は
せ
，
京
中
に
入
れ
ぬ
や
う
に
し
た
い
と
云
つ
た
。
王
は
凡
そ
法
を
立

て
る

の
は
行
ふ
が
爲

め
で
あ
つ
て
、
不
可
行
の
法
は
立
つ
べ
き
で
な
い
と
教

へ
ら
れ
た
。
(螺
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊦

 
東
西
活
人
署

に
巫
を
置
き
疫
疾
を
治
め
・し
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
(1
)

 
世
靦
五
年
六
月
丁
巳
、
王
は
戸
啓

・
禮
齋

・
漢
城
府
に
對
し
閭
閣
に
疫
疾
が
盛

に
流
行
し
て
ゐ
る
故

に
、
醫
巫
を
以
て
藥
を

施
し
.
救
療
に
盤
力
す
る
楪
命
じ
て
置
い
た
が
.
今
聞
く
所
に
依
る
と
，
官
吏
は
た
ゴ
慢
然
と
し
て
意
を
致
さ
す
，
人
命
を
失

ふ
泥
者
が
甚
だ
多

い
と

云
ふ
が
，
そ
れ
は
大
い
に
不
都
合
で
あ
る
。
早
迚
心
を
澁
し
て
救
ふ
べ
き
で
あ
る
。
都
城
は
人
家
が
櫛

比
し

て
ゐ
ち
か
ら
，
若
し

一
家
病
に
罹
れ
ば
忽
ち
他
に
磚
染
す
る
，
こ
れ
こ
そ
恐
る
べ
き
事
で
あ
る
。
貧
賤

の
者
で
病
に
罹
つ

た
者

は
.
皆
東
西
活
人
署
に
入
れ
て
.
宜
し
く
治
療
せ
し
め
.
若
し
死
ん
だ
者

が
あ
れ
ば
直
ぐ
に
埋
葬
し
.
尸
體
を
城
の
近
處

に
棄

て
な
い
樣
に
注
意
す

べ
し
と
云
は
れ
た
。
(賞鋒
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊦

東

西

活

人

署

に

女

巫

多

し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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(061

)
一
六

八

七
年

 
(951
)

 
中

宗
十

一
年
五
月
癸
丑
、
御
前
甕
講
の
際
.
侍
講
官
柳
湛
は
、
國
家
は
巫
女
城
内
に
入
る
を
禁
じ
紀
が
，
東
西
活
人
署
に
は

餘
b
多
く
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
，
其

の
根
を
扱
か
な
い
で
は
到
底
禁
止
し
得
る
筈
が
な
い
。
(㊥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ

 
東
西
活
人
署

の
名
簿

に
の
せ
ら
れ
た
座
女

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
中
宗
十
二
年
九
月
丁
亥
，
司
憲
府
上
啓
し
、
東
西
活
人
署

の
名
簿
に
あ
る
巫
女
.
及
び
五
部
か
ら
探
b
出
し
陀
巫
覡
等
を
，

京
城
よ
り
去
る
二
百

里
外
の
各
官
に
於
い
て
、
願
ひ
に
從
ひ
分
屬
せ
し
め
た
い
と
云
つ
た
。
(燃
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤
 
東
西
活
人
署

の
巫
籍
と
收
蛻

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
中
宗
十
二
年
九
月
辛
卯
，
御
前
朝
講
の
際
.
申
用
漑
啓
し
、
束
四
活
人
磐
に
於
い
て
巫
女
の
戸
籍
を
扱
ひ
，
以
て
納
税
を
な

さ
し
む
る
が
.
此
れ
は
革
除
す
べ
き
で
あ
乃
と
云
つ
た
。
(燃
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤
 
東
西
活
人
署
に
屬
す
る
巫
女

に
對
す
る
建
議

 
 
 
 
 
 
 
 
 
r
、

 
中
宗
十
二
年
九
21
辛
卯
.
御
前
朝
講
の
際
、
掌
令
鄭
順
朋
は
巫
女
を
東
西
活
人
署
に
分
馬
せ
し
め
た
本
意
は
、
病
人
を
治
療

さ
せ
る
積
り
“じ
あ
つ
た
が
.
今
是
等
を
し
て
其
借
存
置
す

べ
き
で
な
い
。
丙
申
に
檢
詳
柳
燉
は
，
巫
税
布
を
取
る
事
勿
れ
、
東

西
活

人
磐
に
趾
く
購
勿
れ
.
と
の
事
を
以
て
建
議
し
，
ま
た
中
川
漑
金
詮
李
綴
荒
等
議
し
て
.
東
西
活
人
署

に
分
厨
せ
し
め
る

事
勿
れ
と
云
つ
霍
と
啓
し
た
。
(鯲
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
京
巫
女
を
活
人
署
よ
り
驅
逐
し
た

 

(㎜
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マ
マ

 
肅
宗
十
三
年
、
巫
女
を
活
人
署
よ
り
驅
逐
し
て
仕
舞
ひ
輿

に
坡
丙

に
接
近
す
る
事
を
得
な
い
様

に
し
た
の
で
あ
る
。
(文
獻
備
考
)

 
 
 
 
 
 
 
 

鋤
 
閲

巫
署

を
活
人
署

に
併
合

し
た
説

 
 
 
 
 
 
 
 

(
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(261
)
一
七

〇

九

年

(461
)
一
四

五

六
年

李
朝
に
は
閲
巫
署

が
あ
つ
た
が
.
其
の
始
終
の
年
代
は
詳
で
な
い
。
今
巫
覡
を
活
人
署
に
分
置
し
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
.
或

は
閲
巫
署
を
解
散
す

る
と
共
に
，
活
人
署
に
併
甘
し
た
も
の
で
あ
あ
う
。
(英
祀
時
人
李
背
翊
拠

燃
黎
室
記
蓮
別
集

)

 
 
 
 
 
 
 
 

働

東

西

活

人

署

の

沿

革

(京
嬢
傳
染
病

之
醫
療
機
閣
)

諍

大
宗
+
四
年
九
月
丙
モ

施
恵
所
を
歸
厚
署
と
改
め
・
畜

大
悲
院
を
活
人
院
套

す
。
(實
鋒
以

下
並
同
)

 
文
獻
備
考
に
依
れ
ば
.
李
朝
太
湘
…元
年
.
高
麗
の
制
度
に
依
り
、
東
西
大
悲
院
を
置
か
れ
た
が
，
更
に
東
西
活
人
署
に
變
更

し
都

城
の
病
人
の
治
療
事
務
を
掌
ら
し
め
た
。
定
員
は
提
調

一
人
，
別
提
四
人
、
參
奉
二
人
と
し
た
だ
，
後
に
別
提
二
人
を
減

 
 
 
(261
)

じ
た
。
肅
宗
三
十
五
年
、
・參
奉
二
人
を
減
じ
て
、
恵
民
署
に
屬
せ
し
め
た
が
、
吏
員
は
書
員
四
人
、
庫
直
二
人
、
使
令
二
名
で

あ
つ
た
。

 
 
 
 
 
(塒
)

 
優
宗
二
十
七
年
冬

+
月
丁
丑
，
議
政
府
嘘
曹
の
呈
申
に
依
り
.
今
墨
寺
の
僧
侶
は
病
人
の
爲
め
に
汗
蒸
沐
浴
の
具
を
普
請
し

て
貰

ひ
度
き
旨
を
云
ふ
て
ゐ
る
が
、
既

に
東
西
活
人
院
を
設
置
さ
れ
，
疾
病
の
手
當
を
し
て
ゐ
る
。

一
體
墨
寺
は
閭
闇
に
介
在

し
て
僭
侶
の
居
住
に
適
し
な
い
の
み
な
ら
す
、
汗
蒸
沐
浴
は
効
驗
が
な
い
、
請
ふ
墨
寺
を
撤
廢
し
.
汗
蒸
沐
溶
の
具
及
び
立
寳

米
布

は
東
西
活
人
署

に
分
與
し
.
奴
婢
は
刑
曹
に
命
じ
て
處
置
さ
せ
.
瓦
材
を
以
て
倭
館
を
修
葺
す

べ
き
で
あ
る
と
云
つ
霍
。

 
(図1
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(塒
)

 
世
靦
二
年
三
月
、
集
賢
殿
直
提
學
梁
誠
之
上
跣
す
る
に
、
妖
服
を
臓
禁
す

べ
し
，
今
國
中
の
女
子
は
喜
ん
で
長
衣
を
着
け
，

男
子

の
貌
樣
を
し
て
ゐ
る
。
始
め
長
衣
を
衣
裳
の
聞
に
着

て
ゐ
た
の
が
、
段
々
流
行
し
て
全
國
に
普
及
し
た
、
こ
れ
が
所
謂
妖

服
で
あ
る
。
願
く
は
有
司
に
命
じ
、
期
限
を
定
め
て
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。
若
し
前
の
通
り
着
て
ゐ
る
者
あ
れ
ば
，
其
の
衣
服

を
取

つ
て
東
西
活
人
署
に
分
與
し
，
貧
困
の
者
に
與
ふ
べ
き
だ
と
云
つ
た
。

一44(289)一
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柵
靦
十
二
年
丙
戊

正
月
戊
牛
，
官
制
を
改
定
し
て
東
西
活
人
院
を
、
活
人
署
と
變
更
し
，
參
奉

一
人
を
置
い
だ
。

大
典
會
通
(
活
人
署
)
は
も
と
都
城
の
病
人
の
救
療
を
掌
た
(鯲
鵬
島
陥
雛
肺
醫
Y

別
提
二
員
(縫
い諞
燧
)測
畑
人
)參
奉
二
人
，
蹤
九

 
 

 
 
 
 
 
 

 
鋤

活

人

署

の

中

止

と

復

設

 
 

 
 
 
 
 
 

 
(

 
 

(66且
)

 
光
海
君
四
年
壬
子
十
U
“月
戊
申
，
澱
曹
活
人
署
復
設
の
事
を
以
て
啓
泰
し
、
本
曹
冷
禀
請
し
よ
う
と
し
た
が
、
言
官
は
既
に
上

啓
し
允
許
を
蒙

つ
て
ゐ
る
。
殊
に
聖
教
は
至
極
丁
寧
で
.
慈
恵
の
意
は
至
つ
て
弘
大
で
あ
る
。
救
療
の
事
を
預
備
す
る
に
は
，

唯
東
西
活
人
署
の
更
設
に
あ
る
の
み
、
官
員
及
び
臀
員
を
定
め
て
該
司
に
命
じ
.
相
當
に
藥
物
を
備

へ
し

め
、
各
部
に
傳
染
し

て
ゐ
る
者
あ
れ
ば
、
一
々
該
司
に
報
告
し
て
直
に
救
療
に
掛
る
様

に
し
た
い
と
申
上
げ
た
が
、
王
は
之
を
允
許

さ
れ
た
。
然
し
活

人
署

の
官
員
は
、
十
分
其
の
事
務
に
熟
練
し
て
ゐ
る
者
を
選
擇
し
，
提
調
及
び
其
の
他
を
任
命
し
、
以
て
管
理
せ
し
む
る
の
が

宜
か
ら
鮫

。
(光
海
君

日
記

)

 
仁
靦
二
十
二
年
甲
申
、
命
じ
て
東
西
活
人
署
に
病
人
の
粮
米
を
給
は
つ
た
。
是
時
疫
癘
猖
獗
を
極
め
と
傳
染
甚
だ
し
く
蓮
年

止
ま
な
か
つ
た
。
が
.
兩
署
に
收
容
さ
れ
て
ゐ
る
者
は
、
殆
ん
ど
八
百
餘
人
に
達
し
て
。

 
(1
)

 
二
十
四
年
乙
酉
正
月
癸
亥
.
教

へ
を
政
院
に
下
し
、
東
西
活
人
署
に
收
容
さ
れ
て
ゐ
る
，
傳
染
病
患
者
を
調
査
し
た
が
.
兩

署
の
收
容
患
者
全
部

は
六
百
九
十
六
人
で
、
共
の
内
死
亡
者
は
八
人
.
全
快
者
は
二
百
七
人
、
現
に
病
幕

に
臥
て
ゐ
る
者
は
四

百
十

三
人
で
あ
つ
た
。
か
く
て
京
師
の
獲
癘
年
を
追

ふ
て
傳
播
し
.
閭
巷
に
は
殆
ん
ど
清
淨
の
家
な
く
，
死
亡
者
は
無
數
に
上

b
東
西
活
人
署
に
入
冪
救
療
さ
れ
る
者
は
、
大
概
は
皆
士
・大
夫
の
僕
隷

で
あ
る
。
活
人
署
官
員
は
賞
給
を
希
ふ
計
略
を
以
て
.

物
故
者
の
實
數
を
報
告
せ
す
.
政
院
は
其
れ
を
等
閑
に
附
し
て
観
察
せ
す
，
放
に
救
活
の
實
蹟
は
中

々
擧
ら
な
か
つ
た
の
で
あ

一45(288)e



(
961
)
一
六

五

〇
年

(
171
)
一
六

九

八

年

る
。
(
實録
)

 
 
 
 
 
 

(961
)

 
孝
宗
元
年
庚
〇
三
月
戊
辰
，
欷

へ
を
下
し
、
活
人
署
の
病
人
は
共
の
數
幾
何
で
あ
る
か
と
.
政
院
上
啓
す
る
に
.
東
西
活
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(071
)

署
の
官
員
を
招
し
調

ぶ
る
に
、
兩
署

の
病
人
は
各
五
十
人
づ

丶
で
.
其
の
救
療
の
状
況
は
藥
物
入
用
の
揚
合
に
は
，
醫
司
に
請

求
し

て
使
用
す
る
が
食
糧
は
各

々
の
自
辨
で
あ
る
。
宜
し
く
宣
恵
臆
に
命
じ
て
給
米
せ
し
む
る
が
よ
か
ら
う
と
云
つ
た
。
(蝦
)

 
 

(m
)

 
粛
宗
二
十
四
年
戊

寅
+
二
月
庚
戍
，
諌
院
啓
嚢
し
て
、
恵
民
磐
の
設
け
ら
れ
耙
の
は
.
元
來
庶
民
を
救
活
す
る
爲

め
で
あ
る

が
、
今
疫
癘

が
流
行
し
、
死
亡
者
祁
繼
で
出
づ
.
婁
に
儒
臣
は
醫
司
に
命
じ
て
救
療
せ
し
む

べ
き
旨
を
以
て
陳
逹
し
、
允
許
さ

れ
た

の
に
も
拘
は
ら
す
，
該
司
は
何
等
實
行
の
意
思
な
く
，
無
享
の
生
靈
を
孤
す
に
至
ら
し
む
，
其
の
職
務
に
怠
り
上
命
を
忽

に
す

る
罪
状
は
、
誠

に
駭
く

べ
き
で
あ
る
。
請
ふ
，
本
署
提
調
は
嚴
重
に
審
問
す
べ
く
、
叉
當
該
醫
官
は
有
司
に
命
じ
.
摘
褒

處
罰
す
べ
き
で
あ
る
。
今
後
入
署
の
者
に
は
藥
物
を
以
て
手
當
す

べ
く
夏

に
嚴
命
を
加

へ
て
實
行
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
盟

東
西
活
人
署
の
設
置
は
，
専
ら
病
人
救
療
す
る
爲
め
で
あ
る
、
然
る
に
近
來
傳
染
病

に
罹
つ
て
入
署
す
る
者
を
、
本
署
の
官
員

は
度
外
に
置
き
、
官

の
使
用
者
は
全
く
救
護
の
事
を
顧
み
す
.
死
亡
す
る
者
は
相
繼
ぐ
，
官
を
設
け
て
職
務
を
分
掌
せ
し
む
る

本
意

は
、
果
し
て
何
處
に
あ
ら
う
か
。
願
は
く
は
，
活
人
署
官
員
を

一
切
陶
汰
し
，
其
他
の
書
員
并

に
庫
直
を
獄
に
入
れ
、
罪

を
以
て
治
む

べ
き
で
あ
る
と
.
王
は
之
に
從
は
れ
た
。
(燃
)

 
 

(271
)

 
英
宗
八
年
、
教
ふ
る
に
、
覦
宗
朝
よ
り
活
人
署
を
.
都
の
束
，
都
の
西
に
設
雄
さ
れ
た
の
は
.
實
は
人
民
の
爲
め
の
盛
意
で

あ
つ
て
，
こ
れ
が
今
迄
績

い
て
ゐ
る
。
然
し
年
を
經
る
に
從
つ
て
法
は
弛
み
.
今
は
名
計
り
で
其

の
實

が
な
い
。

こ
の
時
に
當

り
殊

に
飭
め
勵
ま
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
飢
者
は
賑
騰
に
廻
し
.
病
者
は
活
磐
に
任
せ
る
の
は
常
然

で
あ
る
。
若
し
人
民
の
中
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(471

)
一
七

八

○

年

(571

)
一
七

七

四

年

に
餓

死
す
る
者
あ
ら
ば
，
是
れ
は
賑
縢
の
責
で
あ
つ
て
，
病
死
し
た
者
が
あ
つ
た
な
ら
ば
，
そ
れ
は
活
署
の
咎
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
併
し
な
が
ら
，
活
人
署
に
も
唯
赤
手
を
以
て
し

て
は
仕
事
が
出
來
な
い
か
ら
、
備
局
に
云
ひ
付
け
て
相
當
の
藥
物
を

分
給

す
る
様
に
し
、

叉
病
氣
は
快
癒
し
て
も
餓
ゆ
れ
ば
必
ら
す
死
ぬ
る
.
こ
れ
に
つ
い
て
は
製
に
賑
廳

へ
草
案
の
記
録
を
示
し

た
が
、
更
旻

飭
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
(纐
)

 
英
宗
二
十
年
績
大
典
に
依
れ
ば
.
京
巫
女
は
活
人
署
に
風
せ
し
め
て
ゐ
た
。

 
 
 
 
 
(371
)

 
英
宗
四
十
六
年
庚
寅
正
月
癸
酉
.
王
は
賓
政
院
に
於
い
て
常
參
を
行
ひ
、
且
つ
朝
講
に
臨
ま
れ
た
が
、
講
絡
つ
た
時
領
議
政

金
致

仁
は
、
惠
民
署

を
設
置
し
た
故
は
，
臀
藥
を
以
て
人
民
の
疾
病
を
救
ふ
が
爲
め
で
あ
つ
た

が
、
査
法
は
全
く
廢
棄

さ
れ
、

恩
澤

は
人
民
に
及
ぱ
な
い
.
茲
に
至
つ
て
は
言
語
道
断
で
あ
る
。
況
ん
や
方
今
疾
病
狽
獗
病
者
相
績

い
で
ゐ
る
℃
何
卒
五
部
に

命
じ
.
活
人
署
に
於
け
る
使
用
の
藥
餌
は
、
直
ち
に
本
磐

に
報
告
し
配
付
を
受
け
て
以
て
.
相
應
の
實
効
有
ら
し
め
ん
事
を
希

ふ
と
，
王
之
に
從
は
れ
た
。
(燃
)

 
 

(悩
)

 
正
宗
四
年
庚
子
九
月
己
亥
，
鍵
講
の
際
活
人
署
提
調
黄
景
源
特
進
官
を
以
て
拜
謁
上
言
す
る
に
。
最
初
活
人
磐
を
設
立
し
た

主
旨
は
、
都
下
人
民

の
中
に
若
し
癘
疫
に
患
ふ
者
あ
れ
ば
.
そ
れ
を
救
活
さ
せ
る
の
で
あ
つ
た
が
，
本
鬢
は
本
か
ら
財
力
が
な

く
京
巫
逹
よ
b
若
干

の
身
税
を
收
納
し
，
そ
れ
を
以
て
本
果
役
員
の

一
年
間
の
給
料
と
し
て
拂
つ
た
の
で
あ
る
。
處
が
先
大
王

 

(571
)

申
午
女
貢
を
菟
除
し
た
の
で
、
京
巫
の
女
貢
も
随
つ
て
廢
止
さ
れ
、
特
に
準
安
道
別
餉
庫
の
錢
五
百
八
+
兩
を
賜
り
，
均
役
颶

に
遞

ら
れ
，
均
飃
よ
り
本
署
に
姆
附
さ
れ
る
事
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
昨
年
經
筵
官
宋
徳
相
の
言
に
依
b
、
更
に
巫
女
布
を
收

納
す
る
事
と
な
つ
て
、
均
臆
よ
砂
廻
さ
れ
る
給
金
も
亦
停
止
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
京
巫
女
は
既

に
外
方
に
逐
れ
、
收
貢

が
，來
な

一47(286)一



(
771
)
一
八

六

九

年

く
な
つ
た
故
、
本
署

役
員
の

一
年
間
の
給
料
は
出
る
處
が
な
い
。
臣
の
考

へ
で
は
.
國
家
は
既

に
恵
民
署
を
設
置
し
て
，
病
民

を
救
療
し
て
ゐ
る
か
ら
，
更
に
活
人
署
を
置
く
必
要
は
な
い
と
云
つ
沈
。
王
は
近
來
唯
署
の
稱
號
が
あ
る
の
み
で
.
果
し
て
賓

務
が
な
い
か
ら
、
活
人
署
及
び
役
員
も

一
切
廢
止
し
た
い
と
云
ふ
。
卿
の
請
ひ
は
，
許
し
て
も
宜
い
と
思
ふ
那
，
亦
少
し
く
疑

念
が
な
い
と
は
云
は
れ
な
い
.
即
ち

一
朝
遽
か
に
そ
れ
を
解
散
す
れ
ば
一
或
は
愛
禮
の
義

に
背
く
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
廟
髭

に
命
じ
充
分
恊
議
を

さ
せ
，
共
の
議
抉
を
俟

て
答
よ
う
と
。

 
領
議
政
金
徇
詰
は
、
活
人
署
は
共
儘
置
く
必
要
は
な
い
、
共
の
衙
門
を
恋
民
磐
に
附
屬
せ
し
め
る
の
は

一
番
適
宜
の
措
置
で
あ

る
が
、
若
し
突
然
に
罷
菟
が
出
來
な
け
れ
ば
，
共

の
案
付
の
巫
女
は
他
部
に
屬
せ
し
め
.
巫
税
は

一
切
收
納
す
る
事
に
す
る
。

伺
該
署
の
給
料
は
前
例
に
依
り
.
均
臆
に
於
い
て
支
拂
ふ
様

に
し
た
ら
如
何
あ
ら
う
と
.
右
議
政
李
徽
は
.
活
人
署
を
廢
止
す

る
の
は
實
に
存
羊
の
義
に
非

す
と
，
戸
曹
判
尋
金
華
鎭
は
京
城
の
巫
女
は
、
既

に
江
外
に
逐
ひ
出
し
た
か
ら
.
巫
税
は
該
邑
に

諦
聖

納
め
さ
せ
れ
ば
宜
か
ら
華

(燃
)

 
高
宗
六
年
己
巳
，
六
典
條
例
成
る
。
活
人
署
の
條
に
、
活
人
署
は
都
城
の
病
人
を
救
ひ
活
か
し
め
る
爲
で
あ
る
。

提

調

一

具
甦

)、
別
提
二
具
蹤
六
Y

參
奉
二
具
騨
麟
鑓

觝
)、
吏
壓

獵

獸

羅

磊
。
)

 
救
療
病
人
の
有
無
や
多
少
に
付
い
て
ば
.・
庫
直
よ
り
本
署
に
報
告
し
、
毎
月
朔
日
と
十
五
日
に
，
漢
城
府
に
韓
報
す
る
事
に

な
つ
て
ゐ
る
。
病
人

の
藥
物
は
禮
曹
に
報
告
し
て
，
兩
臀
司
に
知
ら
せ
、
適
宜
に
出
納
せ
し
む
る
。
外
署
の
幕
處
を
拵

へ
る
に

入
用

の
物
は
，
戸
曹
よ
b
繕
工
司
.
軍
賓
監
，
廣
興
倉
に
指
令
し
て
用
逹
せ
し
む
る
。

 
〔
收
用
〕
 
均
役
廳
給
料
代
五
百
八
十
八
兩
。
嬰
徳
位
田
の
租
税
三
石
.
藁
草
三
十
把
。
(礑
鵲
物
嫡
嬾
玳
測
服
員
)

 
文
獻
備
考
(績

活
人
署
の
條

に

(
高
宗
)
十
九
年
廃
止
す
と
あ
り
。
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鮮

の

巫

俗
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禁

聴

載
李

能

和

李能和 「朝鮮の巫俗」註

(
871
)
=

三

二
五
年

(
971
) 

七

四

四
年

九

巫

業

税

及

び

肺

税

布

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(871
)

 
高
麗
史
に
依
つ
て
按
す
れ
ば
。「
忠
恋
王
の
後
四
年
に
悪
少
年
を
派
遣
し
て
或
は
山
海
貌
を
取
立
て
、
或
は
巫
匠
業

中

の
貢

布

露

鰍
岨
飾
牋
鳳
航
)
を
徴
收
し
た
」
の
で
あ
つ
な
が
，
李
朝
世
宗
の
初
年
に
至
つ
て
亦
巫
業
税
布
を
取
つ
た
と
云
ふ
事
が
實
録
に
見

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(971
)

え
て
ゐ
る
。
是
れ
恐
ら
く
は
麗
代
の
制
度
を
襲
川
し
た
の
で
あ
ら
う
。
英
宗
二
十
年
に
至
b
，
績
大
典
中

に

「巫
女

一
名
毎

に
布

一
疋
つ
つ
を
收
納
し
て
、
是
れ
を
國
庫
收
入
の

】
款
項
と
し
て
概
ら
れ
，
正
貢
と
同
じ
く
取
扱
つ
た
」
と
明
に
記
載
さ
れ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b
，

世

宗

時

代

の

座

視

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
(㎜
)

 
世
宗
五
年
夏
六
月
戊

辰
に
戸
曹
啓
す
る
に
、「議
政
府
よ
り
教

へ
ら
れ
沈
が
、
巫
女
業
の
中
の
奴
婢
身
税
.
魚
箭
行
状
税
等

の
楮

貨
に
齋

す
べ
き
も
の
は
.

蒭

數
を
加

へ
て
施
行
し
た
い
」
と
云

(町つ
)た
が
。
許
さ
れ
た
。
(嬾
)

 
世
宗
八
年
夏
五
月
戊

午
に
，
戸
曹
啓
港
し
て

「江
原

.
成
吉
兩
道
榊
税
布
の
貢
は
、
他
遯
に
は
無

い
も
の
で
あ
る
か
ら
共
の
弊

害
を
革
除
し
た
い
が
，
宜
く
審
査
し
て
聞
か
せ
よ
」
と
仰
せ
ら
21
.
詳
に
調
査
し
た
が
，
兩
道
の
風
俗
は
淫
祀
を

崇
伺
し
.
各
戸

一49(284)一



(381
)
一
四

三

三
年

(
1
) 

四

五

一
年

は
布
を
用
ひ
帥
の
幣
と
し
て
ゐ
た
か
ら
，
巫
覗
の
徒
は
愚
民
を
誑
誘
し
，
以
て
共
の
利
を
取
つ
て
居
る
。
其
れ
は
嚴
禁
す

べ
き
だ

が
、
其

の
習
俗
は
既
に
久
し

い
の
で
.

一
朝
に
し

て
粲
抑
す
る
事
は
容
易
で
な
い
。
願
く
は
民
戸
の
收
税
を
革
除
し
，
其
の
巫
覡

の
邇
ふ
所
の
民
戸
は
悉
く
名
簿
を
作
り
，
極
貧
困
の
戸
，
鰥
.
寡
，
孤
.
獨

の
外
の
民
家

で
あ
つ
て
、
税
布

一
疋
づ

丶
を
優
に
巫

覡
に
與

へ
得
ら
る
る
家

に
は
、
典
の
四
分
の
三
を
取
る
べ
き
で
あ
る
。
然
し
京
中
納
税

の
數
が
餘
b
多
け
れ
ば
、
そ
れ
に
依
つ
て

各
官

の
不
法
な
る
徴
收

が
な
い
と
も
限
ら
な
い
か
ら
.
今
將

に
江
原
迸
年
貢
の
元
額
二
千

疋
.
成
吉
撹
の

分
二
千
五
百
疋
の
内

で
.
各

々

】
千
疋
づ
丶
を
減
じ
犯
い
」
が
如
何
と
、
王
之
に
從

は
れ
た
。
(
燃
)

 
 
 
 
 

(脱
)

 
世
宗
十

一
年
三
月
癸
巳
に
.
禮
曹
啓
し

「
冷
政
府
諸
瞥
と
の
會
議

が
あ
つ
た
が
.
各
官
の
各
里
民
戸
は
.
其
の
接
近
せ
る
巫
覡

を
以
て
。
之
れ
を
分
掌

せ
し
め
.
若
し
熟
病

に
罹
る
β
が
あ
ら
ば
，
守
今
は
臀
生
及
び
巫
硯
に
命
じ
，
宜
く
考
察
し
て
手
當
を
す

る
事
と
し
，
若
し
救
療

に
怠
る
者
が
あ
つ
た
ら
，
直
ち
に
罰
す

べ
き
で
あ
る
。
年
末

に
及
ん
で
.
多
く
人
を
活
か
し
た
者
に
は
，

巫
燹

ぴ
賦
役
を
減
免

せ
し
め
た
い
」

が
如
何
と
，
王
之
に
從
は
れ
た
。
(蝦
)

 
 
 

(38且
)

 
世
宗
十
五
年
十
二
月
，
敏

へ
を
以
て

「
咸
吉
迸
の
防
禦
は
最
も
緊
急
な
る
事
で
，
且
つ
戌
營
建
設
の
必
要
も
あ
る
か
ら
.
從
つ

て
財
用
も
要
る
。
江
球
迸
の
聊
税
布
を
該
迸

へ
轉
逾
す

べ
し
」
と
。
(燃
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

文

宗

時

代

の

巫

貌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
(婀
)

 
文
宗

元
年
辛
未
夏
四
月
，
司
憲
府
は
啓
疼
し

「
江
療
及
び
戒
吉
の
兩
道
で
は
、
毎
年
榊
税
布
を
徴
收
す
る
が
.
是
れ
は
無
名
の

賦
税

と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
民
間

に
放

て
る
祀
紳
の
布
は
，
其
の
家
躍
生
計
程
度
の
如
何
を
問
は
す
.
徴
收
の
際
は
必
ら
す

】
定

の
規
剣
と
し
て

一
疋
づ

丶
を
取
る
が
.
其
の
祀
祕
の
布
は
終
に
は
皆
巫
家
に
歸
す
る
の
で
あ
る
。
既
に
巫
税
と
し
て
人
民
よ
り
取

一一50(283)
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(581
) 

四

五

五
年

り
上
げ
る
か
ら
.
必
す
や
税
布
と
し
豫
備
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
.
是
れ
は
甚
だ
不
便
で
あ
る
。
殊
に
淫
祀
の
禁
防
條
令
を
立
て
丶
あ

る
に
も
拘
は
ら
す
，
其

の
上
叉
、
税
布
を
取
る
る
と
は
顛
倒
に
も
程
が
あ
ら
う
。
況
ん
や
國
庫
に
納
入
せ
ら
る
丶
の
は
僅
か
で
あ

つ
て
、
大
概
は
守
令
、
監
司
等
に
横
領
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
遽
か
に
巫
覡
の
風
俗
を
並
・除
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
け
れ
ど
も
.
只

巫
税

の
み
を
取
b
聯
税
布
と
し
て
，
普
邇
人
民
よ
り
取
る
事
は
廢
止
し
た
い
が
，
如
何
」
と
王
之
を
許
さ
れ
な
か
つ
た
。
(録
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
恥

世

租

時

代

の

巫

視

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
(鵬
)

 
慢
祀
元
年
乙
亥
閏
六
月
甲
申

に
.
，鐵
原
府
使
安
自
立
上
言
し
て

「
本
府
及
び
安
峡
は
元
京
畿
に
屬
せ
ら
れ
た
の
で
，
民
俗
は
祀

紳
の
布
を
用
ひ
な
か
つ
た
が
、

一
應
江
原
道
に
移
屬
さ
れ
て
か
ら
は
.
例
に
依
つ
て
税
布
を
徴
收
す
る
の
で
，
安
峽
は
既
に
見
除

さ
れ
た

が
.
府
は
矢
張

以
前
の
通
り
で
あ
る
か
ら
.
特
に
竟
除
を
乞
ふ
」
。と
王
之
を
許
さ
れ
た
。
(鰍
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

中

泉

時

代

の

巫

貌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
(68苴

)

 
中
宗

九
年
十
二
月
辛
卯
に
、
朝
講

へ
臨
御
せ
ら
れ
た
が
、
申
用
漑

は
「東
西
活
人
署
に
於
て
，
巫
女
の
戸
籍
を
設
置
し
て
、
税
を

徴
收
す

る
が
、
是
れ
を
革
除
す

べ
き
は
勿
論
.
地
方
の
巫
税
を
も
亦
廢
止
し
た
い
と
」
啓
嚢
し
た
が
、
知
事
張
順
孫
亦
啓
上
し

て

「
巫
覡
の
事
は
用
漑
の
云
ふ
所
に
依
つ
て
施
行
せ
ら
れ
た
い
，
且
つ
地
方
に
於
て
は
祕
堂
税
布
.
退
米
税
を
巫
覡
に
取
る
が
，
是

れ
を
廢
止
し
た
い
」
と
云
つ
た
。
政
院

へ
傳
ふ
る
に
、「
巫
女
帥
常
税
布
の
事
は
，
初
め
そ
れ
を
禁
歴
す
る
が
爲
め
に
徴
收
し
た
の
だ

が
.
今

は
常
然
廢
止
す

べ
く
，
巫
女
も
亦
東
西
活
人
署
に
置
く
事
を
止
せ
よ
」
と
、
○
乙
未

に
政
院
は

「
紳
布
及
び
紳
堂
退
物
税

を
徴
收
す
る
事
勿
れ
」
と
の
教

へ
に
依
つ
て
，
恭
上
し
た
所
が
あ
つ
73
が
、
傳

へ
て

「
今
柳
沃
の
上
跣
を
鯤
る
に
，
又
紳
布
の
弊

害
を
陳
べ
ら
れ
て
ゐ
る
，
始
め
此
法
を
立
て
ら
れ
た
の
は
，
・そ
れ
を
禁
抑
せ
ん
が
爲
め
で
あ
つ
た
が
、
若
し
こ
れ
を
常
規
と
し
て

一一51(282)一 一



徴
税
す
れ
ば
却

つ
て
巫
覡
を
導
く
事
に
な
る
か
ら
、
活
人
署
の
巫
覡
を
革
除
す
る
事
と
，
叉
新
に
立
法
す
る
事
に
就
い
て
，
大
臣

と
充
分
協
議
す

べ
し
L
と
，
○
丙
申
に
檢
詳
柳
燬
は
，
巫
税
布
及
び
帥
堂
退
米
税
を
廢
止
す
る
事
、
且
つ
活
人
署
の
巫
覡
を
解
散

す
る
事
等
に
つ
き
，
衆
論
を
縄
め
て
啓
奏
し
た
が
、
鄭
光
弼

・
提
淑
生
等
の
議
論
は
，
此
れ
は
固
よ
り
良
法
で
は
な
か
つ
た
。
併

し
砠
宗
は
徴
税
を
目
的
し
た
の
で
な
く
、
禁
抑
の

一
つ
の
方
便
と
し
て
施
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
若
し
其
の
淫
祀
を
禁
遏
せ
す

し

て
，

只
其
收
税
の
事

の
み
廢
止
す
れ
ば
、
淫
祀
は
依
然
跋
扈
し
て
、
紬
等
の
資
生
は
盆

々
裕
か
で
あ
ら
う
か
ら
，
組
宗

の
舊
法

に
因
つ
た
方

が
委
常
で
あ
ら
う
。
且
つ
守
令
は
是
本
意
を
宜
く
解
せ
す
、
只
共
の
税
布
を
除
計

に
取
り
さ
へ
す
れ
ば
宜
い
と
云

ふ
風

に
、
本
當
の
巫

で
な
き
者
を
も
巫
の
名
箍
に
冒
録
し
て
共
の
税
を
取
る
が
、
斯
の
如
き
も
の
は
制
止
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
淫
祀

を
嚴
禁

し
て
，
果
し
て
根
本
的
の
絶
減

が
出
來
れ
ば
，
共

の
時
こ
そ
巫
に
税
を
取
る
所
が
な
い
か
ら
，
收
税
の
法
は
自
然
に
廢
止

さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
若

し
税
法
の
み
先
に
革
除
す
れ
ば
，
徒
に
彼
等
の
生
業
を
助
け
る
計
り
だ
と
云
つ
た
。
申
用
漑

.
金
銓

.
李

繼
孟
等

の
議
論
は
東
西
活
人
署
か
ら
彼
等
を
解
散
し
.
且
つ
税
布
及
び
紳
堂
退
米
税
を
取
ら
な
い
事
を
叢
張
し
た
」
の
で
あ
る
。

○
丁
酉

に
，
傳
教
し
て

・「
巫
覡
税
布
の
事

に
就

い
て
、
大
臣
の
議
論
が
宜
く
縄
ら
な
い
様
だ
か
ら
，
後
日
を
俟
つ
て
更
に
歸
納
的

に
協
議

す
べ
し
」
と
，
領
相
鄭
光
弼
啓
す
る
に
、「
巫
覡
の
事

は
當
然

に
典
の
淫
祀
の
み
を
臓
禁
す

べ
き
で
あ
つ
て
、
必
ら
す
し
も

組
宗
の
法
を
改
め
る
必
要
を
認
め
な
い
。
守
令
は
是
本
意
の
あ
る
所
を
解
せ
す
。
巫
現
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
思
ひ
，
若
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(麟
)

死
亡
者
が
あ
れ
ば
必
ら
す
其
の
數
を
補
充
し
て
税
布
を
取
る
が
.
禁
止
す
べ
き
だ
」
と
云
つ
た
。
申
用
漑
は

「
臣
の
意
向
に
も
以

前
か
ら
傳

へ
ら
れ
て
來
た
法
を
，

一
朝
に
撤
廢
す
る
と
は
，
或
は
不
都
合
で
な
か
ら
う
か
」
， 
と
云
ふ
疑
念

が
無
い

事

も

な

い

が
.
こ
れ
は
當
然
革
除
す

べ
き
で
あ
る
ら
。
然
ら
ば
弊
風
の
源
が
巳
に
絶
た
れ
た
の
で
.
竝
に
於

て
始
め
て
其
の
淫
祀
を
禁
抑
す
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(981
)
一
五

一
八
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
)

事
が
出

來
る
で
あ
ら
う
。
前
日
啓
奏
し
た
の
も
，
實
は
此
故
で
あ
る
L
と
力
言
し
た
が
、
傳

へ
て
領
相
の
嚢
言
が
至
極
合
理
的
で

あ
る
と
思
ふ
，
常
然
共
の
税
法
は
典
備
施
行
し
て
，
淫
祀
は
嚴
禁
す
べ
く
.
且
つ
無
理
に
人
數
を
補
充
す
る
事
は
、
更
に
せ
ぬ
…樣

+
驤

締
る
べ
し
L
と
。
(賓録
)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(m)

 
中
宗
十
三
年
春
正
月
戊
午
に
遡
誌

へ
臨
御
せ
れ
た
か
、
持
牛
李
佑
啓
嚢
し

一，聞
く
所
に
依
れ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全
羅
溢
羅
州
錦
城
山
帥
堂
に

於
け
る
退
米
を
，
澤
山
收
入
し
て
蹄
厚
磐
に
納

め
た
と
云
ふ
が
，
今
淫
祀
を
禁
防
す
る
に
常
り
，
公
然
に
税
米
を
納
付
せ
し
む
る

の
は
，
畢
覚
す
る
に
上
自
か
ら
敏

へ
て
な
さ
し
む
る
の
だ
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
現
に
羅
州
牧
使
か
ら
戸
曹
及
び
本
府

へ
の
報

告
に
依
れ
ば
，
米
の
出

る
處
か
な
か
つ
た
の
で
仕
方
が
な
く
.
各
巫
女
に
徴
收
し
た
L
云

ゐ
。
(嬬
麟
ω
徽
破
嫌
鯑
猛
取
紺
吠
か
躰
噌
規
殿

弊

饌

識

轢

離

骸

課

講

㌶
堀

価
靆

ヤ
撮

罐

鱗

礒

)
王
り
、
の
類
の
税
は
.
已
に
命
令
し
て
取
ら
な
い
警

t
た

が
.

何
故
に
是
れ
の
み
を
箪
除
せ
な
か
つ
た
か
，
審
査
し
て
庭
理
す
べ
し
L
と
、
○
乙
未
に
慱
敏
し
て
，
「
人
民
に
對
し
巫
覡
及
び

淫
祀
す
る
の
を
各
め
な

が
ら
、
甦
米
税

は
從
前
の
麺
b
微
收
す
る
の
は
、
不
合
理
も
甚
し
い
。
】
切
取
る
鰤
を
止
せ
よ
」
と
云
は
れ
た

が
、
承
旨
李
軒
仍
啓
湊
す
る
に
「
教

へ
ら
れ
た
御
意
は
，
避
極
善
美
で
あ
る
が
、
歸
厚
磐
及
ぴ
東
西
活
人
署
に
於
て
、
病
人
の
手
當
及

び
死
亡
者
に
對
す
る
埋
葬
費
等
は
、

一
切
是
れ
に
因
つ
て
支
拂
は
れ
る
の
で
あ
る
。
且
つ
巫
覡
淫
祀
等
を
禁
止
し
て
も
.

一
時
に

絶
ゆ
る
事
は
到
底
皇
ま

れ
な
い
の
に
，
共
の
税
を
取
ら
な
け
れ
ば
却
つ
て
國
家
貯
計
の
駕
め
に
憂
慮
す

べ
き
こ
と
で
は
な
か
ら
う

か
」
と
云
つ
允
。
傳

へ
て
「
聯
堂
税
布
米
は
取
る
べ
き
も
の
で
な
い
の
に
、
今
迄
贋
棄
せ
な
か
つ
た
の
は
、
幾
分
か
其
れ
に
由
つ
て

禁
蒙

出
來
る
と
思

ふ
て
考

し
窃

'じ
あ
ら
う
，
骸
w
に
云
ふ
て
宜
ー
譲

し
て
、府

に
報
告
』

し
處
理
す
べ
し
」
云

々
。
(嬾
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
削
 
魚
叔
權
稗
官
雜
記
の
巫
布
に
關
す
る
記
富

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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(
191
)
一
七

四

四
年

 

稗
官
雑
肥
に
，「
民
間

の
偲

へ
に
依
れ
ば
，
官
府
の
巫
布
を
微
收
す
る
翫
は
鞍
だ
臓
酷
で
.
若
し
官
吏
が
門
前
に
到
れ
ば
，
家
内

一
般
の
者
は
蒼
皇
と
し

て
酒
食
を
供
し
款
待
し
て
税
期
の
延
引
を
乞
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
う
云
ふ
事
は
隔
日
か
或
は
毎
日
あ
る
か

ら
實
に
た
ま
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
偶
々
年
始
に
當
り
，
優
人
の
此
の
戲
劇
を
御
殿
麾

に
於
て
演
せ
ら
れ
た
が
，
命
じ
て
其
税

を
免
除
し
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①

績
大
典
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
巫
女
税
布

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
(191
)

 
英
宗

二
十
年
，
績
大
典

「
戸
典
」
「
雜
税
」
の
條
項
に
依
れ
ば
、「
地
方
の
巫
女
に
對
し
て
は

一
々
名
簿

に
依
つ
て
税
布
を
取
る
事

に
し
て
あ
つ
た
が
，

一
名
毎

に
木
綿

一
疋
つ
つ
を
璽
ぐ
の
で
，
大
同
木
叡
劇
叡
馴
醐
籾
欄
勧
嚇
鷲
職
仍
飲
ガ
矧
繍
猟
喊
秕
)
の
例

に
依
b
、

五
升
布

(中
鯵
品

の
麻
布
)
三
十
尺
を
以
て
標
準
と
し
た
」

の
で
あ
る
。

 
賦
役

の
代
税
も
亦
同

じ
。
(置蔵

銃
迸
明
川
以
栴
も
、
殺
布
は
汎
升
布
を
以
て
標
準
と
し
顧
が
、
錢
を
以
て
は

一
疋
代
二
兩
五
戔
と

し
た
の
で
あ
る
。
⊂
籍

飜

駄

)
地
方
長

け
る
巫
女
税
全
漫

.
黐

寄

計
す
る
窘

な
つ
た
の
で
あ
る
。
龠
躍

矚

驥
驪
蜊
膝
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
叭η
 
星
湖
靂
蛻
に
於
け
る
座
親
の
記
鑒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

李
祇

(英
宗
時
人
)
星
湖
鯵
覯
に
依
れ
ば
、「
凡
そ
人
は
憑

だ

山
つ
て
専

。6
修
錬
す
れ
ば
、
響

聊
明
は
降
臨
す
る
の
で
，
男
は
硯
.

女
は
巫

と
云
ふ
た
の
で
あ
る
。

 
然
し

今
の
世
の
巫
麗

は
國
中
に
証
く
あ
る
が
、
典
降
る
と
云
ふ
ω
は
皆
邪
妖
鬼
聊
の
類
で
あ
つ
て
，
矇
眛
な
る
俗
氓
は
樂
を
作

つ
て
所
榊
す
る
の
を
見

て
，
聊
聯
と
謂
つ
て
ゐ
る
、.
法
を
以
て
禁
止
す
る
能
は
ぬ
計
b
で
な
く
，
却
つ
て
勸
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
巫

一54(279)一



李能和 「朝鮮の巫俗」註

女
か
ら
取
る
賦
税
を
官
は
利
用
し
て
ゐ
る
が
.

一
體
巫
財
と
は
何
に
由
つ
て
出
る
の
で
あ
ら
う
か
。
只
所
祀
の

一
事
に
由
る
の
み

で
あ
る
。
斯
の
如
く
に
し

て
，
禁
防
は
到
底
出
來
る
筈
が
な
い
。
周
官
の
巫
を
立
て
ら
れ
た
の
は
、
思
ふ
に
古
は
鬼
道
を
崇
信
し

災
難
が
あ
れ
ば
必
す
所
藩
を
せ
し
む
る
放
で
あ
つ
た
ら
う
。
今
は
國
家
の
祀
典
に
巫
の
儀
式
が
用
ひ
ら
れ
な
い
か
ら
.
正
に
排
斥

す

べ
き
筈
で
あ
る
の
に
，
税
を
賦
す
る
の
は
何
事
ぞ
。
陛

に
賦
せ
ら
れ
，
又
其
鬼
紳
に
事

へ
る
の
を
罰
し
，
驥
錢
を
厚
く
取
つ
て

官

に
利
用
さ
れ
る
が
，
是

れ
は
本
常
に
禁
止
す
る
の
で
な
く
，
典
の
意
思
は
専
ら
財
錢
に
あ
る
の
み
で
あ
る
。
大
内
よ
b
州
邑
に

至
る
ま

で
、
皆
生
巫
が
あ
つ
て
隨
意
に
出
入
を
な
し
、
人
民
の
風
俗
は
非
常
に
紊
れ
て
ゐ
る
。
巫
の
所
謂
祕
の
降

つ
た
と
云
ふ
の

は
則
ち
人
爲
で
あ
つ
て
，
實
際
鬼
榊
が
降
つ
た
の
で
は
な
い
。
昔
は
覡
と
巫
と
が
あ
つ
た
が
，
今
は
只
女
巫
計
り
で
あ
る
。
蓋
し

内
外
に
出
入
し
な
が
ら
，
宜
く
人
に
麹
近
し
て
利
を
謀
る
の
は
、
男

が
劃
抵
女
に
及
ぱ
な
い
の
で
.
男
巫
は
逾
に
其

跡

を

絶

つ

允
」
の
で
あ
る
。

 
 
 

 
 
 
 
 
 

恥
 
燃
黎
室
記
蓮
に
載
せ
て
あ
る
巫
布

の
記
富

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(

 
李
肯
翊

(英
宗
時
人
)
燃
黎
室
記
逑
に
論
じ
て
、「京
城
及
び
八
遯
に
於
て
巫
覡
の
盛
ん
な
の
は
、
殆
ん
ど
南
楚
よ
り
も
甚
し
い
。
其
れ

は
婦
女

及
び
愚
氓
等
が
，
誠
心
を
以
て
信
じ
且
つ
宜
く
鵬

へ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
金
錢
を
損
し
風
俗
を
紊
す
計
り
で
な
く
，
敢

へ

て
國
綱

を
輕
蔑
し
.
閭

里
を
し
て
淫
猥
な
る
事
を
典
の
極

に
逹
せ
し
め
て
ゐ
る
。
地
方
守
宰
の
中
に
.
或
は
深
く
憺
ん
で
心
か
ら

臓
禁
し

よ
う
と
す
る
滴

が
あ
つ
て
も
、
毎
年
巫
か
ら
の
收
入
が
あ
る
か
ら
し

て
，
是
れ
を
貪
つ
て
敢

へ
て
退
冶
を
せ
な
い
」
の
で

匙

・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

正

宗

朝

の

巫

布

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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(
591
)
一
七

八

五
年

 

正
宗

四
年
庚
子
九
月
己
亥

に
.
活
人
署
提
調
黄
景
源
啓
言
す
る
に
，「
活
人
署
に
は
元
よ
り
基
本
の
財
産

が
な
か
つ
た
の
で
.
京

巫
女
か
ら
若
干
の
身
布
を
取

つ
て
.
本
磐
役
員

の

一
年
問

の
給
料
と
し
て
麦
拂

つ
た
の
で
あ
つ
た
が
，
先
大
王
(英」̀o)

甲
午
に
，
女

貢
を
革
除
し
た
か
ら
.

京
巫
女
の
貢
も
亦
從
つ
て
廢
止
さ
れ
た
の
で
，
典
の
代
り
に
均
役
騰
か
ら
給
金
を
受
入
れ
て
使
用
し
た
の

で
あ
る
。
昨
年
は
経
筵
賞
宋
徳
相
の
言
に
依
ら
，
疋
に
巫
女
布
を
取
る
琳
に
な
つ
た
か
ら
、
均
役
蟋
よ
b
貰

ふ
分
は
.
自
然
に
停

廢
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
處

が
京
巫
女
は
既
に
地
方

へ
逐
逡
さ
れ
て
仕
舞

つ
て
，
税
布
を
取
る
處
が
な
い
の
で
.
本
署
役
貝
の
給
料

は
全
く
支
辧
す
る
方
法

が
な
い
」
と
云
つ
た
。

 
戸
曹

判
魯
金
華
鎭
啓
言
す
る
に
、「
京
城
の
巫
女
は
既
に
汀
…外

に
逐
出
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
，
巫
税
は
該
邑
に
命
じ
て
徴
收
す

べ
き

だ
」
と
云
つ
た
・
・
夢

九
年
乙
目

糞

鶸

に
依
れ
ば
・景

城
の
巫
姦

江
外
に
喬

さ
れ
て
・
收
布
茎

麼
し
た
」
と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ー

 
(且
)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10

 

北

 

關

 

の
 

巫

 

布

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(

洪

良

浩

(
列
慮初

時
人
)
耳

韓
集

の
北

塞

誰

に
、
「
北

方

の

民

俗

は
鬼

艸

を

好

み

.
男

巫

を

師

と

謂

ふ

て
.

衆

人

に
尊

ば

れ

て

ゐ

る
。

爾

の

名

は
焉

ぞ

斯

の
如

く

せ
ら

れ

た

か
。

牲
師

に
は

ト

筮

を

教

へ
て
，

騨

師

に

は
念

佛

を

教

ふ

る
ぞ

.

怪

哉

人

誰

か

爾

の

術

法

を

學

ぷ

 

 

 

 

 

 

(791
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瞿亅

で
あ
ら
つ
か
、
播
問
の
酒
護

僅
か

葹

に
足
る
の
み
.
細
布

・
綿
絲
祷

虚
か
ら
出
る
の
'じ
あ
ら
う
%

(舗

翻

継
凱

猴

ゆ

篭

ら
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
塒

紳
 
視
 

の
 

記
 
鳶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(891
)

鄭
東
愈

(孃

)
禁

編
に
依
れ
ば
.
立
風
郡
に
祠
が
あ
つ
て
離
聖
大
王
と
稱
し
た
が
.
所
票

亨

當
る
か
ら
と
て
，
祭
る
者

が
幅
輳

し
.
其
の
紙
と
布
は
皆
活
人
署
に
納
入
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
凡
そ
愚
民
ほ
淫
祀
に
惑
は
さ
れ
て
.
紙
布
等
を
浪
費
す
ろ

一56(277)一



註醐働

(
202
)
毛

型

年

嘲

 

 

(
402
)
一
七
七

七
年

跏輔

か
ら
.
法
に
あ
つ
て
は
當
然
禁
止
す

べ
き
で
あ
ら
う
。
假

へ
禁
止
は
不
問
の
事
に
し
て
も
何
で
夫
れ
を
正
税
と
着
徹
し
て
公
用
に

充
す
の
で
あ
ら
う
か
。
國
初
は
恐
ら
く
は
か
う
云
ふ
事
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
帳
り
に
あ
つ
た
と
し
て
も
，
其
れ
は

=

一官
員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(㎜
)

の
誅
求
の
膜
例
か
ら
出

た
の
で
あ
ら
う
。
今
の
豊
徳
徳
物
山
崔
塋
祠
の
所
疇

に
於
け
る
物
品
を
官
用
に
補
充
す
る
の
も
.
決
し

て

正
式
の
法
令
に
由
つ
た
の
で
は
な
く
.
或
は
典
籍
を
編
撰
す
る
時
に
當
つ
て
稠
密
で
な
い

一
時
の
謨
、録
で
は
な
か
ら
う
か
L。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)
 
 (oo2
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12
 
純

 
祀

朝
 
の
 

巫
 
税

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

蘿

羅

(純
祀
時
代

の
皋
教
撰
)
財
政
編
巫
税
條
に
依
れ
ば
、
京
畿
・三
南
(難
鑾

誹

)・江
原
の
巫
女
に
は
.

名
簿
に
依
つ
て
收
税
を
し
た

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
(20
)

酸

一
人
毎
に
木
綿

蓼

取
る

(爾
に
て
代
納
す
る

に
に
三
兩
流
錢

〉。
成
篷

爾

は

1

罐

五
升
正
布

定

を
錢
を
以
て
代
納
せ
し
む
る
。

(
英
宗
辛
酉
に
、
本
迸
の
舩
啓
に
依
リ
、
疋
侮

に
唱
兩
を
減
じ
て
、
二
兩
鉱
錢
と
定
あ
騙

。
)
北
關

に
係

は

る
も

の

は
州

倉

で
記

錬

し

、

兩

西

の
分

は
管
飽

が
會

計

す

る

の

で
，

京

中

の
も

の
は
活
人
署
に
屬
せ
し
む
る
。
(謬

に
建

外
に
放
逐
さ
れ
た
の
で
.
其
の
代
b
に
均
役
廳
か
妄

給
さ
れ
た
の
で
あ
る
(椋
謹

稔
逕
謖
默
語
嶮
噸
留
婆
峯
輌
欝
同
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
〇

巫

兵

の

制

度

高
麗

の
末
葉
に
は
巫
に
馬
を
出
さ
せ
て
軍
川
に
充
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
李
朝
の
末

に
は
巫
を
以
て
兵
に
し
た
の
で
あ
る
。
則

ち
忠
翊
衞
巫
兵
、
欄
後
砲
手
，
巫
夫
軍
牢
等
が
是
れ
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

忠

翊

衛

夾

兵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
(蹣
)

 
正
宗
即
位
後
丙
申
八
月
庚
寅
に
，
束
莱
府
使
柳
は
嶺

上
跣
を
以
て
、「
本
府
は
兵
士
の
重
複
設
置
の
件
に
就
い
て
。
大
憂
が
あ
る

一57(276)一



(
702

)
一
八

七

二
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(062
)

所
謂
電
複
設
置
と
は
.
忠
翊
衛
巫
女
及
び
寺
奴

が
六
十
六
人
に
な
つ
て
ゐ
る
。
何
卒
身
布
の
軍
を
減
じ
.
特
に
道
臣
に
命
じ
て
各

邑
に
移
管
せ
し
め
、
其
除

の
忠
翊
衞
巫
女
等
は

一
切
臣
府
の
軍
豫
に
補
充
す
る
様
に
願
ひ
度
い
L
と
，
(蝦
)。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

欄
 
 
後
 
 
砲
 
 
手

 
黼
訂

九
年
壬
申
五
月
、
忠
清
水
替
に
砲
科
設
置
の
件
に
つ
き
，
議
政
府
啓
言
す
る
に
、「
忠
清
水
使
李
秦
顔
の
請
願

に
依
れ
ば
、

道
内
の
巫
夫
中
砲
術
に
精
通
し
て
ゐ
る
者
三
百
人
を
選
抜
し
、
欄
後
砲
手
と
名
稱
を
付
け
て
，
鰹
騰

へ
常
備
兵
と
し
て
置
き
だ
い

と
云
つ
て
來
た
が
、
裁
可
を
願
亀

冫
㌦

蹙

を
允
許
さ
れ
た
(蜘
省
)

 
朴
齋
炯
逋
朝
鮮
近
世
政
鑑
に
依
れ
ば
、「
丙
寅
洋
擾
に
俵
り
，
大
い
に
威
す
る
所
が
あ
つ
た
の
で
，
大
院
君
は
武
備
を
擴
張
す
る

積
り
で
局
を
設
け
，
亘
砲
及
び
稍
桑
を
鑄
製
す
る
に
.
八
逝
の
俳
優
を
以
て
組
織
し
、
砲
技
を
演
習
せ
し
め
挧
後
軍
と
稱
し
.
各

府
郡
に
分
置
し
セ
」

の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

莖
 
 
夫
 
 
軍
 
 
牢

能
和
は
幼
少
の
時
郷
里
鼬

山
郡
に
於
て
・
郡
守
の
外
出
の
儀
式
を
見
た
事
が
あ
つ
た
が
，

葮

の
嘉

が
皆
隨
從
し

て
ゐ

た
，
其
中
に
紅
衣
を
着

て
ゐ
る
者
が
則
ち
巫
夫
軍
牢
、
巫
夫
使
令
と
云
ふ
も
の
で
、
或
は
吹
物
を
し
な
が
ら
技
術
を
演
じ
，
或
は

棍
棒
を

以
て
前
導
を
し

て
ゐ
た
.
其
れ
は
服
の
色
を
異
横
に
し
て
賤
し
き
者
で
あ
る
事
を
圃
刷
し
た
の
た
が
、
是
れ
は
大
院
君
の

執
政
時
代
に
，
各
郡

へ
散
在
し
て
ゐ
る
俳
優
を
以
て
紅
織
し
.
名
を
欄
後
君
と
云
ふ
た
も
の
で
あ
る
。

妖
巫
及
び
淫
祀
を
禁
止
す

一58(275)一
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(
O12
)
二

二
九

八

年

(
I12

)
一
四

二

年

一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
 
太
租
時
代
に
妖
巫
を
禁
止
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
(㎜
)

 
〔
卜
大
は
誅
罪
に
伏
す
〕
 
太
組
七
年
戊
寅
夏
四
月
庚
寅
に
，
妖
人
卜
大
は
誅
罪
に
處
せ
ら
れ
た
。
卜
大
は
文
州
の
人
で
あ
つ
泥

が
、
女
服
を
着
毳

に
な
り
、
愚
民
を
惑
亂
し
誓

云
ふ
。
(李
朝
賓
録
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

 
太
泉
時
代
に
淫
祀
を
禁
止
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
 
 
 
 

(l12
)

 
〔内
行
所
恩
〕

太
宗
十

一
年
夏
五
月
癸
未
に
、
禮
曹
よ
り
報
祀
の
制
を
湊
上
し
た
が
、
王
は
禮
曹
に
命
じ
て
，
前
朝
以
來
内
行

(
212

)
所
恩
と
稱
し
、
四
節
季
に
當
る
毎

に
兩
殿
よ
り
内
臣
司
鑰
を
使
ひ
、
巫
女
と
共

に
暗
に
無
名
の
祭
を
行
ひ
今
迄
傳

へ
ら
れ
た
が
，

一
體
是
れ
は
禝
に
合
は
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
，
爾
等
は
宜
く
前
朝
の
祀
典
を
考
査
し
て
，
終
始
本
末
を
詳
細
に
陳

べ
ら
れ
よ
，
予

は
正
に
禮
を
以
て
行
は
ん
と
す
る
の
で
あ
る
と
。
(鰕
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(跚
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(脳
)

 
〔
命
じ
て
所
恩
を
廢
す
〕
 
太
宗
十

一
年
夏
五
月
甲
戊
に
、
禮
曹
に
命
じ
て
徳
積

・
紺
岳

・
開
城

・
大
井

・
三
聖

・
朱
雀
等
の
處

に
於
て
.
春
秋
所
恩
を
行
ふ
事
を
定
め
。
祀
る
毎
に
窟
侍
及
び
巫
女
司
鑰
を
遣
は
し
て
擧
行
せ
し
め
、
ま
た
女
樂
を
張
ら
せ
た
が

王
は

「
聯
は
非
禮
を
享

け
す
、
憶
く
古
典
を
考
察
し
て
虚
禮
は
皆
廢
し
て
内
侍
別
監
を
使
ひ
.
香
を
捧
げ
て
祀
る
べ
し
と
」
禮
曹

啓
上
す

る
に
、「先
日
教
旨
が
あ
つ
だ
の
で
、
松
岳

・
白
岳

・
紺
岳
等
の
處
に
於
て
，
別
監
を
し
て
香
を
捧
げ
祭
祀
を
行
は
し
め
た

 
 
(鵬
)

が
、
月
令
岳
に
も
春
秋

の
祭
文
が
曹
に
あ
つ
て
、
別
所
恩
を
行
は
れ
て
ゐ
た
さ
う
で
あ
る
。
是
れ
は
重
複
の
行
事
で
は
な
か
ら
う

か
王
は
別
所
恩
は
久
し
き
以
前
か
ら
行
は
れ
て
來
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
廢
す

べ
か
ら
す
」
と
。
(録
)

 
〔
朱
雀
の
祀
を
廢
す
〕
 
太
宗
十

一
年
十
二
月
に
，
南
方
に
於
け
る
朱
雀
の
祀
を
廢
し
た
の
で
あ
る
。
禮
曹
上
言
す
る
に
.「
總

べ

て
の
祀
典
を
考
査
し
て
見
た
が
，
朱
雀
の
祕
の
み
を
南
方
に
於
て
祀
る
は
宜
し
か
ら
す
」
と
云
つ
た
が
，
命
じ
て
廢
止
し
た
の
で

一59(274)一



(812

)
一
四

一
八
年

あ
る
ぺ

嬾
)

 
〔巫

覘
は
馬
紳
を
祭
る
〕 
太
宗
十
三
年
十

一
月
、
禮
曹
上
言
し
て
、「
司
僕
寺

で
は
巫
覡
を
以
て
馬
祕
を
祭
る
が
.
是
れ
は
淫
祀

 
 
 
 
 
 
 
(612
) 
 
 
 
 
 
(”
)

で
あ
る
。
今
よ
ら
馬
組

・
馬
歩

・
馬
肚

・
先
牧
等
の
紳
を
祭
る
に
は
、
司
僕
官
に
命
じ
香
を
以
て
祭
ら
し
む

る
事
を
諳
ふ
」
と
。

王
之
に
從
は
れ
た
σ
(録
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(812
)

 
〔
巫

女
寳
文
を
遑
方
に
竄
黜
す
〕 
太
宗
十
八
年
春
二
月
，
刑
曹
盲
人
巫
女
の
罪
状
を
擧
げ
て
上
啓
す
る
に
、「
盲
人
と
云
ふ
者
は

其
の
業

を
精
確
に
せ
な
い
で
、
誠
寧
大
君
の
壽
命
を
延
ば
す
と
、
楽
上
に
吹
聽
し
た
。
國
巫
加
伊
は
所
禳
を
以
て
祗
を
竟
れ
な
い
、

巫
女
寳
文
は
病
の
状
態
も
詳
に
察
せ
す
、
官
悶
に
於
て
雜
聯
を
淫
祀
し
て
意
外
の
事
變
に
陷
ら
せ
た
か
ら
、
皆
嚴
罰
に
處
せ
ら
れ
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(㎜
)

事
を
乞

ふ
」
と
。
命
じ

て

「
盲
人
及
び
加
伊
を
除
く
の
外
。
寳
文

の
法
に
照
ら
し
て
處
置
す

べ
し
.
と
云
は
れ
た
。
叉
刑
曹
に
命

じ
て
、
「
巫
女
の
三
千
里
.へ
流
罪
に
處
す

べ
き
を
減
じ
.
只
外
方

へ
黜
居
を
命
す

べ
し
。
剔
豆
瘡
の
爲
め
紳
を
祭
る
は
世
俗
の
大
忌

で
、
そ
れ
を
罪
と
し
て
ゐ
る
.
始
め
誠
寧
大
君
が
瘡
疹

に
罹
ら
れ
た
際
，
酒
食
を
以
て
祕
を
祀
る
べ
き
も
の
で
な
か
つ
た
の
に
.

寳
文
は
酒
食
を
設
け
て
帥
を
祀
つ
た
の
で
，
終

に
事
變
を
見

る
に
至
つ
た
か
ら
.
刑
暫
に
廻
し
て
處
罰
す

べ
し
」
と
。

 
(響

 
司
諌
院
の
上
跣
に

(
略
し
て
)「
巫
女
寳
文
は
財
貨
を
貪
り
、
宮
中
に
於
て
邪
迸
を
披
に
行
ひ
大
蟻
變
を
招
致
し
た
罪
不
忠
に
係

は
る
も

の
で
あ
る
か
ら
，
何
卒
寳
文
の
罪
は
、
上
自
か
ら
親
し
く
裁
決
せ
ら
る
べ
く
、
國
巫
加
伊
も
遑
方

へ
竄
黜
し
て
，
其
の
罪

を
膺
懲

せ
ら
れ
ん
事
を
乞
ふ
」
と
。
柳
庭
顯
朴
山雷
等
啓
上
し
て
、「
寳
文
を
逕
方

へ
黜
居
せ
し
め
た
ら
.
其
邊
で
勝
手
に
邪
術
が
行

は
れ
て
，
地
方
の
民
衆
中
服
從
す
る
者
が
多
か
ら
う
か
ら
、
ど
う
し
で
も
彼
れ
を
窮
困
の
苦
し
み
を
以
て
戒
め
ら
れ
ぬ
。
地
方
官

婢
に
定
め
て
其
の
悪
を
懲
戒
せ
し
む
る
は
如
何
」
と
。
是
に
於
て
寳
文
を
慶
徇
道
蔚
山
郡
の
官
婢
に
定
め
ら
れ
。
方
に
立
た
ん
と
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(
122

) 

四

一
九

年

(222

)
一
四

二

五

年

す
る
際

に
.
誠
寧
大
君

の
隨
從
の
徒
、
寳
文
を
暗

に
打
殺
し
た
の
で
あ
る
。
(
實録
)

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
鋤

 
世
宗
時
代
に
妖
巫
及
び
淫
祀
を
禁
ず

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(122
)

 
〔
王
子
の
生
命
は
巫

の
手
に
あ
つ
た
ら
う
か
〕
 
世
宗
元
年
己
亥
春
正
月
，
刑
曹
啓
嚢
す
る
に
，「
誠
寧
大
君
の
家
僕
十
數
人
は
.

先
般
誠
寧
の
逝
去
は
全
く
寳
文
の
妖
妄
な
る
行
ひ
に
依
つ
た
の
だ
と
云
ふ
て
打
殺
し
た
か
ら
，
審
査
の
後
處
罰
を
願
ひ
た
い
」
と

云
つ
た

が
、
王
は

「
饕

の
法
席
饐

日
か
ら
始
ま
る
に
つ
、、
、

(響

の
槃

钁

附
せ
よ
」
と
。
(鰕
)

 
〔
巫
覡
が
牛
を
殺
し

て
紳
を
祀
る
の
を
上
言
し
て
禁
す
〕
 
世
宗
七
年
八
月
.
成
吉
澄
察
訪
辛
引
孫
啓
上
す
る
に
、「
本
道
の
風
俗

は
必
ら
す
牛
を
殺
し
て
帥
を
祀
り
，
且

つ
宴
會
の
供

へ
に
も
川
ひ
ら
れ
，
口
腹
の
養
ひ
と
し
て
績
い
て
屠
宰
を
す
る
か
ら
.

一
年

間
の
屠
殺
の
數
は
只
數
千
に
止
ま
る
計
り
で
は
な
い
，
然
し
人
民
の
風
碧
は
是
れ
を
常
と
し
て
，
法
を
以
て
取
締
つ
て
も
容
易
に

改
め
な

い
.
何
奢

司
に
命
じ
て
嚴
ん
駅
禁
防
を
せ
し
め
た
い
」
と
。
(
郷

 
〔
跣

を
以
て
淫
祀
の
禁
を
乞
ふ
〕
 
世
宗
八
年
十

一
月
丙
申
に
，
司
諌
院
上
跣
し
て
，「
鬼
帥
の
道
は
善
を
す
れ
ば
百
鮮
を
降
し
.

不
善
を
す
れ
ば
百
殃
を
與

へ
ら
れ
る
の
で
、
輻
と
殃
と
畢
覚
す
る
に
善
悪
の
如
何
に
左
右
せ
ら
れ
る
の
で
。
紳

に
諂
ふ
て
福
を
受

け
る
筈

が
な
い
.
況
ん
や
共
の
鬼
帥
で
な
い
の
を
祀
る
の
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
古
に
は
天
子
は
天
地
を
祭
り
、
諸
侯
は
山
川
を

祭
り
，
大
夫
は
五
祀
を
祭
り
.'
士
庶
人
は
祓
考
を
祭
つ
た
の
は
、
則
ち
各
々
定
め
ら
れ
て
.ゐ
る
等
級

に
從
ふ
て
行
は
れ
た
の
で
あ

ら
う
。
恭
く
惟
ふ
に
、

我
國
家
は
禮
を
制
し
樂
を
作
b
文
物
悉
く
備
は
る
，

祀
事
に
至
つ
て
も

古
今
を
參
考
し
て
令
典
を
作
成

し
、
淫
祀
を
取
締
る
法

令
も
ち
や
ん
と
元
典

に
載
せ
ら
れ
て
あ
る
。
然
る
に
民
俗
は
依
然
蕎
習
に
染
め
ら
れ
、
鬼
を
伺

ぷ
風
が
、

未
だ
絶

た
な
い
。
巫
覡
妖
誕
の
詭
を
酷
信
し
て
、
死
生
禍
輻
は
皆
聊
に
由
る
と
云
つ
て
.
淫
祀
を
崇
び
或
は
家
或
は
野
原
に
於
て

一61(272)一



酣
舞
叉
は
放
歌
を
す
る
の
み
な
ら
す
.
軆
を
越
え
分
を
犯
し
て
山
川
城
隍
に
誰
で
も
皆
祭
り
得
る
。
群
衆
の
宴
飮
費
用
は
殆
ん
ど

家
産
の
全
部
潰
さ
れ
て

一
朝
水
旱
の
災
難
に
遏

へ
ば
直
ち
に
饑
餓
の
苦
境
に
隲
る
の
で
，
其
の
弊
風
の
極
は
憂
歎

に
堪

へ
ぬ
。
そ

れ
は
細
民
計
り
で
な
く
、
卿
大
夫
の
家
で
も
亠へ
概
は
其
れ
を
常
と
し
、
嘗
つ
て
怪
ま
れ
な
し
。
或
鳳
所
恩
と
稱
し
，
或
は
牛
行
と

稱
し
て
.
鬼
紳
を
留
濃

し
て
な
さ
ゴ
る
所
が
な
い
。
甚
し
き
は
。
共
の
靦
考
の
紳
を
し
て
.
巫
の
家
に
於
て
食
は
さ
れ
る
事
に
な

つ
て
ゐ
る
。
祕
に
若
し
知
威

が
あ
つ
た
ら
 
其
れ
を
快
く
享
け
ら
る
丶
で
あ
ら
う
か
。
叉
自
家
の
婦
女
等
を
蓮
れ
て
自
か
ら
所
薦

を
し
て
恥
と
思
は
ぬ
、
其
れ
は
鬼
帥
の
理
に
昧
盲
す
る
計
り
で
な
く
，
又
正
家
の
道
も
喪
失
さ
れ
た
の
で
、
組
宗
を
尊
ぷ
は
何
處

に
あ
り
，
鬼
祕
を
敬
ふ
て
遶
く
す
る
義

は
何
處

に
あ
ら
う
か
。
北
ハの
原
因
を
推
究
せ
ぱ
，
國
家
が
・既
に
國
巫
堂
を
設
け
ら
れ
て
、

叉
各
名
山
に
巫
を
遣
は
し
て
祭
祀
を
行
は
し
む
る
事
か
ら
出
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
是
れ
に
由
つ
て
人
は
皆
口
實
を
設
け
”
意

の
儘
に
行
ひ
少
し
も
忌
憚
す
る
所
が
な
い
の
で
，
是
れ
盛
治
時
代
の

一
大
汚
點
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
山
川
城
隍
に
は
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(522
)

れ
ぐ

の
祭
り
が
あ
る
に
拘
は
ら
す
、
叉
纖
祭
を
設
け
ら
れ
た
の
は
，
無
秩
序
に
も
程
が
あ
ら
う
。
紳
は

}
々
數

へ
切
れ
す
今
巫

覡
を
祀

る
の
は
果
し
て
何
帥
で
あ
る
か
.Σ
甚
だ
疑
問
で
あ
つ
て
.
是
れ
臣
等
の
泄
憾
と
す
る
所
で
あ
る
。
傳
に

「
上
に
好
む
所
あ

ら
ば
.
下
に
は
甚
し
き
も
の
が
あ
る
の
で
、
上
が
行
は
れ
ば
下
が
慕
ふ
て
習
は
ざ
る
者
は
な
い
」
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
願
く
は
.

特
に
教
旨
を
下
さ
れ
，

國
巫
堂
を
廢
し
給
ひ
，

斬
恩

に
は
朝
臣
を
迸
は
し
.
禮
を
以
て
祭
ら
し
め
.

巫
覡
の
妖
盲
を
斷

つ
て
以

て
，
下

民
の
耳
目
を
正
し
喜

し
め
た
い
。
(燃
)

 
〔
上
疏
を
以
て
祕
祀
を
禁
す
〕
 
世
宗
十
二
年
流
月
乙
巳
に
.
司
憲
府
上
啓
す
る
に
、「
群
衆
の
會
飲
は
已
に
禁
止
さ

れ

て
ゐ

る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(622
)

が
、
聊
祀
は
未
だ
咎
め
な
か
つ
た
故
か
，
無
知
な
る
徒
輩
は
榊
祀
の
事
を
假
り
.
多
く
酒
食
を
備

へ
男
女
を
聚
集
し
て
暴
飲
し
沈

一62(271)一
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(
722
)

四
三

一
年

酌

に
至
り
，
歌
舞
を
以
て
し
市
街
に
於
い
て
色

々
な
狂
態
を
恣

に
演
じ
で
ゐ
る
。
今
よ
り
は
帥
祀
の
家
は
，
男
女
の
外
雜
人
を

一

切
禁
す

べ
し
」
と
云
ふ
た
が
，
王
は
從
は
れ
た
。
(燃
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(瓣
)

 
〔
野
祭
を
禁
す
〕

世
宗
十
三
年
八
月
，
司
憲
府
啓
す
る
に
、「無
知
な
る
徒
邪
説
に
惑
は
さ
れ
て
，
凡
そ
疾
病
及
び
死
亡
者
が
あ

 
 
 
 
 
 
(2
)

れ
ば
、
直
ち
に
野
祭
を
行
ひ
か
う
し
な
け
れ
ば
巣
b
が
解
け
な
い
も
の
と
思
ひ
.
巫
覡
を
招
集
し
て
男
女

一
緒

に
な
つ
て
酒
肉
を

 
 
 
 
(謝
)

盛
設
し
、
醴
儀
を
壞
し
風
俗
を
馼
る
こ
と
是
れ
よ
り
甚
し
』.・は
な
い
。
何
卒
守
令
に
命
じ
嚴
に
禁
抑
を
加

へ
.
若
し
違
反
の
者

が

あ
つ
貨

寔

及
び
里
震

象

讃

の
罪
を
治
め
る
樣
に
せ
し
め
た
い
」
と
云
つ
た
が
，
王
は
從
は
れ
た
。
(孅
)

 
〔
妖
巫
の
豆
朴
帥
に
寧
ふ
る
を
禁
す
)
 
世
宗
+
八
年
夏
四
月
乙
亥
に
.
往
古
の
誅
戮

さ
れ
た
將
相
の
姓
名
を
紙
片

に
書

き

つ

け
、
木
竿

に
掛
け
て
豆
朴
聊
(晦
酬
佃
略
齋
)
と
稱

へ
，
宣
傳
し
て
歩
く
者

が
あ
つ
て
，
そ
れ
が
村
里
に
棘

々
と
傳

へ
ら
れ
、
愚
民
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(劉
)

大
に
驚
異
し
.
順
々
と
爭
ひ
祀
り
紙
布
を
出
し
て
少
し
も
惜
ま
な
い
の
で
、
龍
仁
縣
守
張
義
は
彼
難
を
捕

へ
て
.
其
の
紙
榜
を
燒

却
し
た
が
、
王
は
之
を
聞
き
當
世
に
こ
う
云
ふ
奇
恠
な
る
事
が
有
る
と
は
囲
ら
な
か
つ
た
L
と
云
は
れ
、
直
ち
に
小
尹
李
補
丁
副

正
閔
孝
懽
を
逡
は
し
.
妖
帥
の
首
唱
者
を
調

べ
地
位
の
如
何
を
問
は
す
嚴

に
訊
問
を
行
ふ
べ
し
L
と
命
せ
ら
れ
た
の
で
，
補
丁
等

往
き

て
調

べ
る
中
、
陽
城
に
至
り
始
め
て
姜
流
豆

・
朴
豆
彦

・
崔
雨
等
の
仕
業
で
あ
る
事

が
解
つ
た
の
で
.
壬
辰
に
政
府

へ
建
白

し
、「
陽
城
人
姜
流
豆

.
朴
豆
彦

.
崔
雨
等
は
豆
朴
聯
に
憑
b
妖
術
を
す
る
と
云
ふ
か
ら
，
首
犯
者
姜
流
豆
は
絞
罪

に
處
し
、
朴
豆

彦

.
崔
雨
は
杖
刑

一
百
を
し
て
三
千
里

へ
流
す

べ
く
.
其
左
道
を
以
て
正
義
を
紊
す
の
は
風
紀
上
至
大
の
影
響

が
及
ぷ
の
で
，
當

然
巌
罰
し
て
後
日
を
戒

め
た
い
が
，
此
よ
り
前
，
無
智
な
る
愚
民
が
妄
り
に
豆
朴
艸
を
稱
し
來
る
は
、
已

に
久
し
か
つ
た
の
で
あ

る
.
近
頃
の
妖
巫
は
法

に
依
つ
て
常
然
死
罪

に
處
せ
ら
る

べ
き
で
あ
つ
た
が
、
皆
減
等
さ
れ
て
只
外
方

へ
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
・
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姜
流
豆
等
も
亦
妖
巫
の
頚
で
あ
つ
て
，
其
實
情
を
推
究
せ
ぱ
只
蝸
を
恐
れ
輻
を
慕

つ
て
，
祕
に
新
願

を
し
た
事
に
過
ぎ
な
い
し
.

叉
近
頃

は
早
災
が
あ
る
の
で
，
重
罪
を
以
て
論
せ
ら
れ
す
，
將

に
減
じ
よ
う
と
し
て
皆
に
恊
議
し
た
が
、
首
從
共
に

一
等
を
減
す

べ
き
を
云
は
れ
た
」
と
云
つ
た
が
，
王
は
二
等
を
減
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
(燃
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(蹴
)

 
〔漸
次

に
巫
覡
の
事
を
除
け
る
〕

世
宗
十
八
年
夏
四
月
丙
子
に
教

へ
を
以
て
.
今
後
松
岳

・
白
岳
等
の
各
所
に
於
い
て
行
は
れ

る
中
宮

の
別
所
恩
及
び
箭
聯
司
僕
寺
に
於
け
る
馬
祭
を
廢
し
た
。
王
は

「
巫
覡
の
事
は
甚
だ
奇
恠
で
あ
つ
て
.
當
然
嚴
禁
す

べ
き

だ
が
、
是
れ
は
中
古
よ
り
始
ま
つ
て
祕
宗
も
皆
禁
じ
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
，
今
日
に
於
て
も
遽
か
に
革
除
し

得

ら

れ

な

い
。
余

は
漸
次
に
排
除
す
る
積
り
だ
と
云
は
れ
た
。
(
(《1録)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(332
)

 
〔
妖
巫
の
處
置
方
に
付
き
三
公
と
倉
議
を
闇
く
〕
 
世
宗
十
八
年
夏
四
刀
丁
丑
に
、
黄
喜

・
崔
潤
徳

・
盧
閣
等
を
召
さ
れ
議
事
を

せ
ら
れ
た
が
、「
今
司
憲
府
に
捕

へ
ら
れ
た
七
人
の
妖
巫
は
，
能
く
鬼
祕
を
使
つ
て
杢
申

に
唱

へ
.
人
の
語
り
と
似

て
ゐ
る
か
ら
，

人
は
皆
惑
は
さ
れ
る
の
で
あ
る
，
法
に
依
つ
て
常
然
絞
罪

に
處
せ
ら
る
べ
・〕.・で
あ
る
が
、
是
よ
b
葡
取
締
に
關
す
る
規
定

が
發
布

さ
れ
な
か
つ
た
の
で
.

一
朝
逋
か
に
罰
す
る
の
も
い
け
な
い
し
.
叉
外
方

へ
放
逐
し
よ
う
と
し
て
も
、
愚
民
を
惑
は

し

易

い
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(獺
)

で
.
嚴

に
禁
防
を
せ
な
け
れ
ば
，
其
の
弊
害
が
ど
の
程
度
迄
及
ん
で
行
く
か
解
ら
な
い
か
ら
、
寧
ろ
東
西
活
人
署
に

屬

せ
し

め

て
、
其
出
入
を
制
限
し
互
の
交
通
を
止
め
、
叉
憲
府
に
命
じ
て
常

に
儉
察
し
、
若
し
犯
則
の
者
が
あ
つ
た
ら
臓
に
取
締
る

べ
く
，

其
在
外

の
妖
巫
も
亦
引
致
審
問
の
上
判
泱
す

べ
き
で
あ
る
が
.
良
女
は
官
府
に
属
せ
し
め
私
賤
の
者
は
本
主
に
返
し
，
守
令
は
時

ん、
に
監
覗
を
加

へ
.
彼
等
を
し
て
映
し
て
勝
手
な
行
爲
を
し
な
い
祥
拘
束
す
べ
き
」
を
湊
請
し
た
が
.
王
は

「
昔
の
太
宗
朝
も
妖

巫
を
外
方

へ
放
逐
し
て
、
京
城
に
雜
居
を
許
さ
れ
な
か
つ
た
が
，
今
卿
等
は
外
方
の
妖
巫
を
官
府
に
置
き
，
守
令
を
し
て
檢
察
を
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せ
し
む
る
を
主
張
す
る
が
、
京
中
の
妖
巫
も
此
の
例
に
依
り
、
そ
れ
く

願
ふ
所
の
各
官

に
分
置
し
て
.
其
妖
行
を
禁
防

せ
し
む

る
は
不
可
な
か
ら
ん
、

且
つ
規
定
を
立
て
る
前

に
.
遽
か
に
處
罰
す
る
と
は
余
の
不
快
と
す
る
所
で
あ
る
」
と
云
は
れ
た
の
で
，

黄
喜

・
崔
潤
徳
等
は

「
今
若
し
罰
す
る
事
を
止
し
て
.
只
許
し
て
や
れ
ば
彼
等
は
到
底
其
罪
の
重
か
つ
た
事
を
知
る
筈
が
な
い
、

所
に
依
つ
て
其
罪
を
知
ら
し
め
、
特
恩
を
以
て
罪
を
減
じ
，
活
人
署
に
留
置
せ
ぱ
，
則
ち
恩
威
並
び
行
は
れ
る
の
で
.
妖
巫
は
自

か
ら
屏
息
す
る
だ
ら
う
と
云

つ
た
。

慮
凹
…は

「
前
か
ら
禁
條

が
立
つ
て
な

か
つ
た
の
に
.
早
速
罪
を

加

へ
ら
れ
て
は
宜
し
く
な

い
」

と
裹
上
し
た
が
.
王
は

「
更
に
考

へ
て
見
よ
う
」
と
云
は
れ
だ
の
で
あ
る
(
轟し線)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(532
)

 
〔
京
城
及
ひ
地
方
の
妖
巫
に
對
す
る
取
締
の
法
)
 
世
宗
十
八
年
夏
四
刃
辛
丑
に
，
司
憲
府
は

「
城
内
の
妖
巫
及
び
信
徒
の
内
情

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(蹴
)

を
知
り
な
が
ら
，
告
敬

せ
ぬ
者

に
就
き
京
中
に
あ
つ
て
は
五
家
の
鄰
保
管
領
，
地
方
に
於
い
て
は
各
里
正
長
を
漬
職
罪

に
處
す

べ

く
.

且
つ
漢
城
府
及
び
地
方
官
員
を
し
て
、
常
に
取
締
を
充
分
に
せ
し
め
以
て
妄
邪
な
る
風
紀
を
清
淨

に
改
め
た
い
と

乞

ふ

た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(732
)

が
、

王
は

「
取
締
の
規
定
も
發
布
せ
す
し
て
、
若
し
急
迫
に
餐
む
れ
ば
、
共
れ
に
依
つ
て
引
掛
る
者
も
多
か
ら
う
か
ら
，

一
層
中

外
に
論
し

磐

し
て
皆
智

し
め
転

る
後
芳

か
ら
始
め
て
奏

」
依
b
攀

べ
し
」
と
云
は
れ
た
の
で
あ
る
。
(實録
)

 
「
洛
祀
を
禁
す
る
條

例
〕

世
宗
二
+
六
年
癸
亥
秋
七
月
丁
未
に
，
議
政
府
は
濡
祀
取
締
に
關
す
る
條
例
を
，
左
の
通
り

に
陳

べ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

 

一 

組
父
又
は
父
母

の
魂
を
巫
家
に
迎
入
れ
，
名
を
衞
護
と
云
つ
て
或
は
形
を
就
き
.
或
は
帥
奴
婢
と
穉
し
て
巫
家

に
獻
納
す

 
る
者
.
叉
は
奴
嬋
を
納

め
な
く
て
も
或
は
衞
誕
を
設
け
，
或
は
湘
…父
母
は
巫
家
に
祕
托
さ
れ
た
と
云
つ
て
祀
る
者
が
頗
る
多
き

 
様
た

が
.
其
家
長
は
不
孝

で
奉
養

に
缺
く
と

の
律
文
に
依
り
處
置
し
、
永
ぐ
官
職
に
叙
用
せ
す
，
其
奴
婢
は
官
に
於
い
て
沒
收
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す

べ
く
，
且
つ
病
氣

の
救
護
と
云
つ
て
代
命
奴
姆
を
巫
家
に
獻
納
す
る
者
が
あ
つ
た
ら
，
其
家
長
は
詔
書
違
犯
律

を

以

て
科

し
.
蚊
婢
は
亦
官
に
於
い
て
沒
收
す
べ
し
。

 
 

(㎜
)

一 

野
祭
及
び
巫
家
、
松
岳
.
紺
岳
、
開
城
府
、
大
井
谷
.
其
他
州
縣
.
城
隍
等

に
，
自
か
ら
往
つ
て
淫
祀
す
る
者
及
び
良
家

婦
女

が
避
病
す
る
と

云
つ
て
巫
家
に
寄
留
す
る
者
は
，
共
家
長
は
詔
魯
違
反
律
を
以
て
科
す

べ
し
。

一 

制
令
に
逹
反
す

る
巫
女
は
、
法
に
依
つ
て
處
治
し
，
京
申
の
渚
は
地
方

へ
.
地
方
の
者
は
亦
他
迸

へ
移
す

べ
し
。

一 

婦
女
の
逹
反
蔚

で
あ
つ
て
.
若
し
家
長
が
な
か
つ
た
ら
，
共
長
子
.
長
子
が
な
か
つ
た
ら
其
次
子
、
次
子
が
な
か
つ
た
ら

長
孫
、
長
孫
が
な
か
つ
た
ら
次
孫
、
若
し
家
長
も
子
孫
も
な
い
者
は
、
共
婦
女
を
罪
に
科
す
べ
し
。

一 

巫
女
等
は
或
は
古
今
絶
無

の
祕
と
云
ひ
，
或
は
當
代
死
亡
せ
な
將
相
の
帥
と
稱
し
、
特
別
の
艸
號
を
立
て
.
自
か
ら
自
己

に
艸
托
さ
れ
た
と
云

ひ
、
民
衆
を
惑
は
さ
ん
と
す
る
者
は
.
妖
言
妖
書
律
に
依
り
首
を
斬

る
べ
し
。

一 

巫
籍
に
無
き
者

は
要
巫
と
云

つ
て
京
城

に
雜
居
し

て
ゐ
る
者
が
随
分
多
い
が
，
皆
城
外

へ
出
さ
し
め
，
若
し
隱
匿
す
る
者

が
あ
っ
た
ら
ば
、
情
地
の
如
何
を
酌
景
せ
す
，
嚴
悧

に
處
し
て
皆
巫
籍

に
登
録
す

べ
し
。

一 

巫
及
び
其
他
の
人

々
の
違
反
す
る
者
あ
る
の
は
、
畢
竟
す
る
に
其
里
の
管
領
，
坊
別
監
，
色
掌
等
，

が
卆
素
能
く
取
締
を

な
か

つ
た
故
で
あ
る
か
ら
.
法
に
依
つ
て
罪
に
科
す

く
し
。

一 

京
中
に
あ
つ
て
は
司
憲
府
.
地
方
に
於
い
て
は
監
司
守
令
が
、
儼
に
法
令

の
勵
行
に
務
む
る
は
勿
論
，
時
々
不
意
の
檢
擧

を
な
す

べ
く
，
こ
れ
を
以
て
永
久
の
規
定
と
す

べ
し
。
と
，
王
は
從
は
れ
た
。
(賞録
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
成
宗
時
代
に
妖
巫
淫
祀
を
禁
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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李 能和 「朝鮮 の巫俗」註

(242

)
一
四

七

五

年

(嬲

と

七

四

一
年

(躅
と

四
七
八
年

 
 
 

(042
)

 
成
宗
三
年
壬
辰
春
正
月
庚
子
に
，
司
憲
府
は
淫
祀
取
締
の
條
令
を
次
の
如
く
定
め
，
裁
可
を
黍
請
し
た
の
で
あ
る
。

 

一 

喪
中
の
人
で
あ
b
な
が
ら
、
巫
家
に
於
い
て
淫
祀
を
行
ふ
者
は
、
家
長
及
び
巫
女
を
皆
罪
に
處
す

べ
し
。

 

一 

紳
奴
婢
と
稱
し
巫
女
に
給
與
し
て
使
は
し
む
る
者
は
、
家
長
及
び
巫
女
を
罰
す
る
は
勿
論
，
其
婢
女
は
官

に
屬
せ
し
む
る

 
 
こ
と
。

 
 
 

(142
)

 

一 

空
唱
の
巫
覡
が
人
を
惑
は
す
事
最
も
甚
し
い
か
ら
，
其
悼
服
の
信
徒
を
罰
す

べ
し
。

一

管
領
及
び
鄰
近
の
者
で
，
智

つ
、
鱒

h仏
い
霞

並
に
罰
す
べ
し
。
ζ

王
は
從
は
れ
盃

)

〔
城
内
に
於
い
て
の
淫
祀
を
禁
す
る
法
〕

成
宗
六
年
癸
未
八
月
己
丑
に
，
御
經
筵

の
講
が
濟
ん
で
.
司
諌
朴
崇
質
は

「
城
内
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(鰮
)

於
け
る
淫
祀
を
禁
す
る
法
を
、
巳
に
辛
卯
年
に
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
法
司
は
そ
れ
を
大
典
に
載
せ
な
か
つ
た
の
で
，
禁
止
を
得

す
し
て
ゐ
る
か
ら
，
何
卒
明
か
に
し
た
い
」
と
嚢
請
し
た
。
王
は
「
法
は
已
に
辛
卯
年
に
立
て
ら
れ
た
ら
う
が
，
紳
祀
の
世
俗
は
久

し
き
以
前
か
ら
行
は
れ
た
の
で
あ
つ
て
，
遽
か
に
革
除
を
得
ざ
る
ぺ
し
と
云
は
れ
た
の
で
あ
る
。
持
李
徐
逝
は
野
祀
の
禁
條
は
，

已
に
大
典
に
載
せ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
，
本
府
は
其
れ
に
依
つ
て
勵
行
し
て
ゐ
る
が
，
祕
祀
に
至
つ
て
は
禁
止
の
制
令

が
無

い
故

に
、
家

々
に
て
恣
に
行
は
れ
.
或
は
城
の
下
，
或
は
山
の
麓
.
又
は
仁
王
，
昭
格
、
藏
義
等
の
洞
を
紳
場
と
な
し
、
殆
ん
ど
休
息

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(442
)

の
日
が
な
い
。
風
俗
の
紊
れ
て
ゐ
る
の
は
是
よ
り
甚
し
き
は
な
い
」
と
云
つ
た
が
、
王
は

「
巫
女
等
の
城
内
に
侵
入
す
る
事
を
巌

禁
す

べ
し
」
と
云
は
れ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(542
)

 
〔
一
々
大
典

に
依
つ
て
淫
祀
を
禁
す
〕

成
宗
九
年
戊
戊
正
月
庚
寅
に
、「
淫
祀
取
締
の
規
定
が
大
典
に
載
せ
ら
れ
た
の
で
.
彼
の

「
都
城
内

に
於
い
て
野
祭
を
す
る
も
の
、
士
族
婦
女
自
か
ら
野
祭
を
行
ひ
，
及
び
山
川
城
隍
に
於

い
て
祠
祭
を
す
る
も
の
.
私
有

e67(266)一 一



奴
婢
を
寺
肚
及
び
巫
覡
に
獻
納
す
る
も
の
、
幸
行
の
時
路
邊
に
於
い
て
榊
祀
を
す
る
も
の
.
靦
父
母
の
魂
を
巫
家
に
迎
入
れ
.
或

は
紙
錢
を
用
ひ
.
或
は
形
を
書
い
て
享
祀
を
設
け
ら
る
も
の
、
喪
中
の
人
で
あ
b
な
が
ら
.
巫
覡
の
家
に
行

つ
て
淫
祀
を
す
る
も

の
、
杢
唱
の
巫
覡
を
信
從
す
る
も
の
等
の

一
切
は
、
已
に
令
を
發
し
て
埜
噺
せ
し
め
た
が
.
有
司
は
微
底
的
に
勵
行

せ

な

い

か

室

衾

は

藩

注
意
を
加
へ
、
大
典
に
依
つ

(璽
餮

に
取
締
る
べ
し
」
ル
、
司
籌

へ
教
旨日
を
下
さ
れ
誌

で
あ
る
。
(蝦
)

大
典
會
通

〔
刑
豊

原
〕
祕
祀
を
す
る
者
。
(齷

罅

硬

瀞
黼

寧

耕

㌔

)

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(脚
)

 
〔
紳
祀
の
弊
害
〕 
成
宗
九
年
戊
戍
秋
九
月
丁
亥

に
，
弘
文
舘
副
提
學
成
俔
等
は
、「
今
の
世
の
人
は
爭
ふ
て
鬼
祕
を
信
じ
.
吉
凶

渦
幅
の
事
を

一
々
巫
に
聽
き
，
或
は
像
を
識
い
て
錢
を
掛
け
、
或
は
魂
を
室
内

に
誘
致
し
，
或
は
杢
唱

の
巫
に
趣
む
き
.
或
は
自

か
ら
城
隍
に
祀
あ
，
或

は
奴
婢
を
給
與
す
る
等
，
何
れ
も
聖
朝
の
禁
す

べ
き
所
で
，
そ
れ
は
、
又
續
典

に
も
載

サ
ら
れ
て
あ
る
。

殿
下
は
深
く
其
の
弊
害

を
認
め
ら
れ
，
法
司
に
命
じ
巫
覡
を
悉
く
城
外
に
放
逐
せ
し
め
ら
れ
た
が
、
近
頃
は
禁
令
が
稍
弛
ん
で
彼

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2
)

等
は
漸
次
城
外
よ
り
京
中

へ
這
入
つ
て
來
て
.
婦
女
は
酒
食
を
費
し
，
或
は
悪
魔
拂
ひ
と
稱
し
，
或
は
病
を
救
ふ
と
云

つ
て
.
大

官
E
卿

の
家
と
雖
も
皆

迎
入
し
，
爭
ふ
て
淫
祀
を
し
て
恥
と
思
は
な
い
が
、
未
だ
嘗
つ
て

一
人
も
是
れ
に
依

つ
て
罰

せ
ら
れ
た
こ

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(942
)

と
を
聞

か
な
い
、
皷
笛

歌
舞
は
街
欄
に
絶

へ
す
是
れ
臣
等
の
迷
惑
す
る
所
で
あ
る
。「
身
を
以
て
教
ふ
る
者

に
は
從
ひ
，
言
を
以
て

激
ふ
る
者
は
訟
ふ

べ
し
」
と
の
教

へ
も
あ
る
が
、
命
令
す
る
所
は
其
好
み
に
反
す
る
か
ら
.
人
民
は
從
は
な

い
の
で
あ
る
。
星
宿

廰
は
城
内

に
置
か
れ
て
あ
つ
て
.
所
恩
の
使
は
春
秋
に
絶

へ
な
い
が
、
是
れ
を
愚
昧
な
る
人
民
計
ら
責
む
る
と
は
、
ま
ち
が
ひ
で

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
(2
)

な
か
ら
う
か
。
臣
等
は
甞
つ
て
所
恩
使
の

一
行
を
見
た
事
が
あ
つ
た
が
， 

都
よ
b
開
城

へ
，
開
城
よ
b
積
城

・
楊
州
の
境

へ
至

る
に
.
騎
馬
の
者
は
數

十
人
に
下
ら
す
.
債
僕
及
び
荷
物
は
共
の
倍
數

に
達
し
て
ゐ
て
，
或
は
立
ち
.
或
は
留
ま
つ
て
，
時
日
を

e68(265)一
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費
し
，
守
令
等
は
鞠
躬
と
し
て
氣
を
低
め
.
歡
迎
に
亦
走
し
て
ゐ
る
。
或
は
給
料
を
厚
く
與

へ
、
或
は
賄
賂
を
使
ひ
、
其
れ
で
も

萬

一
譴
責
で
も
さ
れ
る
か
と
恐
入
つ
て
，
拜
禮
舞
踊
，
跪
坐
等
の
如
何
な
る
卑
劣
な
る
行
爲
で
も
.
敢

へ
て
辭
せ
な
い
弊
風

が
あ

る
。

】
燈
星
宿
廳
は
.
何
祕
で
あ
つ
て
何
を
祀
る
の
た
ら
う
か
、
祕
は
明
祕
で
な
く
祀
は
正
祀

で
無
き
も
の
に
就

て
は
.
王
政
と

し
て
常
然
矯
正
す
べ
き

で
あ
ら
う
.
伏
し
て
願

へ
く
は
、
蓮
か
に
英
斷
を
下
さ
れ
，
風
俗
を
整
頓
し
て
邪
淫
妖
妄
が
敢

へ
て
聖
明

の
世
に
横
行
せ
な
い
様

に
、
せ
し
む

べ
き
を
切
望
し
て
止
ま
ざ
る
所
で
あ
る
」
と
素
諮
し
た
、
(
ぞ璽録
)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(劉
)

 
〔
巫
ほ
孔
子
廟
の
庭
中

に
於
い
淫
祀
を
行
ふ
〕
 
成
廟
覦
は
文
宣
王
の
廟

に
蔘
拜
し
、
歸

つ
て
不
豫
に
あ
ら
せ
ら
る
や
.
貞
熹
王

大
妃
は
大
い
に
憂
ひ
給
ひ
，
こ
れ
を
巫
等

に
問
は
れ
た
が
，
皆
孔
廟
の
紳
の
45
ホリ
だ
と
云
ふ
た
の
で
。
王
大
妃
は
宮
人
に
命
じ
.

巫
等
を
蓮
れ
行
き
大
成
殿
の
庭
中
に
於
い
て
，
淫
祀
を
行
は
し
め
た
が
、
巫
等
に
は
雜
沓
し
て
種

ん・
の
正
し
か
ら
ざ
る
行
爲

が
あ

つ
た
の
で
，
成
均
舘
の
儒
生
の
中
に
士
氣
の
あ
る
者

が
卒
先
し
て
、
諸
生
と
共

に
巫
等
を
驅
逐
し
，
棒
を
以
て
腰
皷
及
び
雜
樂
を

破
壞
し
た
。
宮
人
等
は
驚
き
走
つ
て
泰
上
し
た
の
で
，
大
妃
は
大
い
に
怒
ら
れ
，
諸
生
を
牢
屋
に
下
さ
ん
と
せ
ら
れ
，
知
舘
事
以

下
は
諸

生
を
卒
ゐ
て
處
分
の
命
令
を
，
闕
下
に
待

つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

 

大
妃
は
人
を
使
つ
て
.
成
廟
に
告
げ
て

「
殿
下
不
豫
の
事
に
就
て
巫
覡
に
問
ふ
た
が
、
祟

り
は
孔
廟
に
あ
る
と
云
つ
た
の
で
.

余
は
内

侍
に
命
じ
て
所
疇
を
せ
し
め
た
が
、
彼
の
大
逆
無
道
な
る
諸
生
は
，
巫
女
を
歐
打
し
、
内
侍
を
迫
逐
す
る
計
り
で
な
く
、

器
具
を
打
壊
し
た
の
は
、
是
れ
君
父
を
無
覗
す
る
も
の
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う
，
今
に
も
彼
等
を
皆
誅
罪
に
處
す

べ
き

で
あ

る

が
，
先
を
以
て
聞
か
せ
る
の
で
あ
る
」
と
云
は
れ
た
が
、
成
廟
覦
は
枕
を
推
し
な
が
ら
起
き
ら
れ
、「
吾
れ
の
太
學
生
に
も
義
憤
の

者
あ
つ
た
ら
う
か
.
直
ち
に
司
甕
院

に
命
せ
ら
れ
て
馳
走
を
供

へ
し
め
，
知
舘
事
以
下
請
生
を
召
さ
れ
て
宴
を
勤
政
殿
の
庭
に
於

一69(264)一



(
352
)
一
五

〇

八

年

(452

)
一
五

一
四

年

(躅
と

五
三
七
年

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(蹴
)

い
て
賜

は
つ
た
の
で
あ
る
。
(傭
齋
叢
話
)

 
 
 

 
 
 
 
 
 

励
 
中
宗
時
代
に
巫
覡
淫
祀
を
禁
ず

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(352
)

 
〔
野
祭
を
常
然
禁
す

べ
し
〕

中
宗
三
年
戊
辰
三
月
丁
未
に
.
疊
講
に
な
ら
せ
ら
る
や
、
侍
講
官
崔
淑
生
は

「
今
民
間
に
於
い
て

葬
禮
を
厚
く
す
る
者
は
な
く

て
.
只
巫
覡
及
淫
祀
の
み
を
信
じ
 
名
を
野
祭
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
是
れ
は
當
然
禁
す

べ
き

で

あ

る
。

須

ら
・
主

に
あ

・り
者

は
先

に
立

つ

て
自

か
ら

攀

ザ
ベ
き

で
あ

ら

う

.
然

'っ
後

に
人

民

ほ
.

自

然

に
傚

ふ

で
あ

ら

う

と
。

(
燃
)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2
)

 
〔
法
司
に
命
じ
巫
覡
を
禁
す
〕

中
宗
九
年
甲
戍
十

一
刀
癸
酉
に
，
朝
講

へ
な
ら
せ
ら
れ
、
淫
祀

の
事
を
論
ぜ
ら
れ
た
が
、
王
は

巫
覡
の
弊
風
が
盛
か
に
行
は
れ
る
様
で
あ
る
か
へ

覊

に
命
ど
て
禁
墜

・
べ
し
レ
一。
趣

 
〔
巫
覡
俗
を
へ'・す
巌

に
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
〕

中
宗
三
十
二
年
丁
酉
正
21
辛
丑
に
、
夕
講

へ
な
ら
せ
ら
れ
る
や
，
侍
讀
朴
從
麟
は

一
巫
覡

が
風
俗
を
な
し
.
十
+
、央
の
家
に
執
盛

に
行
は
れ
て
憚
る
所
が
な
い
粧
だ
か
ら
，
是
れ
等
。の
事
を
謹
巌
に
せ
ざ
る
べ
か
ら

す
」
と
奏
し
た
の
で
あ

る
。
(蠍
)

 
〔
淫
祀
を
禁
す
る
誹
を
請
ふ
〕

中
宗
三
十
二
年
正
月
癸
卯

に
、
弘
文
舘
副
提
學
柳
柵
麟
は
、「
淫
祀

の
廢
止

に
由
る
殃
各
は
，
吾

 
 
 

 
 
 
 
 
(2
)

に
あ
る
た
ら
う
が
，

然
し
巫
に
班

へ
る
琳
迄
し
て
免
か
る
べ
き
で

な
い
と
仰
せ
ら
れ
た
が
。
 
一
體
國
巫

の
紳
に
事

へ
る
事

に
付

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(752
)

き
、
奇
恠
な
る
點
の
多

い
の
は
、
誰
も
始
め
か
ら
そ
う
と
は
思
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。 
一
人
が
唱
ふ
れ
ば
百
人
が
答

へ
.
近
い

 
 
(852
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(鸚
)

者
が
叩
け
ば
遉
方
の
者

が
應
す
る
と
云
ふ
工
合
で
，
京
都
及

び
閥
閣

の
問
に
榊
祀
の
事
が
大
い
に
張
ら
21
て
，
日
夜
の
分
別
も
な

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(励
)

く
恣
に
行
は
れ
て
ゐ
る
 
臣
者
は
上
が
好
め
ぱ
下
の
者
は
よ
り
甚
し
く
な
つ
て
.
邪
道
が
正
理
に
勝
ち
.
末
流
の
害
毒
は
滔

々
と

し
て
底
止
す
る
所
を
知
ら
ぬ
稈
に
な
ら
ぬ
や
を
恐
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
」
と
啓
上
し
た
、.

一一一70(263)一
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(
磁2
)
一
八
九

五
年

(562

)
一
四

二
九

年

=

闘

巫

慈

城

外

に

.黜

く

 

 

 

 

 

 

(162
)

李
朝
篆

。
申
宗
二
+
八
年
芳

二
日
條
に
，
鐇

江
に
巫
女
の
家
が
あ
る
と
云
つ
た
，
近
來
京
城
南
大
門
外
害

蜆
。
龍
山

江
の
鬘

碆

は
.
巫
搴

霍

ん
で
ゐ
る
が
、
(艨

醗

雛

譏

難

耕
轂

)之
れ
は
鬟

城
か
ら
逐
は
れ
來
て
部
落
を
な
し
た

の
で
あ
る
。
李
朝
以
來
儒
者
は
異
端
を
攻
め
.
左
撹
を
斥
け
る
を
務
め
と
し
、
巫
覡
及
僭
尼
を
城
内
に
住
居
又
は
接
近
す
る
を
許

容
せ
し

め
ぬ
樣
建
議
し

て
，
左
道
異
端
は
人
民
に
害
毒
を
流
す
か
ら
排
斥
す
る
と
云
ふ
が
.
京
城
以
外
も
王
の
土
又
は
王
の
臣
民

 
 
 
 
 
 
 
(2
)

で
は
無

い
か
。
所
謂
有
庫
の
人
民
は
何
罪
ぞ
。
笑
止
干
萬
の
事
と
云
ふ
べ
き
か
、
李
朝
の
法
令
は
城
外
に
出

で
な
か
つ
た
の
は
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(脳
)

只
信
侶

及
び
巫
を
放
逐
す
る
に
止
ま
ら
す
，
其
の
他
の
事
に
も
宜
ぐ
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
高
宗
乙
未

に
斷
髪
令
が
あ
つ

た
が
、
巡
警
を
し
て
門
を
守
ら
し
め
門
内
の
者
で
あ
れ
ば
髪
を
切
ら
せ
た
が
。
城
外
の
者
な
ら
不
問
に
附
し
た
。
叉
白
衣
を
禁
す

る
時
に
も
同
樣
で
あ
つ
た
。
但
し
是
れ
は
城
内
を
以
て
立
法
行
政
の
區
域
と
し
、
城
外
の
八
道
三
百
六
十
州
は
.
王
化
の
關
外

に

置
か
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
按
す
る
に
.
世
宗
朝
よ
り
始
ま
つ
て
、
巫
覡
を
城
外
に
放
出
し
た
の
で
，
爾
後
歴
代
に
於
け
る
黜
巫

の
命
令
は
，
幾
百
度
に
な
る
や
殆
ん
ど
數

へ
切
れ
な
い
程
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
城
内
の
巫
覡
及
び
淫
祀
は
依
然
盛
行
せ
ら
れ
で
ゐ

紀
。
是
れ
に
由
つ
て
も
政
令
の
不
徹
底
は
、
昔
か
ら
で
あ
つ
た
事
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
 
世
宗
朝
に
巫
を
城
外

に
闘
…く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
(562
)

 
世
宗

十

一
年
 
黄
烈
成
は
監
察
掌
令
に
任
せ
ら
れ
た
が
.
●時
に
妖
巫
は
多
く
京
城
に
集
ま
つ
て
，
人
の
禍
幅
を
言
ふ
の
で
.
士

女
は
迎
倉

奔
走
し
て
ゐ
た
か
ら
，
公
は
跣
を
以
一・
論
じ
て
皆
城
外
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
(韻玉
)
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世
宗
十
三
年
秋
七
月
己
卯

に
.
司
憲
府
は
啓
し

「
巫
覡
は
本
よ
り
都
市

へ
の
雜
居
は
許
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
，
稍
離
れ
た
城
外

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(662
)

の
處
に
巫
覡
里
と
云
つ
て
區
劃
を
し
て
居
住
せ
し
た
が
、
近
來
は
又
た
雜
居
し
て
甚
だ
不
便
で
あ
る
か
ら
、
今
後
は
城
外
の
居
住

地
を
別

に
定
め
て
集
め
た
い
」
と
云
つ
た
。
ハ燃
)

 
 
 
 
 

(762
)

 
世
宗
十
八
年
夏
四
月
丁
丑
に
，
王
は
令
旨
を
承
政
院

へ
下
さ
れ
，「
妖
巫
處
置
の
事
に
就
て
三
相
の
言
論
は
甚
だ
合

理

で

あ

る

が
.
卿
等
の
意
は
如
何
か
」
と
。
皆
は

「
妖
巫
の
違
反
は
禁
則
發
布
の
前
の
事
だ
か
ら
.
聽
か
に
罰
を
す
る
事
も
出
來
す
.
さ
り

と
て
叉
京
中
に
居
住
せ
し
む
る
こ
と
も
宜
し
く
な
い
か
ら
、
共
の
京
中
及
び
亰
畿
に
居
る
者
は
、
其
の
願
ひ
に
依
り
外
方

へ
居
住

せ
し
め
，
且
つ
外
方
の
者
は
其
の
地
に
其
儘
置
か
れ
た
方
が
穩
便
で
あ
ら
う
」

と
云
つ
た
が
、
王
は

「
爾
等
の
云
ふ
通
り
に
從

ふ

が
，
但
し
法
を
立
て
た
後
違
反
者
が
あ
れ
ば
從
つ
て
罰
す
る
は
當
然
た
が
、
若
し
死
罪
に
處
す
れ
ば
除
り
電
く
な
る
し
.
減
す
れ

ば
叉
法

に
反
す
る
か
ら
，
如
何
に
し
た
ら
宜
し
い
か
」
と
。
右
承
旨
郷
甲
孫
は

「
罪
の
軽
重
に
依
つ
て
.
適
宜
に
法
を
邏
用
せ
ぱ

結
構
な

の
で
.
重
罪
に
科
す

べ
き
を
特
恩
を
以
て
減
亠9.
る
の
も
，

}
つ
の
法
律
行
爲
で
あ
る
か
ら
.
何
等
不
可
な
か
ら
う
」
と
云

つ
た
。
王
は
之
に
從
は
れ
た
。
司
憲
府
に
命
じ
禁
防
の
方
法
及
び
處
置
方
に
付
き
審
査
せ
し
め
た
が
、
逾
に
巫
を
城
外
に
黜
居
せ

し
む
る

醜

に
な
つ
た
。
(録
)

 
世
宗

二
十
六
年
秋
七
月
丁
未
に
.
議
政
府
は
瀋
祀
に
關
す
る
條
令
を
陳

べ
ら
れ
た
が
、
共
の

一
ほ
巫
籍

に
無
き
者
は
要
巫
と
云

い
つ
て
、
京
城
に
居
住
す
る
者
が
隨
分
多
い
が
、
皆
城
外

へ
出
す
べ
く
、
隱
匿
す
る
者
に
も
.
事
情
を
参
酌
す
る
事
な
く
電
律
に

處
し
、
並

に
巫
籍
に
記
す

べ
し
と
。
(
實録
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 

成
宗
朝
に
巫
を
城
外

へ
出
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
、
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(372

)
一
四

七

五
年

 
 
(962
)

 
成
宗

二
年
五
月
己
酉

に
，
大
司
憲
韓
致
亨
等
上
跣
し
、「
巫
覡
の
世
に
行
は
れ
る
は
.
其
由
來
久
し
く
到
抵

一
時
に
廓

清

し

得

ぬ
。
世
宗
も
甞
つ
て
此

れ
を
憂
慮
し
給
ひ
、
皆
城
外

へ
出
し
て
以
て
妖
妄
の
風
俗
を
斷
つ
事
に
せ
ら
れ
た
が
、
年
を
經
る
に
從
ひ
法

令
は
弛
み
.
巫
覡
は
更

に
京
中
に
雜
居
し
，
士
族
の
婦
女
は
少
し
の
病
氣
が
あ
れ
ば
避
病
と
云
つ
て
長
く
滯
留
し
，
婦
溢
を
虧
損

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(072
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

，(跚
)

す
る
は
美
風

で
な
い
。
況
ん
や
病
人
を
呼
集
め
た
爲
め
か
.
今
傳
染
病
が
非
常
に
流
行
し
て
ゐ
る
。
美
少
女
を
集
め
名
を
絃
首
と

云
つ
て
，
宴
會
の
場
て
歌
舞
を
恣
に
す
る
計
り
て
な
く
、
閏
閻
に
喧
偲
し
て
淫
猥
を
以
て
事
と
な
し
，
又
筌
唱
と
か
示
靈
と
か
ゴ

あ
つ
て
、
其
の
妖
誕
が
甚
し
い
の
で
あ
る
。
男
で
花
郎
と
云
ふ
者
が
あ
つ
て
，
詼
詐
の
術
を
用
ひ
人
の
財
物
を
漁
取
す
る
手
段
は

略
女
巫
と
同
樣

で
あ
る
。
伏
し
て
願
は
く
は
、
世
宗
朝
の
故
事
に
依
り
、
巫
女
は

一
切
城
外

へ
驅
逐
し
，
淫
辭
邪
論
を
し
て
容
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(272
)

丶
所
な
か
ら
し
む
る
事
を
請
ふ
だ
」

が
、
六
月
己
未

に
禮
曹
、
同
憲
府

へ
傳

へ
ら
れ
、「
胆
宗
朝
で
は
巫
覡
を
し
て
城
内

へ
の
居
住

を
許
さ
れ
な
か
つ
た
。

其
後
禁
防

が
弛
ん
で
、
叉
雜
居
す
る
事
に
な
つ
た
と
は
、
甚
だ
不
快
で
あ
る
、
皆
城
外

へ
放
逐
せ
よ
」
と
。

(賓録
)

 
大
典
會
…通

〔
刑
典
〕〔
禁
制
〕
に

「
京
城
内
居
住
す
る
巫
覡
は
罰
す
る
」
と
云
つ
た
σ

 
 
 
 
 
 
(跚
)

 
成
宗
六
年
八
月
癸
未

に
、
經
筵
の
講
が
濟
ん
で
.
司
諌
朴
崇
實
啓
し
、「
製
に
命
じ
て
巫
覡
を
城
外

へ
出
さ
し
め
.
且

つ
紳
祀
も

咎
め
た
が
」

近
來
巫
女
は
漸
次
に
城
内

へ
歸

る
か
ら
，
家
々
が
迎
入
れ
恣
に
濡
祀
が
行
は
れ
る
」
云
々
。
(嬾
)

 
成
宗
亠ハ
年
八
月
己
丑

に
、
經
筵
の
講
が
済
ん
で
，
領
專
曹
錫
文
は
啓
し
，「
臣
等
の
幼
少
時
代
に
巫
女
等
は
城
外
で
部
落
を
作
つ

て
住
居
す
る
の
を
見
紀

が
，
今
は
皆
城
内
に
這
入
つ
て
来
て
，
公
然
に
樂
を
張
り
酒
を
飲
ん
で
、
殆
ん
ど
絶
ゆ
る
日

が

な

い

の

で
.
實

に
惜
悪
す

べ
き

で
あ
る
が
，
突
然
差
留
む
る
と
人
心
騒
動
の
恐
れ
が
あ
る
か
ら
、
更

に
城
外

へ
出
し

て
仕
舞

へ
ば
.
其
の

一73(260)一



(572

)
一
五

〇

九

年

(772

)
一
五

一
七
年

弊
風
が
自
然
に
無
く
な

る
で
あ
ら
う
」
と
。
知
事
洪
應
啓
し
、「
若
し
こ
の
風
俗
を
屏
息
せ
し
む
る
と
す
れ
ば
、
先
づ
其
の
根
本
を

革
除
蕊

ぱ
な
ら
ぬ
か
ら

巫
女
を
し
義

内

に
入
る
謁

繋

す

べ
き
だ
」
と
藁

し
た
が
，
王
は
聳

発

。
(嚢，，層1
録
)

 
茂
宗

二
十

一
年
八
月
乙
酉
に
.
兵
曹
判
韓
李
克
燉
は
，「
今
番
忠
清
道
報
恩
郡
正
兵
金
永
山
は
.
妖
言
を
以
て
民
衆
を
惑
は
し
.

都
中
の
士
女
は
爭

ふ
て
ト
ひ
を
す
る
か
ら
，
彼
れ
の
至
る
處

に
は
群
衆
が
集
ま

つ
て
來
る
」
と
啓
し
た
。
王
は

「
ど
ん
な
妖
言
を

す
る
か
と
云
は
れ
た
の
で
.
克
燉
は

「
紳
が
空
中
に
あ
る
と
稱
し
て
.
能
《
經
過

の
事
を
籍
る
か
ら
，
士
女
は
迷
信
せ
な
い
も
の

は
な
い
」
と
奏
上
し
忙
。
傳

へ
て

「
女
巫
と
雖
も
，
法
意
上
京
城
中

に
あ
る
事
を
許
さ
れ
な
い
が
.
況
ん
や
男
巫

で
あ
る
か
ら
，

命
じ
て
城
外

へ
出
さ
し

め
よ
」
と
。
(鰍
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
助
 
中
宗
朝
に
巫
を
城
外

へ
出
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
(躙
)

 
中
宗
四
年
六
月
甲
子

に
，
朝
講

へ
臨
御
せ
ら
れ
た
が
，
大
司
諌
權
弘
は
啓
し
、「
巫
覡
は
湘
…宗
朝
よ
り
城
外

へ
黜
か
れ
た
が
，
今

は
南
方

の
男
人
が
巫
事
を
な
し
，
無
繰
の
年
少
者
が
假
り
に
女
裝
し
で
、
士
族
の
家

へ
出
入
を
し
な
が
ら
.
醜
聞
を

漏

し

て
居

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(胴
)

る
，
安
環
が
觀
察
使
の
時
代
に
彼
等
を
探
り
だ
し
各
官
の
奴
婢

に
屬
せ
し
た
が
.
窩
習
が
徇
ほ
殘
存
し
て
今
は
擴
が
れ
る
模
樣

で

あ
る
壽

謡

北
地
方
の
蓋

の
處

へ
黜
居
芒

め
た
い
」
云
を
(蠍

 
中
宗

十
二
年
九
月
丁
亥

に
、
司
憲
府
は
啓
し
、「
巫
覡
の
京
城
内
に
住
居
す
る
者
を
認
す
る
と
は
，
大
典

に
載
せ
て
あ
る
が
，
妖

妄
の
徒
は
閭
閻

に
混
處
さ
れ
.
人
を
欺
し
金
錢
を
取
る
か
ら
，
生
計
は
磽
足
し
て
ゐ
る
。
是
れ
に
由
つ
て
、
外
方

の
巫
業
の
人
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(872
)

京
城

へ
集
ま
つ
て
く
る
。
細
民
で
も
な
く
、
所
跚
士
大
夫
の
家

へ
、
忌
憚
な
く
出
入
を
し
な
が
ら
，
妖
言
で
煽
動
し
て
、
風
化
を

汚
損
す
る
事
甚
し
か
つ
た
の
で
，
本
府
は

一
ん・摘
發
し
之
を
城
外

へ
放
ち
た
が
直
ち
に
戻
つ
て
來
て
雜
る
か
ら
，
見
分
け
が
つ
か
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(㎜
)

な
い
の
で
，
之
を
禁
じ

が
た
い
、、
束
西
活
人
磐
付
き
の
巫
女
及
び
五
部
よ
り
探
b
だ
さ
れ
た
巫
覡
等
を
，
京
城
を
距
る
十
里
程
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(802
)

方
外
の
各
官

へ
分
置
し
，
其
の
官
を
し
て
常
に
監
禁
し
て
他
の
處

へ
移
動

せ
し
め
す
，
毎
年
名
簿
を
添

へ
本
府

に
報
告
す
る
を

一

つ
の
規
定
と
し
.
永
久

に
妖
淫
の
風
俗
を
絶
た
し
め
た
い
L
と
云
つ
た
が
，
状
啓
を
政
院

へ
下
さ
れ
た
。
(
賢録
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(182
)

 
中
宗
十
二
年
九
月
丁
亥
に
.
傳

へ
て

「
一
體
巫
覡
の
徒
は
、
妖
恠
な
る
行
瓮
を
以
て
士
大
夫
の
家

へ
出
入
し
て
ゐ
る
が
.
其
れ

を
取
締

る
法
令
は
大
典

に
載
せ
て
あ
つ
て
，
意
義
は
且
つ
謹
嚴
で
あ
る
か
ら
.
法
司
は
依
つ
て
其
の
弊
風
を
救
ふ
の
が
當
然
で
あ

ら
う
。

若
し
別
に
條
令
を
立
て

】
切
放
逐
す
る
計
り
で
な
く
，
他
の
處

へ
移
動
す
る
事
も
許
さ
な
い
と
す
れ
ば
，
甚
だ
寃
悶
し
て

紛
擾
を
起
す
恐
れ
が
あ
る
か
ら
、
其
の
中
の
首
犯
者
を
摘
套
し
て
黜
皆
せ
し
め
ぱ
，
立
涙
な
先
例
に
な
つ
て
汚
染
の
風
俗
は
自
然

に
退
治
さ
れ
る
た
ら
う
か
ら
，
強
ひ
て
覦
宗

の
典
章
を
棄
て

一
切
を
亙
黜
す
る
事
ま
で
し
な
く
て
宜
か
ら
う
。
叉
新
法
令
に
就
て

は
、
宜
く
恊
議
の
上
，
政
府
大
臣
に
問
ふ
て
以
て
啓
せ
よ
」
と
。
鄭
光
弼

・
申
用
漑

・
李
繼
孟

・
崔
淑
生
等
は
、「
巫
覡
の
京
城
内

に
居
住
す
る
者
を
罰
す

る
と
て
，
大
典

に
載
せ
て
あ
つ
て
法
は
嚴
で
無
き
事
で
も
な
か
つ
た
が
.
近
來
城
内
に
雜
居
す
る
滴
が
多

く
な
つ
て
く
る
の
は
.
法
令
勵
行
の
弛
み
に
山

つ
た
の
で
あ
る
か
ら
，
今
で
も
取
締
を
嚴
重
に
し
て
，
違
反
者
を
戒
め
，
城
内

へ

の
出
入
を
戒
め
ぱ
，
巫

術
は
自
然
に
屏
息
し
、
別
に
條
令
を
立
て
る
必
要
が
な
か
ら
う
と
思
ふ
」
と
、
憲
府

へ
槫

へ
て
，
「
巫
覡
禁

斷
の
法
は
既

に
成
立
さ
れ
て
ゐ
る
。
法
司
の
欲
す
る
所
は
乃
ち
刷
の
條
令
を
立
て
る
に
あ
る
か
ら
，
大
臣

に
咨
詢
し
て
既

に
議
決

を
し
た
。
常
然
其
の
通
b
に
行
は
る
べ
し
」
と
。
(蜘
)

 
中
宗

十
二
年
十

一
刀
庚
寅
に
、
司
憲
府
は
巫
覡
を
黜
け
ん
と
し
，
政
府

へ
申
上
げ
た
の
で
.
政
府
は
仍

つ
て
啓
上
し
た
が
，
傳

へ
て

「
新
法
は
更
に
立

つ
べ
か
ら
す
，
政
府
は
宜
く
恊
縫
す

べ
し
」
と
。
(
燃
)
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(鯉
)

 
中
宗
二
十
八
年
二
刀
癸
酉

に
，
諌
院
啓
し
、「
妖
巫
は
自
か
ら
疫
艸
に
懣
か
れ
.
疫
兒
の
生
死
は
巳
に
あ
る
と
て
邪
説
皷
唱
し
.

人
心
を
幻
惑
す
る
か
ら
，
疫
病
に
罹
つ
た
家
は
、
破
産

に
至
る
泡
財
を
潰
し
な
が
ら
競

ふ
て
媚
び
、
士
大
夫
と
雖
と
も
禍
を
恐
れ

て
此
の
習
俗
を
倣
ふ
。

是
れ
亦
朝
廷
の
恥
辱
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
，
請
ふ
法
司
に
命
じ
、

一
み、摘
發
し
て
誘
惑
罪
に
處
す

べ
く
，

一
骸
巫
覡
は
皆
城
外

へ
放
逐
し
，
活
人
署

へ
分
属
せ
し
め
，
都
下

へ
の
出
ん
を
谷
む
る
は
乃
ち
靦
宗
朝
の
定
規
だ
が
、
近
來
此
類

は
、
國
憲
に
由
ら
す
邪
設
で
煽
動
し
，
財
力
が
豊
富

に
な
る
か
ら
刷

に
城
内

に
住
宅
を
拵

へ
、
宴
飲
歌
舞
を
忌
憚
な
く
行
ふ
の
は

痛
心
に
堪

へ
ぬ
。
城
内

の
巫
覡
の
家
屋
は
殘
ら
す
破
壞
し
、
典
の
中
甚
し
き
者
は
遽
島

へ
流
す
べ
く
、
然
し
是
れ
等
の
處
置
は
皆

枝
葉
の
事
で
あ
る
か
ら
，
上
自
か
ら
常
然
御
注
意
あ
ら
せ
ら
れ
、
臓
禁

せ
ざ
る
べ
か
ら
亠9。
」
と
霄
上
し
た
。

乙
亥
に
憲
府
啓
し
，

妖
億
妖
巫
の
專
を
以
て
，
該
院
の
啓
奏
に
依
b
、
審
尚
す
べ
き
旨
を
本
府
に
命
せ
ら
れ
.
府
は
直
ち
に
審
査
し
た
所
、
城
内
に
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(鴎2
)

る
巫
女
家
の
處
置
は
，
本
府
の
管
轄

に
燧

せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
城
外
に
あ
る
寺
刹
は
府

の
行
政
區
域
外
で
あ
る
か
ら
.
特
に
貍
旨

を
奉
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
つ
た
が
、
願
ひ
に
依
b
允
許
さ
れ
た
。
(燃
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
肅
宗
朝

に
巫
を
城
外

へ
黙
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，廴

 
 
 
 

(脳
)

 
粛
宗
四
十
六
年
庚
子

正
月
壬
辰
に
.
冊
子
ば
大
臣
以
下
諸
員
を
引
見
せ
ら
れ
た

が
，
持
李
洪
龍
祚
言
上
し
、「
閃
閻

の
間
に
巫
の

妖
行
盛

に
な
つ
て
.
風
俗
ほ
壌
亂
さ
れ
財
庵
を
浪
費
す
る
か
ら
，
漢
城
府

に
介
じ
巫
女
の
城
内

に
あ
る
者
を
皆
城
外

へ
駈
迩
せ
し

め
た

い
」
と
云
ふ
た
が
，
太
子
は
從
は
れ
た
。
(燃
ノ

 
肅
宗
四
十
六
年
庚
子

二
月
辛
丑
に
、
右
議
政
李
健
命
は
、
巫
女
放
逐
令
の
撤
廢
を
湊
誌
し
た
。
是
れ
よ
b
前
妖
巫
は
閏
閻
に
横

行
し
て
民
の
風
俗
は
日

に
腐
敗
す
る
か
ら
.
薹
閣
は
餮
典

に
依
り
放
逐
方
を
願
ひ
上
げ
、
漢
城
府
は
既

に
逐
出
し
仕
舞
つ
た
が
.
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(582

)
一
七

八

○

年

(682

)
一
八

一
五

年

.

大
臣
と
し
て
瓮

々
勵
行

せ
し
む
る
と
は
思
は
す
、
却
つ
て
彼
等
を
呼
入
れ
、
助
長
に
汲
々
と
し
て
ゐ
た
か
ら
，

一
峙
は
皆
の
笑
柄

に
な

つ
て
ゐ
た
。
(灘
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊦
 
正
宗
朝

に
巫
を
城
外

へ
窯
《

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
(鴎2
)

 
正
宗
四
年
九
月
己
亥

に
.
査
講

へ
臨
御
せ
ら
れ
、
戸
曹
判
書
金
華
鎭
は
，「
京
城
の
巫
女
は
婁
に
江
外

へ
逐
出
さ
れ
た
か
ら
，
巫

税
は
該
邑
よ
り
徴
納
せ
し
め
た
い
」
と
言
つ
た
が
、
王
は
之
に
從
は
れ
た
。
(
賓録
)

 
正
宗
九
年
乙
巳
に
，
大
典
通
編

に
京
城
の
巫
な
は
江
外

へ
逑
出
さ
れ
た
と
云
つ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊦
 
純
宗
朝

に
巫
を
城
外

へ
遂
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 

(麟
)

 
純

宗
十
五
年
 
巫
現
を
城
外

へ
駈
逐
し
た
。
(鯲
)
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(782
)
一
四

三

三
年

(882
)
一
四

七

一
年

(
982
)
一
四
九

〇
年

朝

鮮

の

巫

俗

四

凹
三

巫

覡

の

術

法

禁

聴

載

李

能

和

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D

空
 
 

 

唱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
(絣
)

 

世
宗
十
八
年
庚
辰
夏
四
月
丁
丑
に
.
三
公
黄
喜
.
…他
潤
徳
.
盧
閣
專
を
召
さ
れ
，
御
前
會
議

が
あ
つ
た
。
其
の

一
に
、「
今
司
憲

府
よ
b
引
致
審
査
中
の
妖
巫
七
人
は
，
鬼
帥
を
使
つ
て
杢
中
に
唱

へ
し
む
れ
ば
.
人
の
語
り
に
似

て
人
を
し
て
眩
惑
に
導
く
か
ら

當
然
絞
罪
に
處
す

べ
き
も
の
だ
」
云

々
。
(燃
)

 
 
(嬲
)

 
成
宗

二
年
辛
卯
五
月
己
酉
に
.
大
司
憲
韓
致
亨
等
は
上
跣
し

「
巫
覡
の
行
爲
に
空
唱
を
以
て
靈
を
示
さ
る
者
あ
る
と
は
實
に
驚

く

べ
き
程
の
妖
誕
だ
」
と
云
つ
た
。
(實録
)

 
成
宗
三
年
壬
辰
春
正
月
庚
子
に
.
司
憲
府
は
啓
し

「淫
祀
を
禁
す
る
條
令
の

一
、
察
唱
の
巫
覡
は
甚
だ
し
く
人
を
惑
は
し
む
る

か
ら
.
其
の
信
從
す
る
者
は
罰
す
べ
き
だ
」
と
云
つ
た
が
，
九
年
戊
戌
春
正
月
庚
寅
に
.
司
憲
府

へ
教

へ
ら
れ
、「
空
唱

の
巫
覡
を

信
響

る
者
は
、
既
に
命
じ
て
禁
斷
せ
し
め
た
が
.
有
司
は
勵
行
を
綏
め
一し
ゐ
る
磐

か
室

衾

は
嚴
禁
す
べ
し
晶

)

 
成
宗
二
十

一
年
庚
戌

八
月
乙
酉
に
、
兵
曹
判
書
李
克
壊
は

「
今
番
上
た
る
忠
清
道
報
恩
郡
正
兵
金
永
山
は
妖
言
を
以
て
民
衆
を

惑
は
し
め
.
都
中
の
士

女
は
爭
つ
て
ト
ひ
.
到
る
處
に
羣
集
を
な
ず
」
と
云
つ
把
が
。
傳

へ
る
に

「
其
の
妖
言
は
如
何
」
と
云
は

一一78(255)一
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れ
、
克
燉
は
「
紳
は
空
中
に
あ
つ
て
能
く
經
過
の
事
を
云
ふ
と
稱
す
る
か
ら
.
士
女
は
迷
信
せ
ぬ
者
は
な
い
」
と
云
つ
た
。
(嬾
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

物

騨

 

 

 

托

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 

(㎜
)

 
世
宗

二
十
六
年
癸
亥
秋
七
月
丁
未
に
，
議
政
府
は

「淫
祀
取
締

の
法
令
を
陳
べ
ら
れ
た
が
、
共
の

一
に
巫
女
等
は
.
或
は
古
今

絶
無
の
肺
と
稱
し
，
或
は
當
代
死
亡
せ
る
將
相
の
帥
と
稱

へ
、
別
に
紳
號
を
立
て
，
自
か
ら
己
に
帥
托
さ
れ
た
と
謂
ひ
.
妖
言
を

以
て
民
衆
を
惑
し
む
る
者
は
、
妖
言
妖
書
律

に
依
つ
て
處
置
す

べ
き
だ
」
と
云
つ
た
。
(嬾
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

助

掛
 

 

 

鏡

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
 

(劉
)

 
燕
山
君
九
年
癸
亥
春

二
月
甲
子
に
，
經
筵
に
臨
御
せ
ち
れ
た
，
持
準
権
憲
は
啓
し

「
國
巫
歪
非
は
元
よ
ら
多
術
な
る
者
で
、
鏡

を
室
の
中
に
掛
け
，
紳
は
其
の
中

に
あ
る
と
云
ふ
が
人
が
見
た
者
は
な
い
」
と
云
つ
た
。
へ
贓
融
対
)

 
 
(292
)

 
李
灘
星
湖
僂
読
に

「田
舍

の
巫
は
萬
明
帥

を

崇
奉
し
て
人
民

に
疾
苦
あ
ら
ば
所
藤
を
す
る
，
或
は
萬
明

は

新
羅
金
庚
信
の
母

が
、
野
合
し
て
舒
玄
の
處

へ
往
つ
た
者
と
云
つ
て
，
漿
拜
す
る
者
は
必
ら
す
大
鏡
を
備

へ
て
置
く
が
、
鏡
は
橢
圓
形
に
限
る
と
は

恐
く
新
羅
の
習
俗
で
あ
ら
う
。

 

(392
)

 
李
圭
景
五
洲
衍
文
に
、
金
庚
信
の
母
は
萬
明
帥
に
な
つ
だ
と
て
、
今
の
巫
女
は
萬
明
と
稱
し
祀
ひ
を
し
，
祕
祠

に
銅
の
厠
鏡
を

掛
け
.
明
圖
と
云
つ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

の

呪

 

 

 

文

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
(492
)

 
燕
山
君
九
年
二
月
甲
子
に
，
經
筵
成
ら
せ
ら
る
や
，
持
牛
搬
憲
は

「
國
巫
奮
非
は
呪
術
に
長
じ
.
鍮
器
を
持
つ
て
飯
佛
の
器
と

云
ひ
，
叉
態

呪
文
を
以
て
民
衆
を
惑
は
し
む
る
」
と
。
(燕
山
君

日
記

)

一79(254)一



(
592
)
 

五

一
五
年

一

 
(592
)

 
中
宗
十
年
乙
亥
闘
四
月
乙
亥
に
.
弘
文
舘
副
提
學
申
鐺
は
上
剳
し

「
曩
に
即
日
移
御
せ
ら
れ
、
事
甚
だ
蒼
黄
と
し
て
ゐ
る
.
官

禁
の
秘
密
な
の
で
共
の
事
由
は
知
り
難

い
が
、
警
巫
を
以
て
所
禝
を
し
、
呪
文
を
”
て
怖
厭
せ
し
む
る
，
其
れ
に
依
つ
て
推
究
せ

ぱ
、
禁
申
に
必
ら
す
や
妖
恠
の
事
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
コ

(鰕
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

ト
 

 
 

筮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
太
宗
朝
、
李
叔
蕃
と
漆
原
府
院
君
尹
子
當
と
は
、
同
母
異
父
で
あ
つ
た
。
子
當
の
母
南
氏
は
少
年
寡
婦
と
し
咸
陽
に
居
り
，
子

當
七
歳

の
時
巫
家
に
蓮

れ
往
き
蓮
命
を
ト
つ
た
が
，
巫
は

「憂
ふ
る
勿
れ
，
此
の
兒
の
人
相
を
見
る
に
，
後
日
必
ら
す
や
弟
の
力

を
か
り
て
顯
逹
す
る
で
あ
ら
う
」
と
云
つ
た
。
南
氏
は

「
寡
婦
の
子
で
.
焉
ぞ
弟
が
あ
ら
う
か
」
と
云
つ
た
が
，
後
李
家
に
再
嫁

し
て
子
を
産
ん
だ
、
是
れ
即
ち
叔
蕃
で
あ
る
。
子
當
は
公
の
力
に
因
つ
て
勳
封
に
贏
せ
ら
れ
た
。
(傭
齋
叢
話
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊦

米
 

の
 

ト
 

ひ

葎

響

藷

全
貰

巫
姦

米
條
に
・
我
東
の
麥

は
・
梟

を
盤
の
中

へ
盛
り
上
げ
・
其
の
米
を
少
許
撮
み
投
げ
散
し
・

口
で
は
呪
文
を
暗
誦
し
な
が
ら
.
指
先
で
は
米
を
辨

へ
、
以
て
吉
凶
を
知
る
と
云
ふ
。
此
の
風
俗
の
由
來
は
，
遼

の
史
書
を
考
査

す
る
に

「
元
朝
の
日
穂

間
に
於

い
て
米
團
を
投
げ
.
奇
數
を
得
れ
ば
不
利
に
な
る
」
と
云
は
れ
た
が
.
米
團
と
は
粉
團
の
類
で
は

な
か
ら
う
か
。

 
李
圭
景

ハ鯔
囃
)
五
洲
衍
文
，
米
緡
下
…辨
證
詭
に

「
今
の
巫
覡
の
擲
米
を
す
る
は
、
即
ち
楚
梢

の
遣
俗
で
あ
る
，
叉
顧
亭
林
日
知

録
を
按
す
る
に
.
詩
の
粟
を
握
b
ト
ひ
す
る
の
を
引
い
て
、
昔
は
錢
を
巌
く
用
ひ
す
，
詩
犇
に
も
貨
錢
の
用
語
が
な
い
、
ト
ひ
す

る
者
は
又
粟
を
用
ゐ
る
。
漢
の
初
め
に
も
そ
う
で
あ
つ
た
。
史
記
月
者
傅

に
ト
ひ
を
し
て
，
不
審
の
點
が
あ
れ
ば
楕
を
奪
ひ
，
又

一80(253)一
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米
巫
と
の
文
句
が
あ
る
が
、
則
ち
巫
は
米
を
受
け
て
ト
ひ
を
す
る
と
の
事
で
あ
る
。
今
巫
覡

に
米
を
給
し
て
ト
筮
を
す
る
は
，
古

俗
よ
b
出
で
た
で
あ
ら
う
が
、
撮
米
撤
米
を
し
て
吉
凶
を
考
究
す
る
と
は
、
そ
れ
が
何
れ
の
時
代
か
ら
始
ま
つ
た
か
は
詳
で
な
い
。

鷺
江
(
鷺
梁
潭
ば
瓜

覡
居
住
地

)
李
夢
曦
昊
榮
は
、
甞

つ
て
米
巫
ト
を
箸
逑
し
「
楚
稽

の
遣
俗
に
、米
の
單
，
雙
・
縱
，
横
を
以
て
占
を
し
た
と
云

ふ
が
、
米
の
單
、
雙
。
縱
、横
は
亦
陰
陽
奇
偶
の
理
で
、
遼
及
び
麗
の
時
代
か
ら
簿

へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
遼
史
に
依
れ
ば
正
朝
の

日
に
聰

間
に
於
い
て
米
を
擲
ち
，
奇
數
を
得
れ
ば
不
吉
だ
と
(米
幽
に
即
ち
來
の
米
團
で
あ
る
か
ら

奇
數
な
ら
不
古
た
と
云
つ
た
ら
し
い
)云
つ
て
，
麗
代
よ
b
傳

へ
ら
れ
た
風

俗
だ
と
云
つ
て
ゐ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

物

巫
 

 

 

卜

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
(792
)

 
李
暉

光
芝
峯
類
諡
に

「李
二
粗
長
坤
は
、
燕
山
君
時
代
に
弘
文
舘
校
理
で
亡
命
と
な
り
、
常

に
隔
日

一
度
は
家
に
來
て
其
の
夫

人
に
遇

つ
て
去
つ
た
。
或
日
に
家

へ
往

つ
た
が
、
天
が
明
る
い
か
ら
入
る
事
能
は
す
，
家
の
後
の
竹
林
に
隱
れ
て
を
つ
た
。
夫
人

は
時
期

に
な
つ
て
も
見

へ
な
い
か
ら
，
或

は

死
に
は
せ
ぬ
か
と
疑
ひ
，
巫

を

呼
ん
で
ト
ひ
を
し
た
が
、
巫
は

「
決
し
て
死
な
な

い
、
影

は
庭
の
中
に
あ

る
」
と
云
つ
た
。
公
は
聞
き
自
後
は
家

に
歸
ら
な
か
つ
た
。
晩
年
に
至
b
常

に
巫
は
虚
妄
な
る
者
で
は
な

い
と
云

つ
た
L。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

④

栲

栲

に

翻

く

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(㎜
)

 
李
圭
景
ヂ
洲
衍
文

に

「
今
の
女
巫
は
祕
を
新
る
に
，
箸
を
以
て
拷
姥
面
に
霊
き
，
共

の
節

に
依
つ
て
唱
曲
を
す
る
が
、
是
れ
は

女
眞
の
風
俗
よ
b
出
で
た
の
で
あ
る
。
清
乾
隆
朝
編
禮
器
圃

に
.
宴
饗

の
時
樂
節
を
舞

ふ
と
云
ひ
、
牽
朝
に
も
殿
庭
用
の
節
を
制

作
す
る
に
.
竹
を
編
ん

で
形
は
箕
の
如
く
に
し
，
節
樂
を
持
つ
て
踊
つ
た
の
だ
が
，
女
眞
は
北
關
と
接
近
し
て
ゐ
た
か
ら
，
其
の

一81(252)



習
俗
が
傳

へ
ら
れ
た
の

で
あ
ら
う
」
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鋤

接
 

 
盤
 

.
法

 
李
圭
景
五
洲
衍
文
に
依
れ
ば

「
夫
堅
志
に
薙
城
二
郎
が
死
し
歛
襲
を
し
た
後
、
家
人

は
俚
俗
法

を

用
ひ
焚
所
の
前
で
次
を
旆

ひ
、
甑
を
以
て
掩
ふ
て
死
人
の
讎
向
を
試
み
ん
と
て
.
早
朝
に
行
は
れ
た
が
，
二
鵝
の
足
跡

が
明
か
に
次
上
に
印
さ
れ
た
の
で
，

則
ち
接
熟
論
は
是
れ
だ
」
と
云
つ
た
。
朝
鮮
で
は
俗
稱
返
魂

で
あ
る
。
 
一
體
接
散
…は
其
の
意
義
不
明
た
が
，
儲
泳
独
疑
詭
に

「
人

が
若

し
某
日
に
死
ぬ
る
は
，
則
ち
某
日
の
無
氣
を
受
く
る
の
だ
」
と
。
陰
陽
術
家
に

「雌
無
雄
熬

の
當

る
當
ら
ぬ
と
の
論
が
あ

る
.
雌
熟
に
當
れ
ば
、

死
者
の
右
足
鉗
ぢ
て
左
に
向
ひ
，
雄
無

に
常
れ
ば
死
者

の
左
足
鉗
ぢ
て
宕
に
向
ひ
，
雌
雄
熬
に
當
れ
ば
左

右
の
足
皆
鉗
享

相
向
ひ
，
常
ら
浸

左
右
の
足
は
皆
外
へ
向
ひ
讐

な
い
」
と
は
，

一
つ
の
驚
異
と
云
ふ
べ
き
か
。

露

幾

媛

騰
燗
爰

云
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゆ

蹈
 

 

匁
 

 

舞

五
洲
衍
吝

「
巫
は
襞

と
雖
ど
も
，
古
衾

以
て
其
の
優
劣
を
塗

れ
ば
，
荊
楚
呉
越
の
巫
は
大
巫
で
あ
る
，

(糊
證

皴

難

韈

鐃

れ
)
蹙

水
盆
を
附
け
る
と
か
.
利
刄
を
水
盆
量

て
，
共
の
上
躄

踏
を
す
る
と
は
(鷺

驫

蘿

嚇
霧

瀞

劔
懸

娯

燵

齠

雛

濃

霊

瘉

盟

砌
帥
梦

跡
)
或
は
轟

に
依
つ
異

の
術
法
を
誇
る
の
で
あ
ら
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

叫

降

紳

の

術

法

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
天
俔
録
に

「
宋
象
仁
は
性
質
本
よ
り
剛
正
に
し
て
平
生
に
巫
覡
を
悟
み
、
彼
等
は
鬼
紳
を
假
托
し
て
民
衆
を
欺
懣
し
，
禧
…耽
と

云
つ
て
淫
祀
を
す
る
，
人
の
財
力
を
費
さ
し
め
る
は
、
共
の
幾
何
か
知
ら
な
い
が
，
實
は
皆
盧
妄
で
あ
る
。
如
何
に
す
れ
ば
，
此
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の
輩
を
珊
間
か
ら
驪
除

し
得
よ
う
か
と
常
に
云
つ
て
い
た
が
、
南
原
府
使
に
な
つ
て
は
、
命
令
を
下
さ
れ
.
若
し
巫
覡
と
し
發
見

さ
れ
た
ら
.
直
ち
に
杖
殺
し
て

一
人
も
許

さ
ぬ
秡
り
だ
か
ら
，
郡
内

一
般
の
者

に
知
ら
せ
よ
と
云
つ
た
。
巫
覡
等
は
聞
き
皆
恐
れ

て

一
時

に
他
郡

へ
逃
避

し
た
の
で
あ
つ
た
。
宋
公
は
吾
れ
の
郡
に
は
夏
に

}
人
の
巫
も
居
な
い
だ
ら
う
と
自
慢
し
て
ゐ
た
。
或
日

廣
漢
棋

に
登
つ
て

】
人

の
女
人
が
馬
に
乘
つ
て
缶
を
載
せ
て
行
く
の
を
見
た

が
、
確

に
巫
女
ら
し
か

つ
た
の
で
，
置
ち
に
人
を
使

ひ
捕

へ
來
り
。
汝
は
巫
女
で
あ
る
か
と
問
ふ
と
，
然
り
と
答

へ
た
。
叉
汝
は
官
か
ら
發
布
さ
れ
た
命
令
を
聞
か
な
か
つ
た
か
、
お

聞
き
し
た
と
云
つ
た
。
汝
は
死
を
怖
が
ら
な
い
か
焉
ぞ
依
然
と
し
て
此
の
郡
内
に
居
殘
つ
て
ゐ
る
か
、
巫
は
拜
告
し
巫
に
も
舅
と

假
と
が
あ
る
，
假
巫
な
ら
誅
滅
し
て
も
宜
い
が
，
眞
巫
は
排
斥
す

べ
き
も
の
で
は
な
い
，
官
の
殿
禁
す
る
と
は
假
巫
の
事
を
謂
ふ

の
で
、
決
つ
し
て
箕
巫

の
事
で
は
な
か
ら
う
.
小
人
は
眞
巫
で
あ
つ
て
.
官
が
殺
さ
な
い
事
を
知
b
安
心
し
て
移
住

せ
な
か
つ
た

と
云
つ
た
。
公
は
如
何

に
し
て
眞
巫
と
云
ふ

べ
き
か
と
云
ふ
と
.
巫
は
願
は
く
は
今
試
し
て
若
し
虚

再
だ
つ
た
ら
死
に
處
せ
ら
れ

で
も
宜

い
と
云
つ
た
。

公
は
汝
能
く
鬼
帥
を
使

へ
る
か
、
然
り
、
公
の
親
友
の
中
で
近
頃
死
な
れ
た
者
な
ら
徇
ほ
宜
し
い
、
公
は

吾
に
死
友
が
あ
つ
た
、
即
ち
京
中
業
官
業
氏
で
あ
る
，
汝
は
能
く
此
榊
を
招
致
し
得
る
か
。
其
れ
は
難
し
く
な
い
，
公
の
爲
め
に

呼
寄
せ

て
上
げ
る
が
、
數
器
の
優
と

】
壺
の
酒
が
要
る
と
云
つ
た
。
公
は
死
刑
は
重
大
な
る
珥
だ
か
ら

一
應
其
の
言
に
從
は
う
，

眞
假
を
試
驗
し
見
て
か
ら
處
決
し
て
も
宜
い
と
思
つ
て
，
命
じ
て
酒
催
を
給
輿
し
た
。
巫
は
又
請
ひ
公
の

】
枚
の
着
物
を
拜
受
し

で
紳
を
呼
び
た
い
が
、
指
定
の
帥
で
な
け
れ
ば
降
ら
な
い
と
云
つ
た
。
公
ば
古
い
着
物

一
枚
を
給
は
つ
た
。
巫
は
庭
の
中

へ
座
席

を
設
け
，

U
膳
の
酒
肴
を
備

へ
、
身
に
は
給
與
さ
れ
た
者
物
を
着
用
し
、
空

に
向
つ
て
鈴
を
鳴
ら
し
，
多
く
佐
語
を
使
つ
て
祕
の

來
臨
を
請
ふ
た
が
少
許
あ
つ
て
.
巫
は
吾
來
り
吾
來
b
と
云
ひ
、
公
に
向

つ
て
先

が
幽
明
に
別
れ
た
悲
み
を
語
り
、
仍
つ
て

】
生
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涯
の
間
の
交
情
を
叙
詮

し
た
が
、
竹
馬
遊
戯
時
代
の
事
か
ら
始
ま
つ
て
.
同
愡
時
代
の
事
、
文
官
試
驗
揚

へ
赴
き
し
事
，
及
び
官

途
に
登

つ
℃
共
に
政
事

に
奔
定
し
た
状
況
，
並
に
心
肝
相
照
ら
し
膠
漆
相
離
れ
ざ
る
の
情
態
を
歴

々
と
開
陳
し
た
が
.
毫
も
違
ふ

所
な
く
、
殊

に
此
の
友

人
た
け
知
つ
て
，
他
人
は
全
く
知
ら
な
い
事
蓬
云
ひ
出
さ
れ
た
の
で
.
公
は
之
を
聞
き
覺

へ
す
流
涕
し
て

悲
痛
に
堪

へ
す
、
鳴
呼
吾
が
友
の
精
魂
が
果
し
て
來
た
か
と
云
つ
て
，
命
じ
て
美
酒
佳
肴
を
進
め
、
款
待
し
て
別
れ
て
往
つ
た
。

公
は
歟

じ
て
吾
は
今
始

め
て
巫
覡
の
奸
僞
で
な
い
事
が
解
つ
た
と
云
ひ
，
更
に
其
の
巫
に
賞
與
し
、
禁
巫
の
令
を
取
消
さ
れ
た
L
。

 
又
天
俔
録
に
依
れ
ば
， 
「
背
に

一
人
の
名
宰
相
が
あ
つ
た
が
，
承
旨
の
時
代
，
早
朝
宮
闕

へ
趣
か
ん
と
し
衣
冠
を
整

へ
，
將

に

出
で
よ
う
と
し
た
が
、
餘
り
早
か
つ
た
の
で
，
枕
に
倚
つ
て
假
寐
を
し
た
。
夢

に
乘
馬
を
し
て
恭
内
の
途
に
出
で
.
把
子
橋
の
前

に
至
り
，
其
の
母
親
が
獨
り
徒
歩
し
て
來
る
の
を
見
て
，
宰
相
は
驚
き
馬
か
ら
下
り
.
母
親
は
何
故
轎
に
乘
ら
な
い
で
徒
歩

で
來

ら
れ
る
か
と
云
つ
た
が
、
母
は
吾
は
彼
の
世
の
人
で
.
此
の
世
に
ゐ
た
時
と
は
違
ふ
か
ら
で
あ
る
と
云
ば
れ
た
。
宰
相
は
今
何
處

へ
往
か
れ
る
か
と
問
ふ
と
.
母
は
龍
山
江
の
上
に
吾
の
奴
隷
の
家
が
あ
る
が
，
冷
紳
祀
を
設
け
ら
れ
た
の
で
，
其
れ
を
享
け
ん
が

爲
め
に
往
く
と
の
答

へ
で
あ
つ
た
。
宰
相
は
家
に
も
週
年
祭
及
び
四
季
の
祭
が
あ
り
，
且
つ
節
句
と
か
朔
望
と
か
の
茶
禮
が
あ
る

の
に
.

母
親
は
ど
う
し

て
奴
家
の
紳
祀
を
享
け
ん
と
す
る
か
、
母
は
祭
祀
は
あ
る
と
雖
ど
も
，
祕
迸
を
電
要
靦
せ
な
い
，
獨
b
巫

人
が
紳
祀
を
厚
く
す
る
か
ら
，
若
し
聊
祀
で
な
け
れ
ば
，
魂
盛
は

一
飽
を
得
る
途
が
な
い
と
云
つ
て
，
惚
忙
と
別
れ
を
し
て
飄
然

と
去

つ
セ
。
宰
相
は
驚
き
目
を
醒
ま
し
た
が
、
記
憶
は
明
か
で
あ
つ
た
か
ら
、
直
ち
に

一
人
の
下
男
に
命
じ
て
，
早
速
龍
山
の
奴

家

へ
往
つ
て
状
況
を
見

て
來
報
せ
よ
と
云
つ
て
待
つ
て
ゐ
霍
、
少
許
あ
つ
て
下
男
は
戻
つ
て
來
た
が
.
極
塞
の
時
だ
か
ら
先
仁
焚

所

へ
入

つ
て
火
に
當
つ
て
ゐ
た
。
傍
に
居
合
せ
た
者
は
、
酒
の
御
馳
走

に
な
つ
た
か
と
聞
く
と
，
下
男
は
其
の
家
で
大
に
神
祀
を
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張
り
、
巫
の
云
ふ
に
は
我
主
家
の
老
夫
人
紳
は
自
己
に
降
ら
れ
た
と
て
、
吾
の
來
た
事
を
聞
く
や
是
れ
は
以
前
よ
り
吾
家
は
使
は

れ
た
者

だ
と
云
は
れ
、
大
盃
の
酒
と

一
器
の
儂
と
を
賜
は
つ
た
。
且
つ
來
る
時
吾
子
と
把
子
橋
の
前

で
出
遏
つ
た
と
云
は
れ
た
。

宰
相
は
室
の
中
で
此
の
話
を
聞
く
や
，
畳

へ
す
大
聲
で
哭
き
出
さ
れ
、
更
に
下
男
か
ら
の
詳
細
の
報
告
を
聞
き
，
愈
々
自
分
の
母

の
事
に
疑
ひ
無
き
を
確
め
，
巫
母
を
呼
入
れ
盛
大
に
祕
祀
を
設
け
、
以
て
共
の
母
親
を
饗
應
せ
し
め
、
仍
つ
て
四
季
毎

に
帥
祀
を

行
は
し

め
た
L
と
云
は
れ
た
が
.
是
れ
乃
ち
崔
有
源
の
事
だ
と
磚

へ
ら
れ
る
。

 
(992
)

 
柳
夢
寅
の
於
于
野
談

に
依
れ
ば

「
高
敬
命
が
淳
昌
郡
守
に
な
つ
て
，
億
染
病

に
罹
つ
て
死
ん
だ
が
，
髏
温

が
少
し
も
冷
却
せ
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(oo3
)

か
つ
た
か
ら
，
歛
襲
を

一
時
遉
慮
し
て
ゐ
る
と
，
忽
ち
夢
の
様
に
醒
め
て
云
ふ
に
は
，
余
は
或
使
者
に
呼
ば
れ
て
，
路
案
内
に
從

ひ
官
府

に
至
る
と
，
使
者
は
内

に
入
つ
て
告
げ
た
，
官
の
人
は
呼
ば
れ
た
者
は
此
の
人
で
は
な
い
と
い
つ
て
直
ぐ
に
放
還
さ
れ
た

の
で
，
淳
昌
郡
に
入
る
と
，
路
傍
の
民
家

で
皷
の
音
が
す
る
、
使
者
は
此
の
家

へ
遣
入

つ
て
暫
く
休
憩
し
、
酒
食
を
求
め
て
行
か

う
と
云

ふ
の
で
.
敬
命
も
其
の
家

へ
遘
入

つ
た
が
.
巫
ば
我
郡
守
楼

が
來
臨
さ
れ
た
と
云
つ
て
，
上
座

へ
迎

へ
御
馳
走
を
し
た
。

そ
こ
で
使
者
と
共

に
醉

ふ
て
歸

つ
た
と
云
つ
た
。
直
ぐ
に
人
を
使
つ
て
路
傍
の
家
を
見
さ
せ
た
が
.
榊
祀
は
未
だ
止
め
な
い
し
，

且

つ
巫
に
問
ふ
て
見
る
と
、
全
く
其
の
通
り
の
話
で
あ
つ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

蠍

裼

を

亡

魂

に

下

す

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
李
覆
星
湖
儲
設
に

「昔
，
官
司
の
巫
は
、
凡
そ
喪
事
の
時
巫
降
の
禮
を
掌
る
。
註
に
降
は
下
す
の
で
巫
の
下
艸
の
禮
に
 
死
し

て
歛
襲

の
後
巫
に
就
き
揚
を
下
す
が
、
其
の
遣
嘘
は
恐
ら
く
聖
人
の
教

へ
で
は
な
か
ら
う
。
余
は
宜
く
見
た
が
、
村
巫
は
歌
舞
を

以
て
魂
を
招
き
亡
魂
の
語
b
を
眞
似
し
て
、
愚
俗
を
誘
引
し
財
を
費
さ
し
む
ゐ
は
、
國
法
に
依
つ
て
禁
す

べ
き
で
あ
る
の
に
、
焉
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ぞ
反

つ
て
經
訓
と
し
て
著
は
す
か
。
又
見
る
に
國
の
風
俗
は
鬼
聊
を
好
み
。
萬
明
に
纂
ふ
る
が
、
則
ち
金
庚
信
の
母
で
あ
つ
て
必

ら
す
や
中
凸
形
の
大
鏡

を
掛
く
。
叉
王
祕
と
は
首
露
王
を
指
す
の
で
.
王
は
最
も
鰻
異
な
る
祕
で
あ
る
か
ら
で
あ
ら
う
帥
に
專
ふ

る
者
は
必
ら
や
搦
翼
衣
を
着
用
す
す
る
が
，
搦
翼
と
は
今
の
武
士
の
服
で
、
鏡
と
衣
と
は
其
の
當
時
の
制
度

で
あ
つ
て
.
今
に
傳

へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

一
四
 
巫

蠱

(詛
 

 
呪
)

 
巫
藍
詛
呪
の
事
を
朝
鮮
語

で
は
方
子

(幣
§
αq
O
ぎ
)
と
云
ふ
が
、
釋
義
に
訓
呪
と
は
即
ち
巫
蠱
で
あ
つ
た
。
巫
蠱
と
は
漢
書

の

釋
義
に
見

へ
て
ゐ
る
が
、
女
は
能
く
無
形
に
事

へ
、
舞
を
以
て
降
聯
を
す
る
の
を
巫
と
云
ひ
，
左
迸
を
以
て
政
を
亂
し
人
を
惑
は

し
む

る
の
を
蠱
と
云
つ
た
。
漢
武
帝
の
時
代
宮
中
に
巫
蠱
の
事
變
が
あ
つ
た
。
叉
高
麗
忠
烈
王
の
時
代
に
人
は
巫
蠱
の
尊
を
以
て

元
公

主
に
密
告
し
、
大
官
金
方
慶
は
寃
屈
の
刑
を
受
け
た
が
、
事
實
無
き
を
”
て
終
に
辨
明
さ
れ
た
。
李
朝
列
王
の
朝
に
も
、
宮

中
に
亦
た
巫
癰
の
事
變

が
彡
か
つ
た
が
，
何
時
も
黨
爭
の
具
に
利
用
さ
れ
て
ゐ
た
。
又
閭
巷
民
衆
に
も
常
に
詛
呪
の
事
が
あ
つ
て

大
概
は
女
巫
階
級
の
な
さ
れ
た
事
と
な
つ
て
ゐ
た
。
張
維
谿
谷
謾
笨
に

「
訓
呪
の
こ
と
そ
の
來
歴
久
遽
な
り
.
唐
孔
氏
は
殃
咎
を

加

へ
て
事
を
帥
に
請
ふ
を
詛
と
云
ひ
、
言
を
以
て
祕

に
告
ぐ
る
を
祀
と
謂
ふ
」
と
云
つ
た
。蓋
し
人
を
怨
む
こ
と
夷
し
い
の
で
、
祕

に
告
げ
て
殃
咎
を
加

へ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

霤
簿
に

「
厥
の
心
怨
み
、

厥
の
口
訓
ふ
」

と
云
ひ
.

詩
傳
に
「
比
の
三
物
を
出

し
以
て
爾
を
詛
ふ
」
と

云
つ
て
ゐ
る
。齊
景
公
は
病
氣
に
罹
b
容
易
に
癒
ら
な
い
か
ら
、
景
公
は
巫
祀
の
固
史
囂
を
誅
せ
ん
と
し
た

が
、
晏
子
は
人
民
は
病

に
苦
み
、
夫
婦
は
皆
詛

つ
て
善
祀
と
雖
と
も
貴
億
兆
人
の
訊
を
勝

つ
か
と
云
つ
た
。
漢
の
武
帝
の
宮
中
に
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(203

)
一
五

二
七

年

(303

)
一
五

三

二
年

は
既
に
巫
蠱
の
事
變
が
あ
り
、
宋
の
元
凶
邵
は
殿
巫
道
育
と
共
に
巫
蠱
を
な
し
、
玉
を
以
て
宋
王
の
像
を
拵

へ
宮
中
に
埋
め
た
。

唐
の
呂

用
之
は
銅
人
を
作
り
，
其
周
に
釘
を
打
ち
，
高
駢
の
姓
名
を
轡
い
て
埋
め
た
と
云
ふ
。
其
の
外
民
間
に
於
け
る
厭
勝
，
禁

呪
の
術
と
し
て
小
設
に
見

へ
た
る
も
の
，

一
々
あ
げ
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
我
東
に
も
此
の
風
俗
は
盛
に
行
は
れ
て
民
家
の
妻

妾
の
間

に
略
怨
恨
が
あ
れ
ば
、
鳥
獸
及
び
臠
骨
、
偶
人
等
を
用
ひ
、
法
例
に
依
り
墻
、
屋
、
竈
.
突
に
埋
葬
し
，
人
を
し
て
病
に
罹

つ
て
往

々
死
に
至
ら
し
む

る
事
も
あ
り
、
或
は
他
人
に
病
毒
が
傅
染
せ
し
め
事
畿
覺
し
て
死
に
蓮
坐
す
る
者
も
相
繼
ぐ
の
で
あ
つ

た
。
巫
覡
の
詛
呪
を
浪
.治

す
る
と
は
，
人
家

に
這
人
つ
て
先
づ
凶
物
の
あ
る
處
を
ト
知
し
て
發
掘
す
る
、
又
其
の
犯
人
を
云
ふ
て

或
は
當

る
か
、
當
ら
な

い
事
も
多

い
。
余
は
礁
つ
て
華
人
朱
佐
に
逢
ふ
て
亥
那
に
も
こ
う
云
ふ
事
が
多
い
と
聞

い
た
が
、
法
理
に

依
つ
て
解
け
ば
反
つ
て
犯
人
に
常
ら
し
む
る
と
云
は
れ
た
の
で
.
余
は
共
の
法
例
を
質
し
た
か
つ
た
が
、
彼
れ
は
此

の
法
を
他
人

に
敷

へ
た
ら
自
己
に
は
鰻
驗
か
な
い
と
云
つ
て
終
に
云
は
な
か
つ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D
 
中
宗
時
代
宮
中

の
巫
疉
(灼
鼠
の
獄
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 

(30
)

 
李
肯
翊
燃
藜
室
記
述
.
中
宗
朝
放
事
記
述
，
朴
敬
嬪
輻
坡
君
の
獄
條

に

「
庚
寅
に
敬
嬪
朴
氏
は
其
の
子
幅
城
君
嶋
と
共

に
、
廡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(230
)

人
に
廢

せ
ら
れ
並
に
徇
州

の
郷
里

へ
譎
居
し
た
と
。
初
め
丁
亥
二
月
二
十
六
日
に
、
束
宮
の
亥
の
方
に

一
匹
の
燒
鼠
と
木
札
に
字

を
記
し

て
掛
け
た
。
.疋
の
時
仁
廟
は
東
宮
に
あ
ら
せ
ら
れ
，
亥
の
年
に
生
れ
て
二
月
二
十
日
は
誕
生
日
で
あ
つ
た
。
亥
に
即
ち
猪

で
，
鼠

に
似
て
る
か
ら
.
東
宮
の
爲
め
の
訓
呪
と
の
詐
判
で
あ
つ
た
，
宮
中
は
朴
嬪
の
所
爲
と
指
さ
れ
。
其
の
侍
女
及
び
唐
城
尉

洪
礪
の
奴
僕
は
多
萩

殺

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
(黨
籍
補

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3
)

 
仁
廟

は
至
誠
の
孝
子
で
あ
つ
た
が
，
文
定
王
后
は
少
し
も
愛
謎
せ
な
か
つ
た
。
壬
辰

に
束
宮
の
近
處

に
燵
鼠

の
詛
呪
が
あ
り
.

e87(246)一
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403
)
 

五
三
五
年

且
つ
偶
像
を
作
り
、
木
牌

に
不
道
な
る
言
を
現
は
し
た
か
ら
.
嫌
疑
者
を
引
致
審
問
し
た
が
、
嬢
の
所
爲
と
判
明
し
、
朴
嬪
及
び

幅
城
君

嵋
は
死
刑
に
處
せ
ら
れ
.
兩
翕
素
は
庶
人
に
降
下
さ
托
た
。
唐
城
尉
洪
礪
は
杖
殺
さ
れ
、
光
川
尉
金
仁
慶
は
外
方

へ
竄
逐

さ
れ
た
。
左
議
政
沈
貞

は
朴
嬪
と
の
聯
絡
が
あ
る
と
て
死
刑
に
處
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
(轍
躙
}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勃
 

光
海
暑
時
代
宮
中
の
巫
疉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
(403
)

 
光
海
君
五
年
癸
丑
六
月
癸
卯
に
、
宮
禁
訓
呪

に
由
b
、
水
迹
介
は
訴
状
を
捧
げ
た
が
，
彼
れ
は
七
十
に
な
る
老
齡
の
國
巫
で
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(530
)

巫
女
に
引
か
れ
、
國
巫
金
悌
男
の
家
に
田
入
を
す
る
者
で
あ
つ
た
。
共

の
訴

へ
に

「
三
年
間
懿
仁
の
喪
に
服
し
た
。
朴
東
亮
は
，

嘗
つ
て
臣
が
裕
陵
を
咀
呪
し
た
と
疑
ひ
、
官

に
引
致
さ
れ
た
が
.
事
實
無
根

の
故
を
以
て
放
た
れ
た
の
で
，
宮
禁
咀
呪
の
事
は
知

る
筈
が
な

い
」
と
云
つ
た
o

 
壬
子

に
鞠
天
境
(高
威
に
饕
父
天
眞
の
女
で

あ
る
が
父
子
同
名
で
あ
る
)
は
刑
に
處
せ
ら
れ
た
。
乳
母
は
白
状
し

「
高
成
は
乳
母
の
家
を
假
托
し
て
.
大
君
(粃
嘲

獅
妹
胡
駄
罸
)
は
十

一
歳

に
當
然
王
に
な
ら
せ
ら
る
べ
し
と
.
典
の
後
再
三
往
來
し

て
大
君

の
邂
命
を
稱
揚
し
た
。
天
眞
は
叉
語
り

績
け
，

巫
女
六
七
人
と

}
緒
に
咀
呪
を
行
ひ
、
獄
に
あ
る
十

一
人
も
亦
業
坊
.
某
里
の
巫
女
で
皆
高
成
の
家
に
往
來
し
た
と
云
つ

た
。
〇
七
日
癸
亥
に
教

へ
を
以
て
巫
女
を
審
問
し
て
状
啓
せ
よ
と
云
は
れ
た
の
で
.
推
鞠
臆

は
啓
し

「
久
し
き
以
前
か
ら
巫
女
等

を
引
致
し
た
が
、
誰
の
所
爲
で
あ
る
か
は
其
の
發
見
に
苦
む
。
浹
城
剿
尹
朴
公
亮
、
活
人
署
提
調
南
珪
の
照
會
に
依
つ
て
も
、
未

だ
何
等

の
得
る
處
が
な
い
。

一
體
今
般
の
咀
呪
事
件
は
、
高
成
が
黄
金
李
非
を
云
ひ
出
さ
れ
霍
の
で
、
皆
の
巫
女
を
逮
捕
す
る
に

至
つ
た
と
」
云
々
(光
海
君

の
日
祀
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤
 
仁
組
時
代
宮
中
の
巫
疊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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(蹣
)

 
燃
黎
室
記
逋
，
仁
靦

朝
故
事
本
末
に

「
王
は
病

に
.罹
ら
れ
、
宮
中
に
巫
蠱
の
事
變
が
あ
つ
た
3
王
は

一
人
の
外
戚
重
臣
を
崔
鳴

吉
の
家

へ
遣
は
し

「
吾

の
病
氣
は
漸
次
況
電
に
陥
り
、
興
の
疑
は
し
き
點
は
既
に
暴
露
さ
れ
た
か
ら
，
止
を
得
す
將

に
外
庭

へ
.出

て
裁
決

せ
ん
、
卿
宜
し
く
諒
解
せ
よ
と
云
は
れ
た
が
，
蓋
し
王
は
頁
明
公
沌
を
疑
つ
た
の
で
あ
つ
た
 
鳴
盲
は

「
先
王
の
子
女
は

只
公
嶺

が
あ
る
の
み
で
，
今
若
し
獄
事
を
起
せ
ぱ
最
初
反
亂
準
定
後
御
即
位
の
大
意
は
何
處
に
あ
る
か
、
且
つ
巫
蠱
の
事
は
古
よ

b
瞹
昧

し
て
分
明
せ
ぬ
」
と
云
つ
た
。

 
数
日

の
後
王
は
其
の
事
件
を
以
て
。
公
主
の
家
の
碑
女
を
逮
捕
せ
ん
と
せ
ら
れ
た
が
、
鳴
吉
は
賓
廰

へ
入
り

「
別
宮

へ
移
御
さ

れ
，
宮
人
輩
を
鞠
問
す

べ
き
を
請
ふ
た
」
が
、
王
は
嚴
命
を
以
て
允
許
さ
れ
な
か
つ
た
。
鳴
吉
は
履
々
請
ふ
た
が
。
王
は
大
い
に

怒
ら
れ
.
特
命
を
以
て
瀋
陽
を
族
行
せ
し
め
、
叉
玉
堂
よ
り
女
巫
を
出
獄
せ
し
め
た
い
と
請
願

し
セ
が
，
王
は
批
し

「
一
人
の
相

臣
が
あ
つ
て
口
で
は
大
言
を
云
ふ
が
，
内
心
は
正
直
で
な
く
，
獄
事
を
等
聞
に
附
し
て
絡

に
鞠
問
に
慕
せ
ん
と
す
る
は
，
其
の
意

を
解
釋

す
る
に
苦
し
む
」

と
云
は
れ
た
、
鳴
吉
は
龍
溝
に
至
b
上
剳
し

「
冷
の
宮
中
咀
.呪
の
事
件
は
，
國
家
の
臣
民
と
し
て
共
に

憤
激
す

る
處
で
あ
る
が
、
臣
の
意
の
中

に
は
維
に
忌
器
の
嫌

が
な
い
と
云
は
れ
な
い
の
で
.
共
の
善
後
策
に
付
き
甚
だ
困
却
し
て

ゐ
る
。

宣
靦
大
王
の
子

女
は
多
か
つ
た
が
、
公
主
及
び
大
君
が
大
抵
は
老
産
で
、
戊
長
に
至
ら
す
し
て
卒
去
せ
ら
れ
，
嚢
時
の
事

を
思
ひ
出
せ
ぱ
，
悲
痛

に
堪

へ
な
い
の
で
あ
る
。
今
は
只
公
主

一
人
の
み
あ
る
の
に
、
若
し
判
明
せ
ざ
る
事
を
以
て
，
韓

々
と
連

累
し
、
公
主
を
し
て

'5
を
傷
し
め
、
天
命
を
絡

へ
す
し
て
死
に
至
ら
し
め
ぱ
、
今
H
の
首
相
た
る
者
は
貴
任
を
負

は
ね
ば
な
ら
ぬ

の
み
な
ら
す
後
日
地
下

に
於

い
て
先
王
を
見
る
衝
目
が
な
い
」
と
云
つ
た
の
で
あ
る
。
(耀
醐
舗
鰍
遺
〉

 
時
の
永
安
宮
の
人
は
拷
問

の
駕
め
死

に
至
つ
た
者
多
數
で
あ
つ
て
，
鍋
の
及

ぷ
處
は
橡
測
が
つ
か
ぬ
程

に
な
つ
た
。
李
植
は
無

一89(244)一



(703

)
一
六

五

二
年

事
に
解
決
す
る
事
を
力
詭
し
て
ゐ
た
が
、
偶
に
或
人
が
勳
戚
の
家
か
ら
來
て

「
氷
安
尉
宮
の
人
は
秘
密
に
凶
穢
物
を
竹
の
筒
に
入

れ
て
宮
中
に
持
つ
て
往

つ
花
」
と
云
つ
た
。
李
は
大
い
に
怒
り

「
吾
の
目
の
前
で
は
永
安
を
殺
害
す
べ
か
ら
す
、
若
し
そ
う
云
ふ

策
略
を
す
る
と
せ
ぱ
，
先
づ
吾
を
攻
む
べ
し
」
と
云
つ
た
。
(瀞
朧
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
孝
宗
時
代
宮
中

の
巫
疉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
 
(鉚
)

 
孝
宗

三
年
壬
辰
三
月
乙
亥
に
，
逖
賊
の
討
伐
は
終
つ
た
の
で
.
議
政
府
ほ
顛
末
書
を
添

へ
f
啓
上
し

「
臣
等
は
、
趙
昭
媛
の
侍

婢
兼
先

の
臼
状

に
據
れ
ば
.
昭
媛
趙
氏
は
、
女
僕
及
び
億
尼
と
結
托
し
て
王
所
を
呪
ひ
，
且

つ
王
躬
に
害
毒
を
及
ぱ
さ
ん
と
し
た

逆
状
は
確
な
る
證

櫨
が
立

つ
た
か
ら
、
昭
媛
は
剔
な
處

へ
監
禁
し
、
其
の
他
内
外
帥
凶
黙
は
引
致
審
問
す

べ
し
，
又
趙
氏
の
侍
脾

の
口
述

に
依
れ
ば

「
或

日
昭
媛
は
.
木
人
の
外
班
婢
、
加
音
、
蓉
徳
香
等
を
招
致
し
，
洒
食
の
御
馳
走
を
し
な
が
ら
、
内
密
に
現

の
國
王
父
子
を
殺
窖
し

て
，
洛
城
尉
金
冊
龍
を
王
に
推
載
す
る
計
繊
だ
が
、
汝
等
の
助
力
を
借
ら
ね
ば
仕
事

が
出
來
ぬ
。
幸
に
し

て
成
就

せ
ぱ
、
只
我
の
大
輻
に
な
る
計
り
で
な
く
、
汝
輩
も
並

に
安
樂
を
享
け
，
且
つ
汝
の
族
黨

に
迄
賞
功
が
及
ぷ
だ

ら

う

か

ら
，
快

よ
く
承
諾
す
る
か
と
云
は
れ
た
の
で
、
嬶
等
は
命
賭
け
て
服
從
す
べ
き
を
約
し
た
が
、
耳
語

で
勞
せ
す
し
て
成
功
す
る
に

は
、
咀
呪
が
一
番
便
宜

だ
か
ら
、
汝
は
女
巫
の
巾
此
術
に
精
通
せ
る
者
を
深
く
結
托
す

べ
し
と
云
ひ
，
仍

つ
て
白
金
錦
繍
を
給
與

さ
れ
た

の
で
、
婢
等
は
妖
巫
鸚
鵡
を
勸
誘
し
て
、
昭
媛
の
母
女
に
而
會
せ
し
め
た
が
昭
媛
は
盃
を
擧
げ
祀
願
し
て
互
に
堅
き
の
約

束
を
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
巫
は
常
に
後
門
よ
b
内
麿
に
出
入
を
し
て
種

々
な
る
方
術
を
敏

へ
ら
れ
，
昭
媛
は
親
任
の
僕
隷
を
し
て

密
が
に
死
人
の
頭
骨
，
手
足
.
齒
牙
，
』爪
，
髪
.
落
雷
の
木
，
墓
上
の
樹
等
を
求
め
，
久
は
人
を
し
て
墓
を
發
堀
し
て
死
肉
を
切

b
「
棺

の
木
片
を
取
つ
て
綿
に
尸
汁
を
つ
け
.
叉
は
枯
骨
及
び
鷄
.
狗
，
猫
，
鼠
等
を
干
し
，
咀
呪
所
疇
に
使
用
す
る
物
は

一
切

一90(243)一
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(803

) 

七

〇

一
年

鳩
聚
し

て
常

に
徳
香
を

し
て
箱
に
密
封
し
王
所

へ
持
入
b
、
暗
夜
に
王
大
妃
及
び
國
王
の
室
.
又
は
通
行
の
路

へ
遍
く
埋
め
、
且

へ
歯
牙
を
以
て
其
女
孝
明
翕
主
の
裙
帶
に
結
び
付
け
、
或
は
骨
屑
を
共
の
粧
奩
に
藏
し
，
叉
は
王
の
房
閑
に
撤
き
散
し
，
且
つ
億

尼
を
し

て
寺
を
立
て
し

め
佛
を
造
り
，
自
己
の
爲
め
に
は
祕
を
所
り
、
國
王
に
は
禍
を
加

へ
ん
事
を
所
願
す
る
の
で
，
其
の
凶
悪

な
る
行
爲
は
、

一
々
記

さ
れ
な
い
釋
で
あ
つ
た
。
女
巫
鸚
鵡
、
老
尼
雲
明
、
僧
侶
法
幸
.
普
群
、慈
邏
等
を
巌
罰
に
處
す

べ
き
だ
」

と
云
つ
た
。
(蝦
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
励

肅
宗
時
代
宮
申

の
咀
呪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
 
 
(嬲
)

 
粛
宗

二
十
七
年
辛
巳
九
月
己
酉
に
，
勅
令
を
下
さ
れ
、
内
司
の
囚
人
丑
生
、
雲
番
，
時
英
，
淑
英
，
鐵
英
等
を
並
に
引
出
さ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(093
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(跚
)

め
、
明

日
仁
政
門

の
外

で
親
し
く
鞠
問
す

べ
き
を
云
は
れ
た
が
、
丑
生
は
皆
宮
女
で
あ
つ
紀
.
庚
寅
に
仁
政
門

へ
親
臨
鞠
問
せ
ら

れ
た
が
、
丑
生
等
は
，
王
妃
を
仇
讎
の
如
く
嫉
視
し
て
、
秘
密
に
紳
堂
を
設
け
，
人
の
目
を
避
け
て
所
禧
を
爲
し
，
國
母
を
殺
害

せ
ん
と
し
た
形
跡

が
歴
然
と
現
は
れ
た
。
處
が
先
日
内
殿
よ
り
審
問
す
る
時
に
は
，
或
は
仁
敬
王
后
の
爲
め
だ
と
假
稱
し
，
叉
は

世
子
痘
瘡

の
蔦
め
に
所

つ
た
と
盧
僞
を
口
逑
す
る
な
ど
痛
憤

に
堪

へ
ぬ
慮
で
あ
つ
た
。

馨

の
云
ふ
に
は
、「
世
柔

痘
癒
に
罹
ら
れ
た
晴

常
赫

賃

鰹

醐
賀
)を
設
け
た
が
，
窃

撤
き
薙

へ
な
い
の
で
時
姦

つ
た
と
、
又
世
子
が
眼
疾

に
罹
ら
る

丶
や
、
黒
床

を

兩
邊
に
設
け
、
手

を

暴
げ
て
所
祀
し
た
が
，
少
し
癒
る
の
を
俟
て
停
止
し

た
」
と
。

 
時
英

は
答
辯
す
る
に

「
自
分
は
本
は
大
殿
の
宮
人
た
つ
た
が
、
後
世
子
宮
に
移
屬
さ
れ
た
の
で
.
内
帥
堂
設
備
の
事
は
、
固
よ

り
知
る
處
で
は
な
い
，
蓋
し
仁
敬
王
后
は
痘
癒
に
罹
つ
て
薨
去
さ
れ
た
か
.
世
子
の
痘
癒
は
順
調
に
な
つ
た
の
で
、
盆

々
天
砧
を

一一91(242)一 一



願
ふ
積

ら
て
、
此
の
蒋
祝
を
設
け
た
が
，
床
卓
等
は
禧
嬪

の

(祕
嬪
に
張
氏
で
あ
る

が
景
ゆ尓
の
母
で
あ
る
)
侍
女

一
烈
が
負
擔
し
た
の
で
あ
る
。
禧
嬪
は
云

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(213
)

ふ
，
巫
女
は
常

に
世
子
の
厄
邏
が
多

い
と
云
ふ
か
ら
所
る
と
，
併
し
自
分
は
最
初
か
ら
帥
堂
に
往
か
な
か
つ
た
が
、
禧
嬪
に
勸
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(跚
)

ら
れ
て
，

一
度
往
つ
て
酒
果
を
設
け
禮
拜
し
て
歸
つ
た
。
其
の
後

一
烈
は
向
分
を
見
て
.
艸
堂
排
設
の
事
及
び
巫
女
死
去
の
專
龍

洞
の
近
處
禧
嬪
の
本
宮

へ
移
轄
し
た
事
な
ど
を

一
々
云
は
れ
た
、
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊦
 
英
宗
時
代
宮
中

の
巫
疉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
 
 
(413
)

 
英
宗

二
十

一
年
乙
丑
.
正
月
甲
寅

に
、
右
議
政
趙
顯
命
は

「
巫
女
獨
甲
房
な
る
者
は
中
部
洞
に
居
住
す
.る
が
、
北
ハの
夫
は
柳
姓

で
兩
班
と
云
ふ
。
乙
卯

に
王
は
親
し
く
趙
徴
等
を
肅
章
門
の
外

で
鞠
問

せ
ら
れ
た
が
，
罪
人
李
敬
中

が
云
ふ
の
に
、
「
先
日
以
來
天

災
が
甚
し
い
の
で
、
上
下
臣
民
は
憂
慮
し
て
ゐ
る
。
妖
巫
獨
甲
房
は
能
く
埋
凶

の
術
を
す
る
と
云
つ
て
闕
内
に
出
入
し
，
直
ち
に

東
宮
を
犯
し
た
の
は
、
思
ふ
に
趙
嬪
に
嫁
渦
す
る
積
り
で
は
な
い
か
」
と
云
つ
た
。
(燃
)

一92(241)一

一
五

巫

祀

の
辭

及

び

儀

式

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D

於

羅

瑕

萬

壽

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
巫
歌

の
始
b
に
於
羅

瑕
萬
壽

「
列
叫
蹙
脅

」(
()『診
7
3
”口
oo口
)
と
云
ふ
が
，
恐
く
は
百
濟
時
代
の
風
俗
が
傳

へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら

う
。
百
済
の
方
言
に
、
王
を
於
羅
瑕

「司
叫

言
」(
O
鷺軸}
)
と
云
ひ
、
后
を
於
陸
何

「
列
阜

言
」
(○
碆
}一)
と
云
つ
た
か
ら
、
當
時

の
巫
覡

が
王
及
び
后
の
遐
齡
を
祀
ふ
に

「於
羅
瑕
萬
壽
」
「
於
陸
何
萬
壽
」
と
唱

へ
た
も
の
と
想
像

さ
れ
る
。
即
ち
我
王
萬
歳
、
我

后
萬
歳

の
意
義
で
あ
る
。
李
朝
光
海
君
時
代
、
亥
人
柳
夢
寅
著
し
た
於
于
野
談

に

「
今
の
巫
覡
が
必
ら
す
我
王
萬
壽
」
と
呼
ば
れ



李能和 「朝鮮の巫俗」註

る
が
.
そ
れ
は
遼
瀋
に
移
植
さ
れ
た
高
麗
の
遺
民
が
.
其
の
舊
王
を
親
ふ
尊
か
ら
出
で
た
の
で
あ
つ
た
。
蓋
し
我
王
と
於
羅
瑕
ど

は
其
の
意
義
が
同
じ
て
あ
る
が
，
茲
に
原
文
を
引

い
て
證
明
す
る
。

 
於
于
野
談
に

「
凡
そ
人
間
の
言
語
は
心
に
由
つ
て
敬
す
る
。
古
よ
り
疾
病
悲
痛
に
罹
れ
ば
必
ら
す
父
母
を
呼
ぷ
は
情
よ
り
出
づ

 
 
 
 
 
 
 

(鏘
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(跚
)

 
る
の
あ
つ
て
.
亥
那

人
は
爺
々
と
呼
ぷ
が
爺

々
と
は
父
で
あ
る
。
朝
鮮
の
人
は
阿
媽
と
呼
ぷ
が
阿
姆
と
は
母
の
事
で
.
母
を
先

 
に
し
て
父
を
後
に
す

る
の
は
.
支
那
と
正
反
對
に
な
つ
て
ゐ
る
。
冷
の
巫
覡
が
我
王
萬
濤
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
は
支
那
遼
東
の

東
寧
衞
よ
b
出
で
た
の
で
あ
る
。
麗
朝
時
代
に
忠
宣
王
が
支
那

へ
放
行
し
て
還
ら
れ
す
.
仍
つ
て
瀋
王
に
封
せ
ら
れ
た
が
，
當

 
時
の
從
者
歎
百
人
は
皆
瀋
陽
に
居
住
し
て
歸
る
を
得
す
，
今
の
瀋
陽
の
束
寧
衞
が
そ
れ
で
あ
る
。
共
の
風
俗
に
子
が
生
れ
た
ら

 
先
に
朝
鮮
語
を
教

へ
る
、
且
つ
祀
憩
を
す
る
に
我
王
萬
壽
を
祀
す
る
は
、
蓋
し
本
を
忘
れ
な
い
爲
め
で
あ
ら
う
」
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鋤

江
 

南
 

朝
 

鮮

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
巫
祀

の
歌
に
江
南
朝
鮮
の
詞
が
あ
る
。
蓋
し
巫
の
歌
に
多
く
江
南
を
用
ふ
る
が
、
例

へ
ば
痘
瘡
の
紳
を
呼
ぷ
に

「
江
南
戸
口
別

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(713
)

星
媽

々
」
と
云
ふ
の
で
，
巫
言
で
は
あ
り
な
が
ら
.
又
史
的
研
究
の
價
値
が
あ
る
。
蓋
し
支
那
の
江
南
地
方
に
は
、
古
の
藜
苗
の

遣
族

が
多
か
つ
た
が
、
其
の
風
俗
が
巫
親
を
徇
ぴ
鬼
帥
を
好
み
、
又
九
黎

の
王
丗
尤
氏
は
琢
鹿

(今
の
直
隷
)
に
都
を
し
た
が
.
古
の
九

夷
と
境
界
が
接
近
し
た

の
で
，
朝
鮮
の
巫
俗
は
恐
く
躍
尤
氏
よ
b
韓
化
瀞、・れ
た
の
で
あ
ら
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

勠
 
日
出
世
界

、
月
出
世
界
、
四
海
世
界

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
巫
祀
の
歌
に
「
日
出
世
界
と
、
月
出
世
界
と
、
四
海
世
界
と
が
、
叉
朝
鮮
の
漢
陽
は
無
學
慚
翁
が
地
を
ト
し
て
定
め
て
五
部
を
置

く
.
宗
廟
及
び
肚
稷
を
立
つ
、
宮
闕
を
設
け
官
署
を
設
立
し
た
」
云
々
と
し
て
あ
る
が
，
蓋
し
李
朝
の
太
刷
が
都
を
建

つ
る
時
、

一93(240)一



王
師
無
學

(名
に
自
超
)
が
地
を
ト
し
都
を
漢
陽
に
奠
め
て
部
署
を
整

へ
.
四
海

一
家
の
如
く
日
月
明
朗
，
即
ち
太
夲
の
氣
像
を
現
は
し

た
の
で
、
巫
女
が
歌
祀

に
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
日
出
世
界
、
月
出
世
界
と
は
.
或
は
新
羅
時
代
に
日
月
の
紳
を
豪
拜
し
た

古
俗

が
，
巫
歌
に
韓
用

さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

萬
 

 

 

紳

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(

 

巫
歌
の
申
に

「
萬
紳
」
の
詞
が
あ
る
。
蓋
し
朝
鮮
の
風
俗
に
巫
を
萬
紳
と
呼
ぷ
が
、
萬
帥
の
稱
は
、
其
の
由
來
久
し
か
つ
た
の

で
あ
つ
た
。
抱
朴
子

(㎏
聖●

血
型
の
名
)
に
依
れ
ば

「
黄
帝
東
の
膏
丘

に
到
り
風
山
に
過
ぎ
，
紫
府
先
生
に
遇
ひ
，
三
皇
内
文
の
刻
ん
だ
の
を

得
た

が
、
名
を
萬
紳
と
云
ふ
」
と
し
て
あ
る
。
此
は
漠
然
た
る
仙
家
の
溌
で
、
十
分
信
じ
ら
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
は
萬
帥
と
は
東
夷

民
俗

の
古
代
祕
事

の
紀
錬
で
あ
つ
て
、
所
謂
紫
府
先
生
と
は
、
即
ち
帥
祗
祭
主
の
巫
で
あ
る
。
例

へ
ば
李
灘
星
湖
儲
論
に

「
所
謂

紳
仙
と
は
.
即
ち
人
間
と
し
て
善
く
紳
に
事
ふ
る
者
で
あ
る
」
と
の
類
で
あ
る
。
青
丘
は
即
ち
朝
鮮

で
あ
る
が
，
是
れ
に
由
つ
て

察
す
れ
ば
.
朝
鮮
壇
君

(壇
を
設
け
て
天
紳
を
祭
つ
た

か
ら
壇
鴛
と
云
ふ
の
で
あ
る
)
は
、
或
は
紫
府
先
生
の
系
統
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
世
の
人
は
皆
朝
鮮
を
仙

窟
騨
宅
と
云
ふ
が
.
或
は
此
の
故
で
は
な
か
ら
う
か
。
萬
祕
の
稱
が
巫
祀
に
傳

へ
ら
れ
た
の
で
，
朝
鮮
の
巫
俗
は
印
ち
原
始
的
宗

教
で
あ

つ
て
.
考
古
學
者
の
研
究
上
重
覗
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ー

三
 

 

 

紳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

巫
祀
の
歌
に
.
三
祕
鑢

と
の
禦

あ
る
が
，
三
祕
と
は
三
聖
の
摯

、
即
ち
薯

の
三
世
桓
閃
(帝
縄
と
に
こ

れ
な
リ

)邏

王
儉
で

あ
る
。
黄
海
道
九
月
山
三
聖
詞
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
蓋
し
三
聖
と
は
古
朝
鮮
祕
掖
時
代
の
王
で
.
天
帥
の
祭
圭
で
あ
つ
た
。
共

の
系
統
が
巫
祀
に
傳

へ
ら
れ
た
が
、
巫
祀
は
原
始
的
風
俗
を
保
有
す
る
ば
か
り
で
、
少
し
も
變
化
が
な
か
つ
た
か
ら
，
却

つ
て
現

一94(239)



李能和 「朝鮮の巫俗」註

代
の
杜
會
に
低
級
親

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

+
 

 

 

王

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

 
巫
祀
の
歌
に
，
十
王
世
界
と
の
語

が
あ
つ
て
.
叉
神
位
に
十
王
の
位
を
設
け
ら
れ
た
が
.
即
ち
道
教
或
は
佛
敏
化
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
按
す
る
に
，
佛
經
に

「
閻
摩
羅
天
子
が
冥
界
を
主
宰
す
る
」
と
の
訟
が
あ
る
が
，
今
九
王
を
加

へ
て
十
大
王
と
云
ふ
の
は

蓋

し
後

芒

附

加

へ
た

の

で
あ

ら

う

。

大

王

の
稱

號

は
梵

替

集

(
朝
鱒
寺
刹
の
佛
亊
乃
儀
式

に

行
一必

・b
ず
畆垢
の
窖
物
{ビ
用
ふ
)
に
見

へ
た

が
、

即

ち

左

の

如

ー

で

あ

る

。

 
第

一
秦
廣
大
王
、
第

二
初
江
大
王
，
第
三
宋
帝
大
王
.
第
四
五
官
大
王
.
第
五
閥
羅
大
王
，
第
六
變
成
大
王
，
第
七
泰
山
大
王

 
第
八
卆
等
大
王
、
第

九
都
市
大
王
.
第
十
稗
輪
大
王
。

 
後
漢
臀
に
依
れ
ば
.
「
支
那
人
の
死
者

の
魂
は
祕
岱
山

(騨
雌
畑
赧
碑
ち
)
に
歸
る
と
云
つ
て
、
註
解
に
太
山
は
天
帝
孫
で
あ
つ
て
.

主
と
し
て
人
の
魂
を
招
致
す
る
。
叉
東
方
は
萬
物
の
始
b
で
あ
る
か
ら
，
人
の
瀞
命
を
知
る
」
と
云
つ
て
あ
る
。
然
ら
ば
太
山
大

王
と
は
、
幾
分
か
の
櫨

る
處
が
あ
る
が
，
共
の
他
の
八
大
王
は
其
の
本
源
が
詳
か
で
な
い
、
恐
く
は
道
家
が
作
つ
た
稱
號
で
は
な

か
ら
う
か
。
其
の
宋
帝

大
王
と
は
朱
の
徽
宗
皇
帝
が
道
教
を
好
み
、
自
か
ら
道
君
皇
帝
と
稱

へ
た
か
ら
.
或
は
此
の
帝
が
死
な
れ

て
、
冥
府
の
杢

に
な
つ
た
の
と
思
つ
て
云
ふ
た
の
で

臥
な
か
ら
う
か
・
冥
府
の
価
)杢

の
稱
は
・
恐
く
韓

枩

時
代
よ
り
始

ま
つ
た
も
の
で
，
朱
帝

を
何
故
大
王
と
稱
す
る
か
と
の
事
に
就
て
は
、
蓋
し
淫
祀
の
帥
を
多
く
大
王
と
稱
す
る
.
例

へ
ば
松
都
王

朝
に
國
師
堂
の
帥
祀
が
あ
つ
た
が
、
そ
の
祕
を
國
師
大
王
を
稱

へ
た
の
は
、
束
國
李
相
國
集
(劃
繊
姐
姙
李
)
に
見

へ
て
あ
る
。
然
ら

ば
宋
帝

大
王
と
は
、
即
ち

一
國
師
大
王
の
類
に
て
あ
ら
う
。
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η

三
 

 
 

佛

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
巫
の
歌
煽

(彩
.昂
に
五
+
の

竹
乃
骨
が
あ
る
)
に
三
佛
を
識
か
れ
た
が
、
蓋
し
此
の
三
像
は
恐
く
極
樂
世
界
阿
弼
阨
佛
，
左
補
處
觀
世
書
菩
薩
，
右

補
處
大
勢
繁
菩
薩
で
あ

つ
て
，
巫
は
時

々
佛
を
呼
ば
れ
、
以
て
所
就
を
す
る
は
、
乃
ち
祕
佛
が
混
合
さ
れ
た
證
據
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

④

萬

 

 

 

明

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
萬
明
と
は
新
羅
金
庚

信
の
母
の
聊
號
で
あ
る
.、
嘯
雲
居
士
李
圭
景
宥
洲
衍
女

に

「
輿
地
勝
覽
，
軍
威
縣
の
西
岳
に
.
新
羅
金
庚

信
の
紳
祠
が
あ
る
が
、

其
の
母
の
萬
明
も
祀
ら
れ
て
ゐ
る
。
今
の
巫
女
は
寓
明
と
呼
ん
で
祭
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
祀
る
所
に
必
ら

す
銅
の
鏡
を
掛
け
.
名
を
明
圖
と
云
つ
て
あ
る
」と
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

の

七
 

金

 

鈴

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
現
時
の
巫
女
は
七
つ
の
金
鈴
を
持
つ
て
、
歌
ひ
且

つ
搖
ら
し
、
又
識
扇
を
持
つ
て
谷
い
た
り
，
伸

ば
し
た
b
し
、
黴

々
と
舞
ひ

哺

々
と
語
る
が
.
朝
鮮
の
古
代
を
按
考
す
る
に
、
馬
韓
時
代
鬼
紳
に
轟

ふ
る
に
は
、
蘇
塗
に
木
を
立
つ
鈴
を
掛
く
る
法
が
あ
り
、

扶
餘
時
代
天
を
祭
る
に
鈴
と
皷
と
の
儀
式
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
巫
の
鈴
を
用
ふ
る
は
、
日
本
の
聊
宮
や
滿
洲
の
薩
滿
も
皆

同
様
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゆ

騨
 

 

 

壇

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 

(023
)

 
巫
が
紳
祀
を
行
ふ
に
、
初

二
三
境
の
祀
式
が
あ
る
は
、
丁
度
佛
事
の
時
上
中
下
三
壇
の
儀
式
を
行
ふ
と
同
じ
で
あ
る

(珊
儲
勲
齢

城
畷
耐
細
鮫

靴
猫
聞
焔
贐
鍛
碓
ポ
紳
)
巫
祀
の
初
壇
を

「
継
望
」
(co
診

峯

一)(卿
脇
紳
)、
或
は
「
刈

上
斜
」
(9
旨

属
鼻

鬚
帥)
(賭
路
)
と
云

ふ
が
、
印
ち
佛
峯
を
す

る
時
、
引
路
王
菩
薩

が
、
.極
樂
世
界
を
指
示
す
る
と
の
事
で
、
巫
は
十
王
の
路
を
指
示
す
る
も
の
だ
と
云

一96(237)一



'

李 能和 「朝鮮 の巫俗」註

つ
て
ゐ
る
。
「
組
冒
射
」
(
O
窪
ロ
男
昌
犀
毛
朔)
は
亡
靈
の
位
の
意
義
で
、
俗
に
死
亡
を
「
庖
」
(

'〇三
ロ
)
(
例

へ
ば
喪
家
が
巫
女
を
招

き
聯
祀
を
行
ふ
を
「
組
亭
型
升
想
」
(9

置

}

Ω
…

蒔

目
9
・。ぎ

)

と
云
ふ
て
，
即
ち
死
亡
の
不
淨
を
洗
滌
す
る
と
の
意
義
と

云
ひ
、
皴
魂
を

「
日
」
(彡
爵
)
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
巫
親
の
二
壇
を
「
刈
冠
」
(oQ
9噛
男
鈎3
)と
云
ふ
が
、
即
ち

「
散
陰
」
の
訛

で
あ
つ

た
。
佛
家
で
は

「
人
が
死
ね
ば
初
め
は
其
の
皴
魂
が

「中
陰
身
」

に
な
つ
て
・筌
界
に
飄
流
し
て
歸
着
の
處
を
知
ら
す
と
て
，
七

々

祭
(
七
日
の
毎
に

佛
窺
を
行
ふ
)
或
は
喜

祭
を
行
煢

中
陰
身

一
印
ち
豐

の
身
を
し
て
爨

驫

ら
し
む
る
の
で
」
あ
る
・
響

筮

播

の

佛
事
に
倣
ひ

「
組
目
釧
川
冒
」
(Ω
忌
一
匿
三
《
彡
、一
己o
罫
賭
蕁
凵)
 
行
ふ
は
，
矢
張
り
亡
鯲
の
冥
耐
を
紳
に
所
求
す
る
の
で
あ
る
。

巫
祀
の
三
壇
は
法
食
を
蓼

る
と
云
ふ
が
，
饗

と
は
佛
事
の
事
で
、
即
ち
佛
家
の
儀
式
を
模
倣
し
た
の
で
あ
つ
た
。

(髏

黙

飆
甥

齢

驫

讌

鑑

舗

攀

と
)。

巫
の
読
に
「
讐

7ー
」
(。。
三

～
6

と
は
、
響

婁

の
現
王
祭
で
，
現
王
經
俵

つ
て

亡
靈
の
冥
幅
を
所
る
式

で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

降
 

 

 

紳

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
巫
祀

の
詞
に
「
な
り
冒
ヱ
碧
」
(】登
養
窰
5

目
。
 宀堵
茸
儀
)
と
云
ふ
籍
が
あ
る
が
，
此
の
用
語
も
信
家
よ
り
出

で
た
の
で
あ
つ
た
。

信
家
で
供
養
を
す
る
時
.
信
侶
は
渋
文
を
黼
し
で
佛
菩
薩

が
道
揚

へ
隆
臨
す
る
事
を
請
ふ
の
で
あ
る
が
、
巫
祀
は
道
場
を
訛
稱
し

て
徒
領

「
ヱ
噌
」
(目
。
】ぐ
3
硝
)
と
云
つ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
徒
領
と
は
新
羅
時
代
に
花
郎
が
徒
衆
を
數
百
或
は
數
千
人
を
領
卒

し
た
か
ら
と
て
，
仍
2

し
名
稱
を
付
け
た
の
で
あ
つ
た
(羅
飜

雛

咽
瑞

噺
)。
現
に
貴
家
の
兒
竜
を
徒
領
と
稱
す
る
は
，
新
羅

の

遺
語
で
あ
る
。
今
俗
に
老
總
角
を

鼠
琶
㏄

蜜

ヨ

ε

Hξ
§
αq
と
云
ふ
の
は
巫
語
よ
り
出
た
の
で
あ
る
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鋤
 
魚
鼻
大
王
と
鉢
里
公
主

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
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聖
樋
語
叢

の
)
「釜

畫

(…
豊

…

勺
ξ
)
に
「看

(鑼

黐

譲

聾

媾
逡

)
は
・
結
婚
の
後
ド

師

に
依

頼

し

て
米

を

擲

ち

ト

ひ

を

し

た

が

(
玉
盤

に
米
を
投
げ

麟
、
二
、
三
の
等

が
あ

る
と
云
ふ
が
、
査
し
巫
家
の
米
ト
で
あ
る
)
，

績

け

て
七

人

の
女

を

産

み
・

第

七

人

目

の
女

は

鉢

暴

主

と

名
付

け

た
」

(
女
を
籐
り
多
く
産
ん
だ
か
ら
、
王
に
怒
り
命
じ
て
西
海
に
投

じ
た
か

ら
、
鉢
灘
公
主
と
云
つ
た
と
、
盗
し
鉢
雛
と
に
爽

つ
る
の
意
雛
で
あ

る
)
云

々
。

奪

大

王
鉢

暴

主

と

は

俚

俗

の
藷

で
は
あ
る
が
.
必
ら
す
擦
b
處
が
あ
ら
う
と
思
ひ
.
或
る
老
蝦
に
問
ふ
て
見
る
と
，
巫
の
所
謂
鉢
里
公
主
と
は
.
乃
ち
其
の
夫
婿

處
容
大
監
の
事
だ
と
云
は
れ
、

大

い
に
悟
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

所
謂
魚
鼻
大
.王
と
は
，

三
國
遣
事

に
見

へ
て
ゐ
る
處
容
郎
の
事

で
，
處
容
の
記
事
は
新
羅
統

一
の
後
憲
康
王
時
代
で
あ
つ
た
。
新
羅

の
人
は
門

口
に
處
容
の
形
を
張
り
付
け
て
邪
鬼

を

斥

け

た

が
、
形
は
餘
り
恠
異

で
恐
し

い
か
ら
、
魚
鼻
と
稱
し
た
の
で
あ
る
。
海
龍
の
居
所
は
珊
瑚
を
以
て
宮
闕
を
な
し
た
か
ら
，
珊
瑚
宮

と
云
つ
た
の
で
，
痘
疫

の
紳
は
礬

を
見
て
直
ぐ
に
退
去
し
た
か
ら
と
て
鉢
91
公
果

鬱

牆

)
と
云
ふ
た
の
で
あ
る
。
今
處
容
の

記
事
を
原
文
に
對
照
す
れ
ば

〔
三
國
遘
事
〕
「
處
容
郎
」
第
四
+
九
窓
康
大
王
の
時
代
は
，
京
師
よ
り
四
海
の
内

に
至
る
迄
、
家
屋
が
櫛
比
し
て
草
屋
は

】
軒

も
な
か
つ
た
。
譲

は
道
路

絃

へ
す
、
四
季
の
風
雨
は
寺

調
和
さ
れ
'し
年
轟

密
で
あ
つ
た
。
大
王
は
爨

蒲

(今
ゆ

蔚
州
)
に

遊

ん
で
歸
ら
ん
と
す

る
時
、
東
海
の
龍
は
七
人
の
子
を
卒
ゐ
て
車
駕

の
前
に
現
は
れ
.
舞
樂
を
獻
奉
し
た
が
、
其
の
中

一
人
の

子

は
，
王
に
隨
ひ
京
師

へ
入
り
、
王
政
を
輔
佐
し

て
名
を
處
容
と
云
つ
た
。
王
は
美
女
を

以
て
妻
と
な
し
，
其
の
意
を
留
め
よ

う
と
し
た
。
其
の
妻

は
甚
だ
美
か
つ
た
の
で
、
痘
疫
紳
が
鰈
慕
し
て
暗
夜
無
人
の
時
を
機
と
し
て
竊
か
に
宿
泊
し
た
が
、
處
容

 
が
外
よ
り
家

へ
入
り
、
二
人
が
寢
て
ゐ
る
の
を
見
て
歌
つ
た
り
踊
つ
た
b
し
て
退
去
し
た
。
疫
紳
は
處
容

の
前
に
跪
坐
し
て
吾

は
公

の
妻
を
慕
ひ
今
犯
し
た
が
、
公
が
怒
ら
す
を
見
て
大
い
に
威
じ
た
。
今
後
は
公
の
薔
像
を
見
て
決

つ
し
て
其
の
門
に
入
ら

一98(235)一
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ぬ
積

り
だ
」
と
云
つ
た
の
で
、
國
の
人
は
皆
戸
口
に
處
容
の
形
を
張
り
付
け
，
邪
鬼
を
排
除
し
た
と
。

 

是

れ
に
依
つ
て
見
れ
ば
、
處
容
は
即
ち
魚
鼻
大
王
で
珊
瑚
宮
は
海
龍
の
居
所
で
あ
る
，
叉
處
容
の
妻
は
鉢
里
公
主
で
あ
つ
た
の

で
あ

る
。

 

卜
師

叉
は
慚
士
は
皆

古
の
巫
師
で
あ
つ
た
。
俗
に
男
巫
を
「
嘩
ヰ
」
(℃
鉾界
留
o
)と
云
ふ
が
、
即
ち
ト
師
或
は
構
士
の
訛
傳
で
あ

る
。
新
羅

に
天
文
博
士
と
云
ふ
稱
が
あ
つ
た
が
、恐
く
は
師
巫
の
稱
で
あ
ら
う
。
ま
た
滿
語
で
薩
濔
を

目.算

零
と
云
つ
て
ゐ
る
。

 
聖
祕
語
法
に
、
又

「
鉢
里
公
主
は
無
上
仙
に
嫁
り
，
七
人
の
子
を
帶
同
し
霞
藥
を
持
來
り
、
死
去
の
父
を
甦
生
せ
し
め
た
」
と

云
つ
て
ゐ
る
が
、
東
海
龍
が
七
子
を
卒
い
て
王
駕

の
前

に
現
は
れ
，
舞
樂
を
嚢
し
た
尊
と
相
應
じ
て
ゐ
た
。
龍
珠
を
以
て
父
の
病

を
救
つ
た
と
は
、
亦
三
國
史
記
金
春
秋
傳
に
所
謂
東
海
龍
女
が
心
臓
病

に
罹
つ
て
，
兎
の
肝
を
得
て
病
を
直
さ
ん
と
し
た
設
か
ら

出

で
た
の
で
あ
つ
た
。

 
聖
紳
語
法
に
依
れ
ば
、
巫
が
亡
媛
の
冥
幅
を
所
貌
す
る
時
，
終
結
の
詞
に

 
十
方
願
佛
注
相
圓
融
、
四
十
八
願
済
渡
衆
生
，
唯
願
往
生
極
樂
世
界
上
々
九
冂m
蓮
花
之
崟
，
南
無
阿
彌
陀
佛
。

 
云

々
と
あ
る
が
，
此

の
巫
書
を
見
て
も
、
其
の
所
貌
の
目
的
は
神
鬼
と
安
恊
す
る
に
あ
つ
て
，
信
仰

の
對
象
は
佛
陀
に
歸
依
す

る
に
あ

つ
た
。
其
の
譯
合
は
亦
程
度
問
題
で
，
巫
祀
は
徇
ほ
原
始
状
態
で
あ
つ
て
.
効
穉
を
菟
れ
な
い
が
、
佛
教

に
至
つ
て
は
，

自
か
ら
組
織
的
敏
理
が
あ
つ
て
.
自
教
を
發
展
せ
し
む
る
計
り
で
な
く
，
進
ん
で
は
他
を
同
化
す
る
能
力
が
あ

る
か

ら

で
あ

つ

た
。
佛
家
の
屍
阨
林
儀

式
に
，
新
羅
の
義
相
大
師
の
法
性
戒
を
誦
す
る
が
、
巫
も
そ
れ
を
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。
叉
佛
家
結
道
場
儀

文
に

「
薀

東
方
結
道
趁

云
々
の
請
句
が
あ
る
が
、
巫
貌
に
も
使
つ
て
ゐ
て
.
其
の
類
例
は

7

枚
擧
す
る
に
遑

が
な
い
・

一99(234)一



蓋
し
信
の
焚
修
(聽

雛

糶

譲

飜

燃
鐘

と
・巫
の
驍

と
嘆

其
の
名
稱
爨

な
る
が
實
は
同
じ
で
あ
る
・
然
樋
ぱ

信
巫
の
接
近
、
即
ち
紳
佛
の
混
合
は
.
・既
に
新
羅
時
代
か
ら
で
あ
ら
う
。
新
羅
時
代
の
偲
師
は
宜
く
郷
土
の
歌
を
作
つ
た
の
で
，

現
俗
に
流
行
し
て
ゐ
る
努
盻
夫
歌
所
謂
驀
の
脚

「
壱
早
升
」
(
活
。
一
兇
部
閑
錚)
と
か
.
叉
は
龍
宮
歌
所
謂
兎
の
肝

「
皇
71
司
渥

(
日
O
]囚
窪

孱
図
o旨αq
)
等

は
，
恐
く
皆
新
羅

の
信
師

の
作
品
で
は
な
か
ら
う
か
。
巫
の
所
親
は
叉

一
種
の
歌
曲
で
あ
る
か
ら
、
其
の

曲
本
は
信
の
手
に
由
つ
て
作
ら
れ
、
久
し
き
以
前
か
ら
傳

へ
ら
れ
た
の
だ
と
思
は
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鋤

法
 

祐
 

和
 

尚

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(

 
巫
女
賽
紳
の
時

一
手

で
は
金
の
鈴
を
搖
が
し
，

一
手
で
は
彩
扇
を
持
つ
て
喃

々
と
語
り
な
が
ら
且
つ
踊
る
。
佛
の
號
を
唱
ふ
る

が
、
時

に
法
砧
和
徇
を
呼
ば
れ
る
。
世
の
傳

へ
に
依
れ
ば
「
智
異
山
古
嚴
川
寺
に
法
鮪
和
徇
が
あ
つ
て
道
行
の
稱
譽
が
高
か
つ
た
。

或
日
端

坐
し
て
ゐ
た
が
，
晴
天
で
あ
つ
て
山
澗
の
水
は
忽
ち
漲
れ
て
來
た
か
ら
，
其
の
水
原
を
霾
ね
て
天
王
峯
の
頂
に
至
り
，

一

人
の
長
身
大
力
の
女
子
に
逢
つ
た
が
、
自
分
は
聖
母
天
王
(
聖
慨
天
王
と
は
即
ち
智
異
山
の
紳
た
が
窩

麗
朴
全
之
龍
巖
寺
煎
創
記
に
見
へ
て
ゐ
る
)
た
が
，
人
間
に
譎
降
さ
れ
て
君
と

閃
繰
が
あ
つ
た
の
で
、
途
に
水
術
を
用
ひ
自
か
ら
媒
介
し
た
と
云
つ
て
夫
婦
に
な
b
、
家
屋
を
構

へ
居
住
し
た
が
，
八
人
の
女
を

産
み
漸

次
子
孫
が
殖

へ
る
の
で
巫
術

(今
に
も
山
の
下
に

百
忍
村
が
あ
る

)
を
教

へ
て
金
鈴
を
搖
ら
し
、
彩
崩
を
以
て
舞
ひ
、
阿
彌
陀
佛
及
び
法
瀦
和

徇
を
呼

ぴ
な
が
ら
.
坊
曲
に
歴
行
し
て
巫
業
を
な
し
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
放
世
に
大
巫
と
云
は
れ
る
者
は
、
必
ら
す
や

一
度
は

智
異
山
に
往
つ
て
、
聖
母
天
王
に
所
癬
を
し
て
艸
術
を
授
け
ら
る
」
云
々
。

一100(233)一
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巫
が
行
ふ
帥
事
を
「
テ
」
(
h
暮
)と
云
ふ
が
.
蓋
し
朝
鮮

の
風
俗
に
.
凶
惡
な
る
事
を
「
亭
へ」
(
囚
暮
)と
云
ふ
の
で
あ
つ
だ
。
例

へ

ば
雨
天

の
日
を
「
テ
祉
せ
」
(
国
ぎ
三
コ
缶
)
と
云
ひ
，
喪
の
事
を
「
受
組
唱
」
(員
⊆
。三
三
ド)
と
云
ふ
。
是
れ
に
依
つ
て
察
す
れ
ば
巫
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(緲
)

行

ふ
紳

祀
の
目
的
は
.
凶
災
を
斬
禳
す
る
に
あ
る
か
ら
.
仍
つ
て
「
テ

」(
爿
5
)
と
名
付
け
た
の
で
あ
ら
う
。
「
早
(」(
閑
鼻
)
の
別
の

稱
を
「
革
司
」
(憶
凱
)
叉

は
「
揖
」
(ω
目
押
)
と
云
ふ
が
、
「
革
司
」
は
「
解
く
」
と
云
ふ
意
義
で
，
即
ち
罪
を
解
き
鰮
を
求
め
る
と
云
ふ

事
で
あ
る
。
其
の
意
義
を
證
明
せ
ん
が
駕
め
，
茲
に
莊
子
翼
を
引
い
て
謝
、ぎ
に
掲
ぐ
。

 
莊
子
人
間
世
篇

に
，

伯
顆
の
牛
、
支
鼻
の
豚
，
痔
病
持
の
人
は
河
に
往
く

べ
か
ら
子
、
之
れ
は
皆
巫
祀
が
知
つ
て
ゐ
る
の
で
，

帥
人
共
に
大
不
祚
と
す
る
處
で
あ
る
と
。
(撚
縦

纛
轄

講

廱

鸚

輩

誕

語

綱
鶏
譲

獅
擢
獣

鷯

篠

購

鬱
檗

箭

蓼
軆
雜
顰
騰
)

 
「
珥
」
(ω
鼻

)
は
釋
の
導
て
，
即
ち
釋
放
解
脱
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
生
命
が
，
災
苦

に
縛
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
，
こ
の
帥

祀
の
力

に
頼
み
、
釋
放
解
晩
の
遯
を
得

る
と

の
事
で
あ
る
。
「
揖
」(
ω
三
()
の
謄
源
は
、
佛
教
か
ら
出
た
の
で
あ
つ
た
，
蓋
し
朝
鮮

の
佛
寺

に
於
い
て
、
曉

の
鐘
を
打
つ
.
梵
唄
を
唱

ふ
る
を
「
層
」
(ω
鼻

)
と
云
ふ
て
、
典
の
意
義
は
、
印
ち
地
獄
の
衆
生
は
.
此
の

鎧
と
唄
を
聞
き
，
其
の
苦
惱
よ
り
裸
放
さ
れ
る
と
の
事
で
あ
つ
た
。
今
共

の
父
を
暴
く
れ
ば
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

 
願
此
鐘
聲
邁
法
界
，
鐵
園
幽
暗
悉
皆
明
。

三
塗
離
苦
破
刀
山
、

一
切
衆
生
虎
正
覺
。

 
南
無

毘
薦
教
挽
華
蔵
慈
廊
，
満
寳
掲
之
金
文
，
布
琅
凾
之
汞
軸
，
隈
ん、灘
入
刹

を
岡
融
，
十
兆
九
萬
五
千
十
八
子

一
乗
圃
教
大

 

方
廣

徽
華
嚴
經
第

一
偏
，
若
人
欲
了
却
、
三
世

一
切
佛
。
應
親
法
界
性
. 
一
切
唯
心
造

 
破
地
獄
眞
言
、
略
迦
羅
諦
椰
娑
纏
訶
。
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極
樂
世
界
十
種
瑞
殿

 

法
蔵
誓
願
修
閃
震
巌
.
南
無
阿
彌
陀
佛
，
四
十
八
願
顧
力
礁
臓
.
南
無
阿
彌
陀
佛
.
彌
陀
名
號
壽
光
鼎
臓
、
南
無
阿
彌
陀
佛
，

 

彌
陀

國
土
安
樂
薤
嚴
、
南
無
阿
彌
陀
佛
.
寳
殿
如
意
楼
閣
雛
餓
、
南
無
阿
彌
陀
佛
.
喪
夜
長
逕
時
分
莊
嚴
，
南
無
阿
彌
陀
佛
.

 

三
大
十
親
寳
相
蕪
嚴
，
南
無
阿
彌
陀
佛
，
二
十
四
樂
淨
土
瓣
嚴
.
南
無
阿
彌
陀
佛
，
三
十
種
盆
功
徳
鼎
嚴
，
南
無
阿
弼
陀
佛
.

 

地
獄
途
中
受
苦
衆
生
.
聞
此
錦
聲
離
苦
得
樂
、
餓
鬼
途
中
受
苦
衆
生
，
鞠
此
鐘
胖
離
苦
得
樂
.
畜
生
淦
申
受
苦
衆
生
、
開
此
鐘

 

謦
離
苦
得
樂
、
修
羅
途
中
受
苦
衆
生
、
聞
此
鐘
聲
離
苦
得
樂
。

 

阿
彌
陀
佛
在
何
方
、
叢
得
心
頭
切
莫
忘
、
念
到
念
窮
無
念
庭
，
六
門
常
放
紫
金
光
。

 

願
共
法
界
睹
衆
鉾
、
同
入
彌
陀
大
願
海
.
盡
未
來
際
度
衆
生
，
自
他

一
時
成
佛
道
。

 

阿
彌
陀
佛
本
心
微
妙
眞
言
，
蜷
膨
邨
阨
.
庵
阿
里
多
嘱
娑
婆
詞
。

 

巫
家

が
紳
祀
を
す
る
時
，
或
は
念
佛
を
す
る
時
に
.
巫
が
瑤
ら
す
所
の
彩
扇
に
は
、
三
つ
の
佛
像
を
笠
き
て
ゐ
る
が
，
是
れ
は

巫
家
の
所
謂
「
旱
司
」
(
弋
霞
凶)
と
「
々
し
(oo
口
犀
)
と
が
、
莊
子
の
所
謂

「
解
く
」
と
.
佛
家
の
所
謂

「
釋
」
と
，
同

一
の
意
義
で
あ
る

こ
と
を
、
證
明
す
る
も

の
で
あ
る
。
今
巫
家
の
脚
事

の
名
目
を
暴
ぐ
れ
ば
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

ω

〔
城
轟

祀
〕

俗
に
城
賚

へ」
(蜜

α・
。
]弓
鼻

6
、或
は
城
主
翠

司
」
(蜜

。・
9
島

長

醐
魏

伽
螂
)
と
云
つ
て
，
毎
年

 

の
十
月
農
事
が
終
了

し
た
時
，
戊
午
の
日
を
撰
ん
で

(戊
午
は
俗
に
馬
の
日
(
3
旨
o
ヨ
§
鑑
)と
稱
す
。
)此
の
祕
祀
を
行
ふ
が
、

 
蓋
し
昔
よ
り
傳
來
の
風
俗
で
あ
つ
た
。
(
城
主
11
或
に
成
造
と
も
云
ふ
が

騨
一し
き
に
下
丈
の
解
…瓣
}に
あ
る
)

働

 
〔
落
成
騨
祀
〕
 
俗

に
落
成
「
亭
(」
(
属
9犀
m
ご
冒
㏄
旨
謬
，)
と
云
つ
て
、
家
屋

の
建
築

が
，
竣
功
し
た
時
行

ふ
が
、
女
巫
は
地
理
歌
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を
唱

へ
て
，
地
徳
を
讃
美
し
以
て
，
輻
を
所
祀
す
る
の
で
あ
つ
た
。

働

〔
帝

釋
紳
祀
〕
 
俗
に
「
圃
矧
黄
」
或
は
「
昂
司
」
(
9
δ
崩
ω
鼻

】宀
昌
ε
弓
H、母
一)と
云
ふ
が
、
朝
鮮
の
風
俗
に
，
家

々
帝
釋
を
奉

 

じ
て
主
穀
紳
と
嬬
し
毎
年
農
事
が
終
つ
た
時
に
帥
祀
を
行
ふ
が
、
共
の
儀
式
は
鮮
し
く
帝
釋
條
に
記
さ
れ
て
あ
る
。
帝
樺
聯
祀

 
を
亦
夫
婁
帝
釋
紳
祀
と
も
云
ふ
が
、
三
國
鍛
琳
に

「
壇
君
の
子
は
解
夫
婁

で
.
叉
椀
君
の
組
は
天
帝
桓
因
で
あ
る
。」
桓
因
は
佛

家
の
所
謂
帝
奨

王
の
名
で
あ
つ
て
(撒
灘

鼎

璽

鵠

軋
削
)
夫
婁
帝
謡

祀
は
、
古
へ
よ
り
巫
磐

傳
へ
ら
れ
て
・
今
ま
で

 
變
ら
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。

OD

〔
七
轟

祀
〕

俗
に
七
星

「
晉

」
(。
三
一
訟
壽

戸、・三

)
と
云
ふ
が
、
朝
鮮
の
巫
風
は

書

よ
b
獨
立
し
て
傳
來
し
た
が
・

 

後
代

(
三
國
時
代
)
に
至
つ
て
は
，
逝
佛
の
兩
教
に
混
化
さ
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
巫
覡
が
行
ふ
紳
祀
は
、
多
く
道
、
佛
兩
家
，が

 
稻
す
る
所
の
脚
を
奉
じ
た
の
で
あ
つ
た
。
印
ち
帝
穉
と
は
.
佛
經
が
云
ふ
所
で
あ
つ
て
，
七
星
と
ほ
道
維
の
云
ふ
譜
で
あ
る
。

㈲

〔
墾

紳
祀
〕

俗
絹

上

「
早
」̂
(
9

・
犂
・蒔

姿

)
と
云
ふ
が
，
是
れ
は
女
巫
を
用
ひ
て
・

祗
先
の
紳
を
蠶

す
る
の
で

恐
姦

高
麗
以
來
罐

(憩
主
を
泌

家
に
託
す
)
の
殻
法
で
あ
つ
た
ら
う
・・

佝

〔
三
祕

々
祀
〕

俗
に
三
饗

亘

(・・
盞

・・
納・二

、色

と
て
、
胎
の
帥
を
三
帥
と
云
ふ
て
ゐ
る
・
朝
鮮
語
に
胎
を
「
三

(酔
蕁
)

 
と
云
ふ
か
ら
.
所
謂
三
紳
と
は
，
胎
帥
の
辮
を
云
ふ
の
で
あ
ら
う
。
俗
に
三
聊
の

「
=
こ

を
數
字
と
珊
倣
す
は
縱
り
で
あ
る
。

ω
 
〔
地
紳
釋
)
 
是
れ
は
土
地
紳
を
妥
安
す
る
紳
肥
で
あ
る
。

紛

〔饐

祭
〕

砦

蟻

隍
書

於
い
て
.
行
論

祀
で
あ
る
，
李
糞

棗

淫
轟

靆

(慰
酬
禦

)
に
「朝
鮮
の
八
路
に

 
嶺
規
が
あ
る
處
に
は
.
仙
王
堂
と
云
つ
て
祭
る
が
、
即
ち
城
隍
の
蹤
で
あ
つ
て
.
古
叢
祠
の
叢
意
で
あ
ら
う
か
。
是
れ
は
支
那
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の
嶺
上
の
閙
索
廟
の
如
き
で
あ
つ
て
.
或
は
堂
宇
を
立
つ
以
て
祀
り
，
或
は
砂
石
を
疊
し
.
磊
磧
を
叢
林
古
樹
の
下
に
成
し
て

 
祀
る
が
、
・逋
行
の
人
は
必
ら
す
拜
み
、
叉
は
唾
を
し
て
去
る
の
で
あ
る
。
或
は
布
切
れ
叉
は
紙
縄
を
掛
け
，
髢
健
累
々
し
て
，

 
其
の
積
み
上
げ
た
石
上
に
祠
を
作
る
の
で
あ
つ
た
。
是
れ
或
は
馬
韓
の
時
代
、
鬼
脚
を
祀
る
に
、
蘇
塗
を
立
つ
羝
俗
か
ら
出
で

た
の
で
な
か
ら
う
か
。
龠
講

黻

碓

騁

鬻

鐺

顯

魏

鱇
聴

鱸
礎

窮

喉

礎

疑

要

磆
晴
)

紛
 
〔
堂
紳
々
祀
〕 
俗

に
基
祕

「
苛
」(
ビ
昌
羇

こo
ぎ

累
昌
ひ)と
云
ふ
。
各
州
郡
及
び
、
各
村
落
の
鎭
山
(螂
葩
勧
峨
方
)
に
多
く
祕
堂
を

 
建
て

丶
居
る
が
、
山
帥
を
祀
る
帥
祠
で
あ
る
。
又
都
堂
祭
と
云
.潮
の
が
あ
る
。
李
圭
景
五
洲
衍
文
に

「
朝
鮮
の
郷
村
に
虎
の
患
害

 

が
多
く
て
.
夜
出
が
能
く
出
來
ぬ
か
ら
し
て
、
村
民
等
は
錢
を
集
め
て
儀
牲
を
供

へ
山
君

(虎
の
'舮

)
を
，
自
村
の
鎭
山
に
祭
る
が

 
巫
覡
は
多
く
慕
加
し
て
紊
り
に
皷
を
打
つ
の
で
，
是
れ
を
都
堂
祭
と
云
ふ
て
ゐ
る
。

ゆ
.
〔
別
紳
祀
〕
 
俗
語

に
別
祕

(
憎
愚
一
弓o
詈

)
と
稱
す
る
が
、
朝
鮮
の
古
俗
に
、
各
地
の
都
會
及
び
市
場
に
於

い
て
、
毎
年
暮
夏

( 

の
變
り
目
に
は
、
期

日
を
撰
定
(或
に
三
日

或
ば
珮
日
)
し
.
城
隍
艸
祀
を
行
ふ
が
、
人
民
が
集
曾
し
て
、
畫
夜
を
問
は
な
い
で
酒
を
飮
み
、

 
賭
樽
を
打
つ
て
も
，
官
が
之
を
禁
じ
な
い
。
是
れ
を
別
紳
と
云
ふ
が
、
蓋
し
特
別
神
祀
の
縮
稱

で
あ
ら
う
。
其
の
儀
式
は
、
大

 
木
を
立
て
、
紳
位
を

設
け
、
驪
、
果
、酒
.食
を
卓
上
に
供

へ
、
巫
覡
を
聚
め
て
、
歌
舞
を
爲
し
、
共
の
聯
を
妥
す
る
の
で
あ
る

 
(瓢
軅
撤
唖
蝋
矼
舳
酬
励
琳
)
蓋
し
巫
覡
が
歌
舞
を
以
て
.
軈
紳
す
る
の
を
妥
盛
と
云
ふ
が
、
今
歌
曲
を
俗
稱

で

「
打
令
」
と
云
ふ
の

躄

れ
の
塾

で
め
ξ

か
・

(打
令
は
委
聡
と
北
ハの

昔
が
同
じ
て
あ
る

)
夢

温
甃

冷
話
に

「
嶺
束
の
民
俗
嘆

毎
奎

一・
四

吾

中
に
は
日

 

を
擇

ぴ
.
巫
を
迎

へ
、
以
て
山
紳
を
祭
る
が
、
富
者
は
馬
に
載
ぜ
、
貧
者
は
背
負
ふ
て
.
以
て
鬼
席

に
陳
設
し
，
笙
を
吹
き
瑟

 

を
弾
き
、
三
日
を
績

け
て
、
醉
飽
を
恣

に
し
て
か
ら
家
に
歸
り
.
始
め
て
責
買
を
す
る
が
，
若
し
祭
祀
を

せ
な
か
つ
た
ら
決
し
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て
人
と
物
の
授
受
せ
な
い
」
云
々
。
按
す
る
に
是
れ
が
印
ち
鯛
帥
祀
で
あ
る
。

⑳

〔
度
厄
紳
祀
〕
 
俗
稱
の
「
朝
叶
列
弋
」
(卜
籌
り身
葱

爿
葺
)
で
あ
る
が
，
毎
年
正
月
の
十
五
日
の
前
に
、
此
の
紳
祀
を
行
ふ
て

 

一
年

の
災
厄
を
除
け
る
の
で
あ
る
。

吻
 
〔
豫
探
帥
祀
〕 
俗
稱
の

「
丙
奄
辛
(」
(目
。貯
ヨ

閑
暮
)
で
あ
る
。
男
女
の
間
婚
約
が
成
立
ち
凶
熬
の
恐
れ
が
あ
る
と

て
，
巫
女

( 
を
用
ひ
て
.
災
厄
を
豫
祕
…す
る
の
で
あ
る
。

)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(623
)

α3
 
〔
媽

々
祕
祀
〕

痘
祕
を
俗
稱
で
姆

々
と
云
ふ
が
.
媽

々
と
は
愈
稱

で
あ
つ
て
.
即
ち
娘
々
の
如
き
で
あ
る
。

俗
に
痘
紳
は
江

 
南
よ

b
傳
來
し
た
と

て
、
叉

「
告
ヨ
」
(
婢
彭

嵳

ヨ
)
と
も
云
つ
て
ゐ
る
。
譯
義
に

「
兒
童

が
天
然
痘

に
罹
る
と
，
紙
で
旗
を
作

 
り
，
旗
面
に

「
江
南
戸
口
別
星
司
命
放
」
と
書
き
，
門
口
に
挿
み
、
以
て
痘
家
を
標
示
す
る
の
で
あ
る
。
痘
を
患
ひ
て
、
十
餘

 
日
も
立

つ
と
、
始
め

て
疥
瘡

が
落
ち
る
の
で
，
共
の
時
女
巫
を
川
ひ
て
痘
帥
を
逾
る
が
、
是
れ
を
拜
途
と
云
つ
て
ゐ
る
。
萄
馬

 
を
作
b
て
、
馬
夫

が
引
け
ば
、
巫
は
馬
夫
打
令

(
歌
曲
の
名
)
を
唱

ふ
る
、
觀
覽
す
る
渚
は
錢
を
擲
つ
て
、
女
巫
を
賞
與
す
る
の
で
あ

 
つ
た
。

鋤

〔龍

紳
々
祀
〕

俗

に
「
暑
組
黄
」
(目
3
碍

碧
5
潯
暮
)と
云
ふ
て
，
此
の
聊
祀
を
舟
の
上

に
於

い
て
行
ふ
が
、
又
水
府
譯
と
が

 
あ
つ
て
，
此
等
の
帥
祀
を
す
る
に
は
，
粟
て
飯
を
炊
き
.
水
に
投
げ
て
魚
族
を
飼
ひ
、
名
を
魚
布
施
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
俗
語

 

に
「
『
亭
翌
」
(
Q
H、昌
コo
幽ヨ
)
と
は
是
れ
で
あ
る
。

㈹
 
〔
招
魂
釋
〕
 
凡
そ
大
帥
祀
を
行
ふ
時
に
は
、
先
づ
招
魂
釋
を
行
ふ
が
，
俗
に
謂
ふ
招
安
釋
と
は
.
そ
れ
で
あ
つ
て
、
蓋
し
魂

 
紳
を
招
安
し
て
要
鰻
す
る
意
味

で
あ
る
。
又
來
臨
釋
が
あ
る
が

(H・9
三
5

挈
δ

即
ち
聊
祀
を
行
ふ
時
，
帥
祗
を
招
請
し
，
道
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場

へ
來
臨
し
て
.
供
養
を
受
け
し
く
む
る
の
で
あ
る
。

㈹

〔
指
路
靉

陰
魏

〕
霍

稱
の
「
刈
着

響

」
(9
噛§

崟

象

蜜

)
で
あ
る
が
・
是
れ
は
癖

盈

帥
の
繙

を
追

 
薦
す

る
祭
り
で
あ
る
。
人
が
死
し
た
後
魂
は
室
界
に
寄
り
、
悠

々
と
し
て
.
歸
向
の
處
を
知
ら
な
い
の
を
、
佛
家
で
は
其
れ
を

 
中
陰
身
と
云
ひ
、
七

々
齋
及
び
現
王
齋
を
設
け
，
速
か
に
極
樂

へ
往
く
様
に
迫
薦
す
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
朝
鮮
の
巫
俗
は
，
佛

 
事
に
雜
せ
て
あ
る
か
ら
、
此
の
紳
祀
を
行
ふ
の
で
.
絡
に
は
亦
た
念
佛
を
す
る
の
で
あ
つ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

(つ
 
野
 
く
)
1
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註
(
1
) 

『
三
国
史
記
』
巻
第

一
、
新
羅
本
紀
第

一
の
南
解
次

次
雄

の
項

に
、
こ
の
李
能
和

の
付

し
た
注

の
内

容
が
記
さ

れ
て

い
る
。
た
だ

し

「方
言

は
巫

で
あ

る
」
と

い
う

の
は

 

 
少
し
舌

足
ら
ず

の
表

現
で
あ
る
。
正
し
く

は

「次

次
雄
は
尊
長

者

の
こ
と
、
慈
雲
と

も

い
い
、
そ
れ
ら

は
巫
を
意
味
す

る
方
言

で
あ

る
」
と
記
す

べ
き

で
あ
る
。

こ
の

『
三

 

 
国
史

記
』

の
本
文

は
本
論
文

「新

羅

の
巫
俗
」

の
項

で
李
能
和
自
身

が
引
用
し

て

い
る
。
同
様

の
記
事

は

『三
国
遺
事
』
巻
第

一
、
紀

異
第

一
の
南
解

王

の
項

に
も

み
ら
れ

 

 
る
。

(2
) 

高
句
麗

の
こ
と
。

(3
) 

李
能
和

は
当
時
、
朝
鮮
史
編
纂
委
員
を

一
五
年

つ
と
め
た

あ
と
で
あ
り
、
歴
史
叙

述
に
必
要

な
厳

密
さ

は
十

分
承
知
し

て

い
た
で
あ

ろ
う
。

に
も

か
か
わ
ら
ず

、
巫
俗
は

 

 
壇
君
神
話

か
ら

は
じ
ま
り
そ

の
余
風

が
新
羅
や
高
句
麗

、
韓

、
駕

洛
な
ど

の
諸

国
に
伝
わ

っ
て
残

っ
た
と
主
張

し
た
。
も
ち

ろ
ん
明
証
は
な

い
。
だ

が
、
李

能
和
と

し
て
は
、

 

 
こ
れ

は
三

一
運
動
後

の
朝
鮮
民
族

に
向
け

て
ぜ
ひ
と
も
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
メ

ッ
セ
ー
ジ
だ

っ
た

の
だ

ろ
う
。

(
4
) 

道
教

の
儀
礼
と
し

て
の
醺

は
高
麗
時
代

に
は

一
般
的

で
あ

っ
た
。

『高
麗
史
』
志
第

一
七
巻
礼
五

の

「雑
祀
」

の
項

に
よ
れ
ば
、
さ
ま
ざ

ま
な
醵
が
宮
中

で
お
こ
な
わ

れ
た
。

 

 
た
と
え
ば
文
宗
年

間

(
一
〇

四
七

-

一
〇
八

二
)
だ
け

で
も

、
北
斗

、
本
命

星
宿
、
太

一
、
百
神

の
た
め

に
国

王
が
み
ず

か
ら
醺
を

お

こ
な

っ
た
。

し
か
し
、
朝
鮮
王
朝

で

 

 
は
道
教
儀
礼
を
禁
止
し
た
た
め
、
王
朝
実
録

に
は

こ
の
意
味

で
の
醺
祭

の
記
事
は
み
ら
れ
な

い
。

(
5
) 

徐
も
そ

の
よ
う
に
み
ら
れ

る
と

い

っ
た

(李
在
崑
訳
)
。

(
6
) 

宮
中

で
は
舞
を
し
、
家
に
あ

っ
て
は
、
楽
し
く
歌

を
歌
う

が
、

こ
れ
は
巫
風
か
ら
き

た
も

の
だ
と

い
う
。
疏
文

で
は
、
歌
舞

を
も

っ
て
神

に
事

え

る
が
ゆ
え
に
、
歌
舞

は

 

 
巫
覡

の
風
俗
な
り
と

い

っ
て
い
る

(李
在
崑
訳
参
照
)
。

(
7
) 

女
は
よ
く
形

無
き
も

の
に
事
え
、
舞
を
も

っ
て
神
を
降
ろ
す
。
こ
れ
を
巫
と

い
う

(李
在
崑

訳
参
照
)
。

(
8
) 

巫
は
そ

の
舞
を
も

っ
て
神
に
尽
く
す
。
巫
と
は
工

の
両
辺
に
人

の
字
を
も

っ
て
す

る
。
そ
れ
は
そ

の
舞
を
取
象

し
た
も

の
で
あ
る
。
巫
者

の
神

に
托

け
る
さ
ま
は
舞

零

(雨

 

 
乞

い
)

の
類

い
に
似
て

い
る
。
皆
舞
う

こ
と
で
和
気
に
通
暢

い
神

明
に
達

す
る
の
で
あ
ろ
う

(李
在
崑

訳
参

照
)
。

(9
) 

李
圭

景

(
一
七
八
八

1
?
)
は
朝

鮮
朝
後

期

の
実
学
者

。
中
国

と
朝
鮮

の
古
今

の
事
物
を
考

証
し
て

『五
洲
衍
文

長
箋
散
稿
』
を
著

わ
す

。

(10
) 

今

わ
が
郷
里
に
は
女

巫
、
男
覡
が

い
て
、
ド

ン
ド
ン
と
鼓
を
撃
ち

、
怪

し
げ

に
呪
文
を
唱
え

、
人
目
を
欺
く

よ
う

に
舞

い
逐
鬼
降
神
す

る
と

い
う
。

(21
)

国
王
の
即
位

以
来

、
道
場

は
宮
廷

よ
り
も
高
叡
弊

、
法
席

は
仏
宇

に
常

に
設
け

ら
れ
・
道
殿

の
醵

は
時
無
丸

巫
堂

の
事

鹿

レ
く
瀚

レ

い
・

こ
の
文

は

『高
麗
史
』

 

 
列
伝
第

三
二
鄭
道
伝

の
項

に
あ

る
。

「
北
訳
」
第
十
冊
、

三
九
九
頁
参
照
。

(
13
)
 

こ
の
記
事

は
成
宗

二
年

(
一
四
七

一
)
六
月
己
酉

に
み
え

る
。

(
14
) 

男
人

の
花
郎
と
号
称
え

る
者
有
り
。
そ

の
誣
詐

の
術
を
售
り
、
人

の
財
貨
を
漁
取

る
こ
と

は
曜
、
，
女
巫
と
同
じ
だ
。

(
15
) 

李
碎
光

(
一
五
六

三

ー

一
六

二
八
)
は
王
朝
中
期

の
人
。
新
羅

の
時

に
美

男
子
を
取

っ
て
粧
飾
ら

せ
、
類
聚
さ
せ

て
そ
の
行
儀
を
観

た
。
花
郎

と
名
づ
け

た
が
時

に
は
郎
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徒
と
も

い
い
、
ま
た
国
仙

と
も

い

っ
た
。
永

郎
、
述
郎
、
南
郎
な
ど
も

、
こ

の
類

い
で
あ

ろ
う

。
今
、
男
巫
を
花
郎

と

い
う

の
は
そ

の
旨
を
失

っ
た
も

の
で
あ

る

(李

在
崑

 
 
訳
参

照
)
。

(16
) 

丁
若
鋪

(
一
七
六
ニ

ー

一
八
三
六
)
は
後
期

の
実

学
者
。
花
郎
は
新

羅

の
貴
遊

(貴
族
)

の
名

で
あ
る
。
今
、
巫
美

や
倡

優

の
賤

し
き

を
も

っ
て
花

郎
と

い
う

の
は
間
違

 
 

い
で
あ

る
。
唐
令
狐
澄

の
新
羅
国
記

に
は
、
人

の
子
弟

の
美

し
き
者
を
択

ん
で
飾
ら
せ

て
花
郎

と

い
う
。
国
人

は
皆
師
と
尊

ん
だ
と
述

べ
て
あ
る
。
東
史

に
は
、
花
郎

ら
は

 
 
身
を
飾
り

、
大
勢
集
ま
り
、

互

い
に
道
義

を
磨
き
、
ま
た
歌
楽

を
し

て
悦

び
あ

っ
た
。
山
水

に
遊
び
、
遠
き
と

こ
ろ

へ
も

い
か

な

い
と

こ
ろ
は
な
か

っ
た
。
花
郎

の
服
章

は

 
 
核

麗

で
あ

っ
た

が
、
今

の
侶
夫
も
ま
た
服
装

は
弦

麗

で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え

こ
れ
を
花
郎
と
名
づ
け

た
の
だ

ろ
う

(李
在
崑
訳
参

照
)
。

(
17
) 

男

巫
で
花
郎
博
士
と
称
す

る
者

が
あ

る
が
、

こ
れ

は
そ

の
美
名
を
取

っ
て
勝
手

に
自
号
と
し

た
も

の
で
は
な

か
ろ
う

か
。

(
18
) 

南
道
と

は

一
般

に
京
畿
道

以
南

の
地

、
す
な
わ
ち
忠
清
道
、
全
羅
道
、
慶
尚
道
。
ま
た
西
道

は
黄
海
道
と
平
安
道
。
北
道

は
北
関
と
も

い
い
咸
鏡
道
。

(
19
) 

在
位

五
四
〇
1
五
七

五
年
。

(
20
) 

こ
の
記
事
は
燕
山
君
九
年

(
一
五
〇
三
)

四
月
甲
子

に
あ

る
。

(
21
) 

甚
だ
し

い
の
は
女

の
服

に
変
え

て
出

入
り
す
る
者
も

い
る
。
そ
れ

ゆ
え
安

深

(人
名

)
が
観
察
司
と

な
り
、
そ

の
弊
を
痛

し
く
革

め
た

の
で
そ

の
習

い
は
稍
衰
え

た
が
、

 
 
な
お
ま
だ
な
く
な
ら
な

い
。
願
わ
く
は

三
道

に
諭
し

て
禁
じ

る
よ
う

に
と

い

っ
た
が
、
王
は
答
え
な
か

っ
た

(
C
D

l
R
O
M
)
。

(
23
) 

男

の
居
士
と
称
す

る
者

や
女
人

の
回
寺
と
称
す

る
者

(女
人

の
山
寺

に
遊
び

寓

す
る
者
を
方
言

で
回
寺
と

い
う
)
た
ち
が
皆
農
業

に
事
え
ず
…
。

(
24
)

両
中
よ
り

ひ
ど

い
者
は
な

い

(俗

に
花
郎
と

い
う
。
男
巫

の
こ
と

で
あ
る
)
。

(
25
) 

人
び
と
を
し

て
耳
驚
か
し
手
を
打

っ
て
笑
わ
せ
、

こ
れ
を
快
楽
と
さ
せ
る
。

(
26
)
 
晩

に
女
巫
と
と
も

に
堂
室

に
雑
り
坐
し
、
隙
を
伺

っ
て
人

の
妻
女
を
奸
す

の
だ
が
…
。

(
27
) 

こ
れ
は
明

の
年
号

で

一
四
八

二
年
。

(
28
) 

刑
曹
受
教

で
い
う
に
は
、
花
郎

や
遊
女
な
ど
は
所
在
官
を
し

て
摘
発
さ
せ
、
大
明
律

の
犯
奸

の
条
に
よ
り
、
す

べ
て
本
罪
に

一
等
を
加
え
る

(C
D

l
R
O

M
)
。

(
29
) 

顆
は
た
わ
む
れ

の
話
。

(
30
) 

魚
叔
権
は
中
宗

(
一
五
〇
六

-

一
五
四
四
)
、
明
宗

(
一
五
四
六

-

一
五
六
六
)

の
こ
ろ

の
人
。

(
31
) 

俗
伝
に
、
官
府

で
は
巫
堂
か
ら
布
を
徴
収
す

る
こ
と

が
ひ
ど
く
重
く

、
官
吏

が
門
前

に
く

る
や

い
な

や

一
家
は
あ
わ

て
ふ
た
め
き
酒
肴

を
整
え
も

て
な
す
。
そ
し

て
、
納

 
 
め
る
時
期
を
緩
め

て
ほ
し

い
と
乞
う
。

こ
の
よ
う
に
す

る
こ
と

は
何
日

に
も

わ
た
る

こ
と

が
あ
り
、
苦
し

い
事

が
多

か

っ
た
。
た
ま

た
ま
優
人
ら

が
此

の
こ
と
を
朝

廷
に
お

 
 
い
て
戯
に
作

っ
た
。
そ

こ
で
国
王
は
そ

の
税
を
除

い
て
や

っ
た
。
優
人
も
ま
た
民
に
と

つ
て
有
益
な

の
だ
。
優
人
に
は
な
お
そ

の
戯
を
作
さ
し
め
、
故
事

と
し
た
。

(
32
) 

李
能
和
は
こ
こ

で
い
わ
ゆ
る

「
楊
州
別
山
台
戯
」

の
こ
と
を
述

べ
て

い
る
。
も

っ
と
も

み
た
上

で
の
感
想

は
不
愉
快
だ

っ
た

の
だ

ろ
う

、
あ
ま

り
評
価

し
て

い
な

い
。
し

 
 
か
し
、
優
人

の
本
来
持

っ
て

い
た
批
判
、
諷
刺

の
精
神
に

つ
い
て
は
認
め

て
も

い
る
。

い
ず

れ

に
し

て
も

巫
俗
史

の
な

か
で

ク

ワ
ン
デ
を
論
じ
た

こ
と

そ

の
も

の
が
注
目
さ

 
 
れ
る
。
こ

の
視
点
は
そ

の
の
ち

の
研
究
者
か
ら
落
ち
て

い
っ
た
。
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李能和 「朝鮮巫俗考」註

(34
)
 
郊

に
豕
が
逐
げ

た
。
王
は
託
利
と
斯
卑

を
し

て
こ
れ
を

追
わ
せ
た
と

こ
ろ
、
長
屋

の
沢

の
中

に
て
こ
れ
を
得
、
刀

で
そ

の
脚
筋
を
断

っ
た
。
王
は

こ
れ
を
聞

い
て
怒

り
、

 
 
祭

天
の
牲
を

ど
う

し
て
傷

つ
け
た

の
か
と

い
い
、
遂

に
二
人
を
坑
中

に
投
げ

て
殺

し
た
。
九

月

に
王

が
疾

病
ん
だ
と
き

、
巫
は
、
託
利
と
斯
卑

が
祟
り
を
為

し
た
と

い
っ
た
。

 
 
王
が
謝

ら
せ
た
と

こ
ろ
、
た
ち
ま
ち
癒
え

た
。

(36
) 

王
が
平
儒

原
で
狩
り
を

し
た
と
き
白
狐

が

つ
い
て
き

て
鳴

い
た
。
王
は

こ
れ
を
射
る
が
あ

た
ら
な

い
の
で
師
巫

に
問
う

と
、
師
巫
が

「狐

は
妖

獣

で
あ
り

吉
祥

で
は

な

い
。

 
 

い
わ
ん
や
白
と

い
う

の
は
怪

し
む
べ
き
だ

。
し
か
る
に
天
は
諄

々
と
も

の

い
う

こ
と
が

で
き
な

い
の
で
妖

怪
を
も

っ
て
人
君
を
恐

れ
さ
せ
修
省

さ
せ
よ
う
と

し
た

の
で
あ

る
。

 
 
君

が
も

し
修
徳
す

る
な
ら

ば
転
禍
為
福
と
す

る
こ
と
が
で
き

る
」

と

い

っ
た
。
王
は

「
凶
な

ら
凶
、
吉
な
ら
吉
と

い
え
。

爾
は

そ
も

そ
も
妖
だ
と

い

っ
て
お
き
な
が
ら

又
福

 
 
と
な

る
と

い
う
。
誣
く

の
か
1
」
と

い
っ
て
殺

し
て
し
ま

っ
た
。

(
38
) 

王
子
郊
饒

の
母
を
小
后
と

し
た
。
先

に
小
后

の
母

が
孕

み
未
だ
産
ま

ぬ
と
き

、
巫
が
ト

し
て

「
必
ず

王
后

を
生

ま
ん
」
と

い
っ
た
。
母

は
喜

ん
で
子
が
生

ま
れ
た
と
き

「后

 
 
女
」
と
名
づ
け
た
。

(
40
) 

太
后
于
氏

が
死

ん
だ
。
太
后

は
臨
終

に
遺
言

し
て

「
わ
た
し
は
失
行

し
た

の
で
何

の
面

目
を
も

っ
て
地
下

に
お

い
て
国
譲
王

に
見
え
よ
う

か
。
群

臣
が
溝
壑

に
上
れ
な

い

 
 
な
ら
、
わ
た

し
を
山
上
王

の
御
陵

の
側

に
葬

っ
て
ほ
し

い
」
と

い
っ
た
。
そ

の
と
お
り

に
し
た
。
巫
者

が

「
国
譲
王
が
わ

れ
に
降

っ
て

『昨

日
、
于

氏
が
川
上

に
帰
く

の
を

 
 
み
た
が
、
憤

恚

に
勝
え
ず
遂

に
戦

っ
た
。

し
か

し
退

い
て
思
う
と
恥
ず

か
し
く

て
国
人
を
見

る
こ
と

が
で
き

な

い
。

爾

、
朝
廷

に
告
げ

て
我
を
物

を
も

っ
て
遮

る
よ
う

に
し

 
 
て
く
れ
』
と

い

っ
た
」
と
告
げ
た
。
そ

こ
で
陵

の
前

に
松
を
七
重

に
し

て
植
え
た
。

(
42
) 

昼
夜
休

み
な
く

一
二
日
も

つ
づ

い
た
。
唐

の
太
宗

が
精
兵
を

ひ
き

い
て
き

て
こ
れ
を
集
め
、
遼
東

城
を
幾
重

に
も
取
り
囲

ん
だ
。
鼓
噪

の
声

は
天
地
を
振
動

さ
せ
た
。
遼

 
 
東
城

に
は
朱
蒙
祠
が
有

っ
た
。
そ

の
祠

に
は
鎖

甲
、
銛

矛
が
有

っ
た

が
、
妄

言

で
前
燕

の
世
に
天

か
ら
降

っ
た
も

の
だ
と

い
わ

れ
て

い
た
。
城

の
包

囲
が
危
急

の
と
き

に
、

 
 
女
を
飾
り
立

て
う
る
わ
し
く
し

て
神

の
婦
と
し
、
巫
が

「
朱
蒙
が
悦
ぶ
な
ら
城
は
必
ず
完
か
ら

ん
」
と

い
っ
た
。

(
45
) 

百
済
は
月

の
輪
と
同
じ
く
、
新
羅
は
月

の
新
し
き

の
ご
と
し
。

(
46
) 

満
ち
れ
ば
虧
け
る
。

(
47
) 

い
ま
だ
満
た
ざ
れ
ば
次
第
に
盈
ち
る
。

(
48
) 

南
解
次
次
雄
、
在
位
四

-
二
三
年
。

(
49
) 

朴
赫
居
世
、
在
位
紀
元
前
五
七
年

-
紀
元
後
三
年
。

(
50
) 

金
大
問
は
善
徳
王

(六
三

ニ
ー
六
四
六
)

の
時
代

の
学
者
。

(
51
) 

方
言

で
は
巫

の
こ
と
で
あ
る
。

(
52
) 

巫
が
鬼

神
に
事
え
、
祭
祀
を
尚
ぶ

の
で
、
世
人
は
こ
れ
を
畏
敬
す
る
。
そ
し
て
遂
に
尊
長
者
を
称
し

て
慈
雲
と
し
た
。

(
53
) 

こ

の
カ
ギ
括
弧
は
朝

鮮
と
号
を
な
す
云

々
ま
で
で
閉
じ
る

べ
き
で
あ
る
。

(
56
) 

干
曝
を
も

っ
て
巫
が
祈
雨
を
す
る
。
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(62
)
 

日
照
り
の
為

に
市
を
移

す
。

(67
) 

他
者

を
貶

め
る
呪
術

(李
在

崑
訳
)
。

(68
) 

役
事

に
お

い
て
地
神

の
怒

り
を
買

い
災

い
を
被

る
前

に
、
こ
れ
を
退
け
る
こ
と

(李
在

崑
訳
)
。

(70
) 

拓
俊
卿

(人
名
)
。

(71
)
 

巫
が

「拓
俊
卿

が
祟

り
を
為

し
た
」
と

い
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
内
侍
を

遣

っ
て
い
わ
せ
た
、
金
堤
郡

に
て
新
築
し

た
碧

骨
池

の
堤

堰
を
壊
せ
と

。
巫

の
言

に
従

っ
て

 

 
の
こ
と

で
あ

る
。

(
73
) 

陜
洲

は
現
在

の
慶
尚
南
道

陜
川
郡
の
こ
と
。

(74
)
 
至

る
所

で
人
の
声

で
呼

ぶ
。
空
中
か
ら
隠

れ
て
喝
破

し
て
道
う

ご
と
し
。

(75
)

安

駒

は
巫
を
捕
え

て
刑

に
処

し
た
。
巫
が
託
神

し
て

「安

珀
は
禍
福

を
恐

る
べ
し
」
と

い

っ
た

の
で
、
州

人
は
皆
懼

れ
た
が
、
安
珀
は
動
揺
し

な
か

っ
た
。
数

日
後

、
巫

 

 
が
赦

し
を
乞
う

た
の
で
放
免

し
て
や

っ
た

(「
北
訳
」
参

照
)
。

(
77
) 

斎
安
公

、

(王
)
淑
、
金
方
慶
等

と
あ
る
べ
き

(「
北
訳
」
参

照
)
。

(
78
) 

柳

暾

(人
名
)

が
泣

い
て
諌

め
た
の
で
、
公
主

は
感
動

し
て
皆

を
釈
放

し
た
。

(
79
) 

甲
申

の
日

(
80
) 

忽
刺
歹

(ホ
ル
ラ
ル
デ
、
人
名
)

(
81
) 

呪
詛

し
た
と

い
う

こ
と

は
根

拠
な
く
し
て
起
き

た
も

の
で
、
あ

な
た

(元
帝

)
が
よ
く

調
べ
て
み
れ
ば
、
よ
く
お
わ
か
り
に
な
る

で
し

ょ
う

(「
北
訳
」
参
照
)
。

(
82
) 

城
隍

の
問

題
は
の
ち

に

「
十
七
 

城
隍
」

の
箇
所

で
再
論

さ
れ
る
。
こ
れ
を
取

り
上
げ
た
こ
と
そ

の
も

の
が
慧
眼
と

い
う

べ
き

で
あ
る
。

(
83
)

今

日
な
お
東
海
岸

で
盛

ん
に
み
ら
れ
る
別
神

ク

ッ
の
こ
と

で
、

こ
れ
を

高
麗
時
代

の
遺
風
と

し
た
こ
と
は
首
肯

で
き
る
。

こ
れ
ま

た
す
ぐ
れ

て
歴
史
的
な
究

明

で
あ

っ
た

 

 
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。

(
84
) 

朔
方
道

は
江
原
道
。
ま

た
登
州
は
咸
鏡
南
道

の
最
南
端

(李
在
崑
訳
)
。

(
85
) 

揖
だ

け
し
て
拝
礼
を

し
な
か

っ
た
と
こ
ろ
、
有

司
は
国
王

に
褒

め
ら
れ
る
こ
と
を

願

っ
て
か
れ
を
罷
免
し
て
し
ま

っ
た

(「
北
訳
」
参
照
)
。

(
86
) 

妥
霊
と

は
神
主

(位
牌
)
を

ま

つ
る
こ
と

(李
在
崑
訳
)
。

(
87
)
 

一
二
七
六
年

に
宝
文
閣
待
制

に
叙

さ
れ
た
の
だ
が
、
羅
州

の
人

が

い
う

に
は

「錦

城
山
の
神

が
巫
に
降

っ
て
、

『珍
島
と
耽
羅

の
征

で
は
、
我
、

実

に
力
有

り
。
し
か

る
に

 

 
将
士
を
賞

め
て
我

に
禄
を
授

け
ぬ
は
何
故
か
。
必
ず
我
を

定
寧
公

に
封

じ
る
よ
う

に
』
と

い

っ
た
」
と

の
こ
と

で
あ

っ
た
。
鄭

可
臣
は
そ

の
言

に
惑
わ

さ
れ
、
国
王

に
そ
れ

 

 
と

な
く

い
い
、
定
寧
公

に
封

じ
さ
せ
、
か

つ
、
そ
の
禄
米

五
石
を
集

め
て
毎
年

、
そ
の
祠

に
送

ら
せ
た

(「
北
訳
」
参
照
)
。

(
88
) 

お
前

が
も

し
錦
城
神
堂

の
巫
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
必
ず

お
前

の
父
母
を
殺
す

そ
。

(
90
)

絹

の
衣
を
着

さ
せ
、
馬

の
尾

の
笠

を
被

ら
せ
、
別
に

一
隊
を
作

っ
て

「男
粧
」
と

よ
ん
だ
。
こ

の
記
事
は

『高
麗
史
』
志
第
二
五
巻
楽

の
俗
楽

「
男
粧
」
の
条
に
あ
る

(
「
北
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李能和 「朝鮮巫俗考」註

 
 
訳
」
参
照
)
。

(
91
) 

こ

の
記
事

は
李
能

和

の
錯
誤
。

『高
麗
史
』

巻
第

一
三
五
列
伝
第
四
八
辛
禍

一
〇
年

(
コ
ニ
八

四
)

八
月

乙
亥

の
記
事

で
あ

る
。
す
な

わ
ち
辛
隅
は
郊

に
畋

を
し
、
夜
、
還

 
 
り
て
は
笙

歌
鼓
舞

し
、
巫
覡
戯
を
し
た
。
そ
し

て

「
人

の
世
間

に
生
き

る
こ
と
は
草
露

の
ご
と
き

だ
」

と

い

っ
て
歎

き
法
然
と
涕
を

流
し
た
。
巫
覡

の
あ
そ
び
と
酒
色

以
外

 
 
に
は
何
ら
寄
る
辺

の
な
か

っ
た
青
年
王
国

の
、
こ

の
行
為
は
李
氏
王
朝
時
代

の
燕
山
君
を
彷
彿
さ
せ
る
。

(92
) 

恭

譲
王
、
在
位

=
二
八
九

-
九

一
年
。

以
下

の
記
事

は

『高

麗
史
』

列
伝
第
三

三
金
子
粹

の
条

に
あ
る

(「
北
訳
」
参

照
)
。
こ
れ
は
巫
堂

が
も
と
施
設

の
名

で
あ

っ
た
こ

 
 
と
を

示
す

記
事

と

い
え

る
。
な
お
、
国
家

の
設
置
し

た
巫
堂

(国
巫
堂
)

は
高

麗
明
宗

の
時

に
は
じ
ま

り
、
朱

子
学

の
台
頭

と
と
も

に
淫

祀
と
し

て
廃

止
さ
れ
た

が
、
朝

鮮

 
 
朝

に
は

い
っ
て
ま
た
復
活

さ
れ
て

い
た
。
こ
れ
は
世
宗

八
年

(
一
四

二
六
)

に
司
諌
院
が

上
訴

し

て
、
淫
祀

の
根
源
だ
と

し
て
廃
止
す

る
よ
う

に
訴
え

ら
れ

て

い
る
。
し
か

 
 
し
、
成
宗

八
年

(
一
四
七
七

)

一
一
月

の
記
事

に
は
国
巫
堂
な
る
巫
女

が
開
城

の
公
館

で
国
王

の
た
め

の
ク

ッ
を
し

て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
官
僚

に
よ
り
批

判
さ
れ

て

い
る
。

 
 
そ
れ

以
後

、
実
録

の
記
事

に
は
表

だ

っ
た
国

巫
堂

の
記
事

は

み
ら

れ
な

い
が
、
宮
中

に
は
国
巫
堂
と

さ
れ

る
巫
女

が
出
入
り

し
て

い
た
。
な

お
施

設
と
し

て

の
国
巫
堂

は
国

 
 
師
堂
と
も

よ
ば

れ
る

(
C
D

l
R
O
M
)
。

(
93
) 

す

で
に
正
当
な

こ
と

で
は
な

い
の
に

(
94
) 

一
年
間

の
浪
費
は
述

べ
る
こ
と

が
で
き
な

い
ほ
ど
だ

(
95
) 

九
街
は

「
に
ぎ

や
か
な
十
字
路
」

(李
在
崑
訳
)
。

(
96
) 

ど

ん
な

こ
と

で
も
し

て

(
97
) 

有
司
に
命
じ

て
、
祀
典

に
記
載
さ
れ
た
も

の
を
除

い
て
、
あ
ら

ゆ
る
淫
祀
を
禁
じ
諸
巫

の
禁
中

へ
の
出

入
り
を
断

つ
よ
う

に

(「
北
訳
」
参

照
)
。

(
98
) 

毅
宗
、
在
位

一
一
四
七

-

一
一
七
〇
年
。

(
99
) 

忠
蕭
王
、
在
位

=
二
一
四

ー

=
二
三
〇
年
。

(001
) 

巫
と
な

っ
て
松
岳
祠
に
食
わ
れ
た
。

(201
) 

巫
や
匠
人

の
生
業

の
な
か
か
ら
貢
布
を
徴
収
し
た
。

(401
) 

両
府
を
し
て
巫
祝

の
と
こ
ろ
に

い
か
せ
、
馬
を
出
さ
せ

て
、
進
献
さ
せ
た
。

(701
)

作
者
は
李
奎

報

(
一

一
六

八

-

一
二
四

一
)
、
詩
文
集

に

『東
国

李
相
国
集
』
五

三
巻

が
あ

る
。

以
下
、
「
民
族
文
化
推
進
会
」

の

『東

国
李
相

国
集

1
』

を
参
照

し

つ
つ

 
 
全

訳
を
掲
げ
る
。
な
お
李
在
崑
訳
は
あ
ま
り
正
確
で
な

い
。

 
 
 
わ
た
し

の
住
ま

い
の
東
隣
に
老
巫
が

い
る
。
日
毎

に
多
く

の
士
女

が
集
ま

っ
て

い
て
、
そ

の
淫

ら
な
歌
と

怪
し
げ
な
言
葉

が
聞

こ
え

て
く
る
と
、
私

は
非

常
に
不
愉
快

で

 
 
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
追

い
や
る

い
わ
れ
が
な
か

っ
た
。
と

こ
ろ
が
ち

ょ
う
ど
今

、
国

家
か
ら
勅
令

が
下
さ

れ
、
諸

々

の
巫
を
し

て
遠

方
に

や
り
京
帥

に
隣
接

さ
せ
な

い
こ
と

 
 
に
し
た
。
わ
た
し
は
、
東
家

の
淫
祀
が
掃

き
清

め
ら
れ
た
か

の
よ
う

に
な
る

こ
と
を
喜

ぶ
ば

か
り

で
は
な

く
ま
た
、
京
帥

の
内

に
淫
ら
な
詭
弁

が
な
く

な
り
、
世
が
質
朴

に

 
 
し
て
、
人
び
と
が
純
真

に
な
り
、
太
古

の
風
が
戻
る

こ
と
を
祝

賀
す
る
。
そ

こ
で
、
わ
た
し
は
詩

を
作

っ
て
こ

の
こ
と
を
祝
賀

す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た

明
ら
か

に
し
て
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お
く

べ
き
は
、
こ
の
輩
も

、
醇

朴
で
あ

っ
た
な
ら
、
王
京

か
ら
追

放
さ
れ

る
こ
と
は
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
結
局
、
淫

巫
に
委
託

し
た
が
た
め

に
追
放

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
ら

が
招

い
た

こ
と

で
あ
り
、
だ
れ
を
と

が
め
る
わ
け

に
も

い
か
な

い
。
そ
し

て
、
人
臣
も

ま
た
同
じ

で
あ
る
。
忠
を
も

っ
て

君

に
事
え

る
な
ら
ば
、
終
身

、
過
ち
も
無

い
が
、
妖

を
も

っ
て
衆

を
惑

わ
す
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
に
敗
れ
る

で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
そ
れ
が
道
理
と

い
う
も

の
で
あ

る
。

 

 

い
に
し
え

の
巫
咸

は
、
神

に
し
て
奇

で
あ

っ
た
た
め

に
 
す

べ
て

の
者
は
、
山
椒

や
米
を
捧
げ
疑

念
を
解

い
た
け
れ
ど
も
 

か
れ
が
、
上
天
し

て
か
ら
は
、
継
ぐ
者

は

 
誰

で
あ

ろ
う

か
 
千
百
年

過
ぎ
た
今

に
至
る
ま

で
、

た
だ
漠
然
と

し
て

い
る
 

盻
、
彭
、
真
、
禮
、
抵
、
謝
、
羅

の
巫
は
 

霊
山

に

い
て
道
は
遠
く

、
追

っ
て
い
く

こ
と

 
も
難

し

い
 

涜
湘

の
間

で
も
鬼

を
信
じ
 
そ

の
荒

淫

に
し

て
人
を
騙
す

こ
と

は
笑
う

べ
き

ほ
ど
だ
 
海
東

(朝
鮮
)

に
も
ま
だ

こ
の
風
が
残

っ
て

い
て
 
女

は
巫
、
男
は

 

覡
と
な

る
 
自

ら
神

が
わ
が
躯

に
降

っ
た
と

い
う

け
れ
ど
も

 
私

が
聞
く

に
は
お
か
し
く
も
あ

り
ま
た
吁

か
わ
し

い
ば

か
り

で
あ

る
 
穴

中

の
千
歳

の
鼠

で
な
け

れ
ば

 
林

の
中

の
九
尾

の
狐

に
ち

が

い
な

い
 
東
家

の
巫
は
衆

の
惑

う
と

こ
ろ
で
あ
る
が
 
面

は
皺

が
よ
り
鬢

は
半
ば
白
く
年

は
五
十
 
士
女

は
そ

の
家

に
雲
集
し
た
 
肩
を

ぶ

 

つ
け

は
ち
合
わ

せ
を

し
て
出

入
り
す

る
 
喉
中

の
か
細

い
声

は
鳥

の
声

の
よ
う

だ
 

と
り
と

め
も

な

い
こ
と

ば
は
緩

で
あ

る
か
と
お
も
う

と
急

で
あ

る
 

千
言
万
語

の
う

 
ち
幸

い
ひ
と

つ
中

る
と
 
愚

か
な
女
と
男

は

い
よ

い
よ
敬

い
奉

る
の
で
 
酸

甘

の
酒

に
お

の
ず
と
満
腹

し
 
起

ち
あ
が

り
身

を
躍
ら

せ
る
と
頭

が
棟

柱
に
達
す

る
 

 
(縁

 
木
為
龕
僅

五
尺
 
木

で
も

っ
て
五
尺
ほ
ど

の
龕

室
を
作
り
 
異
本
) 

み
ず

か
ら

「帝
釈

天
だ
」

と

い
う
け
れ
ど
も
 
帝
釈

天
皇
は
本

、
六
天

の
上

に
あ

る

の
だ

か
ら

 
ど
う

し
て
汝

の
屋

に
入
り

一
隅
に
と
ど
ま

ろ
う

か
 
丹
青
を
も

っ
て
壁
中

に
神

像
を
描
き
 
七

元

(北
斗
七
星

の
こ
と
)
九
曜

の
額

を
掲
げ

て

い
る
が
 
星
官
は
本

、
九

 
霄

(九
天

、
空
)

の
な

か
に
あ

る
の
だ

か
ら
 
ど
う

し

て
汝

に
従

っ
て
そ

の
壁

に
と
ど
ま

る
で
あ

ろ
う

か
 

死
生
禍
福
を
妄

り
に
推
し
量

る
け
れ
ど
も
 
吾

ら
を
試

し
て

 
天

の
気
機

(意
向
)
を
横

る
こ
と

な
ど

で
き

は
し
な

い
 

四
方

の
男
女

の
食
を

こ
ぞ

っ
て
掠

め
取
り
 
天

下
の
夫
婦

の
衣
を
奪

い
つ
く

し
て

い
る
 

わ
た

し
に
は
青
水

の

 
ご
と
き
鋭

い
利
剣
が
あ

る
 
幾
度
も
駆
け

つ
け
よ
う
と
し

て
は
辞
め
た
 
そ

れ
は
、
た
だ
守
ら

ね
ば
な
ら
な

い
法
が
あ

っ
た

か
ら

で
あ

る
 

け

っ
し

て
そ

の
神

が
わ
た

し

 

に
祟
り
為
す

こ
と
を
恐

れ
て
で
は
な

い
 

東
家

の
巫
は
、
年
を
取

り
終

末

に
近

い
 

朝

死
ぬ
か
夕

べ
に
死

ぬ
か

い
ず
れ
久

し
く
は
な

い
 

わ

た
し

の
今
念
う

と
こ

ろ
は
こ

 

の
こ
と
だ
け

で
は
な
く
 
民
宇
す

べ
て
を
逐
滌

め
ん
と
お
も
う

の
で
あ
る
 

君
は
見

な
か

っ
た
か
、
昔

、

郊

の
県
令

が
 

河

に
大

巫
を
沈
め
河
伯

が
娶

る
こ
と
を
止

め
さ

 
せ
た

の
を
 
ま
た
見
な

か

っ
た

か
、
今

日
、
咸

尚
書

(咸
有

一
)
が
坐

し
て
巫

や
鬼
神

を
掃
討

し
暫

し
も
接
す

る
こ
と
が

で
き

な
く
し
た

の
を
 
こ

の
翁

が
亡

く
な

っ
た

 
後

に
ま
た
ま
た
わ
き
起

こ
り
 
醜
鬼
老
狸
が
争

っ
て
集
ま
り

だ
し
た
 
あ
え

て
祝

賀
す
る
、
朝
廷

に
固

い
計
画

が
あ
り
 
群
巫
を
逐

い
や
る

こ
と

を
議
す

る
に
切
実

に
し

 

て
直
截

で
あ
り
 
署
名
し
牘
を
抗
げ
各
自

言
う

こ
と
を
 

こ
れ

は
臣

の
た
め

の
も

の
で
は
な
く

、
誠

に
国
益

の
た
め

の
も

の
で
あ
る
 
聡
明
な

る
天
子
は

そ

の
訴
え
を

可

 
と
さ
れ

ん
こ
と
を
 
朝

の
夕

に
及
ば

ぬ
に
さ
な
が
ら
掃

き
清
め
た

か

の
よ
う
だ
 
万

一
爾
ら
が
わ

た
し
に
術

の
神
奇

と

い
う

こ
と
を
謂
う
な

ら
 
変
化

の
恍
惚

た
る

こ
と

 
は
限
り
な

か
る
べ
し
 
声
有

る
と
き

に
人

の
耳
を
閉
ざ

す

こ
と
は

で
き

ず
 
形
有

る
と

き
に
人

の
目
を
閉
じ

さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な

い
 

丹

に
朱

を
塗
り
な

お
幻
と
謂
う

 
が
 
爾
ら
は
身
を
隠
す

こ
と
も
難
し

い
こ
と

よ
 
今

や
徒
党
を
率

い
て
遠
く

に
移

徙
る
と

い
う

 
小

臣
は
国

の
た
め
に
誠

に
喜

ぶ
と

こ
ろ
だ
 

日
ご
と
遊

ん
だ
帝
城
が
す

 
な
わ
ち
清
浄

に
な
り

 
や
か
ま
し

い
鼓

の
声
も
わ

が
耳
に
無
し
 
み
ず

か
ら
念
う

に
臣

下

の

一
党

で
巫

の
よ
う

な
者

が
あ

る
な
ら
 
誅
流
や
配
貶

は
も
と

よ
り

当
然

の
こ

 
と

で
あ

る
 
わ
た
し
は
今
、
幸

い
に
役

に
立
た

な

い
身

で
あ

る
だ
け

で
な
く

王
京

に
接
し

て
し
か
も
我

が
身

を
驚
か
す
事

は
無

い
 
お

よ
そ
も
ろ
も

ろ
の
士
子
よ

、
こ

 

の
こ
と
を
書
し

て
お
き
 
ど
う
か
身
を
慎
み
淫
怪

に
近
づ
く

こ
と
な

い
よ
う

に
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(
901
) 

臣

の
願

わ
く

は
、
国

王
の
回
天

(
こ
こ
ろ
を
変
え

る
こ
と
)
を
聴
か

ん
こ
と
を
。
国
王

の
決
心

に
お

い
て
巫
覡
を
遠
地

に
放

し
て
も
、
京
城

と
同
じ
に
は
な
ら
な

い
で
し

ょ

 
 
・つ
。

(
m
) 

萼
壇

は
雨
乞

い
の
壇
。

(
211
) 

成
俔

(
一
四
三
九

-

一
五
〇
四
)

(
611
) 

京
畿
道
開
城
か
ら

四
〇

キ

ロ
ほ
ど

の
と

こ
ろ
に
あ

る
。

(
321
)

在
位

一
四
七
〇

1

一
四
九

四
年

(
421
) 

成
均
館

の
こ
と
。
も
と
も
と
孔
子
廟
を
拌
宮
と
よ

ん
だ
こ
と

に
由
来

す
る
。
成
均
館
周

辺
に
は
孔

子

の
祭
祀

の
た
め
に
牛
を

屠
殺

す

る
者

た
ち
が
住

ん
で

い
た
。
か

れ
ら

 
 
は
牛
肉

の
商

い
を
独
占
し

て
利
益
を
得
た
が
、

一
方

で
は
拌
人
と
か
館
奴
と
よ
ば
れ

て
社
会
的

に
差
別
を
受

け
た

(李
覚
鐘

「朝
鮮

の
特
殊
部
落
」

『朝

鮮
』

一
〇
四
号

、

一

 
 
九

二
三
年
、

一
二
五
-

一
二
七
頁
参
照
)
。

一
方
、

こ
の
拌
人
た
ち
は
山
台
戯
を
も
担

っ
て
い
た
。

一
七
世
紀
半

ば
以
降
、
宮
中

の
山
台
戯
が
廃

止
さ
れ
た
あ

と
、
か
れ
ら

は

 
 
船
着
き
場
や
市
場

の
商
人
か
ら
金
や
穀
物
を
集
め

て
仮
面
戯

一
座

の
費
用

に
充

て
た

(秋
葉
隆

「山
台
戯
」

『
日
本

民
俗
学
』
第
九
号

、

一
九

四
八
年
参

照
)
。

(521
) 

一
五
〇
三
年
四
月
甲
子

の
記
事

で
あ
る

(C

D
-
R
O
M
)
。

(621
) 

一
五
〇
三
年
四
月
乙
丑

の
記
事

で
あ
る

(C

D
-
R
O

M
)
。

(721
) 

こ

の
巫
女
は
守
令

が
崇
拝
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な

い
か
ら

(C

D
l
R
O
M
)
。

(821
) 

一
五
〇
三
年

五
月
丙
寅

の
記
事

で
あ
る

(C
D

l
R
O
M
)
。

(921
) 

権
憲

が
ふ
た
た
び
上
奏

し
た
け
れ
ど

(C
D

i
R
O
M
)
。

(131
) 

こ
の
野
祭
と

は
屋
外

に
お
け
る
死
霊
祭

で
今

日

の
チ
ノ
ギ
を
連
想

さ
せ
る
。

(231
) 

松
岳

は
高
麗

の
都
松
都

の
背
後

に
あ

っ
た
。

(
331
) 

成
宗

の
こ
と

(
631
) 

明
宗

(
一
五
四
五

-

一
五
六
七
)

(
731
) 

章
甫
は
殷
代

の
礼
冠

の
名

。
孔
子

が
か
ぶ

っ
た
の
で
、

そ
の
の
ち
儒
生

が
か
ぶ
る
よ
う

に
な

っ
た

(李
在
崑

訳
参

照
)
。

(
931
) 

在
位

一
六

二
ニ

ー

一
六

〇
九
年

(
241
) 

こ
の
箇
所
は
、

「
C
D

l
R
O
M
」

で
は

「承
政
院
が
儀
註

の
な
か

の
巫
祝

・
桃
荊

・
執
戈

な
ど

の
事

を
も

っ
て
稟
請

し
た
…
」
と
あ

る
。
並

列
と
と

る
の
が
よ

い
。
な

お

 
 
桃
荊
は
桃

の
枝

で
作

っ
た
箒

で
鬼
神
を
追

い
や
る
の
に
用

い
る

(
C
D
l
R
O
M
)
。

(341
)
 

「
C
D
i
R
O
M
」

に
よ

る
と
、

こ
れ
は
粛
宗

一
〇
年

(
一
六
八

四
)

二
月

二

一
日

(丁
子
)

の
記
事

で
あ

る
。

(441
) 

国
王

の
着
用
す
る
衣
服
。

(641
) 

一
六
八

一
-

一
七
六
三
年

一113(220)一 一



(
841
) 

一
八
六

四

-

一
九

〇
六
年

(
941
)

朝
鮮
王
朝
実
録

で
は

「星
宿
庁
」

(星
ま

つ
り
を
担
う
官
庁
)

の
語

が
成
宗

八
年

九
月
九
日

(癸
酉
)

の
条
に
初
出
す

る
。
そ

こ
で
は
成
宗

が
星

宿
庁

の
修

理
を
命

じ
た
こ

 
 
と
を
臣
下

が
諌

め
た

が
、
国
王

は
、
こ
れ
は
祖
宗

の
と
き
か

ら
あ

っ
た
も

の
だ
と

い

っ
て
退
け
た
。
翌
年

に
も

臣
下
が
星
宿

庁

の
こ
と

を
取
り
上
げ

て
諌
め
た
。

た
だ
し
、

 
 
国
王

は
意
見
を
聞
く

に
と
ど

め
た
よ
う

で
あ

る
。

(
051
) 

後
述
さ

れ
て

い
る
よ
う

に
、
太

祖
元
年

(
一
三
九

二
)
に
高
麗

の
制
度

を
受
け

て
設
け
ら

れ
た
医
療
機
関

「東

西
大
悲
院
」

に
由

来
す
る

(七
月

二
八
日
、
丁
未

に
記
事

 
 
が
あ

る
)
。
太
宗

一
〇
年

(
一
四

一
〇
)

四
月

二
日

(戊
戌

)
に
は
、
東

西
活
人

院
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ

は
京

中

の
乞
食
、
飢
え

に
苦
し
む
者

の
救
済
施

設
で

 
 
あ

っ
た
。

に
も

か
か
わ

ら
ず

、
そ
の
年

、
乞

食
、
餓
死
す

る
者
が
多
数

い
て
国
王
は
臣

下

の
仕
事

ぶ
り
を
責
め

た
。
ま

た
世
祖

一
二
年

一
月

一
五
日

(戊
午
)
に
は

ふ
た
た

 
 
び
活
人
署

に
改

め
た
。

(
151
)
 

「
C
D

l
R
O
M
」

で
は
成
宗
九
年

一
一
月
三
〇
日

(丁
亥

)
の
記
事

で
あ
る
。

(
251
) 

星
宿
庁

で
ま

つ
る
神

は

(
651
)
 

「
C
D

-
R
O
M
」

で
は
世
宗

一
八
年

五
月

一
二
日

(丁
丑
)
の
記
事

で
あ
る
。

(
751
) 

「
C
D

-
R
O
M
」

で
は
世
宗

二
五
年
九

月
二
日

(癸
丑
)
の
記
事

で
あ
る
。

(
851
) 

「
C
D

l
R
O
M
」

で
は
成
宗

五
年

六
月

四
日

(丁
巳
)

の
記
事

で
あ
る
。

(
951
)
 

「
C
D

l
R
O
M
」

で
は
中
宗

二

年

(
一
五

一
六
)

六
月
三
日

(癸
丑
)

の
記
事

で
あ
る
。

(
161
) 

一
四

一
四
年

。
帰
厚
署
と

は
棺

槨
の
製
造

、
和
売

と
礼
葬

に
必
要

な
あ
ら
ゆ
る
物

を
供
給

す
る
事

務
を
司

っ
た
と
こ
ろ
、
従
六
品

の
衙
門

(
C
D

l
R
O
M
)
。

(
361
) 

「
C
D

l
R
O
M
」

で
は
世
宗

二
七
年

一
一
月
六
日

(丁
丑
)
の
記
事

で
あ
る
。

(
561
) 

「
C
D

l
R
O
M
」

で
は

「服
妖
」
。

(
661
) 

一
六

=

一年

。
壬
辰

の
乱

の
と

き
に
廃
止

し
た
。

(
761
) 

「
C
D

l
R
O
M
」

で
は
仁
祖

二
二
年

七
月
二

一
日

(丙
午

)
の
記
事

で
あ
る
。

(861
)
 

「
C
D

l
R
O
M
」

に
は
こ

の
記
事

は
な

い
。
類

似
し
た
も

の
と
し

て
仁
祖

二
四
年

一
月

甲
戌

「
東
西
活
人

署

の
患
者
数

は
飢
渇
し

た
百

姓

一
三

八
○
名
、
患
者

は

一
〇

 
 
四
名
」
と

あ
る
。

(071
) 

「
C
D

l
R
O
M
」

で
は
、
こ
の
箇
所

の
デ
ー
タ
が
異

な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
百
数

十
人
だ
と
答
え
て

い
る
。

(271
) 

こ
れ
は
英
宗

八
年

五
月
癸
酉

の
記
事

で
あ

る

(C
D

l
R
O
M
)
。

(371
)
 

こ
れ
は
英
宗

四
六
年

(
一
七
七
〇
)
二
月

癸
酉
の
記
事

で
あ
る

(C
D

i
R
O
M
)
。

(671
) 

そ
し
て
、
こ
の
建
議

の
と

お
り
し
た
と

い
う

(C
D

l
R
O
M
)
。

(081
) 

「
C
D

-
R
O
M
」

に
よ
る
と
、

こ
れ
は
世
宗
五
年

(
一
四
二
三
)
六
月

(庚
午
)

の
記
事

で
あ

る
。
ま

た
こ

の
箇
所

の
本
文

の
読

み
は
、
李

能
和
と

は
少

し
異
な

る
。
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す

な
わ
ち

「
巫
女

の
業

中
税
と
奴
婢

の
身

貢
、
お
よ
び
魚
箭

の
行
状

税
な
ど
も

ひ
と
し
く
楮
貨

を
用

い
る
こ
と
」
は
馬

の
値
を

楮
貨

で
支
払
う

の
と
同

じ
よ
う

に
す

る
と
あ

 

 
る
。
魚
箭

は
魚
を
捕

る
梁

、
楮

貨
は
楮
で
作

っ
た
紙
幣

。

(
181
) 

カ
ミ
を
ま

つ
る
た
め
の
税

。
は
じ
め
は
巫
覡
か
ら
徴

収
し
た
が
、

の
ち
民
戸
か
ら
集
め
た
。

(
281
)
 

「
C
D

l
R
O
M
」

で
は
世
宗

一
一
年

四
月

(癸
巳
)

の
記
事

で
あ
る
。

(
681
) 

「
C
D

l
R
O
M
」

で
は
、
以
下
の

一
連

の
議

論
は
中
宗
九

年
九
月

の
記
事

で
あ

る
。

こ
の
年

と

=
二
年

の
国
王
と

臣
下

の
や
り
取

り
を
通
し

て
、
当
時
、
巫
覡

の
納

め

 

 
る
税
が
守
令

た
ち

に
は
重
要
な
収

入
源
と

な

っ
て

い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
「淫
祀
」

が
消
滅

し
な
か

っ
た
ひ
と

つ
の
理
由

で
も
あ

る
だ

ろ
う
。

こ
の
巫
覡
と
税

と

の
関
係

が
根

 

 
本
的

に
問
題

で
あ

る
と

い
う

こ
と

は
朝
鮮
朝

の
学
者
た
ち
も
指
摘

し
て

い
る

(後
述

さ
れ
る
李

溟
や
李
肯
翊

の
説
参

照
)
。

(
781
) 

こ
の
箇
所

の
申
用
漑

の
こ
と

ば
は

「
…
と
力
言

し
た

が
」
ま

で
で
あ

る
。

(
881
) 

「
伝

へ
て
」

の
あ
と

の

「領
相

の
…
」
以
下

は
中
宗

の
こ
と
ば
。

(
091
) 

全
羅
南
道
錦
城
山
は
高
麗
時
代
か
ら
霊
験

の
あ
る
山
と

し
て
人
び
と

の
信

仰
を
受
け

て
き
た
。
そ
れ
だ

け
に

こ
の

「淫

祀
」

に
対
す
る
官
僚

の
攻
撃
も
激

し
く
、

一
六
世

 

 
紀

の
こ
の
時
分
に
徹
底
し

て
規
制
さ
れ
た

の
だ

ろ
う

。
王
朝

実
録

で
は
こ
れ
以
後
錦

城
山
は
言
及

さ
れ
な

い
。
と

は

い
え
、
そ
れ
以
降

も

こ
こ
を
拠

点
と
し
た
祭

祀
活
動

は

 

 
つ
づ

い
た
。
近
現
代
に

い
た
る
ま

で
、

こ
こ
に
は
巫
堂
た
ち
が
集
ま
り
信
徒
も
相
応

に
多
か

っ
た
。

(291
) 

英
宗

(
一
七

二
五

-

一
七
七
六
)
時
代
、
朝
鮮

で
は
巫
女
ば
か
り
が
目

に

つ
い
た
と

い
う
指
摘

は
注
目

さ
れ
る
。

(391
) 

一
八
世
紀

の
朝
鮮

の
文
人

の
あ

い
だ

で
は
、
南
方

の
中
国

の
楚

で
は
巫
俗
が
盛
ん
だ
と

い
う
認
識
が
あ

っ
た

の
だ

ろ
う

。

(491
) 

人
び
と
は
真
心
か
ら
、
ま
た
官
吏
ら
は
税
収

の
面
か
ら
巫
俗
に
か
か
わ

っ
て
い
た
と

い
う
指
摘
は
興
味
深

い
。

(691
) 
摩

天
嶺

の
北
、
咸

鏡
北
道
。

(791
) 

燔
は
塚
、
墓
。
墓

地
に
お
け
る
祭
儀
で
得
ら
れ
る
酒
食

は

一
回
分

の
も

の
に
過
ぎ
な

い
と

い
う

こ
と
。

(891
) 

慶
尚
道

玄
風
郡
。

(991
) 

京
畿
道

開
城
の
郊
外

に
あ
る
徳

物
山
上

の
崔
塋
将
軍

の
神
堂
は
巫
覡

の
集

ま
る
こ
と
で
古
来
有
名

で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
も
神
税
を
と

っ
て
い
た

こ
と

が
よ
く
わ

か
る
。

(002
) 

一
八
〇

一
ー

一
八
三
四
年

(102
) 

摩

天
嶺

の
南

、
咸
鏡
南
道

。

(
302
) 

両
西

は
黄
海
道
と
平
安
道

。

(
502
) 

一
七
七

六
年
九
月
庚
寅

の
記
事

で
あ

る

(C
D

l
R
O
M
)
。

(
602
) 

身
布
を
差
し
出
す
軍
士

の
数
を
減

ら
す

こ
と

。
東
莱

で
は
実
際

に
軍
士
と

な
る
者

の
数

が
不
足
し
て

い
た
。
身
布

は
労
役

の
代
わ
り
に
差
し
出
す
布
。

(
802
) 

一
八
六
六
年

に
起
き
た
、

シ
ャ
ー

マ
ン
号
事
件

と

フ
ラ
ン
ス
艦

隊
襲
撃
事
件

を
さ
す
。
俳
優

た
ち

の
軍
隊

が
組
織
さ

れ
た
と

い
う

こ
と
は
、
朝

鮮
朝

に
お

い
て
、
か
れ

ら

 

 
は
無
頼

の
徒
と

み
ら
れ

て

い
た

こ
と
を
意
味

す
る
だ

ろ
う

。
そ
れ
は
高
麗

以
来

の
才
人

(優
人
、

ク

ワ
ン
デ
)

に
対

し
て
朝
鮮
王
朝
社
会

が
形
成

し
て
き
た
固
定

観
念

の
名

 一115(218)一



 
 
残
と
も

い
え
る
。

(902
) 

忠
清
道
槐
山
郡
。

(212
) 

王
家

の
祈
福

の
た
め

に
霊
験

の
あ
る
所

で
儀
仗
を
整
え
、
巫

や
宦
官
、
司
鑰
を
し

て
祈
祷

さ
せ
た

こ
と

(C
D

l
R
O
M
参

照
)
。

(312
) 

「
C
D

l
R
O
M
」

に
よ

る
と
、

こ
れ
は
太
宗

一
一
年
七
月

(甲
戌
)

の
記
事

で
あ

る
。

(412
) 

南
方
に
あ
る
星

で
そ

こ
を
守

る
神
霊
。
赤

い
鳳
凰
を
象
り
、
昔
か
ら
墓
と
棺

の
前
面

に
画

い
た

(李
在
崑
訳

)
。

(512
) 

こ
の
箇
所
は
李
能
和
も
李
在
崑
訳
本
も
不
正
確
。

「本
曹

の
月
令

に
照
ら
し

て
み
る
と
、
白
岳
な

ど
で
は
春
秋

に
祭

祀
を
お

こ
な

っ
て
い
る
の
に
、
ま
た
別

に
祈

恩
す

る
の

 
 
は
重
複
し

て
行
う
も

の
だ
」
と
礼
曹
が

い
う
と
、
王
は
…
と

つ
づ
く

の
が
よ

い

(
C
D

-
R
O
M
参

照
)
。

(612
) 

房
星

の
こ
と
。
馬
祖
壇
と

い

い
東
大
門
外

に
あ

っ
た
。
太
祖

の
と
き
設
け
高
宗
年
間

に
廃
止

(李
在
崑

訳
)
。

(
712
) 

乗
馬
術
を
は
じ
め
た
人
、
あ

る
い
は
そ

の
人
を
ま

つ
っ
た
社
堂
。

(912
) 

巫
女

の
宝
文
は
、

の
誤
り
。

(022
) 

こ
の
記
事
は
太
宗

一
八
年

三
月

乙
卯

に
あ

る
。

(322
) 

咸
鏡
道

の
古
名
。

(
422
) 

一
四
二
六
年
。
以
下

の
上
疏

の
内
容

は
、
朝
鮮
王
朝

が
は
じ
ま

っ
て
三
〇
年
余
り

の
時
点

に
お
け
る
宗
教
事

情
が
よ
く
う

か
が
わ
れ

る
記
事

で
あ

る
。
官
僚

と
し

て
は
、

 
 
分

に
応
じ
た
祭
祀
が
秩
序
を
も
た

ら
す
と
考
え

て

い
た
。
庶

民
は
イ

エ
の
ま

つ
り
だ
け

を
礼
に
従

っ
て
や
れ
ば

よ

い
と
官
僚

は
考

え
た
が
、
現
実

に
は
イ

エ
の
内

外

で
の
淫

 
 
祀
が
絶
え
ず
、

「礼
を
越
え
分
を
犯

し
て
山
川
城
隍
」

に
対

し
て
ま

つ
り
を

し
て

い
る
と

い
う

。
そ
し
て
、
そ

の
担

い
手
は
巫

覡
で
あ

っ
た
。
根
本

的
な
原
因

は
国
巫
堂
を

設

 
 
置
し
、
ま
た
山
川
城
隍

の
祭
祀

の
上
に

「属

祭
」
を
も
お

こ
な
う

こ
と
だ
と

い

っ
て
い
る
。

こ
の
属

祭
は
要
す

る
に
孤
魂
野
鬼
を

慰
撫
す

る
霊
魂

供
養
だ

が
、
こ
れ
が
民

間

 
 
の
ク

ッ
の
ひ
と

つ
の
大
き
な
動
因

で
あ

っ
た

こ
と

が
認
識

さ
れ
て

い
た
わ
け

で
あ

る
。
前
掲

の
注

92
も
参

照

の
こ
と
。

(
522
)
 

こ
こ
は

「私
覡

の
祀

る
の
は
」
と
あ

る
べ
き

。

(
622
) 

こ
れ
は
次
項

の
野
祭

の
ほ
か
に
、
各
種

の
財
数

ク

ッ

(福
運
を
祈

る
祭
儀
)
、
あ

る

い
は
都

堂
祭

の
よ
う
な
洞
里

の
祭
が
お

こ
な

わ
れ

て
い
た

こ
と
を
意
味
す

る

の
だ

ろ
う

。

(
822
)
 

タ
リ
ク

ッ
、

チ
ノ
ギ
、
オ
グ
ク

ッ
、
シ

ッ
キ
ム
ク

ッ
な
ど
と

よ
ば

れ
る
死
霊
祭

の
こ
と
で
あ
ろ
う

。

(
922
) 

李
能
和

は
こ
こ
で
次

の
文
を
省

略
し
た
。
「
ま
た
僧
徒

を
引
き
入

れ
仏
像
を
据
え
香
花

と
茶
食

を
並

べ
、
歌
舞
、
梵
唄

が
入
り
交

じ
り
淫
ら

で
怪

し
げ

で
あ

り
」

(C
D

l

 
 
R
O
M
参

照
)
。

つ
ま
り
、
あ

る

い
は
巫
覡
、
あ

る

い
は
僧
徒

が
似
た

よ
う

な
死
霊
済
度

の
儀
礼

を
し
て

い
た
。
こ
れ
が
や
が

て
巫
堂

の
儀
に
収
斂

さ
れ

て
い
く

こ
と

に
な

る

 
 
の
だ

ろ
う

。

(032
) 

一
四
三
六
年

五
月

乙
亥

の
記
事

で
あ
る

(C
D

l
R
O
M
)
。

(132
)
 
張
莪

(C
D

l
R
O
M
)
。

(232
) 

一
四
三
六
年

五
月
丙

子
の
記
事

で
あ
る

(C
D

i
R
O
M
)
。
な
お
C
D

-
R
O
M
で
は

「
別
祈
恩
」
は

「
別
途

に
お

こ
な
う
祈
恩
」
と

い
う

よ
う

に
解
釈

し

て
い
る
。
李
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能
和

は
こ
れ
を

一
語
と

し
て

い
る
。
と

は

い
え
、
ど

の
み
ち

同
じ
意
味
と

な
る
。

(
332
)
 

一
四
三
六
年

五
月
丁

丑
の
記
事

で
あ

る

(
C
D

-
R
O
M
)
。

(
432
) 

東
西
活
人
院

(C
D

-
R
O
M
)
。

(
532
)
 

一
四
三
六
年

五
月
辛
巳

の
記
事

で
あ
る

(
C
D

l
R
O
M
)
。

(
632
)
 

五
家
隣
保

の
管
領

(C
D

l
R
O
M
)
。

五
人
組

の
類

い
。
太
宗

七
年

(
一
四
〇
七
)

一
月

に

一
〇
戸
あ

る

い
は
三
、
四
戸
で
ひ
と

つ
の
隣
保
と
す

る
こ
と
が
論

じ
ら
れ

て

 

 
い
る
。

(732
) 

中
外

は
京
城
と
地
方

の
こ
と
。

(832
)
 

世
宗

二
五
年

(
一
四
四
三
)

八
月

丁
未

の
記
事

で
あ

る

(C
D

l
R
O
M
)
。

(932
) 

こ
の
記
事

は
、
当
時

山
野
で
の
死
霊
祭

、
ま

た
城
隍
祭

が
頻
繁

に
催

さ
れ
、
巫
家

で
も
治
病

の
た
め
の
個

人
ク

ッ
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
意

味
す
る
。

(042
)

成
宗

三
年

(
一
四
七

二
)

一
月
辛

丑
の
記
事

で
あ
る

(C
D

l
R
O
M
)。

(142
)
 

こ
の

一
条

は
C
D

l
R
O
M
本
に
は
み
ら
れ
な

い
。
李
能

和
の
原
本

に
は
あ

る
が
。

(442
) 

C
D

l
R
O
M
本

で
は
こ

の
あ
と
、
さ
ら
に
ふ
た
り
の
官

僚
が
巫
女

の
入
城

の
非

を
告

げ
て

い
る
。
そ
れ
を
き

い
て
成
宗

は
禁
令

を
下
し
た
。

(642
) 

城
外

四
十
里

(原
文

)
。

(742
) 

成
宗
九
年

一
一
月
丁
亥

の
記
事

で
あ
る

(C
D

l
R
O
M
)
。

(842
)
 

度
厄

(原
文
)
。

(942
) 

こ
こ
の
読
み
は

「身

を
も

っ
て
教
え
れ
ば
従

い
、

こ
と

ば
を
も

っ
て
教
え

れ
ば
争

い
、
命
令

す
る
と

こ
ろ
が
気
に
く
わ

な
け
れ
ば
、
民
は
従

わ
な

い
、
と

い
う
教

え
が
あ

 

 
る
」
と
す
る
方
が
よ

い

(C
D

l
R
O
M
)
。

(052
) 

祈
恩
使
は
巫
堂
や
ク

ワ
ン
デ
を
よ
び
集

め
、
王
家

の
福
を
祈
る
行
事

を
司

っ
た

(C
D

l
R
O
M
)
。
星
宿
庁
に

つ
い
て
は
注
囎
を
参

照
の
こ
と
。

(152
) 

一
四
七
〇

1

一
四
九
四
年

(252
) 

慵
斎

叢
話
は
成
俔

の
随

想
集
。
注

皿
参
照
。
た
だ

し
、
徐

永
大
に
よ

る
と
、
こ

の
話
は
慵
斎

叢
話

に
は
み
ら
れ
ず

『五
山
説
林

草
藁
』

(
『大
東
野
乗
』
巻

五
所
収
)
に

み

 

 
ら
れ
る
と

い
う

(徐

永
大

「
李
能
和
朝
鮮
巫
俗
考
校
勘
」

(H
)

『比
較

民
俗
学
』
第

六
輯

、
比
較
民
俗
学
会
、

一
九
九
〇
年
、
二
〇
頁
)
。

(652
) 

こ

の
部
分

の
読
み
方

は
不
正
確
。
こ

の
文
は
臣
下

の
こ
と
ば
で
あ
り

「
巫
に
事
え

て
免

れ
る
は
ず

の
も

の
で
は
な

い
」
、
す
な
わ
ち

臣
下
柳
成
麟

が
み
ず
か
ら

の
決
意
を
述

 

 
べ
た
も

の
と
解
す
べ
き
で
あ
る

(C
D

-
R
O
M
参
照
)
。

(752
) 

こ

の
部
分
は

「
け

っ
し

て
巫
が
み
ず
か
ら

の
意
志

で
や
る

の
で
は
な

い

(宮
中

の
命
令

が
あ
る
か
ら
だ
)
」

の
意
味

(C

D
l
R
O
M
参

照
)
。

(852
) 

「
太
鼓
を
叩
け
ば
」

の
意
。

(952
) 

ム
ー
ダ

ン
の
ク

ッ
の
こ
と
。
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(062
) 

「
臣
者
は
…
恐
れ
て
ゐ
る
」
と

つ
づ
く
。

(162
) 

一
五
三
三
年

(262
) 

一
七
七
七

ー

一
八
○
○
年

(362
) 
有

庫

の
人
民
と
は
賤
民

の
こ
と
。

(662
) 

居
住
せ
し
め
た
が

(762
) 

世
宗

一
八
年

(
一
四
三
六
)
五
月
丁
丑

(C
D

l
R
O
M
参

照
)
。

(862
) 

こ
れ
は
先
に
も
あ

っ
た
よ
う
に
、
世
宗
二
五
年
八
月
丁
未

の
記
事

で
あ
る
。
注
㎜
参

照
。

(962
)

成
宗

二
年

(
一
四
七

一
)
六
月
己
酉

(C
D

l
R
O
M
参

照
)
。

(072
) 
疫

癘

(C
D

l
R
O
M
参

照
)
。

(172
) 

少

艾

(年
若

く
美

し

い
者

、
C
D

l
R
O
M
参

照
)
。

(272
) 

「
…
伏

し
て
願
は
く
は
…
事

を
」
と
請

ふ
た
。

(372
) 

一
四
七
五
年

。

(472
) 

「今
番
」

の
箇
所

は

「今

、
番

上
し
た
」

と
あ
る
べ
き

(原
文
)
。

(672
) 

属
せ
し
め
た
が

(872
) 

細

民
の
家

に
出
入

り
す
る
な
ら
と
も

か
く

(972
) 

五
部
と

は
京

城
を
中

部
以
下
、
東

西
南

北
の
四
部

に
分

け
た
区
画

。

(082
) 

毎
年
歳
抄

(六
月
と

十
二
月
)

に

(C
D

l
R
O
M
参

照
)
。

(182
) 

中
宗

が
こ
と

ば
を
く

だ
し
て
、
の
意

。

(282
)
 

こ
れ
は
中
宗

三
二
年

(
一
五
三
七
)

二
月

癸
酉
の
記
事

で
あ

る

(C
D

l
R
O

M
参
照
)
。

(382
) 

中
宗

の
判
断
を
仰

が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
っ
た
と

こ
ろ
、
命
令

が
く
だ
り
、
臣

下
の
訴
え
た
と

お
り

に
な

っ
た
、
の
意
。

(2
) 

一
七
四
五
年

。
な

お
こ
の
箇
所

の
李
能
和

の
要
約

は
少
し
意
を
取
り

違
え

て

い
る
。
李
健

命
は
、
国
政
全

般
に
対
し

て
穏

健
か

つ
漸
進

的
に
こ
と
を
す

す
め
る

べ
き

で
あ

 
 
り
、
現
実

に
何
百
名
も

の
巫
を
追
放

し
た
ら
、
か
れ
ら

の
居
所

を
ど
う
す

る
の
か
と
訴
え

て

い
る
。
そ
し

て
、

こ
れ
に
対
し

て
太

子
は
そ

の
訴
え

を
承
認
し

て

い
る

(C
D

 
 

l
R
O
M
参

照
)
。

(092
) 

こ
れ
は
世
宗

二
五
年

八
月

丁
未

の
記
事

で
あ

る
。
注

嬲
参
照
。

(192
) 

こ
の
記
事

は
燕
山
君
九
年

(
一
五
〇
三
)

四
月

乙
丑
に
あ

る
。
前
出
注

20
も
参
照
。

(292
) 

李
溟

は
英
宗
時
代

(
一
七

二
五

-

一
七
七

六
)

の
人
。
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李能和 「朝鮮巫俗考」註

(392
) 

李
圭
景
は
前
出
注

9
参
照
。

(492
) 

こ
の
記
事
は
燕
山
君
九
年

(
一
五
〇
三
)
四
月
乙
丑
に
あ
る
。

(692
) 

「
青
莊
館
全
書
」

の
著
者
は
李
徳
懋

(
一
七
四

一
-

一
七
九
三
)
、
正
祖

の
時
代

の
学
者

で
清

に
い
き
、
中
国

の
考
証
学

を
お
さ
め

る
。
息
子

が
ま
と

め
て
刊
行
し
た
も

の

 

 

(
一
七
九
五
)
。

(792
) 

李
碎
光
は
注

14
参
照
。

(892
) 

栲
栲
と
は
柳
器
、
す
な
わ
ち
行
李

の
意
味
。

(992
) 

柳
夢
寅

(
一
五
五
九

ー

一
六

二
三
)

の

『於
于
野
談
』

は
民
間
伝
承
を
お
さ
め
た
物
語
本
。

(oo3
) 

今
日
、
京
畿
道

の
チ
ノ
ギ
ク

ッ
に
は
、

こ
の
冥
府

の
使
者
が
登
場
し
、
故
人

の
霊
を
あ

の
世
に
連
れ
去
る
こ
と
を
遺
族
に
演
じ

て
み
せ
る
。

(103
) 

李
肯

翊

(
一
四
七
六

-

一
五
五
二
)
は
少
論

に
属
し
、
老

論

に
よ
り

退
け
ら
れ
不
遇

の
う
ち

に
終

わ

っ
た
。
著
書

『燃
藜
室
記

述
』

は
唯

一
残

っ
た
も

の

(李
煕
昇

『国

 

 
語
大
辞

典
』
参

照
)
。

(303
) 

仁
宗

、
位

一
五
四
五
年

。

(503
) 

王
后

の
名
前

。

(603
)
 
在
位

、

一
六
二
三

-

一
六
四
九
年

(903
)
 

丑
生

ら
は

(013
)

庚
戌

(113
) 

に
わ
か
に
仕
舞
う

こ
と

が
む
ず

か
し

い
の
で
、
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
き
時

々
神

に
祈

っ
た

(C
D

l
R
O
M
)

(213
) 

自
分

は

(時

英
は
)

(313
)
 

巫
女

が
死
ん
だ
あ
と

は
、
龍

洞
近
く

の
禧
嬪

の
本
宮

へ
移

し
て
排
設

し
た
こ
と

(C
D

l
R
O
M
)

(413
)

英
宗

二

一
年

(
一
七
四
五
年
)

二
月

甲
寅

の
記
事

で
あ

る

(
C
D

-
R
O
M
)
。

(513
) 

「中
国
之
人
」

(原
文
)

(613
) 

「我
国
之
人
」

(原
文
)

(713
) 

こ
の
指
摘

は
李
能
和
自
身

に
よ

っ
て
発
展

さ
せ
ら
れ
な
か

っ
た

が
、
取
り

上
げ
発
展
さ

せ
る

べ
き
も

の
で
あ
る
。
朝
鮮

巫
俗
は
江
南

の
巫
俗
と

の
対

照
に
よ

っ
て
得

る
と

 

 
こ
ろ
は
多

い
だ

ろ
う
。
た
と
え
ば
痘
瘡

の
神
を
尊
貴

の
客

人

の
よ
う

に
も

て
な
す

こ
と
、
李
能

和
が
鋭
く

も
指
摘
し
た

巫
儀
と
仏
教
儀
礼

に
三
段
構
造

が
み
ら
れ

る
こ
と
、

 

 
孤
魂

へ
の
施
食

の
よ
う
な
儀
礼

が
重
要
視
さ

れ
る
こ
と
な
ど

は
彼
我
共
通
す
る
も

の
で
あ

る
。

(
813
) 

三
聖
祠

(原
文
)

(
913
)

今

日
、
中
国

に
お
け

る
十
王
信
仰

の
隆
盛

は
唐
宋

の
こ
ろ
か
ら
と
さ
れ

て
い
て

(葛
兆
光
著
、
坂
出
祥
伸

監
訳

『道
教
と

中
国
文
化
』
、
東
方
書
店

、

一
九
九

三
年

、
三
三
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'

 
 
九

⊥

二
四
〇
頁

)
、
李
能
和

の
こ
の
推
定

は
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
神
位

が
朝

鮮
巫
俗

の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め

て

い
る
こ
と

は
、
宋
代

以
降

の
道
仏

の
影
響
を
受

 
 
け
て
今

日
の
朝

鮮
巫
俗

が
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
を
も

の
が
た
る
。

(023
) 

李
能
和

の
こ
の

「
神
壇
」
の
構
造
分
析
は
炯
眼
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。
神
が
み
を
迎
え
、
死
者
霊

・
雑
神
を
済
度
し
、
施
食
さ

せ
て
送

る
、

こ
う
し
た

三
段

が
神
祀

(ク

ッ
)

 
 
の
核

心
で
あ
る
と

い
う

の
だ
。
し
か
も
、
帝
釈
、
十
王
、
城
隍

な
ど
が
中
心

の
位

置

に
あ

る
。

こ
れ
は

つ
ま
り

は
高
麗
時
代

に
受

容
し
た
仏

教
と
道
教

の
構

造
、
ま
た
そ

の

 
 
神
霊

が
朝

鮮
巫
俗
の
核

心
に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

(123
) 

李
能
和

は
原
文
で

「
然
巫
效
僧
斎
而
行

「
萢
同
斜
川
世

(O
臣
昌
Z
島

煢
一
Qっ
賦

Z
o
日
)
其
義
則
為
亡
霊
薦
度
之
神
祀
也
」
と

い

っ
た
。

つ
ま
り
、
巫

は
僧

の
斎

に
倣

っ
て

 
 
チ
ノ
ギ
セ
ナ
ム
を
お
こ
な
う

。
そ

の
意
味

は
亡
霊

を
薦
度
す

る
た
め

の
ク

ッ
だ
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ
の
ば
あ

い
、
チ

ノ
ギ

は
初

壇

の

「
神

の
路
」

で
あ
り
、
セ
ナ

ム
は

 
 
第
二
壇
で
中
陰

と
同
じ
だ
と

い
う
指
摘
は
李
能
和

の
独
創

的
な
見
方

で
あ
る
。
そ

の
の
ち

の
研
究
者

は
こ
れ
を
取
り

上
げ
な

い
で
チ
ノ
ギ

の
語
義

だ
け
に
か

か
わ

っ
て
い
る

 
 
が
、
セ
ナ
ム
ま
で
含

め
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(223
) 

こ

の
書

は
未

詳
。
ま
た
李
能
和

の
以
下

の
説
明
、
パ
リ
公
主
は
処
容

の
妻
だ
と

い
う

指
摘

は
根
拠
が
弱
く
、
今
日
か
ら
は
こ
じ

つ
け

の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

(323
) 

李
能
和
は
、
巫
俗
と
仏
教

の
混
融
を
新
羅

の
時

か
ら
と
し

て
、
パ

ン

ソ
リ

の
ノ
ル
ブ
歌

や
竜
宮
歌

(水
宮

歌
)
も
新
羅

の
こ
ろ
に

で
き
た

と
み
た
が
、

こ
れ
は
や
は
り
思

 
 
い
込
み
だ
ろ
う
。
仏
教
や
道
教

の
う
ち
か
ら
借
り
て
き
た
も

の
は

い
ず
れ
も
中
国
中
世
社
会

の
刻
印
を
帯
び

て
い
て
、
こ
れ
を
置

い
て
論
じ
る
こ
と
は
無
理
な
話

で
あ
る
。

(423
) 

ク

ッ
に

つ
い
て

の
李
能
和

の
解
釈
は
、
「
凶
災
を
祈
禳

す
る
」
こ
と
だ
と

い
う

。
こ
れ
は
注
目
に
値
す
る
。
単
に
祈

っ
た
り
、
称

え
た
り
す

る
こ
と
、
あ

る

い
は
祝
祭

の
よ

 
 
う
な
も

の
も
ク

ッ
の
な
か
に
含
ま
れ

る
が
、
前
提

と
し
て

「
凶
災
」
が
あ

っ
た
と

い
う

の
で
あ
る
。
淵
源

は
と

も
か
く
、
そ

こ
に
は
孤
魂
と
か
野
鬼

の
存
在

が
あ

っ
た
は
ず

 
 
で
あ
る
。

(523
) 

南
孝
温

(
一
四
四
四

-

一
四
九
二
)
。
た
だ
し
、
徐
永
大

に
よ
る
と

、
以
下
の
話

は

「秋
江
冷
話

に
は
み
ら
れ
な

い
」
と
あ

る

(徐
永
大

「李
能

和
朝

鮮
巫
校
考
勘
」
 

(H
)

 
 

『比
較
民
俗
学
』
第
六
輯
、
比
較
民
俗
学
会
、

一
九
九
〇
年
、
五
六
頁
)
。

(623
) 

媽
媽

8
p。
ヨ
p
は
も
と
も
と
漢
語
で
、
「
母
、
お
母
さ
ん
」

の
こ
と
。
朝
鮮

語
で
も
発
音

は
似
て

い
て

マ
マ
。

(
723
) 

こ
こ
は
単
に

「
亡
霊
を
追
薦
す
る
祭
り

で
あ
る
」
と
す
れ
ば
よ

い
。
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